
沖縄の小児保健

平 成 28 年 3 月

ＩＳＳＮ 0912-0335

第　 43　 号

THE　OKINAWA　JOURNAL　OF　CHILD　HEALTH

公益社団法人　沖縄県小児保健協会
THE　OKINAWA　SOCIETY　OF　CHILD　HEALTH

沖

縄

の

小

児

保

健

第
四
十
三
号     

（
平
成
二
十
八
年
）

公
益
社
団
法
人
　
沖
縄
県
小
児
保
健
協
会



沖 縄 県 小 児 保 健 協 会

シンボルマーク・デザイン説明

　「健全なる社会の発展は、健全なる小児の育成になければならない」という協会設立の

主旨にそってマーク・デザインをした。

◯　まず、小児の「小」を白い鳩におきかえ出来るだけ単純化して、健全なる小児を

象徴的に表現した。

◯　外輪は沖縄の「Ｏ」であり、また協会員の「和」である。

◯　地色は、協会の発展を願う意味で、若夏の明るい緑色を使用した。

琉球大学名誉教授　安次富　長　昭



　公益社団法人沖縄県小児保健協会の会長の職を拝命し、小児保健に尽力された先人達の業績を引き継いで、

発展させるという大きな課題を申し受けました。21世紀が幕開け、少子高齢化が益々進行しており、子ども

の健全な成長に影響が大きい子どもの貧困等に、強い関心が向き始めています。国は国民運動計画「健やか

親子21」で、予防的な側面を積極的に進めています。そこでは「健やか親子21（第２次）」の達成に向け、「標

準的な乳幼児期の健康診査と保健指導に関する手引き」が厚労省より発刊されました。この手引には、日本

全国どこで健診を受診しても、一定水準の健診が受けられるような、標準的な乳幼児健診が明記されており

ます。ここでは、目指すべき理想的な乳幼児健診システムが述べられておりますが、どれだけの市町村が速

やかに対応できるか危惧しております。

　この手引きのなかには、聞きなれない健康診査の精度管理という項目が明記されています。一般的に「検

診」（がん検診など）は、疾病を見逃さずに発見できるのかという指標が決まっているので、「検診」の指標

はわかりやすくなっています。しかし「健診」となると健康を診査するため、指標は多角面にわたり難しい

設定となります。乳幼児健診の指標をどのように設定するのかは、研究が必要となります。さらに、適切な

指標にするには検証も必要となり、研究と検討を重ねて適切な指標を示していく必要があります。

　このような時代の動きに対して沖縄県小児保健協会は数年前より、乳幼児健診のＩＴ化を検討してきまし

た。医療機関では、多くの施設で電子カルテが導入されてきております。カルテが電子化されたことで、必

要なデータが必要な時に提供できるようになり、情報の共有化や医療の質の向上に大きく貢献し、今では電

子カルテが不要という施設はありません。乳幼児健診の標準化においては対象者全数把握、過去の情報把握、

未受診者対応、健診事後カンファレンス、多職種による健診結果の総合判定、精査結果管理、精度管理など、

より高度な内容が要求されてきています。これまでの方法では行き詰ってしまう可能性があります。その解

決方法として、沖縄県小児保健協会は「健診のＩＴ化」を最も有効な施策と位置づけています。時代の要求

や変化に対応できる健診システムとするためには、ＩＴ化の実現は不可欠だと考えます。

　それでは乳幼児健診がＩＴ化されて何が変わるのでしょうか？　今考えられる主なものを上げると、①未

受診児の早期把握と対応、過去データの確認、②健診事後カンファレンスのための情報提供、③健診精度管

理の指標設定の円滑化、④診察・問診における対話時間の確保、⑤提出書類作成の標準化と効率化などが考

えられます。しかし最大の利点は、医療機関の電子カルテが導入当時と比べて格段に進歩した様に、乳幼児

健診システムが進化・進歩することです。このシステムの運用には色々な課題がありますが、一つ一つ検討

を重ねることで解決できます。

　乳幼児健診で出された精査票も重要な項目です。その精査の結果をフィードバックすることは、健診参加

医が健診での診察水準を上げる大切な施策になります。それは健診の質の向上となり、精度管理にも繋がり

ます。

　標準化の手引が提示されて以来、乳幼児健診は更に重要さを増し複雑になってきています。そのため、健

診の全体像を把握することが難しくなってきました。全体像を把握し理解する人が増えることが、今後の健

沖縄県小児保健協会「鳩」の飛翔

公益社団法人　沖縄県小児保健協会　
会長　宮　城　雅　也　

巻 頭 言



診の質の向上・発展に繋がります。そのために必要なのは、最新の技術を活用するという積極的な発想「ひ

らめき」であり、その「ひらめき」は「健診のＩＴ化」だと思っています。

　今後、健診は益々複雑になります。その為には、より多くの関係者が「健診のＩＴ化」という共通理解の

元に、常に連携を取りながら事業を進めていくことが重要で、それが我々乳幼児健診に関わる者の大きな使

命だと考えています。

　沖縄県小児保健協会のロゴのなかの鳩は、健全なる小児を象徴しています。21世紀に、その全ての白い鳩

（こども達）が大きく羽ばたくお手伝いを沖縄県小児保健協会はしていきたいと思います。
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　この十年間に、沖縄県の小児医療は激変したよう

に思います。

　１．2001年沖縄県から始まった『はしか“０”プ

ロジェクト』が全国に広まり、それまで毎年のよう

に発生がみられていた「はしか」の患者が激減し、

平成27年３月に日本から麻疹が排除状態であること

をWHOより認定されました。

　２．平成18年４月に県立南部医療センター・こど

も医療センターが開設されました。沖縄県の小児心

臓疾患を一つに集約することで治療成績はさらに飛

躍し、PICUも出来たことで、これまで救命困難で

あった患者さんを数多く救ってきました。他にも、

未熟児や小児腎臓科、小児神経科、小児血液腫瘍科

などが拠点となって他の病院と連携し、急性期疾患

だけでなく慢性疾患の患者さんたちのよりどころと

なっています。

　３．定期予防接種に新しい４つのワクチン（Hib・

小児用肺炎球菌・子宮頸がん・水痘）が組み込まれ

ました。この間に、VPDという言葉が普及し、「ワ

クチンで防げる病気を積極的に啓発し、子供たちを

感染症から守っていこう」が合言葉になりました。

これまで沖縄県は、任意の予防接種のみならず定期

接種も、接種率において全国でもかなり下位にいま

した。しかし、沖縄県小児保健協会を事務局とする

『はしか“０”プロジェクト』の設立をきっかけに、

沖縄県のすべての小児科医と行政（地域自治体や県

の健康長寿課、保健所、県衛生研究所）が協力し、

また他の協会団体（保健師、看護師、保育士など）

の参加・協力を得て、はしかだけでなくすべての予

防接種の接種率も徐々に向上しております。しかし、

まだまだ十分な接種率とは言えませんので、今後も

小児科医会として予防接種全般の啓発活動に、さら

なる努力を重ねていきたいと思います。

　４．県内の小児医療についてもこの10年間で変化

がありました。もともと沖縄県の小児科医はかなり

不足していましたが、県立病院を中心に小児科医を

多数育て、急性期の病気への対応は徐々に解消され

ました。琉大病院が出来てからは血液腫瘍疾患も移

植医療可能となり、県外まで治療に行かなくても済

むようになりました。こども医療センターが出来て

からはほとんどの小児医療において、全国でもトッ

プレベルの医療を受けることが出来るようになり、

沖縄県は日本でも最も恵まれた医療環境にあると思

います。しかし、「障がいを抱えた子どもたちとそ

の保護者」や小児の「こころの問題」に対する、医

療的なケアについては、専門の医師や看護師、心理

士、保育士、ケースワーカーなどが十分にそろって

おらず、対策が一番遅れている分野だと思います。

平成24年４月には改正障がい者自立支援法と改正児

童福祉法の新制度が施行され、こうした子どもたち

やその家族への「希望の光」が、少しずつ見え始め

ているようです。私たち沖縄県小児科医会は、今後

もこの分野での課題に積極的に取り組んでまいりた

いと思います。

　５．日本小児科医会が推進する「地域総合小児医

療認定医制度」と「成育基本法」について触れてお

きます。

　日本小児科医会は、将来の地域小児医療を担う人
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材育成のために、「地域総合小児医療認定医制度」

を定めました。認定に必要な基本条件は（１）「小

児科専門医」であること、（２）「日本小児科医会の

会員」であることです。認定基準は、下記の地域貢

献活動に重きを置き、研修会の参加とともに12項目

を単位化して評価します。①小児救急医療、②母子

保健・乳幼児健康診査、③予防接種、④学校医・学

校保健、⑤乳幼児保健（保育所嘱託医・幼稚園園医）

⑥障がい児医療・在宅医療、⑦子どもの虐待・発達

障害・子どもの心の問題、⑧子どもに関わる人々の

ネットワーク構築、⑨育児支援、⑩病児・病児後保

育、⑪医学生・臨床研修医への地域研修、⑫生涯教

育（講演会・研修会・勉強会）です。

　次に「成育基本法」については、日本小児科医会

松平隆光会長の発言を引用します。『「成育基本法」

は、胎児期、新生児期、乳幼児期、学童期、思春期

を経て次世代を育成する成人期までの健やかな成育

環境を保障するものです。特に成育過程で生じる

様々な健康問題を切れ目なく包括的にとらえ、それ

に適切に対応する「成育医療」の充実を目的として

います。包含される項目として、１）次世代を担う

成育過程にあるものに対する生命・健康教育の充実、

２）社会、職場における、子育て・女性のキャリア

形成のための支援体制構築、３）周産期母子保健審

査と保健指導の充実、４）周産期医療体制の充実、５）

養育者の育児への参画を支援する制度の充実、６）

国際標準を満たす予防接種などの疾病発症予防対策

体制の構築、７）妊娠・出産・子育てへの継続的支

援のための拠点整備及び連携が挙げられます。その

他の事項として、子どもの健康審査体制の充実、障

がい児（者）・発達障がい児（者）とその家族への

支援や、慢性疾患を持つ子どもの、成人への移行体

制の整備などが今後検討されます。』　私たちは将来

の地域小児医療を守るために、「地域総合小児医療

認定医制度」や「成育基本法制定」の周知・広報に

務め、推進したいと思います。

　沖縄県小児医療の地域連携はかなり深まってきま

したが、離島・へき地医療、発達障がい・心の問題・

児童虐待、在宅医療等々…、小児を取り巻く医療環

境の手薄な分野は沢山あり、課題山積といったとこ

ろです。この困難な医療事情の中でも、「病―病」「病

―診」「診―診」の連携をさらに深めて、患者さん

への医療提供の質を益々高めるように努めてまいり

ます。また、乳幼児健診や保育園健診、学校健診へ

積極的に参加し、乳幼児や児童の健康管理および保

健活動に深くかかわっていきたいと思います。

　沖縄県小児科医会は、これからも沖縄県小児保健

協会・沖縄県小児科学会の皆様と協力して、沖縄の

小児医療・保健の更なる貢献に努めてまいりたいと

思います。
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はじめに

　乳幼児健康診査（以下、「乳幼児健診」とする。）

は、母子健康手帳とともにわが国の母子保健事業の

基盤として広く実施され、３～４か月児、１歳６か

月児、３歳児健診においては、全国どの市町村でも

高い受診率が得られている。しかしながら、精度管

理や他機関と連携したフォローアップの評価など未

だ現場で苦慮する課題も多く、また市町村ごとの実

施体制や実施内容の違いが、住民の健康格差につな

がらないための工夫が必要である。平成24～26年度

厚生労働科学研究（健やか次世代育成総合研究事業）

「乳幼児健康診査の実施と評価ならびに多職種連携

による母子保健指導のあり方に関する研究」班（以

下、「研究班」とする。）では、標準的な乳幼児健診

のあり方を目的とした検討を行い、その成果を「標

準的な乳幼児期の健康診査と保健指導に関する手引

き～「健やか親子２１（第２次）」の達成に向けて～」１，２

（以下、「手引き」とする。）にまとめた。

１　「手引き」の特徴

　「手引き」では、乳幼児健診事業における市町村

と都道府県の役割を示すとともに、「健やか親子

２１（第２次）」の指標の考え方も盛り込んだ。

　市町村の乳幼児健診事業は、母子保健法とその関

連法令や国からの通知等を根拠とし、都道府県が広

域的な支援として作成した「都道府県マニュアル」、

関連の学会や団体等が専門分野の知見をまとめた「ガ

イドライン・市販書籍等」などの情報に基づいて運

営されている。（図１）。「手引き」は、主に乳幼児健

診事業の計画立案、精度管理、標準的な保健指導の

手法や事業評価の基本的な考え方を示すものである。

２　乳幼児健診の意義

　１）健康状況の把握

　個別の対象者の健康状況の把握にとどまらず、個

別の状況を地域の健康状況の把握につなげることが

乳幼児健診の意義の一つである。

　「健やか親子２１（第２次）」では、健康水準の指

標や健康行動の指標の一部を乳幼児健診の全国共通

の問診項目に定めて市町村ごとに集計し、平成27年

度から毎年母子保健課調査として計上される。共通

の問診項目３は、妊娠期や子育て期の家族の喫煙状

図１　 「手引き」の特徴
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・事後指導の方法
・フォローアップ管理

学会・関連団体

法令・通知
「健やか親子２１（第２次）」

A市

D町C町 E村・判定の根拠
・保健指導の
科学的根拠

・事業計画
・精度管理
・保健指導の
手法

・事業評価

「手引き」

情報共有

都道府県マニュアル
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況などの生活習慣や、育てにくさを感じた時の対処

状況、ゆったりした気分で子どもと過ごしているか

など、個別の対象者の健康状況を把握して保健指

導につなげるとともに、地域の状況の把握にも活用で

きるものである。子育てに関する状況や子育て支援の

ニーズが把握できる項目も含まれており、その集計

値を子育て支援のニーズと捉えた活用が可能である。

　２）支援者との出会いの場

　健診の場は、対象者が一方的に指導される場では

なく、親子が健診に参加し、地域の関係機関の従事

者と出会い、支援を円滑に開始するために活用され

る意義もある。乳児家庭全戸訪問事業や妊娠届出時

からハイリスク妊婦を把握する活動など、乳幼児健

診の前に関係機関の従事者が親子に出会う機会が増

えている。乳幼児健診は、関係者との信頼関係を結

ぶ場としても重要である。

　「健やか親子２１」の指標のひとつであった『子

育て支援に重点を置いた乳幼児健診』は、21世紀初

頭の小児保健のテーマとして画期的な視点４であっ

た。平成25年度の最終評価では90.3％の自治体が取

り組んでいるとの結果５が得られた。しかし基盤が

整備されても、ニーズを持つ親子に支援が届かなけ

れば意味がない。未受診者も含めて、すべての親子

を必要な支援につなげることが、今後の乳幼児健診

の目指すべき姿である。

　３）多職種が連携した保健指導による支援

　「手引き」では、標準的な保健指導の考え方を①

親子の顕在的および潜在的健康課題を明確化し、そ

の健康課題の解決に向けて親子が主体的に取り組む

ことがでるように支援すること、②全国どこの市町

村でも、健診従事者が多職種間で情報を共有し、連

携して保健指導を実施することで、全ての親子に必

要な支援が行き届くことを保障するものとした。

　多職種が連携した保健指導では、各専門職種が有

する技術や知識を健診に応用することなど、多角的

な視点が求められる。単に健診に従事する職種の数

を増やすことではなく、限られた人材の中でも多分

野の専門知識と技量を従事者間で共有し、工夫する

ことにより、分野間で切れ目のないサービスや支援

を提供することが重要である。

　４）一貫した行政サービスを提供するための共通

の基盤づくり

　子育て世代の生活状況はきわめて多様であり、ま

た里帰り出産や転居など移動することが少なくな

い。居住地域が変わっても一貫した母子保健サービ

スが提供される必要がある。すべての都道府県と市

町村において共通の標準的な健診事業の基盤を整え

るために、事業計画と評価に基づいた事業の実施が

必要である。

３　乳幼児健診事業に対する評価

　乳幼児健診事業の評価について、これまで標準的

な手法等は示されていない。研究班では、全国調査６

から市町村の実態を把握し、考え方を「手引き」に

示した。この成果を踏まえ「健やか親子２１（第２次）」

では、市町村＊１（５項目）および県型保健所（４項目）

の乳幼児健診事業の評価に関する指標が示された。

　１）市町村の指標（表１）

①母子保健計画において、乳幼児健康診査に関

する目標値や指標を定めた評価をしている。

　市町村の母子保健計画において、乳幼児健康診査

に関する指標や目標値を定め、定期的に検証するこ

とがPDCAサイクルに基づいた事業評価の基本とな

る。例えば、受診率や未受診者の把握率（現認率：「手

引き」p.125参照）、事後教室の参加者数などを指標

とする。目標値の設定にあたっては、単に数値を羅

列するのではなく、目標値の必要性やこれを達成す

るために必要なインプット（予算や人材等）を明ら

かにすべきである。

②疾病のスクリーニング項目に対する精度管理

を実施している。

③支援の必要な対象者のフォローアップ状況に

ついて、他機関と情報共有して評価している。

　疾病のスクリーニングの精度管理と、支援の必要

な対象者のフォローアップの評価が分けて示された

ことは画期的である。「手引き」に評価方法の例示

を示したが、実際に応用するためには従来の集計区
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分の変更などが必要である。その考え方については

「５．精度管理とフォローアップの評価の考え方」

に記述した。

④健診医に対して精検結果等の集計値をフィー

ドバックしているとともに、個別ケースの状

況をそのケースを担当した健診医にフィード

バックしている。

　精密検査機関からの報告や精度管理の結果、支援

対象者のフォローアップの状況などを健診医に集計

値としてフィードバックするとともに、個別ケース

の状況を健診担当医にフィードバックすることで、

健診の質の向上が期待される。

⑤（歯科や栄養、生活習慣など）地域の健康度

の経年変化等を用いて、乳幼児健診の保健指

導の効果を評価している。

　むし歯の発生率などの歯科や栄養、生活習慣など

に関する保健指導は、問診結果の集計値から求めた

地域の健康状況の経年変化を用いて評価することが

できる。沖縄県においては、健診の個別データから

集団寄与危険リスクを求め、「１歳６か月時からの

毎日の仕上げ磨き」「両親の禁煙」「３歳児におやつ

を決めてあげること」に取り組むことが３歳児のむ

し歯の有病率の減少により効果的であることを示す

報告７など、すでに評価の具体例が認められている。

　２）県型保健所の指標（表２）

　都道府県の母子保健計画で目標値を定めて評価す

るとともに、例えば市町村の精度管理や支援対象者

のフォローアップの状況など評価項目を決めて、管

内市町村の情報を収集し比較検討することが求めら

れている。

４　判定のばらつき

　愛知県では、県や保健所が管内の市町村や中核市

とともに母子健康診査マニュアル８を用いた乳幼児

健診に取り組んでいる。医師や歯科医師の判定基準

を示すとともに、平成23年度から従来の要指導、要

観察などの区分ではなく、診察時の所見の有無など

の判定結果を集計している。市町間で判定結果が大

きく異なっている項目を例示する。

　１）股関節開排制限

　平成25年度の３～４か月児健診の股関節開排制限

の判定について、保健所管内48市町村と３中核市か

ら41,616件の集計値が得られ、うち「所見あり」は

808件（1.9％）であった。これを47市町（データ数

50未満の町村を除く）で比較すると、最大8.2％か

ら最小０％まで大きな違いが認められた（図２）。

特に1.0％未満が18市町（38.3％）を占めていた。

　乳児股関節脱臼は、オムツの当て方などの保健指

導や生活環境の変化などに伴い、発生頻度が大きく

表１　基盤課題Ａ -16　乳幼児健康診査事業を評価
する体制がある市区町村の割合

①母子保健計画＊において、乳幼児健康診査に関する
目標値や指標を定めた評価をしている。

②疾病のスクリーニング項目に対する精度管理を実
施している。

③支援の必要な対象者のフォローアップ状況につい
て、他機関と情報共有して評価している。

④健診医に対して精検結果等の集計値をフィードバッ
クしているとともに、個別ケースの状況をそのケー
スを担当した健診医にフィードバックしている。

⑤（歯科や栄養、生活習慣など）地域の健康度の経
年変化等を用いて、乳幼児健診の保健指導の効果
を評価している。

算出方法：
①～③のすべてに「１．はい」と回答した市区
町村数/全市区町村数×100

　＊母子保健計画には、次世代育成支援対策推進法
に基づく行動計画や、健康増進計画等と一体的
に策定している場合も含める。

表２　基盤課題Ａ -16　乳幼児健康診査事業を評価
する体制がある県型保健所の割合

①都道府県の母子保健計画＊に乳幼児健康診査に関
する目標を定めて評価をしている。

②評価項目を決めて、健診情報を収集し比較検討な
どの分析をしている。

③健診結果の評価に関する管内会議を開催している。
④市町村向けの研修において、乳幼児健康診査事業
の評価方法に関する内容が含まれている。

算出方法：
①と②のいずれにも「１．はい」と回答した県
型保健所の数/全県型保健所数×100

　＊母子保健計画には、次世代育成支援対策推進法
に基づく行動計画や、健康増進計画等と一体的
に策定している場合も含める。
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減少した疾病である。しかし、その減少に伴って疾

患に対する認識が薄れ、近年、乳幼児健診での見逃

しを指摘する報告９，10が認められる。日本小児整形

外科学会Multi-Center Study委員会の調査11（対象：

全国782施設、平成23年４月～平成25年３月）によ

れば、未整復の乳児股関節脱臼1,347例のうち１歳

以上で初めて診断された例が217例、うち健診を受

けていた例は190例、受けていなかった例は１例、

不明が26例であった。

　判定の少ないことが、すべて見落としにつながる

とはいえないものの、判定頻度が少ない場合には、

医師の判定手技の確認、保護者に対する保健指導の

強化や、判定後の紹介機関の確保など都道府県とと

もに地域のフォローアップ体制も加味した対応が必

要である。さらに見逃し例を把握した場合には、そ

の状況を診察医にフィードバックすることが精度の

向上につながる。

　２）視覚検査

　平成25年度の３歳児健診の視覚検査の判定につい

て、保健所管内48市町村と３中核市から41,920件の

集計値が得られた。うち精密検査対象例（「異常の

疑いあり」）が2,203件（5.3％）、無記入例が3,977件

（9.5％）であった。47市町（データ数50未満の町

村を除く）の比較を図３に示す。精密検査対象例の

頻度は、６市町が県平均の倍以上にあたる10％以上

であったのに対し、21市町は県平均の半分以下で

あった。

　無記入例の頻度別に精密検査対象例の頻度を検討

すると、無記入例が０％であった市町に比べて、無

記入例の多い市町は精密検査対象例の頻度が明らか

に少ない（表３）。県全体で精密検査対象者に対す

る弱視等の発見頻度が集計されていないため、どの

程度精密検査対象と判定するのが適切であるのかは

不明であるが、無記入例の多い市町で見逃しが起こ

る可能は高いと言える。文献上も視覚検査の判定の

ばらつき12や見逃し例13，14が報告されている。

　上記以外に、３～４か月児健診における頚定、３

歳児健診で実施される検尿の判定頻度も大きく異

なっていた15。日本小児腎臓病学会の３歳児検尿の

全国調査16では、検尿の事後措置がシステムとして

確立されていない地域が多くを占めていたと報告さ

図２　股関節開排制限の判定頻度の市町間比較

対象：愛知県保健所管内44市町と３中核市の３～４か月健
診受診児41,552例。（平成25年度、母子健康診査マニュ
アルに基づく集計値）
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図３　視覚検査の判定頻度の市町間比較

対象：愛知県保健所管内44市町と３中核市の３歳児健診受
診児41,833例。（平成25年度、母子健康診査マニュア
ルに基づく集計値）
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表３　視覚検査における無記入例の頻度と精密検査
対象例の頻度

無記入例の頻度
精 密 検 査
対象例の頻度

市　町　数

0％　　　 7.4％　 16　

１％～10％ 4.9％　 8　

10％～20％ 5.0％　 9　

20％～30％ 1.7％　 9　

30％～　　 1.5％　 5　

対象：愛知県保健所管内44市町と３中核市の３歳児健診受
診児41,833例。（平成25年度、母子健康診査マニュア
ルに基づく集計値）
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れ、システムの見直しを求める報告17も認められる。

また、聴覚検査についても見逃し例の報告18が認め

られる。乳幼児健診において疾病をスクリーニング

することは、今も変わらず重要な意義を持つ。多様

な内容を同時に実施しなければいけない現場の状況

にあっても、精度管理の対象項目を焦点化するなど

して改善が必要である。

５　精度管理とフォローアップの評価の考え方

　乳幼児健診は、疾病のスクリーニングから、子ど

もの発育や発達の確認、生活習慣の確立に向けた支

援、子育て支援につなげる保健指導などさまざまな

内容を含んでいる。疾病のスクリーニングだけみて

も、股関節脱臼を発見する股関節検診２＊、先天性

腎尿路奇形を発見する３歳児検尿、視覚検診や聴覚

検診など多種多様な検診システムが混在している。

　現在、国の地域保健・健康増進事業報告におい

て、乳児健康診査、１歳６か月児健康診査、３歳児

健康診査について、一般健康診査では、「異常なし」

「既医療」「要観察」「要医療（再掲）精神面・（再

掲）身体面」「要精密」の区分を、精密健康診査では、

「異常なし」「要観察」「要医療（再掲）精神面・（再

掲）身体面」の区分により、乳幼児健診の総合的な

結果として集計されている。しかし、本来この区分

は、精密健診で結果が得られる個別の健康課題、例

えば視覚検査、聴覚検査や検尿など個々のスクリー

ニング項目に対して適応されるべきものである。現

実には、市町村の独自判断で数値を報告しており、

乳幼児健診の精度管理や評価に利用できない状況に

ある。

　精度管理の適正化には、まず判定区分と保健指導

の区分の考え方を整理する必要がある。

　１）健康状況を判定する区分

　医師・歯科医師の診察所見は基本的には「所見あ

り・所見なし」で判定する。判定の際は、医師・歯

科医師や計測担当者、検査担当者の間で違いが生じ

ないよう、市町村で手順や判定基準を定める必要が

ある。愛知県で実施されているように、都道府県単

位で判定項目を共通とし、判定結果を集計すること

で、評価につなげることができる。

　２）保健指導に用いる区分

　乳幼児健診は、複合的なシステムであることか

ら、いくつかの異なった保健指導区分の考え方が必

要である。例えば、健康状況を把握するための保健

指導と支援の必要性に対する保健指導の区分には異

なる考え方が必要である。ここでは、「手引き」か

ら、保健指導の判定に用いる区分を引用する（図

４）。特に［例４］に示した子育て支援の必要性を判

定する区分は、支援対象者の明確化や評価に有用であ

る19。区分の明確化により、適正な精度管理や、支

援対象者のフォローアップの評価につなげることが

できる。

　３）関係機関との情報共有

　フォローアップ対象者の発達支援や子育て支援を

評価するためには、保育所や、幼稚園・学校・教育

委員会との情報共有が必要となる。新潟県三条市で

は、教育委員会と乳幼児健診の担当課を同じ組織と

し、乳幼児期から学齢期の健診や支援の情報を一元

管理している。しかし、そのような地域はごく限ら

れており、乳幼児健診に携わる現場からは、関係機

関との情報共有20，21が強く求められている。評価は、

地域の基盤を整備し、子どもの健康や子育て支援の

状況の改善を目的としている。児童福祉法の理念の

もと、すべての子どもたちの健康と生活を保障する

ため、乳幼児健診を所管する自治体の母子保健主管

部局と関係機関との円滑な情報共有が強く望まれ

る。

図４　保健指導の判定区分の考え方

支援の必要性の検討

（フォローアップ対象）
支援後の状況把握

事業評価

再検査

疾病の
スクリーニング

医師等
の診察

検査所見

［例１］
疾病別
・異常なし
・既医療
・要観察
・要紹介

［例３］
健康課題別
・問題なし
・要指導
・要観察
・要治療

［例２］
検査項目別
・異常なし
・既医療
・要精密検査

［例４］
支援の必要性の判定*
・支援の必要性なし
・助言・情報提供で自ら行動
・保健機関の継続支援が必要
・他機関連携による支援が必要

「標準的な保健指導」に基いた
総合判定
・支援の実現性を加味する
・支援対象を明確にする

（フォローアップ対象）
精度管理

健康課題別の
経年変化

*愛知県
母子健康診査マニュアル

情報共有・
カンファレ
ンス

計測・問診・観察等

健康状況の把握

発育・発達・生活
習慣・子育て状況
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６　母子のライフサイクルを見据えた健康状況の把握

　妊娠期からの児童虐待防止対策は、「健やか親子

２１（第２次）」の重点課題である。特定妊婦や要

支援家庭への妊娠期からの支援には保健・福祉・医

療等関係機関の連携が求められている。産前・産後

サポート事業、産後ケア事業や利用者支援事業（母

子保健型）による子育て世代包括支援センターの整

備などの事業22が始まっている。しかしこうした妊

娠期からの支援事業の評価は十分ではない。愛知県

では、妊娠届出書の項目を統一し、ハイリスク妊婦

を早期に把握し支援につなげる試みが実施されてい

る。モデル地域の自治体において実施した調査にお

いて、妊娠届出時から３～４か月児健診までに転出

したケースが10％を超えて存在することが明らかと

なった（表４）。対象地域の住民全体の転出者の割

合３＊が平均3.6％であることから、その比率は相当

に高い。かつ妊娠届出時のスクリーニング点数から

リスクの高いグループは22.2％と高い頻度で転居を

認めていた23。妊娠期からの支援においては、市町

村間の即時性のある情報共有が不可欠と言える。

　乳幼児健診は、地域の健康状況を把握する重要な

機会であるが、妊婦健診や医療機関で実施される産

婦健診や新生児期の健診、１か月児健診にも同様の

意義を見出すことが可能である。沖縄県ではすでに

妊婦健診と乳幼児健診の個別データを連結24し、妊

婦の生活習慣や健康状況が児の体格に与える影響な

どが分析されている25。今後、乳幼児健診と同様に

把握率の高い学校健診とのデータ結合やさらに思春

期の健康課題を妊婦健診と連携させるなど、それぞ

れの健診情報を共有化することで母子のライフサイ

クルを見据えた地域の健康状況の把握が可能となる

（図５）。すべての子どもが健やかに育つ社会を構

築するためには、「健やか親子２１（第２次）」のみ

ならず、少子化対策や貧困対策なども含めた地方自

治体の事業を経年的に評価する情報の利活用が必要

と考えられる。
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Ⅰ　はじめに

　妊娠・出産のこの時期は、内分泌ホルモンの生物

学的要因が大きく変化し、精神的に不安定な時期で

ある。幼い時の母子関係や成育過程、パーソナリ

ティ、育児支援の不足やストレス等の要因も大きく

影響する。ハイリスク母子１）のケースの一つであ

る精神障害のある母の場合、一般的にセルフケア能

力が低く、変化に対応できず、再燃・増悪を繰り返

す場合が多く、育児上の問題や虐待との関係があり、

関係機関の連携が必要になる。

　沖縄県南部圏域における精神障害のある母の場

合、保健・医療・福祉の連携は、15年程前から医療

機関より市町村保健師へ「ハイリスク妊産婦地域支

援依頼票」を送り、市町村保健師は「地域支援報告

書」を返信している。また、精神科の医療機関では、

訪問看護が行われており、病状が落ち着くと市町村

保健師へ引き継がれる。

　医療機関と関係機関の連携のルートは作られてお

り、その中心的役割は、医療ソーシャルワーカー

（Medical Social Worker 以下、ＭＳＷと略す）、

精神保健福祉士（Psychiatric Social Worker 以下、

ＰＳＷと略す）、市町村保健師が担っている。

　しかし、沖縄県の南部圏域における精神障害のあ

る母の妊娠・分娩・産褥、育児に関連するデータ、

保健・医療・福祉の連携の現状の評価に関連する研

究は見当たらない。

　そこで、沖縄県の南部圏域における精神障害のあ

る母の保健・医療・福祉の連携の現状、連携の促進

要因と阻害要因を明らかにする。さらに、連携が円

滑に行われるためには何が必要か検討する。

Ⅱ　研究方法と対象

１　対　象

　対象者は、沖縄県南部圏域の保健（保健所・市町

村の保健師）・医療（公的医療機関、診療所、訪問

看護ステーションの看護師・助産師・ＭＳＷ・ＰＳＷ・

医師）・福祉（家庭児童相談室の家庭相談員、児童

相談所の児童福祉司、相談支援専門員）の関係機関・

職者で、12施設、31名、19回のインタビューを行った。

２　調査方法

　調査内容の５項目について、会議室等で、約60分

間、録音しながら半構造化インタビューを行った。

３　分析方法

　連携を進める内容を「促進要因」、連携を妨げる

内容を「阻害要因」とし、対象者がインタビューで

述べた語りから抽出したカテゴリーを分析の対象と

した。

　インタビューの内容より、連携の促進要因と阻害

要因を、関連する文脈から意味可能な最小単位の文

節を取り出し、それを基本データとした。これらの

基本データを類似性と差異性を明らかにしながら意

味単位ごとの小カテゴリーに分類し、さらに関連す
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るものごとにまとめ、ラベルを付け、連携の促進要

因と阻害要因を大カテゴリーとして表現した。

４　調査時期

　平成24年１月～平成25年１月

５　調査内容

ⅰどのようなケースが連携を必要としているか

ⅱどのような支援を行っているか

ⅲどのように連携を行っているか

ⅳなぜ現在の連携の方法がつくられてきたのか

ⅴ連携でうまくいっていること、うまくいっていな

いことは何か

６　倫理的配慮

　各施設長と対象者へ、研究者が書面で研究参加を

依頼し承諾を得た。研究参加の説明は、研究者の立

場、研究の目的、方法、予測される利益と不利益、

個人情報保護のための匿名性と秘守性、自由意志に

基づく研究参加、中途辞退の保障、データは研究目

的以外に使用しない、研究結果の公表についてで

あった。

Ⅲ　結　果　　

　インタビューより、精神障害のある母の保健・医

療・福祉の連携は、医療機関、市町村、保健所、児

童相談所、相談支援専門員等が関わっており、その

中心的役割を果たしているのは、ＭＳＷ、市町村保

健師ということが判明した。また、以下の点が明ら

かとなった。

　精神科のフォローが必要なケースは、産後に市長

村保健師から精神科の訪問看護へつないでいる。病

状が落ち着くと、市町村保健師へ再び引き継がれる。

精神科の訪問看護が不要なケースは、市町村保健師

が支援している。

　地域で支援の必要なケースは、①統合失調症等の

精神障害の診断がついている、②パニック障害があ

る、③周囲に敏感に反応し育児がうまくいかない、

④発達障害があり精神障害を伴っている、⑤夫婦ア

ルコール問題がある、⑥精神障害があり自立度が低

く、家族のサポートが得られない等のケースであっ

た。

　今回のインタビューでは、医療機関から市町村保

健師へ連絡し支援しているケースは、全員統合失調

症の診断がついているケースであった。

　自傷疑い・薬物依存・アルコール依存がある、入

院が必要、警察が関与する難しいケースは、市長村

と保健所の双方で支援する場合もある。

　

Ａ　精神障害のある母に係る連携の促進要因と阻害

要因

　精神障害のある母に係る連携の促進要因と阻害要

因の大カテゴリーは、対象者の側面、支援者の側

面、連携のルートの側面に分類できた。対象者の側

面は、連携に影響する一般的な精神障害のある母の

特徴のカテゴリーである。支援者の側面は、連携に

影響する支援者であるマンパワーの質・量、専門職

に求められる能力としての専門的な知識・技術・価

値や態度を含むカテゴリーである。連携のルートの

側面は、関係機関同士の二者関係の連携に関するも

のであり、連携の具体的な手段、多職種との関係性、

情報の共有等を含むカテゴリーである。

　関係機関との連携の促進要因では、対象者の側面

は１つの大カテゴリーと２つの小カテゴリー、支

援者の側面は５つの大カテゴリーと18の小カテゴ

リー、連携のルートの側面は７つの大カテゴリーと

12の小カテゴリーを抽出した。

　関係機関との連携の阻害要因では、対象者の側面

は１つの大カテゴリーと４つの小カテゴリー、支

援者の側面は７つの大カテゴリーと12の小カテゴ

リー、連携のルートの側面は４つの大カテゴリーと

５つの小カテゴリーを抽出した。

　基本データは「 」、小カテゴリーは【　】、大カ

テゴリーは＜　＞で示す。また、インタビューの中

で、研究者が補足した内容は（　　）で示す。

１　精神障害のある母に係る連携の促進要因

ⅰ　対象者の側面 

　以下の１つの大カテゴリーから構成されている。
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ａ＜母親のプラス面の特徴＞

　医療機関の訪問看護師は、【子への愛情がある】

「・・・（精神障害のある母は）自分のことは無頓着・・・

子どものことはＳＯＳがある・・・」、【必要な時に

連絡できる】「･･･何かあったら話を聞いて欲しい（と

いう連絡がある）・・・ＳＯＳがある時に出向くこ

とが多い」と語っている。

ⅱ　支援者の側面

　以下の５つの大カテゴリーから構成されている。

ａ＜専門を活かした支援＞ 

　ＭＳＷは、「育児していく意思確認と地域支援に

繋ぐという同意を得ます。本人の同意を得ないとで

きません・・・」「・・・（退院前に）子どもが泣い

た時の対応は、母児同室を少し長くしてもらって（練

習します）」と、母性性を高めながら支援している

と語っている。

　医療機関の訪問看護師は、「・・・（家庭訪問時）

育児に関してサポートするとひいてくるので、気分

転換を大事にしながら関わっています」と、育児が

ストレスにならないように支援していると語ってい

る。また、「・・・家庭訪問に行く前後はミーティ

ングをする・・・」と、チームで調整しながら支援

していると語っている。

ｂ＜ケースとの人間関係の形成＞ 

　医療機関の訪問看護師は、「・・・（定期的に）家

庭訪問を行っているので、母親との関係は良い」と、

人間関係を大切にしながら支援していると語っている。

ｃ＜責任感＞ 

　市町村保健師は、「・・・連絡を受けたら、何ら

かの形でみています」と、責任をもって支援してい

ると語っている。

ｄ＜意欲＞ 

　医療機関の訪問看護師は、「モチベーションをあ

げないとやっていけない」「落ち込む時は、車の中

でペアの人に話をする・・・助言をもらえる」と語っ

ている。

ｅ＜マンパワーの数と質の確保＞

　市町村保健師は、「･･･役割がしっかりできるよう

に、人を増やせるよう予算化している」と語っている。

ⅲ　連携のルートの側面

　以下の７つの大カテゴリーから構成されている。

ａ＜多職種の協同＞

　ＭＳＷは、「（複数の機関が家庭訪問するので）日

曜日以外は家庭訪問ができている」「家庭訪問をす

る目的って子どもの育つ環境を整えるというのが大

きい、多くの地域支援者を入れた方がよい」と語っ

ている。

ｂ＜継続した支援＞

　医療機関の訪問看護師は、「専門性が大切・・・

そこを超える部分は、溝を作らないようにお互い調

整しながらするしかない」「登校支援等は、本当は

業務ではない、お母さんが困るので行う」と語って

いる。

ｃ＜支援のための調整会議＞

　ＭＳＷは、「気になるケースは、退院前調整会議

をもっています」と語っている。

ｄ＜支援の中心者の明確化＞

　ＭＳＷは、「退院前調整会議を開くとき、（支援の）

要を絶対に決めます・・・退院後何か起こった時は、

この人が全て中心になって情報収集するという役を

決めて、退院後も、何かあれば情報提供しますねっ

ていう感じで・・・」「・・・地域での（支援の）

要は、（市町村）保健師です」と語っている。

ｅ＜情報の共有＞

　ＰＳＷは、「・・・みんなが同じ対応ができるよ

うに、（ＰＳＷが）情報を流している」「情報提供書

はあるが、ＦＡＸやメールはしない、電話か顔合わ

せをする」と、情報の共有や保護に努めていると語っ
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ている。

ｆ＜関係機関へ相談ができる＞

　市長村保健師は、「･･･家庭児童相談室、保育所

等、子どもを取り巻く機関の理解がよくなってきて

いる・・・連携がスムーズにとれるようになってい

る」と、関係機関は相談ができると語っている。

ｇ＜地域的に近い＞

　ＭＳＷは、「・・・地域も近い所なので、連携は

とりやすい部分もあります」と語っている。

２　精神障害のある母に係る連携の阻害要因 

ⅰ　対象者の側面

　以下の１つの大カテゴリーから構成されている。

ａ＜母親のマイナス面の特徴＞

　医療機関の訪問看護師は、精神障害のある母は、

【人間関係が難しい】「他の人とのつきあいが苦手

な人が多いので、評価された感じになるみたいで

す」、【家族の支援が必要】「・・・家族の協力がな

いと絶対無理なので・・・」と、子育てをする上

で支援者が必要と語っている。また、【支援の同意

を得るのが難しいケースもある】「自分達で育てた

い・・・というケースもある」、【支援の終了が難しい】

「・・・ある程度自立できるようになると支援は終

了する。但し、病状増悪と寛解を繰り返す、また一

人で多くの問題を抱えて、支援の終了ができるケー

スは少ない」と語っている。

ⅱ　支援者の側面

　以下の７つの大カテゴリーから構成されている。

ａ＜多忙＞

　「一人の受け持ちケースの数が多い、数が多く十

分把握できてないと思う」「職員の人数が少ない」と、

各機関の多忙さを指摘している。

ｂ＜地域の現状を知る機会が少ない＞

　ＭＳＷは、「（地域へ紹介後の返事は）市町村に

よって違う、（医療機関へ連絡がある所と無い所が

ある・・・」と、退院後の地域での状況はわからな

いと語っている。 

ｃ＜地域支援報告書の活用が不十分＞

　医療機関の助産師は、「地域支援報告書は、家庭

訪問状況を共有できるようにしているが評価はして

いない、有効活用できていない」と語っている。

ｄ＜支援がいき届かない部分がある＞

　医療機関の訪問看護師は、「家に行くとその家庭

が見えるからやらざるをえない」「ヘルパーは活用

できる期間が短いので厳しい」と、支援がいき届か

ない部分は補わざるを得ないと語っている。

ｅ＜支援内容の調整が難しい＞

　医療機関の訪問看護師は、「（精神障害のある母は）

その人達なりの子育てがある・・・私達とギャップ

がありどこまで支援したらよいだろうと思う・・・

判断は難しいです」「支援の拒否があり、新しい生

活を私達に、壊される感じがすると言う・・・」と

語っている。

ｆ＜ケースとの人間関係が難しい＞

　医療機関の訪問看護師は、「慣れている看護師の

支援を希望・・・」、「（市町村）保健師は不定期に

家庭訪問を行うので、中には関係が不十分で、引き

継ぐのを嫌がるケースもいる」と語っている。

ｇ＜人事異動がある＞

　ＭＳＷは、「（非正規職員のため）３年で終わり・・・

慣れてきたかなあと思ったら終わりです」と、制度

上の問題を語っている。

ⅲ　連携のルートの側面

　以下の４つの大カテゴリーから構成されている。

ａ＜長期的な支援の場合に支援の中心者が不明確＞

　医療機関の訪問看護師は、「一医療機関では患者

や家族の抱えている問題を訪問看護だけでは背負え
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ない・・・役所へ連携を求めるが、月１回しかこれ

ない、１年に１回会いにも行かなかったとか・・・

頻回に行く訪問看護がやらないといけないという現

状にある」「・・・継続して誰がみていくかは、精

神科の訪問看護かなあと思っている・・・」と語っ

ている。

ｂ＜継続的な連携が不十分＞

　ＰＳＷは、「（市町村保健師は）妊娠中は積極的に

関わっているが、（医療機関の）訪問看護が入った

後は、（市町村保健師から）連絡がない・・・」と語っ

ており、必要な場合は、医療機関から市長村保健師

へ連絡している。

ｃ＜公的機関への連絡は横の連携が難しい＞

　ＭＳＷは、「医療機関から・・・（市のある部署へ

連絡した場合）、他課への連絡を依頼しても断られ

る場合がある」と語っている。

ｄ＜ケース、連携に関する評価や課題等を話し合う

場が不十分＞

　ＰＳＷは、「・・・（精神障害のある母のケースの

要保護児童対策協議会での評価）会議は、事前の調

整に時間がかかって半年も開けてない・・・」と語っ

ている。

　また、医療機関の助産師は、「関係機関がどのよ

うな連携はできているのか、どのような連携を目指

すのか、話し合う共有の場を作る必要がある」と語っ

ている。

Ⅳ　考　察

　関係機関との連携が円滑に行われるために必要な

ことは何か、分析結果から考察する（図１）。

１　対象者の側面 　　　　

　連携の促進要因の母親のプラス面の特徴では、自

分のことは無頓着でも、子どものことはＳＯＳがあ

り、【子への愛情がある】、【必要な時に連絡できる】

が抽出された。しかし、一般に統合失調症の場合、

程度の差はあるが認知障害がみられ、自分で考えて、

判断するのが苦手である２）。また、健全な母親に比

べ乳児の発するサインを敏感に読み取ることができ

ない３）。虐待予防の視点より、児童相談所が定期的

に関わっており、児の安全確認は重要である。 

　連携の阻害要因の母親のマイナス面の特徴では、

付き合いが苦手で、【人間関係が難しい】。また、病

状増悪と緩解を繰り返し、【支援の終了が難しい】。

一人で多くの問題を抱えて【家族の支援が必要】で

あるケースが多く、継続的な支援が必要である。

　ハイリスク妊産婦地域支援依頼票は全数郵送する

ことになっているが、支援の必要なケースは入院中

に市町村保健師と顔合わせをし、医療機関と保健師

の双方でアセスメントし、入院中にニードを明確に

することが望ましい。母親の問題、支援を受けるこ

とへの考え、家族ができることを確認し、母親と家

族へ支援の必要性を理解してもらうことで同意が得

られ、退院後も医療機関から地域へ切れ目のない支

援に繋がる。サポートされているという安心感は、

自分からＳＯＳが求められ、人に頼ってもいいと思

え、主体的に支援が受けられるようになる。

　また、長期的な視点で、継続的な支援が必要であ

る。例えば、フィンランドの「ネウボラ」という社

会制度がある。「ネウボラ」は、「相談・アドバイス

の場」を意味し、かかりつけの助産師または保健師

が、妊娠期から就学前まで、生活アプローチの支援

を行っており、子育て家族に寄り添う支援の連続性

が重視されており、日本でも試みている地域もある４）。

母親同士の交流の場、いつでも安心して相談でき、

継続的に支援が受けられるような場が必要である。

ネウボラは就学前までの制度だが、自立度が低く、

家族の支援も得られないケースは、その後の子育て

期間中も継続的に見守りながら、母親としての役割

が果たせるよう、支援体制作りが必要である。

２　支援者の側面　

　連携の促進要因の＜専門を活かした支援＞の観点

から見ると、支援者は妊娠中、早期から個別の目標

を立て支援している。母親は、育児支援を強調する

と消極的になるので、支援者は母親の気分転換を図

り、母性性を高めながら育児ができるように配慮し
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ている。専門的な対場から、対象の特徴を踏まえて

支援が行われている。また、医療機関から市町村保

健師へ連絡をし、医療機関の訪問看護師と役割分担

をしながら支援している。

　支援者は、ケースの子育てに対する考え方に

ギャップを感じ、支援上困難を感じる場合がある。

そのような場合は、カンファレンス等で思いを言葉

にし助言を得て、＜意欲＞が継続できるように努め

ている。支援者に意欲があり、意識を一致させるこ

とで、援助計画を立案する際に目標を同じ方向で設

定できる。専門職の意欲は、支援の拡大に繋がる。

　連携の阻害要因の、＜ケースとの人間関係が難し

い＞に対しては、定期的に家庭訪問を行うことで関

係改善に繋がっている。医療機関の訪問看護師と精

神障害のある母は相談しやすい関係にあるが、訪問

看護から他へ引き継ぐ場合、ケースは人間関係が苦

手で嫌がる場合もある。引き継ぐ目的を説明すると

理解するケースもあるが、理解が得られない場合も

ある。医療機関の訪問看護は、定期的に精神障害の

ある母と市町村保健師が顔合わせできるシステムを

要望しており、引き継ぎ方法の工夫が必要である。

それにより、人間関係も形成でき、支援もスムーズ

に進むと考えられる。

　野中５）は、専門職に求められる能力を３項目挙

げている。専門職に求められている能力とは、①専

門的な知識、②それを実現する専門的な技術、③そ

れらを活用する価値や態度である。特に精神障害の

ある母は、人間関係が苦手という特徴から、③の価

値や態度は支援へ大きく影響してくる。すなわち、

＜専門を活かした支援＞とは、複雑で高度な知識や

技術を使い、人間関係を形成しながら、ケースのニー

ズを明確にし、母親の状態に合わせて専門的な技術

を適用し支援する力である。支援者が、専門職とし

ての自己の役割を意識し、連携の方法を知っており、

連携する力がないと繋がらない。

　次に、＜支援がいき届かない部分がある＞では、

ヘルパーを利用できる条件や期間に制限がある、ご

みだしや登校支援をする人がいない等、生活上困っ

ている場合があり、医療機関の訪問看護師が補わざ

るを得ない現状にあり、制度上の課題もあり見直し

が必要である。

　また、一人で多くの問題を抱え、支援を終了でき

ないケースが増え、各機関は＜多忙＞である。各機

関の独自の業務を優先に整理することで、関係機関

の役割の明確化に繋がる。

３　連携のルートの側面　

ⅰ　地域が近く関係機関へ相談ができる関係にある

　連携の促進要因では、地理的に近く、支援の調整

会議が開きやすい。お互い顔がわかり、＜関係機関

へ相談ができる＞関係にあり、役割分担も明確にな

り、問題解決も行いやすい。

ⅱ　支援の中心者の明確化と切れ目のない継続した

連携

　連携の促進要因では、必要時、退院前調整会議を

開き、支援する側の役割を決め、＜支援の中心者の

明確化＞を意図的に行っている。医療機関の訪問看

護が関わっていないケースは、関係機関が交代で家

庭訪問を行なっているケースもある。複数の関係機

関が関わる場合は、より支援が必要なケースで、育

児環境を整えるために、支援の中心者を明確にした

上で、各機関が責任をもち連携し関わることで効果

を上げていると考えられる。ケースが支援理由や各

機関の役割を理解し、活用できることが望ましい。

　連携の阻害要因の＜長期的な支援の場合に支援の

中心者が不明確＞では、支援の中心者が不明確にな

ると、支援が難しくなることが明らかとなった。医

療機関のソーシャルワーカーは、退院前調整会議の

中で、支援の中心者を市町村保健師と決めており、

退院後も何かある場合は情報収集し他機関へ情報提

供してほしい等、長期的な視点で連携の中心的役割

を市町村保健師に果たして欲しいと考えている。医

療機関の訪問看護は、支援の中心者が不明確な場合、

訪問看護が役割を担わざるをえないと考えている。

訪問看護が日々のケアをし、市町村保健師が定期的

に状況を把握できるシステム作りが必要である。

　医療機関の訪問看護や診療所の産科は、育児や家

族の問題等の多くの問題を抱えているケースが多

く、一施設では支援が難しく、市町村保健師の継続
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した支援を要望している。

　しかし、市町村保健師は複雑なケースが増える中、

本来の予防活動も十分できない現状にある。より支

援を必要とする時期は、相談支援専門員の活用も必

要である。市町村保健師と相談支援専門員が連携を

とりながら支援することで、切れ目のない、内容の

充実した連携に繋がる。しかし、相談支援専門員の

人数が少ない、母親が障害者手帳適応の対象に限ら

れる等、制度上の課題もある。

　地域でケースの病状と治療を理解している専門職

は唯一保健師である。専門的な視点から、医療・福

祉の関係者と、家族や近隣住民を含めた全ての人に

アクセスでき、どこに繋ぐか、新しいシステムを作

る必要があるか全体を把握している。ケースの状況

や取り巻く環境の変化や関係機関のネットワークを

視野に入れ、連携をとり専門的視点から支援ができる。

　＜継続的な連携が不十分＞では、以下の点が明ら

かになった。医療機関の訪問看護は週２～３回の家

庭訪問、落ち着くと月１～２回、その後は市町村保

健師へ引き継ぎ、支援を終了している。市長村保健

師は、妊娠中は早期から関わっており対応も早い

が、産後に医療機関の訪問看護へ繋いだ後は、月１

回の家庭訪問、場合によっては年に１回の家庭訪問

もできない。訪問看護から連絡をしないと、連絡が

ないという現状にある。ケースの中には、関係機関

が支援するのを嫌がり断るケース、再び支援が開始

した場合に途中支援が切れていたことが明らかにな

るケースもある。医療機関は、外来受診の際に状況

把握を行っている現状にある。生活者として地域に

もどる母子を継続して見守り、関係機関と調整しな

がら、母子保健法の立場から長期的な視点で切れ目

のない支援が必要である。そのためには、支援の中

心を担う専門職の存在が必要である。

　次に、＜ケース、連携に関する評価や課題等を話

し合う場が不十分＞では、以下の問題点が指摘でき

る。要保護児童対策協議会で評価会議を設けるよう

に努めているが、事前の調整に時間がかかり半年も

開催できていない、関係機関との評価が不十分であ

るという現状にある。各機関は、それぞれ課題を抱

えているが、他機関のことがわからない現状にある。

定期的に情報交換を行い、連携の現状、困っている

こと、課題、連携の評価ができる話し合いの場が必

要である。お互いの役割を知り、共通の目標に向か

うことで、内容の深まりのある連携に繋がる。

　また、ＰＳＷは、各機関が同じ対応ができるよう

に、関係機関へ意図的に情報を送る努力をしている。

精神科関係はある程度ネットワーク作りができてい

るが、市町村保健師や児童相談所とのネットワーク

作りは課題である。＜情報の共有＞ができることで、

共通した目標に向かうことができる。

　連携のルートは作られているが、連携の内容がよ

り充実したものになるためには、連携の中心的役割

を果たす専門職の存在、切れ目のない継続した連携

が必要である。

　今後の課題として、支援される側にとって満足で

きる連携であるか、聞き取りも必要である。また、

ケースの評価は行なわれているが、連携そのものの

評価は行われていない現状にあり、統一した連携の

評価基準も必要である。

　今回の研究における取り組みは、今後のハイリス

クの母に係る保健・医療・福祉における連携の質的

向上、育児支援の一助になると考える。

Ⅴ　結　論

　医療機関と関係機関との連携のルートは作られて

おり、地域が近く相談できる関係にある。しかし、

長期的な支援や再び支援が開始した場合に、支援が

切れていることが明らかになるケース、訪問看護に

繋いだ後は市町村保健師との連携が不十分であると

いう現状にある。連携の内容が充実するためには、

①母親の成長を見守る継続した支援、②連携の中心

的役割を果たす専門職の存在、③切れ目のない継続

した連携が必要である。

謝　辞

　本研究を遂行するにあたり、多忙な中ご協力いた

だきました関係機関の皆様に深く感謝いたします。

文　献　　　

１）沖縄県福祉保健部　国保・健康増進課，2010，『妊

第43号　平成28年３月 17



娠期における保健指導マニュアル（医療機関版）

～平成22年度安全・安心な妊娠・出産等体制整備

事業～』沖縄県福祉保健部　国保・健康増進課，2.

２）宮崎和子・川野雅資，1992，「看護観察のキー

ポイントシリーズ　精神科Ⅰ」中央法規出版：

82.

３）岩本澄子・吉田敬子，2003，「妊娠・出産期の

メンタルケア」『助産雑誌』57（2）：9.

４）高橋睦子，2015，「ネウボラとフィンランドの

子育て家族支援」『母子保健』673：9.

５）野中猛，2007，「図解　ケアチーム」中央法規，

83.

沖縄の小児保健18

図１　保健・医療・福祉の連携の現状（精神障害のある母の場合）
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Ⅰ　はじめに　　

　幼児期、学童前期は基本的な生活習慣を確立させ

る重要な時期である。しかし、夜型社会に伴う影響

から、十分な生活リズムが形成出来ない子どもが多

くなっている１）。そのため、厚生労働省の指導のも

と、子どもの食、睡眠を含めた生活リズムの改善を

めざし「早寝、早起き、朝ご飯運動」２）が2006年か

ら展開されている。特に沖縄は夜遅くに子連れで外

出したり、夜遅い時間に行われる行事に子どもを参

加させるなど、夜型社会による就寝時間の遅延や睡

眠時間の短縮化などの問題が指摘されている３）。「い

つも眠そうにしている」「気力がない子どもが増え

ている」など、子どもの睡眠問題は深刻さをまして

いる１）。三星らは、「乳幼児には夜間平均10時間の

睡眠が必要、睡眠不足、遅寝傾向は看過できない」

と述べている４）。就寝時刻が遅い幼児は疲労度が高

い５）、攻撃性をとりやすい６）、風邪をひきやすい７）

など、心身面への弊害も指摘されている20）ことから、

規則的な生活習慣形成が子どもの成長発達には重要

不可欠である。また、保護者、特に母親の生活リズ

ムが幼児の生活リズム形成に大きな影響要因となる

ことが指摘されている８～10）。母親が規則的な生活を

維持できれば、幼児の睡眠行動は確立できることが

報告されており、そのために母親が適切な知識、子

どもの睡眠に関する十分な意識を持つことが重要で

ある。沖縄県北部地域は、広大な土地を有し、自然

豊かな環境下にある。また産業は農業と観光業に従

事しているものが多い地域で、沖縄県内で北部に占

める人口の割合は約10％であり、沖縄県の人口は増

加傾向であるが過疎化、少子高齢化が進んでいる地

域である。今回、小学校低学年を対象に睡眠に焦点

をあて、子どもと保護者の睡眠状況、さらに保護者

の睡眠に関する認識について調査した。

Ⅱ　研究方法

１．研究目的

　北部地域の小学校低学年児の睡眠の実態および子

どもの睡眠行動に関する保護者の認識を明らかにする。

２．研究方法

　調査は無記名自記式による質問紙調査とし、研究

の承諾が得られた沖縄県北部12市町村の小学生１・

２年生とその保護者を対象とした。国頭教育委員会

が主催する校長会の席上で研究目的及び調査目的、

調査方法を説明し、小学校53校の保護者2801名に調

査を依頼した。２～３週間の留め置き後、個別回収

とした。

３．研究対象

　沖縄県北部12市町村の小学生１～２年生とその保

護者を対象とした。2801部配布し、1630名から回答

を得た（回収率58.2％）。回答者の子どもの年齢６

歳～８歳のデータ1502名（有効回答率93.3％）を分

析対象とした。
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４．調査期間

　調査期間は、平成26年10月から平成26年11月である。

５．倫理的配慮

　小学校長及び保護者に対し、文書と口頭による調

査依頼を行った。調査用紙は無記名とし、専用の封

筒を使用して個別回収することにより、個人情報の

保護、匿名性の確保に留意した。また、対象者には

調査用紙に依頼文書を添付し、身体への直接的な侵

襲を伴うものではないこと、個人情報の保護、匿名

性、守秘性に配慮する旨、さらに個人の自由意思に

よる参加協力であること、参加の有無による不利益

を被るものではないことを説明した。調査用紙の提

出をもって研究に同意されたと判断する旨、追加説

明した。本研究は、名桜大学の倫理委員会の承認を

得て実施した。

６．調査項目

　調査項目については、那須・金城の「幼児の生活

リズム調査」11）に用いた調査用紙をもとに、対象児

の特性を加味し、保護者の負担にならない項目数や

内容に配慮して作成した。質問内容は、「子ども用

調査用紙」「保護者用調査用紙」に区分し、子ども

の普段の生活と保護者の生活について、保護者に回

答を求めた。

　子ども用調査用紙は、①属性【性別、年齢、きょ

うだい数、体型】、②学校での様子等、③睡眠習慣【起

床時間、目覚め、就寝時刻、平均睡眠時間】で構成

した。

　保護者用調査用紙は、①属性【性別、年齢、続柄、

就業形態、家族形態】、②保護者の生活リズム【就

寝時間、起床時間】、③子どもの睡眠時の様子等11

項目】、④子どもの体調、気になる症状等【12項目】

で構成した。子どもの普段の生活と保護者の生活に

ついては単純集計をおこなった。子どもの就寝時間

を子どもの就寝時間の実態より「早寝群」「遅寝群」

の２群に群分けし正規分布の有無を確認した後にｔ

検定をおこなった。子どもと保護者の睡眠時間の

関連については、Pearsonの相関係数で分析をおこ

なった。分析にはSPSSを用い、有意水準は５％未

満とした。

Ⅲ　結　果

１．属性について　

　対象者の属性を表１に示した。結果は回答総数（一

部の結果は回答数）で表示した。学童の年齢構成は

７歳児が754（50.2％）、次いで８歳児377（25.1％）、

６歳児は371（24.7％）であった。きょうだいの数

では、３人が553（37.6％）と最も多く、ついで２

人380（25.8％）、４人227（15.4％）、５人以上が

113（7.7％）であった。保護者の平均年齢は37歳、

最年少は23歳、最頻値は、30歳代871（60.3％）であっ

た。家族形態では、核家族が918（68.4％）、ついで

複合家族213（14.2％）、ひとり親家庭211（14.0％）

であり、主養育者の男女比は女性が1350（90.9％）

であった。就業形態では常勤が577（39.1％）であり、

常勤、非常勤を含めて約８割が就業していた（表１）。

表１　基本属性
（n＝1502人）

　項　目 人数（％）

年齢 ６歳児 371（24.7）
７歳児 754（50.2）
８歳児 377（25.1）

性別 男児 707（47.1）
女児 794（52.9）

きょうだい １ 198（13.5）
２ 380（25.8）
３ 553（37.6）
４ 227（15.4）
５人以上 113（　7.7）

家族構成 核家族 918（61.2）
父子・母子 211（14.0）
複合家族 213（14.2）
その他 22（　1.5）
無回答 138（　9.1）

主養育者 女性 1350（90.9）
男性 135（　9.1）

養育者の年齢 20歳代 123（　8.5）
30歳代 871（60.3）
40歳代 426（29.5）
50歳代以上 25（　0.7）

養育者の就労 専業主婦・主夫 225（15.3）
常勤 577（39.1）
非常勤 454（30.8）
自営業 136（　9.2）
出産・育児休暇中 52（　3.5）
その他 31（　2.1）
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２．子どもと保護者の睡眠時間について

１）睡眠の実態について 

　睡眠の実態として、子どもと保護者の起床時間、

就寝時間、睡眠持続時間の平均を表２に示した。６

歳児の平均の起床時間は６時49分、就寝時間は21時

45分、６歳児の保護者の平均起床時間は６時01分、

就寝時間は23時13分であった。７歳児の起床時間は

６時48分、就寝時間は21時56分、保護者の平均起床

時間は６時02分、就寝時間は23時33分であった。８

歳児の起床時間は、６時49分、就寝時間は、22時03

分、保護者の平均起床時間は６時03分、就寝時間は

23時21分であった。子どもの年齢別比較では、起床

時間、就寝時間の差はみられなかった。（表２）。

２）起床時間と就寝時間の規則性について　　　

　起床時間の規則性を図１に示した。就寝時間と就

寝時間の規則性について、「決まっている」「だい

たい決まっている」「決まっていない」で尋ねた結

果、起床時間は、「決まっている」と回答したもの

が８歳児212（56.4％）、７歳児423（56.4％）、６歳

児202（55.0％）であり、過半数は起床時間の規則

性が「決まっている」と回答していた。（図１）。

　就寝時間は、「決まっている」と回答したものは

６歳児が164（44.3％）、７歳児316（42％）、８歳児

158（41.4％）であり、「だいたい決まっている」を加

えると９割以上が就寝時間が規則的であった（図２）。

　起床時間の規則性では、「決まっている」と回答

したものが過半数を超えるが、就寝時間の規則性に

おいては「だいたい決まっている」が過半数を超え、

就寝時間に比べて起床時間のほうが「決まっている」

と回答するものが多かった。

３）子どもの就寝時間の実態と保護者が認識する適

切な就寝時間について

　子どもの就寝時間を「20時台」「21時台」「22時台」

「23時以降」で４群に分け、子どもの就寝時間の実

態と保護者が認識する適切な就寝時間について示し

た。子どもの就寝時間を１時間単位に分類した結果、

実際の就寝時間で最も多いものは22時830（58.4％）、

次いで21時498（35.1％）、20時78（5.5％）、23時14

（1.0％）（図３）であり、22時以降の就寝が約6割

であった。保護者が認識する適切な就寝時間は21

時1126（80.0％）が最も多く、多くの親が21時を適

図２　就寝時間の規則性（未記入者を除く）

図１　就寝時間の規則性（未記入者を除く）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

６歳児
（n＝370） 4.94.950.850.844.344.3

決まっている決まっている

4.14.153.953.942.042.0

4.54.554.154.141.441.4

７歳児
（n＝753）

８歳児
（n＝377）

決まっていない決まっていないだいたい決まっているだいたい決まっている

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

６歳児
（n＝367） 2.52.542.542.555.055.0

決まっている決まっている

1.91.941.741.756.456.4

2.12.141.541.556.456.4

７歳児
（n＝750）

８歳児
（n＝376）

決まっていない決まっていないだいたい決まっているだいたい決まっている

表２　子どもおよび保護者の起床・就寝時間について

平均 SD 最小値 最大値

６歳児 起床時間 ６時49分 ±31分 ６時 ８時

（n=336）就寝時間 21時45分 ±38分 20時 23時

持続時間 ９時間18分 ±29分 ８時間 10時間48分

＜保護者＞

起床時間 ６時01分 ±33分 ４時 ８時

就寝時間 23時13分 ±87分 22時 ３時

持続時間 ６時間45分 ±61分 ３時間30分 ９時間

７歳児 起床時間 ６時48分 ±30分 ６時 ８時

（n=679）就寝時間 21時56分 ±36分 20時 23時

持続時間 ９時間22分 ±29分 ７時間30分 11時間

＜保護者＞

起床時間 ６時02分 ±31.8分 ３時 ８時

就寝時間 23時33分 ±62分 22時 ５時

持続時間 ６時間47分 ±62分 ３時間 ９時間18分

８歳児 起床時間 ６時49分 ±32分 ５時 ８時

（n=332）就寝時間 21時11分 ±37分 20時 23時

持続時間 ９時間11分 ±31分 ７時間30分 10時間42分

＜保護者＞

起床時間 ６時03分 ±32分 ４時 ８時

就寝時間 23時21分 ±91分 22時 ４時

持続時間 ７時間25分 ±59分 ３時間30分 ９時間
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切な就寝時間と認識していた。なかには、22時155

（11.1％）、23時２（0.1％）の回答もみられた（図４）。

８割の保護者は適切な就寝時間を21時と認識してい

るものの、実際の就寝時間において21時台就寝が３

割を超える程度であり、22時就寝が約６割を占めて

いた。

４）就寝時間と朝の目覚め・寝つきについて

　睡眠の質に関連する評価の一つとして目覚めの良

さ、寝つきの良さを指標とし、就寝時間と朝の目覚

め・寝つきの関連をみた。21時以前に就寝する早寝

群、22時以降の遅寝群の２群に群分け、比較した（表

３）。目覚め（χ2＝57.41）（P＝0.00）、寝つき（χ2

＝25.53）（P＝0.00）ともに早寝群において有意な

差があり、早寝の子どもは、目覚め､寝つきともに“よ

い”結果が得られた。

５）子どもと保護者の睡眠時間の関連

　子どもの起床時間・就寝時間・睡眠持続時間と保

護者の起床時間・就寝時間・睡眠持続時間に相関が

あるのかどうか、相関行列に示した（表４）。子ど

もの起床時間と関連するものは、「子どもの就寝時

間」（ｒ＝0.29）にわずかな相関がみられた。また、

子どもの就寝時間と「子どもの睡眠持続時間」（ｒ

＝－0.70）には負の強い相関があり、就寝時間が遅

くなるものは睡眠持続時間が短時間となる傾向に

あった。保護者の起床時間については「保護者の持

続時」（ｒ＝0.27）にわずかな相関がみられた。「保

護者の就寝時間」と「持続時間（ｒ＝－0.81）に子

ども同様に負の相関がみられた。

６）子どもの睡眠に関する保護者の認識について　

　子どもの睡眠が十分とれないことにより、どのよ

うな影響があると考えているのか、子どもの睡眠に

関する保護者の認識を調査した（図５）。９項目を

提示し、「問題がある」「少し問題がある」「どちら

ともいえない」「あまり問題ない」「全く問題ない」

を尋ね、「あまり問題ない」「全く問題ない」は“問

題ない”にまとめた。回答は「問題がある」「少し

問題がある」「どちらともいえない」「問題ない」と

して図示した。

　睡眠が十分でないことによる保護者の認識として

は、「成長に影響する」1404（94.9％）の項目に最

も問題があると認識していた。次いで「学力低下

につながる」1098（74.3％）、「集中力が低下する」

1079（73.2％）に多くの保護者が問題であると認識

していた。「元気がなくなる・いつもぼーとしてい

る」1013（68.6％）、「行動が荒くなる・キレやすく

図３　子どもの就寝時間

図４　保護者が認識する就寝時間 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

20時台
（n＝124）

21時台
（n＝1126）

22時台
（n＝155）

23時以降
（n＝2）

8.88.8

80.080.0

11.111.1

0.10.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

20時台
（n＝78）

21時台
（n＝498）

22時台
（n＝830）

23時以降
（n＝14）

5.55.5

35.135.1

58.458.4

1.01.0

表３　就寝時間と朝の目覚め・寝つきについて

就寝２群
早寝群

21時以前（％）
遅寝群

22時以降（％）
χ2値 df P値

子どもの目覚め

よい 378（66.2） 381（45.2） 57.41 1 0.00

悪い 198（33.8） 462（54.8）

子どもの寝つき

よい 527（91.5） 691（82.0） 25.53 1 0.00

悪い 49（　8.5） 152（18.0）

Pearsonχ2検定

表４　子どもと保護者の睡眠時間の関連

こども 保護者

起床時間 就寝時間 持続時間 起床時間 就寝時間 持続時間

こども

起床時間 1

就寝時間 0.29 1

持続時間 0.22 -0.70 1

保護者

起床時間 0.25 0.13 0.02 1

就寝時間 0.14 0.05 -0.02 0.12 1

持続時間 0.05 0.05 0.04 0.27 -0.81 1
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なる」832（56.4％）、「意欲がなくなる」769（52.8％）

は半数の保護者が問題と感じていた。「肥満になる」

792（46.3％）、「風邪をひきやすくなる」682（26.3％）、

「食欲がなくなる」361（24.5％）などの身体的な

影響に関する認識は十分ではなく、さらに「意欲が

なくなる」319（21.9％）、「キレやすい」271（18.4％）

などの子どもの生活との関連を認識するものは少な

かった。 

７）保護者が問題としている子どもの体調や様子に

ついて

　子どもの体調や行動、不定愁訴について、どの程

度の訴えがあるのか保護者に尋ねた。「ほとんど毎

日」「週に４回～５回」を「あてはまる」、「週に２

回から３回」「週に１回～月数回」を「ときどき」、「ほ

とんどない」を「あてはまらない」とし図示した

（図６）。「あてはまる」「ときどき」と保護者が回

答したもので最も多いものは「話をしていても聞い

ていない」842（56.6％）、「眠そうにしている」684

（45.9％）、「気分にむらがある」680（45.8％）、「何

かイライラしている」641（43％）、「疲れた様子が

ある」620（41.6％）、「癇癪をおこす」584（39.3％）、「落

ち着きがない」602（40.4％）であった。就寝時間

と子どもの体調や様子について、21時以前に就寝す

る早寝群、22時以降に就寝する遅寝群の２群に分け、

保護者が問題としている子どもの体調や様子につい

て比較した（表５）。「元気がない」（χ2＝10.16）（P

＝0.01）、「眠そうにしている」（χ2＝6.14）（P＝0.05）

ともに遅寝群において有意な差があり、22時以降に

就寝する子どもの保護者は子どもの体調や様子を

「元気がない」「眠そうにしている」と認識していた。

図５　睡眠が十分でないことによる影響に関する保護者の認識

図６　保護者が問題としている子どもの様子
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Ⅳ　考　察　

　学童期は基本的な生活習慣を身につける大切な時

期である。今回北部地域の小学校低学年を対象に睡

眠に焦点をあて、子どもと保護者の睡眠状況、さら

に保護者の睡眠に関する認識について調査した。

１．小学校低学年の睡眠の実際について

　６歳から８歳児の起床時間、就寝時間の規則性に

ついては、半数を超えているものは、起床時間では、

「決まっている」、一方就寝時間では、「だいたい決

まっている」の回答が多かった。９割以上の子ども

は規則的な生活を送っていることが明らかになっ

た。就学年齢にある子どもたちは登校時間が決まっ

ているため、ある程度の規則性が維持できていると

思われる。そのため、就寝時間よりも起床時間にお

いてより規則性が維持できていた。しかし、「決まっ

ていない」の回答も１割弱みられた。子どもだけで

はなく、保護者の睡眠に関する認識を高めること、

規則的な生活に関する意識をもつことが重要とな

る。さらに、保護者自身の生活についても、就寝時

間が０時を過ぎるもの、５時間未満の短時間睡眠者

がいるなど、保護者の睡眠時間の問題も明確になっ

た。保護者の睡眠は就労とも関連することから、一

概に判断できないが、短時間睡眠者や就寝時間の遅

延等は、子どもの生活への影響が大きく、基本的な

生活習慣の見直しが求められる。

２．子どもおよび保護者の睡眠状況

　子どもの年齢による起床時間、子どもの年齢によ

る保護者の起床時間、就寝時間、睡眠持続時間など

表５　就寝時間と子どもの体調や様子について

早寝群
22時以前（％）

遅寝群
22時以降（％） χ2値 ｄｆ P値

あてはまる 1（　0.2％） 1（　0.1％）

元気がない ときどき 79（13.8％） 171（20.4％） 10.16 2 0.01

あてはまらない 491（86.0％） 665（79.5％）

あてはまる 4（　0.7％） 2（　0.2％）

疲れた様子がある ときどき 219（38.2％） 364（43.4％） 5.19 2 0.07

あてはまらない 350（61.1％） 473（56.4％）

あてはまる 8（　1.4％） 15（　1.8％）

眠そうにしている ときどき 231（40.4％） 391（46.7％） 6.14 2 0.05

あてはまらない 333（58.2％） 432（51.6％）

あてはまる 30（　5.2％） 26（　3.1％）

気分にむらがある ときどき 226（39.5％） 360（43.2％） 5.09 2 0.08

あてはまらない 316（55.2％） 448（53.7％）

あてはまる 20（　3.5％） 25（　3.0％）

何かイライラしている ときどき 214（37.4％） 349（41.6％） 2.58 2 0.28

あてはまらない 338（59.1％） 465（55.4％）

あてはまる 55（　9.6％） 65（　7.7％）

落ち着きがない ときどき 180（31.5％） 276（32.9％） 1.63 2 0.44

あてはまらない 336（58.8％） 498（59.4％）

あてはまる 28（　4.9％） 36（　4.3％）

癇癪をおこす ときどき 201（35.1％） 290（34.7％） 0.33 2 0.85

あてはまらない 343（60.0％） 509（61.0％）

あてはまる 62（10.9％） 85（10.2％）

話を聞いていない ときどき 258（45.2％） 388（46.4％） 0.28 2 0.87

あてはまらない 251（44.0％） 364（43.5％）

Pearsonχ2検定
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の差はみられなかった。しかし、就寝時間の平均が

22時前後であること、就寝時間が23時のものがいる

こと、また起床時間が８時の子どもがいるなど、実

際の睡眠時間には問題が多い。学童期は規則正しい

生活習慣を身につけなければならない時期であり、

特に低学年の子どもは幼児期に形成された生活習慣

を定着させる時期でもあることから、睡眠に関連し

た教育の必要性は高い。保護者の睡眠行動では、多

くの保護者は23時までには就寝、７時間の睡眠持続

時間が確保できている。しかし、０時過ぎの就寝、

５時間未満の短時間睡眠者がいることが明らかに

なった。

　実際の子どもの就寝時間と保護者が認識する適切

な就寝時間には乖離があり、保護者自身も早寝習慣

の大切さについては十分認識していることが明らか

になった。しかし、実際の子どもの就寝時間は「22

時」が58％であるのに対し、保護者が認識する適切

な就寝時間は「21時」が80％であった。平成22年度

にベネッセ教育総合研究所が行った調査「幼児の生

活アンケート」では12）、22時に就寝する幼児の割合

が24％と報告され、文部科学省による「義務教育に

関する意識調査」13）では小学生の４割以上が就寝時

刻が遅い傾向にあることが報告されている。子ども

の就寝時間に関する保護者の認識は高いが、実際の

生活では、22時以降の就寝が多いなど、保護者の認

識と子どもの就寝時間に不一致がみられた。今回の

結果でも同様の結果が得られた。田村らは14）睡眠

教育パッケージを用いて睡眠習慣や生活習慣の改善

を試みており、いかに睡眠行動を変容できるか検討

してく必要がある。子どもの活動性が変化すること

や子ども自身の意思が明確になり、自律的な生活に

なることが、起床時間や就寝時間の変化にも大きく

影響していく。睡眠の実態については、22時以降の

就寝が多く見られたが、持続睡眠時間はほぼ確保さ

れていたと思われる。子どもの睡眠習慣について、

睡眠の質と量が重要であるとして小学生においては

成長ホルモンの分泌が活発になるためには、22時に

は熟睡状態になっている必要があると成田15）は述

べている。睡眠時間を「21時以前」を「早寝群」、「22

時以降」を「遅寝群」とし「子どもの目覚め」「子

どもの寝つき」を比較検討した結果、早寝群におい

て有意に「子どもの目覚め」「子どもの寝つき」が

“よい”結果であった。子どもと保護者の睡眠時間

で関連があったものは、｢子どもの起床時間」と「子

どもの就寝時間」「子どもの睡眠持続時間」、「子ど

もの就寝時間」と「子どもの睡眠持続時間」であっ

た。就学前児のライフスタイルを検討した結果、遅

く就寝する子どもにおいて有意に睡眠時間が短いと

する三星らの報告４）と同様の結果であった。子ど

もの起床時間が、ある程度規制されため、就寝時間

が遅延することは、睡眠持続時間に影響し、睡眠の

質が低下することが考えられる。さらに、「早寝群」

「遅寝群」の２群で比較した結果、保護者が気にな

る行動として「元気がない」「眠そうにしている」

は遅寝群に多かったことからも子どもにとって適切

な就寝時間は、21時以前であることが示唆された。

対象となる主養育者は女性が９割で、核家族が６割

であったことから、保護者とされている養育者は母

親と思われる。母親の睡眠行動と子どもの睡眠行動

は有意に関連すると矢野16）が述べているように保護

者の「就寝時間」と「持続時間」が関連することか

ら、保護者自身も睡眠環境の整備が必要である。起

床時刻が一定であると一日の生活リズムも整いやす

い。平成26年度に小学生から高校生に行われた文部

科学省の調査17）によると就寝時間が遅い、寝る直

前まで情報機器（テレビ、ゲーム、携帯電話）に接

触していることで睡眠の質が低下し、生活習慣にも

影響を及ぼすことから、起床時間を意識するだけで

は不十分であるため、１日の生活リズムとして睡眠

時間の確保を検討していく必要がある。

３．睡眠に関する保護者の認識

　睡眠が十分でないことによる影響に関する保護者

の認識は、｢成長に影響する｣｢学力低下につながる｣

｢元気がなくなる｣｢行動が荒くなる｣を問題ととらえ

ている保護者は多いが、｢肥満になる｣｢風邪をひき

やすくなる｣「食欲がなくなる」は十分な認識にな

い保護者が多かった。「成長に影響する」を問題視

するものは９割以上であるが、漠然と情報として得

てはいるが、どのような影響があるのかについての
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知識が不足していると推測される。また、肥満は生

活習慣病に直結する看過できない問題であるが、「問

題がある」と認識しているものは少ない。適切な時

間帯に睡眠をとることで、子どもの成長に欠かせな

い脳内物質であるメラトニンや成長ホルモンの分泌

を促す15）。そのため、幼児期に睡眠の質や量に問題

があった場合には、心身に影響を及ぼす可能性が高

い。就学前からよい睡眠習慣の確立が小児肥満をは

じめとする小児の生活習慣病予防に重要であるとい

う報告18）や小児期からの肥満対策の重要性19）が問

われている。

　「早寝早起き朝ごはん」では子どもの成長に必要

な情報を冊子にしてポスター、チラシなどで啓発運

動を展開している。睡眠ホルモンと言われるメラト

ニンは朝太陽の光をあびてから、14，15時間後に分

泌される。そのため、良質な睡眠のためにはたんぱ

く質（トリプトファン）を含むその日の「朝ごはん」

が重要である21）。原田ら21）は、「メラトニン」は子

どもの時期に一番多く分泌され、眠りを誘うほかに、

抗酸化作用によって細胞の新陳代謝を促し、疲れを

取ってくれるために、病気の予防や老化防止にさま

ざまな効果を持つと述べている。良質な睡眠のため

には、「早寝・早起き・朝ごはん」では朝ごはんを

食べる習慣をつけることで早寝・早起きの習慣とな

り、生活リズム形成が出来上がりやすい。小学校低

学年の自立性が確立されていくこの時期に規則的な

起床、就寝リズムを意識し、習慣化できるよう睡眠

の大切さを子どもへ伝えるとともに保護者にも子ど

もの生活に関する教育の必要性が示唆された。保護

者が問題としている子どもの体調や様子については

「話をしていてもきいていないことがある」「疲れ

た様子がある」「落ち着きがない」「気分にむらがあ

る」「眠そうにしている」など、就寝時間の遅延や

睡眠不足による生態リズムの乱れが、さまざまな身

体症状の出現19）につながっている。保護者には睡眠・

生活リズムと子どもの心身の発達への影響を具体的

に説明し、理解を求めていく必要がある。小学校低

学年は保護者の関わりが多く、保護者の認識が子ど

もの生活に影響することから、保護者への健康教育

の必要性、意識づけを強化する必要性が示唆された。

Ⅴ　おわりに

　本調査において北部地域の小学生１年から２年生

の睡眠に関する実態と保護者の認識を明らかにする

ことができた。睡眠に関連する問題は多く、子ども

と保護者の睡眠の大切さ、健康的な生活リズム形成

をはかるための衛生教育を行う必要性が再認識でき

た。正しい生活習慣を身につけるためには小学生低

学年という時期は重要であり、さらに親の生活習慣

が影響を与えることを周知し、家族環境を整えてい

く必要がある。　（謝辞　本研究にご協力いただい

た小学低学年と保護者の皆様、また調査を快く引き

受けてくださいました国頭教育委員会および小学校

の校長の皆さまに深く感謝いたします。）

　本調査は、厚生科研の厚生労働科学研究費補助金

（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事

業）「健康日本21（第２次）に即した睡眠指針への

改訂に資するための疫学研究」「幼児の生活習慣調

査」の一部として実施しました。 
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緒　言

　フッ化物応用によるう蝕予防は、学術的にも安全

性が十分に確認された効果の高い方法として、昭和

44年に世界保健機関（WHO）でも評価されている。

学校歯科保健活動において重要なことは、将来に向

けての教育だけでなく、う蝕発生期に対する有効な

対策が十分に行われることであり、その対策には、

事業が社会に貢献する程度の分析である費用便益比

の高いものでなければならないが、フッ化物洗口は

集団で応用するコミュニティケアとして小児う蝕予

防に大きく貢献していると報告１）されている。

  伊江村におけるフッ化物応用事業に関しては、平

成19年より保育園、平成22年より幼稚園、小学校お

よび中学校でフッ化物洗口がそれぞれ開始され、平

成26年において、その経験年数は概ね３～６年の範

囲で実施されている。今回、伊江村小中学校におけ

る児童生徒の口腔内状況の実態およびフッ化物洗口

による効果を明らかにすることを目的に、検討を

行ったので報告する。

対象および方法

１．対象について

　平成18年度から平成26年度までに伊江村小中学校

（３校）で行われた学校定期歯科健康診査結果の氏

名等の個人情報を除いた個別健診データにおける各

学年の乳歯と永久歯の萌出歯、処置歯および未処

置歯について、表計算ソフトを用いそれぞれコン

ピューター入力して、集計および解析を行った。平

成26年度の対象人数は、伊江村小学校２校の児童健

診受診者243名、中学校の生徒健診受診者135名の合

計378名であった。歯科健康診査は、地元歯科医療

機関の学校歯科医により行われたものであり、その

健診結果に関する今回の調査は、伊江村教育委員会

の協力により行われた。

２．検討方法について

　平成26年度における各学年の乳歯と永久歯のう蝕

有病状況は、う蝕有病者率（う蝕歯を持つ人の数を

健康診断受診者数で除した割合）により評価した。

また、平成18年度に小学校に入学したＨ18群（中学

３年生：39名）、平成19年度に小学校へ入学したＨ

19群（中学２年生：52名）、平成20年度に小学校へ

入学したＨ20群（中学１年生：44名）、平成21年度

に小学校へ入学したＨ21群（小学６年生：43名）に

それぞれ分類し、小学校へ入学してからのう蝕有病

者率の経年的変化および小学６年時における永久歯

う蝕の発生部位についてそれぞれ検討した。なお、

これら４群の中に転入者を８名認めたが、その内の

３名はフッ化物洗口開始後の転入者であったため、

経年的変化および発生部位の検討に際しては対象か

ら除外した。

３．フッ化物洗口の方法について

　フッ化物洗口は、洗口液として市販のフッ化物製
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剤ミラノール®を用いて実施され、保育園および幼

稚園では、週５回法（フッ化物濃度250ppm、使用

液量５ml/ １回を60秒間、給食後に実施）、小学校

および中学校では週１回法（フッ化物濃度900ppm、

使用液量10ml/ １回を60秒間、朝のホームルーム後

に実施）がそれぞれ適用されていた。また、小学１

年生から中学３年生におけるフッ化物洗口の通算年

は図に示す通りであった（図１）。

結　果

１．う蝕有病者率について

　小学１年生のう蝕有病者率は76.3％、小学２年

生は75.0％、小学３年生は85.1％、小学４年生は

82.5％、小学５年生は79.1％であり、いずれも全国

値および沖縄県平均値より高値を示していた。また、

小学６年生は51.1％、中学１年生は27.3％、中学２年

生は71.2％、中学３年生は61.5％であり、いずれも沖

縄県平均値より低値を示していたが、全国値との比

較では中学１年生以外は高値を示していた（図２）。

　乳歯および永久歯別にう蝕有病者率をみると、

小学１年生は乳歯76.3％、永久歯０％、小学３年

生は乳歯85.1％、永久歯2.1％、小学５年生は乳歯

62.8％、永久歯20.9％と乳歯の有病者率は永久歯よ

りも高値を示していた。一方、小学６年生は乳歯

27.9％、永久歯32.6％、中学２年生は乳歯11.5％、

永久歯65.4％、中学３年生は乳歯2.6％、永久歯

図１　小中学校生にけるフッ化物洗口の通算年

図２　学年別のう蝕有病者率について
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小学5年 H15 H22 保育園 6年

小学6年 H14 H21 保育園 小学校 5年
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59.0％と永久歯の有病者率は乳歯よりも高値を示し

ていた（図３）。

２．う蝕有病者率の経年的変化

　４群における経年的変化では、小学１年生時のう

蝕有病者率は、Ｈ18群97.5％、Ｈ19群92.2％、Ｈ20

群85.7％、Ｈ21群83.3％であり、小学６年時のう蝕

有病者率は、Ｈ18群74.4％、Ｈ19群70.6％、Ｈ20群

51.2％、Ｈ21群52.4％であった。小学１年と小学６

年時のう蝕有病者率の変化に関しては、Ｈ18群23.1

ポイント、Ｈ19群21.6ポイントの改善であったのに

対し、Ｈ20群34.5ポイント、H21群30.9ポイントそ

れぞれ改善していた（図４）。

　４群における乳歯と永久歯別のう蝕有病者率の経

年的変化では、乳歯は、４群全てとも小学３年時ま

では80％以上であったが、それ以降は減少し、小学

６年時は30％強から40％台へ改善していた。一方、

永久歯に関しては、Ｈ18群とＨ19群共に小学３年時

で40％台に達し、小学６年時にはＨ18群57.5％、Ｈ

19群47.1％を示した。また、Ｈ20群とＨ21群では、

小学３年時はＨ20群14.0％、Ｈ21群23.8％を示し、

小学６年時にはＨ20年15.9％、Ｈ21群33.3％をそれぞ

れ示し、小学６年に至るまでのう蝕有病者率の変化

はＨ18 ・Ｈ19群と比較して緩やかであった（図５）。

図３　学年別の乳歯・永久歯のう蝕有病者率

図４　Ｈ18～21群のう蝕有病者率の経年変化
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３．Ｈ18～Ｈ21群の小学６年時における永久歯う

蝕の発生部位

　小学６年時における永久歯のう蝕発生部位の内訳

に関しては、下顎臼歯部が92本（52.0％）と最も多

く、次いで上顎臼歯部57本（32.2％）、上顎前歯部

27本（15.3％）、下顎前歯１本（0.5％）の順であっ

た。４群別の内訳では、Ｈ18群は上顎前歯部14本

（20.0％）、上顎臼歯部22本 （31.4％）、下顎臼歯部

34本（48.6％）、Ｈ19群は上顎前歯部11本（15.9％）、

上顎臼歯部21本（30.4％）、下顎前歯部１本（1.4％）、

下顎臼歯部36本（52.3％）、Ｈ20群は上顎前歯部１

本（6.7％）、上顎臼歯部３本（20.0％）、下顎臼歯

部11本（73.3％）、Ｈ21群は上顎前歯部１本（4.4％）、

上下臼歯部ともに11本（47.8％）であり、Ｈ18・19

群と比較してＨ20・21群の上顎前歯部の割合は低

かった（図６）。

考　察

１．う蝕罹患状況について

　幼児期に乳歯のう蝕が多い場合は、学童期の永久

歯においても同様な傾向が認められる。学童期は、

乳歯が抜け落ち永久歯に生え変わる混合歯列期に該

当する。そのため、学童期におけるう蝕罹患状況は

乳歯と永久歯を別々に検討することが有用と考えら

れる。文部科学省の学校保健調査によるう蝕有病者

率は、乳歯と永久歯が統合した形で集計されている

図５　Ｈ18～Ｈ21群のう蝕有病者率（乳歯・永久歯）の経年変化

図６　Ｈ18～Ｈ21群における永久歯う蝕の発生部位別内訳
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ことより、混合歯列期におけるう蝕罹患状況を正確

に把握するには困難を伴うと考えられる。一方、平

成23年の歯科疾患実態調査２）による小学１年～中

学３年生における乳歯と永久歯のう蝕有病者率を

別々に算出した報告では、小学１年から小学５年生

までは乳歯の有病者率が永久歯の有病者率よりも高

く、それ以降は乳歯と永久歯の有病者率が逆転する

点は、本検討と同様な結果であった。また、伊江村

の小学１年から５年生における乳歯のう蝕有病者率

は、沖縄県平均のう蝕有病者率より高値を示してい

たが、乳歯における処置歯の割合（図７）は50％強～

80％弱であり、学年が上がるにつれ上昇する傾向を示

し、う蝕治療が完了している者の割合も高く、口腔

内の衛生状況は良好に保たれていると考えられる。

２．フッ化物洗口の効果について

　フッ化物洗口の実施期間や開始時期に関する検討1, 3-6）

によると、う蝕予防効果を最大限に発揮するには乳

歯から永久歯への交換時期からのフッ化物洗口を継

続的に実施することが有用であり、就学前から開始

することでさらに高いう蝕予防効果が期待できると

報告されている。また、小学生を中心に対象とした

既報告7-10）では、フッ化物洗口のう蝕抑制率（対照

の数値－予防を行った結果得られる値／対照の数値

×100）は39.6～59.1％とされている。しかし、本

検討における各学年の対象人数は少なく、フッ化物

洗口の実施期間や開始時期も異なり、年度毎のフッ

化物洗口効果を統計学的に比較検討するには限界が

あるので、平成18年から平成21年までの小学校入学

年度の４群におけるう蝕有病者率の経年的変化を比

較した。

　Ｈ18～Ｈ21群の小学６年時における永久歯のう蝕

有病者率は、Ｈ18群は57.5％、Ｈ19群は47.1％、Ｈ

20群は15.9％、Ｈ21群は33.3％であり、Ｈ20・Ｈ21

群はＨ18・Ｈ19群に比べ、う蝕有病者率は低下して

いた。Ｈ18群とＨ19群におけるフッ化物洗口の実施

期間は共に４年間で、Ｈ18群は小学５年生、Ｈ19群

は小学４年生からフッ化物洗口が開始されていた。

一方、Ｈ21群の小学校入学後は、Ｈ20群と共に４年

間のフッ化物洗口の実施期間があり、Ｈ20群は小学

３年生、Ｈ21群は小学２年生からフッ化物洗口が開

始されていた。先述したように、萌出２～３年間の

永久歯は、その歯質の幼若性からう蝕感受性が高く、

う蝕に罹患し易い時期にある。小学校入学後におけ

る４群のフッ化物洗口の実施期間は同一であったこ

とより、フッ化物洗口の開始時期がう蝕有病者率の

改善に有効であったと考えられる。Ｈ20群である中

学１年生のう蝕有病者率が低値を示した原因を明ら

かにすることは困難であったが、保護者および教育

関係者におけるフッ化物洗口の有効性に関する認識

が高く実施拡大への意識が高まったことも要因とし

て考えられる11）。う蝕に関連する要因は多様であり、

図７　小学１年～５年生における乳歯のう蝕経験に関する内訳
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フッ化物洗口のう蝕予防効果の評価に際しては、養

護教諭による歯の保健指導を考慮することも今後の

課題として重要と思われる。

 う蝕の発生部位については、幼若永久歯の時期に

最もう蝕罹患率が高いのは上下顎第一大臼歯であ

り、最も低いのは下顎前歯である12）。今回、上顎前

歯部においてＨ20・Ｈ21群の占める割合がＨ18・Ｈ

19群よりも少なかったのは、平滑面う蝕に対する

フッ化物応用による効果13）と考えられる。また、フッ

化物応用による効果は臼歯部の咬合面等にも及ぶ14, 15）

とも考えられるので、フッ化物洗口による効果の判

定に際しては、歯面の評価も加える16）ことを検討

していくことは有用であろうと思われた。

３．今後のう蝕予防対策について

　う蝕予防においては、フッ化物、代用糖および細

菌からのアプローチが有用と考えられる。昨今では、

国内外の製薬会社や食品会社からフッ化物と代用糖

に関連する様々な製剤や食品が開発され、実用化さ

れている。本検討にて、伊江村の小中学校で実施さ

れているフッ化物洗口によるう蝕予防効果が示唆さ

れた。長期間フッ化物洗口を実施した際の効果判

定17-19）には期間を要するが、今後も本事業を継続す

ることは有用と考えられる。

　歯科疾患は社会因子の影響を受けやすい特徴があ

り、幼児期における乳歯のう蝕は学童期の永久歯

列にも影響を及ぼすことが多い。これらのことよ

り、学童期のう蝕予防対策においては、就学前の状

況との関連性を検討することが重要と考えられる。

沖縄県の１歳６か月から３歳児におけるう蝕の発症

には、毎日の仕上げ磨き、食事やおやつ時間の規則

性および両親の喫煙が有意な要因であることが明ら

かになった20）ことより、これらの要因と永久歯う

蝕の関連性を検討することは、学童期のう蝕予防対

策を展開していく上でも有用と考えられる。そのた

めには、乳幼児期と学童期の健診結果を連結させた

データベースの構築が必要であり、市町村および県

教育委員会との連携体制が重要と思われる。また、

乳幼児期における宿主および環境要因と学童期にお

ける乳歯のう蝕罹患状況を検討することは、ハイリ

スク者への対策および地域格差の問題を解決してい

く上でも今後の課題として有用と考えられる。
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【はじめに】

　子どもの発達特性が養育者の育児不安に及ぼす影

響についての先行研究は多数ある１－５）が、乳幼児

健診の大規模なデータを縦断的に用いた研究は行わ

れていない。本研究では、１歳６か月健診時の子ど

もの発達状況と養育者の育児不安の関連性につい

て、健診受診票の養育者の記載を基に分析した。そ

の結果を保健相談に活用することを目的とした。

【対象及び方法】

　沖縄県の乳幼児健診は、公益社団法人沖縄県小児

保健協会が県内のほぼ全市町村から委託を受けて実

施している。健診データは沖縄県小児保健協会にお

いて1997年度（平成９年度）から電子化されて蓄積

されており、個人識別情報（生年月日、親子手帳番

号など）を用いて個人単位で経年的にデータを連結

できるため縦断解析が可能となった。沖縄小児保健

研究では、その健診データを母子保健の研究に活用

することを目的に様々な検討を行ってきた６－11）。

　本研究では、2010年から2012年の間に沖縄県内の

市町村で実施した１歳６か月健診と３歳健診の両方

とも受診した児 11,800人を対象に、１歳６か月健

診時の養育者の育児不安と３歳健診時の育児不安の

相関を検討し、育児不安に与える影響の一つとして、

１歳６か月健診時の健診受診票に養育者が記載した

子どもの発達状況との関連性を検討した。なお、リ

スク因子と育児不安との関連性は、ロジスティック

回帰分析で算出したオッズ比（OR）と95％信頼区

間（95％ CI）によって評価した。

【結　果】

　はじめに、１歳６か月及び３歳健診時に養育者が

抱える育児不安の割合を分析した。１歳６か月健診

時に育児不安が「ある・時々ある」と回答したのは

38,435人中15,924人で割合は41.4％であった（表１）。

３歳健診時に育児不安が「ある・時々ある」と回答

したのは37,120人中15,933人で割合は42.9％であっ

た（表２）。

　次に、１歳６か月及び３歳健診の両方を受診した

児11,800人を対象に、１歳６か月健診時から３歳健

診時にかけての養育者の育児不安の変化を検討した

（表３）。１歳６か月健診で育児不安が「ある・時々

ある」と回答した中で、かつ３歳健診でも育児不

安が「ある・時々ある」と回答した割合は68.3％で
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あった。また、１歳６か月健診時に育児不安が「ほ

とんどない」から３歳健診時に育児不安が「ある・

時々ある」に変化した割合は23.1％であった。その

１歳６か月健診時に育児不安が「ほとんどない」か

ら３歳健診時に育児不安が「ある・時々ある」に変

化した群を対象に、１歳６か月健診時の各発達問診

項目（表４）における発達状況を「はい」「いいえ」

の２群に分類して、３歳健診時に育児不安のある割

合を比較したところ、有意差を認めたのは以下の項

目であった（表５）。言語機能発達「身体の一部を

聞かれて指させる」（はい22.2％ vs いいえ29.8％： 

OR：1.5（95％ CI：1.3-1.8）、「欲しいものを指さ

しで要求する」（はい22.9％ vs いいえ43.1％：OR：

2.6（95％ CI：1.5-4.5）、「言葉だけで簡単な指示に

対応できる」（はい22.9％ vs いいえ36.8％：OR：

2.0 （95％ CI：1.1-3.4）、対人関係性発達・精神発達

「絵本を読み聞かせると喜ぶ」（はい22.7％ vs いい

え32.1％： OR：1.6（95％ CI：1.2-2.2）、「一人遊び

をするほうを好む」（いいえ22.6％ vs はい30.0％： 

OR：1.5（95％ CI：1.1-2.0）。つまり、１歳６か月

健診時に育児不安が無いと回答した群において、上

記の発達問診項目が達成できていないと回答してい

た場合、３歳健診時点に育児不安を生じていた割合

が有意に高かった。一方、言語機能発達の問診項目

のうち、「３語以上話せる」の項目では有意差を認

めなかった（はい22.8％ vs いいえ24.1％： OR：1.1 

（95％ CI：0.9-1.3）。

 

表２　３歳健診時に養育者が育児不安を抱える割合

育　児　不　安

ほとんどない 時々ある ある

男児 18,980 10,552
（55.6％）

8,041
（42.4％）

387
（2.0％）

女児 18,140 10,635
（58.6％）

7,228
（39.8％）

277
（1.5％）

計 37,120 21,187
（57.1％）

15,269
（41.1％）

664
（1.8％）

表３　１歳６か月健診から３歳健診にかけての育児
不安の変化

３　歳　健　診

育　児　不　安

全体 ほとんど
ない

ある・
時々ある

１歳６か月
健診

育児不安が
ほとんどな
い

6,880 5,204
（76.9％）

1,586
（23.1％）

育児不安が
ある・時々
ある

4,920 1,559
（31.7％）

3,361
（68.3％）

表４　１歳６か月健診における発達問診項目

運動機能発達 一人で上手に歩ける

小さいものをつまめる

なぐり書きをする

視聴覚機能発達 目の動き、視力が気になる

聞こえについて気になることがある

言語機能発達 身体の一部を聞かれて指させる

３語以上話せる

欲しいものを指さしで要求する

言葉だけで簡単な指示に対応できる

対人関係性発達

・精神発達

食事はさじを使って食べようとする

大人の真似をしたがる

絵本を読み聞かせると喜ぶ

極端な人見知り・場所見知り

相手になると喜ぶ

他の子どもに関心を持つ

一人遊びをする方を好む

表１　１歳６か月健診時に養育者が育児不安を抱え
る割合

育　児　不　安

ほとんどない 時々ある ある

男児 19,536 11,275
（57.7％）

7,965
（40.8％）

296
（1.5％）

女児 18,899 11,236
（59.5％）

7,428
（39.3％）

235
（1.2％）

計 38,435 22,511
（58.6％）

15,393
（40.0％）

531
（1.4％）
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【考　察】

　沖縄県における乳幼児健診の大規模なデータを用

いて、子どもの発達特性が養育者の育児不安に与え

る影響について検討した。１歳６か月健診時及び３

歳健診時に育児不安を抱えると回答した割合はそれ

ぞれ 41.4％及び 42.9％であった。宮木らの大阪市

における調査によると、１歳６か月児の母親の約半

数は育児不安を抱えており、児の身体面だけでなく

精神面での内容が多かったと報告している２）。１歳

６か月は歩行が確立し、有意語が増え、言葉だけで

の簡単な指示が聞けるようになり、離乳食が完了す

るなど著しい発達が見られる時期である。一方で、

自立に向かい始めるこの時期に母親はその自立意志

を尊びつつ、しつけをすることが求められる12）。そ

のため、この時期の母親は子どもへの向き合い方の

変換が求められストレスを生じやすく、親子教室な

どで育児方法の変換における支援が虐待の予防にも

つながると考えられる13）。支援者には、発達の遅れ

や偏りを早期に発見することのみならず、家族機能

を見極めて適切な介入の時期に配慮した支援の仕方

が求められると考える。

　本研究で注目すべきことは、１歳６か月健診時の

個人情報と３歳健診時の個人情報を、個人識別情報

（生年月日、親子手帳番号など）を用いて個人単位

で経年的にデータを連結して大規模な縦断解析を

行ったことであり、共同研究者の山縣らが1987年か

表５　１歳６か月「育児不安ほとんどなし」→３歳「育児不安あり・時々あり」１歳６か月健診時の発達状況との関連

１歳６か月時 ３歳時
粗オッズ比（95％CI）育児不安 育児不安

ほとんどなし あり・時々あり

一人で上手に歩ける
は　い 6,844 1,574 （23.0％） 1

いいえ 33 12 （36.4％） 1.9 （1.0-3.9）

小さいものをつまめる
は　い 6,859 1,578 （23.0％） 1

いいえ 3 2 （66.7％） 6.7 （0.6-73.9）

なぐり書きをする
は　い 6,716 1,536 （22.9％） 1

いいえ 87 27 （31.0％） 1.5 （0.96-2.40）

目の動き、視力が気になる
いいえ 6,778 1,557 （23.0％） 1

は　い 89 26 （29.2％） 1.4 （0.9-2.2）

聞こえについて気になることがある
いいえ 6,836 1,569 （23.0％） 1

は　い 23 7 （30.4％） 1.5 （0.6-3.6）

身体の一部を聞かれて指させる
は　い 6,000 1,330 （22.2％） 1

いいえ 715 213 （29.8％） 1.5 （1.3-1.8）

３語以上話せる
は　い 6,264 1,426 （22.8％） 1

いいえ 523 126 （24.1％） 1.1 （0.9-1.3）

欲しいものを指さしで要求する
は　い 6,822 1,563 （22.9％） 1

いいえ 51 22 （43.1％） 2.6 （1.5-4.5）

言葉だけで簡単な指示に対応できる
は　い 6,789 1,553 （22.9％） 1

いいえ 57 21 （36.8％） 2.0 （1.1-3.4）

食事はさじを使って食べようとする
は　い 6,743 1,554 （23.0％） 1

いいえ 113 26 （23.0％） 1.0 （0.6-1.6）

大人の真似をしたがる
は　い 6,805 1,562 （23.0％） 1

いいえ 59 20 （33.9％） 1.7 （1.0-3.0）

絵本を読み聞かせると喜ぶ
は　い 6,621 1,505 （22.7％） 1

いいえ 215 69 （32.1％） 1.6 （1.2-2.2）

極端な人見知り・場所見知り
いいえ 6,057 1,373 （22.7％） 1

は　い 740 185 （25.0％） 1.1 （1.0-1.4）

相手になると喜ぶ
は　い 6,877 1,585 （23.0％） 1

いいえ 0 0 0

他の子どもに関心を持つ
は　い 6,822 1,564 （22.9％） 1

いいえ 48 17 （35.4％） 1.8 （1.0-3.3）

一人遊びをする方を好む
いいえ 6,518 1,474 （22.6％） 1

は　い 213 64 （30.0％） 1.5 （1.1-2.0）
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ら山梨県甲州市（旧塩山市）で実施してきた母子保

健縦断調査の研究方法14，15）を、沖縄小児保健研究

に応用したことである。本研究では、１歳６か月健

診時の子どもの発達特性が、のちの３歳健診を迎え

た時の養育者の育児不安に与える影響について分析

し、その結果を保健相談に活用することを目的とした。

　今回の研究では、１歳６か月健診時に育児不安が

無くても、言語機能発達「身体の一部を聞かれて指

させる」ことができていない場合、「欲しいものを

指さしで要求する」ことができていない場合、「言

葉だけで簡単な指示に対応できる」ことができてい

ない場合、そして、対人関係性発達・精神発達「絵

本を読み聞かせると喜ぶ」ことができていない場合

や「一人遊びをする方を好む」場合には、その時点

では育児不安が無くても３歳時に育児不安を抱える

ようになる危険性があることを示した。一方、言語

機能発達の問診項目のうち「３語以上話せる」の項

目と３歳健診時の育児不安の間には有意な相関を認

めなかった。

　１歳６か月健診で「意味のある言葉を３語以上話

せるか？」の問診項目に「いいえ」の時には、その

後の経過観察（フォロー）を行うことになっている。

ただし、「いいえ」であっても「欲しいものを指さ

しで要求する」ことができ、「言葉だけで簡単な指

示に対応できる」事例に対しては、のちに有意語の

発達の状況を確認させて欲しいことを伝えて、２歳

の誕生日頃に電話等による確認を行えば良いと考え

る。しかし、「意味のある言葉を３語以上話せるか？」

の問診項目に「はい」の回答でも、①有意語を表出

していない場合、及び、②「可逆の理解」が不十分

な場合は、経過観察が必要と考えるので、この２点

について保健師が問診時に注意深く確認する必要が

ある。

　沖縄県の１歳６か月健診では「意味のある言葉を

３語以上話せるか？」の問診項目で表出言語の発達

を確認することになっている。しかし、例えば「ママ、

ワンワン、パンマン（＝アンパンマンキャラクター）」

など同じ音の繰り返しや喃語だけの発語であっても

養育者は「３語以上話せる」と拡大解釈している場

合があり、すなわちそれでも発達課題を通過してい

ると捉える可能性がある。乳幼児健康診査マニュア

ル16）にも示されているように、保健師は問診面接

場面で有意語を３語以上話せるかどうかを確認する

と同時に、その子が、たとえば「パパ」を見て指さ

してもそれを「ママ」と呼んではいないか、「動物」

を何でも「ワンワン」と言ってはいないか、絵カー

ドの課題で「ネコ」を見た時には「ワンワンではな

くニャーニャーだ」と応答する（可逆の）関係を理

解しているかどうかを確認することが重要になると

考える。なお、「可逆の関係」について、田中は例

えば「すべり台を頭からではなく足からすべる」「こ

れはワンワンではなくニャーニャーだ」など、子ど

もが自分の取り組む状況や対象の変化を読み取り、

そこにある対の要素の一つを「・・・デハナイ・・・

ダ」といった形で主体的に選び取り（可逆的に交通

させ）、それを行動的に展開していく力を、大人や

子ども集団の支えを条件として獲得することを「可

逆操作」と表現した17）。

　集団健診会場では保健師の問診面接のあとに医師

診察があり、その後に保健師による保健相談が行わ

れるが、医師は、診察時に保健師の問診からの指摘

があるか確認を行うことが重要である。指摘がある

時には、医師もそれを発達課題のある子と捉えて、

「要経過観察」の指示を記載し、養育者にその重要

性を説明し、その後の保健師による保健相談につな

いで欲しい。不安を与えないように説明を行うこと

も重要である。保健相談では不用意に育児不安を煽

ることがないように育児支援の視点で、２歳までに

は大人に聞かれた時に自分が解っていることが嬉し

くて応える指さしが身に付いてくることが多いこと

等を伝えて、その確認のために事後教室やそれに相

当する療育等のフォローを促すことが望ましいと考

える。

 

【まとめ】

　１歳６か月健診時に、言葉だけでの指示理解や指

さし要求ができない発達の課題がある場合、のちの

３歳健診の際に育児不安を抱える事例が多く存在す

る可能性が示唆された。このような事例について、

医師診察では養育者が保健相談に向かいやすいよう
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な配慮に努めること、保健相談では育児支援として

事後フォローすることが望ましいと考える。
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【はじめに】

　麻疹ワクチン株により，発疹や発熱を起こすこと

は以前から知られている１）が，野生株麻疹に比べ

症状も軽微である為１），実際の臨床現場で問題とな

ることは少ない．当院は昨年度，麻疹・風疹混合ワ

クチン（以下MRワクチン）接種後に発熱と発疹が

出現し，PCR検査でワクチン株による麻疹の確定

診断に至った２症例を経験した。１例目は熱性痙攣

を起こし，２例目は入院加療を必要とした。２症例

とも強い副反応であった為， 文献的考察を加え報告

する．

【症　例】

症例１：１歳３ヶ月男児

主　訴：痙攣

既往歴：熱性痙攣，家族歴：特記事項なし

ワクチン接種歴：肺炎球菌ワクチン×３，ヒブワク

チン×３，４種混合ワクチン×３，BCG

現病歴：近医にて2014年９月Ｘ日に１回目のMRワ

クチン接種を受けた．９月Ｘ日＋６日に体幹部を中

心とした１～２cm径の癒合傾向の無い紅斑が出現

し，９月Ｘ日＋９日の昼には39度台の発熱を認めた．

９月Ｘ日＋10日（発熱２日目）に４～５分の強直性

痙攣を起こし当院へ救急搬送となった． 

経　過：受診時には，痙攣は頓挫し意識状態も清明

であり経過観察後に帰宅となった．発熱や発疹につ

いてはMRワクチンの副反応の可能性もあるとされ

たが，特に検査はされなかった．９月Ｘ日＋12日（発

熱４日目）になっても発熱が持続し，夜間何度も起

きるなど不機嫌著明となったため，当院外来を受診

した．上気道症状は軽度の咳があるのみであった． 

身体所見上，顔面，体幹，四肢に紅斑を認め（図１）， 

MRワクチン接種歴から麻疹を疑った。Koplick斑

は認めなかった．保健所に麻疹発生届を提出し咽頭

ぬぐい液によるPolymerase Chain Reaction（PCR）

検査を提出したところ，翌日Ａ型ワクチン株陽性と

判明した．受診翌日には解熱した．

症例２：１歳６ヶ月男児

主　訴：発熱，咳

既往歴：甲状腺機能低下症及び気管支喘息にて内服

加療中

ワクチン接種歴：肺炎球菌ワクチン×３，ヒブワク

チン×３，４種混合ワクチン×３，BCG

現病歴：近医にて2014年９月Ｙ日に１回目のMRワ

図 1　体幹部に紅い斑丘疹を認める .
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クチン接種を受けた．（ビケンMR216）９月Ｙ日＋

７日より39度台の発熱が出現し，９月Ｙ日＋10日に

体幹部を中心とする発疹が出現したため近医を受診

した．麻疹が疑われ保健所に麻疹発生届の届出がな

され，PCR検査が実施された．その翌日の９月Ｙ

日＋11日，発熱が５日目となり顔色不良，咳き込み

も強いため当院救急室を受診した．

経　過：発熱，不定形発疹（図２）の他に頚部リン

パ節腫脹，眼球結膜充血，口唇発赤を認め，川崎病

の診断基準を満たした．Koplick斑は認めなかった. 

全身状態不良であり輸液を開始し入院，経過観察と

した．前医にて麻疹PCR検査が提出されており結

果が陰性であればガンマグロブリン，アスピリン投

与を開始する方針とした．野生株麻疹を考慮し病棟

では個室隔離とし接触予防を行った．入院翌日に提

出されていたPCR検査でＡ型ワクチン株麻疹と判

明した．同日には解熱し退院となった．

【考　察】

１．麻疹について

　麻疹は発熱，発疹，カタル症状を特徴とする急性

ウイルス感染症であり，リンパ組織に感染しリンパ

球減少，免疫抑制を来たす．免疫を持たない場合，

暴露を受けると90％以上が感染するとされ，極めて

感染力が強い．現在23の遺伝子型が同定されている．

日本国内において，2010年以前は遺伝子型D5が主

流であったが，以後は海外から様々な遺伝子型の麻

疹ウイルスが持ち込まれ小規模な集団感染が発生し

ている２・３）．

２．麻疹ワクチンの有効性について

　感染予防にはワクチン接種が有効である．免疫獲

得率は95％以上とされ有効性が高い１・４）．日本に

おいては2007年より麻疹風疹混合ワクチン（MRワ

クチン）が使用開始となり，接種回数も１歳児（１

期）と小学校入学前（２期）の２回接種と強化された．

また，５年間の期間限定ではあるが2008年より中学

生，高校生に対しても接種が行われた．その結果，

麻疹発生報告件数は大幅に減少している３）（図３）．

更に2014年，日本はWHOにより麻疹排除状態にあ

ると認定された５）．ただし年齢が上がるとともにワ

クチン接種率は低下しており,接種率の向上が今後

の課題である３）．

３．麻疹ワクチン（MRワクチン）の副反応

　１）ワクチン株麻疹の発生状況

　有効性が高いワクチンであるが，接種により麻疹

を発症することは以前から知られている．ワクチン

株由来のウイルス遺伝子型はＡ型である．野生株麻

疹と比べ，その感染力は極めて弱い．検索し得た範

囲内において，ワクチン株麻疹から他人へ感染した

事例は見つけることが出来ず，第三者への感染はな

いものと思われる.

　国立感染症研究所のデータによると，2009年から

2014年までに各地の衛生研究所等で行われた麻疹

PCR検査におけるＡ型陽性例は平均約10例／年で

あった．（図４）

図３　麻疹の年間発生報告件数

　2008年にワクチン接種が強化され，2009年度から報
告件数が劇的に減少している.
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図２　体幹部に淡い紅斑・斑丘疹を認める . 
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　２）MRワクチンの一般的副反応

　MRワクチンの副反応はこれまで使用されてい

た麻疹ワクチンや風疹ワクチンとほぼ同様である．

MR1期（初回接種）の主な副反応は頻度順に発熱，

発疹，局所反応，蕁麻疹，リンパ節腫脹，関節痛，

痙攣等である（表１）．接種後に見られる発熱や発

疹は弱毒生ウイルスの増殖に伴うもので通常，接種

後13日以内，特に７～10日目に多く見られるとされ

る４）．また，接種直後から数日以内に出現する発熱

や発疹は過敏症状によるものと考えられ，これら症

状は数日で改善する．また，痙攣の多くは熱性痙攣

であるとされる４）．

　３）ワクチン株麻疹と野生株麻疹の相違点

　Yongらはワクチン接種７～14日後に発疹を認め

た症例や接種後８～56日後にIgMが陽性となった症

例等40例をワクチン由来麻疹と判断し野生株麻疹症

例94例との比較調査を行った．その結果，野生株麻

疹はカタル症状出現率が有意に高く，ワクチン株と

野生株麻疹の鑑別にカタル症状の有無が重要である

と報告した６）．逆に，ワクチン接種後であっても上

気道症状を伴った発熱や発疹を診た場合には野生株

麻疹を疑う必要があるものと思われる．また，ワク

チン株麻疹では通常Koplick斑を認めることはない

とされ，Koplich斑の有無も鑑別点として重要であ

る７）．

４．ワクチンの副反応調査について

　ワクチン接種の副反応調査は国による「予防接種

後・健康状況調査」と「予防接種後・副反応調査」

があり，これとは別に製造販売業者も調査を行って

いる．予防接種後健康状況調査は定期接種のワクチ

ン個々について，各都道府県単位で決められた報告

医より，それぞれのワクチンについて接種後28日間

の健康状況を前方視的に葉書によるアンケート調査

をまとめたものである．ワクチン接種との因果関係

を問わず集計される為，接種とは関係の無い感冒に

よる発熱などもカウントされる．一方，予防接種後

副反応調査は予防接種後の異常な副反応を後方視的

調査に基づき診察した医師が報告したものをまとめ

たものである．医師の診察により副反応か判断され

る為，予防接種後健康状況調査と比べると正確では

あるが，あくまで「異常な副反応」の報告であり副

反応すべてが報告されるわけではない． 

　ワクチンの副反応調査には限界があり，正確な副

反応調査のため，三宅らは単一施設で１年間に実施

したAIK-C株麻疹ワクチン接種後の副反応につい

て調査を行っている．皮膚症状や発熱が出現した場

合には必ず受診する様に患者に説明し，受診時には

同一医師が判定を行い感冒などによる発熱は除外さ

れ正確性を高めている．対象者207人中，即時型ア

レルギー症状が０人，遅発型蕁麻疹が８人（3.9％），

７日目以後の発疹が18人（8.7％），37.5度以上の発

熱が６人（2.9％），38度以上の発熱が４人（1.9％）

であった．発熱はいずれも７～10日目で，１歳６ヶ

月未満の発熱は１名のみであったと報告している８）．

この頻度は従来の報告に比べると低く予防接種後健

康状況調査における発熱患者数は必ずしもワクチン

図４　麻疹A型（ワクチン株）の日本国内における
検出件数

　国内におけるワクチン株由来の麻疹（A型）のPCR陽
性件数は年間10件前後である.
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表１　麻疹， ＭＲワクチン副反応

対象者数

（人）

発　　熱

（％）

局所反応

（％）

けいれん

（％）

じんましん

（％）

発　　疹

（％）

2005年度麻疹 3,850 23 2.9 0.4 3.3 9.8

2011年度MR1期 3,683 16.8 2.5 0.4 2.4 4.3
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接種のみが原因でないことが推測される.

５．今回の２症例について

　症例１は熱性痙攣の既往があり，ワクチンの副反

応による発熱で熱性痙攣を起こしたものと考えられ

る．痙攣は１％以下の確率で起こるとされ，各種文

献や添付文書にも記載されている．有熱性痙攣の患

者を診察した際には，ワクチン副反応の可能性も考え

数週間以内のワクチン接種歴も聴取する必要がある．

　症例２は発熱が続き川崎病が疑われ入院を要し

た症例である．診断基準を満たしており，ワクチ

ン接種の病歴や前医からの麻疹発生届が無ければ，

PCR検査されず川崎病として治療開始されていた

可能性がある．川崎病の鑑別疾患として麻疹を挙げ

る必要性を再認識した．鑑別に有用な川崎病の特徴

としてカタル症状，Koplik斑，顔面・頭頚部から

始まる発疹，白血球増多が挙げられる１）．

６．今回の症例から学んだこと

　麻疹発生の減少とともに麻疹を全く診た事のない

医療従事者も増えている。不適切な検査や投薬を避

ける為，医療従事者は麻疹の典型像を熟知しておく

必要がある．またワクチン株由来麻疹の可能性が高

くても症状が強い場合やカタル症状を認める場合に

はPCR検査を実施し，野生株麻疹と鑑別すべきで

ある.

７．おわりに

　今回の２症例では，ご家族から今回の予防接種へ

のクレーム等は無かったが，MRワクチン接種の際

には発熱や発疹など麻疹症状が出現する可能性につい

て十分な説明を行うことが重要であると再認識した.

　また，不幸にもワクチンによって麻疹を発症した

患者様・家族，関係者に対しては丁寧な説明を行い，

ワクチン恐怖症にならない様，配慮が求められる．

　副反応を理解した上で，今後も積極的にワクチン

接種を行っていきたい．
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Ⅰ　はじめに

　近年、子どもの食について栄養摂取の偏り、朝食

欠食、肥満の増加、思春期やせの増加など、問題が

多様化、深刻化しており、特に小児期は成長発達の

重要な時期であるため生涯にわたる健康への影響が

懸念されている。また、働き盛り世代においても栄

養バランスの偏り、身体活動の減少やストレスの増

加などによる生活習慣病との関連が問題視されてい

る。20代から肥満者が増加するなど、健康的な生活

習慣の維持・増進が課題とされる一方、20代女性の

摂取カロリーの低下など、栄養バランスに関する

様々な問題が指摘されている。沖縄県においては、

男女とも都道府県別の平均寿命の順位が後退し、問

題となっている。また、多量飲酒による生活習慣の

悪化、各世代とも成人肥満者の割合が増加するなど、

アルコールによる肝障害の発症の増加につながって

いる。そのため、青壮年層から若年層、すべての年

齢層において生活リズムや食生活の見直しの必要性

が指摘されている。こうした状況をふまえて、「健

康おきなわ21（第２次）」（健康・長寿おきなわ復活

プラン）１）を長期目標とする計画が県主導のもとに

推進されている。この長期目標達成には幼児期から

の生活習慣の見直しと確立することが重要であり、

同時に保護者の生活リズムの見直し、改善、そのた

めの保護者の生活に対する意識を高めることが重要

である。

　健康的な生活を維持、増進するために、「食」の

問題について家庭、学校、保育所、地域を中心に、

食育の推進が進められており、特に食は、生活の質

（ＱＯＬ）を向上させ、身体的、精神的、社会的健

康につながるものである。そのため、幼小児期から

の健康的な食生活の維持、食を含めた生活リズム形

成は重要な課題である。特に、子どもは発育・発達

の過程にあり、日々成長する中で生活や行動が変化

していく。子どもの成長発達には、保護者の生活が

大きく影響することから、子どもと保護者の食生活

の実態、また保護者の食に関する認識を把握するこ

とは重要であると考える。

　そこで、小学校低学年児の生活実態を明らかにし、

生活リズム形成や食に関する保護者の意識、食育の

あり方について検討する。

Ⅱ　研究目的

　小学校に就学した子どもが、どのような生活実態

にあるのか、保護者を対象にアンケート調査を行

い、小学校低学年児の生活リズムと食との関連を把

握し、必要な支援を検討する。

Ⅲ　研究方法　

１．研究対象

　　小学校１～２年生とその保護者

２．研究期間

　　2015年10月～11月までの３週間

３．研究方法

１）沖縄県北部12市町村の小学校53校の保護者を

対象に、無記名自記式による質問紙調査（留置
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き法）を行った。2810部配布し、1630名から回

収（回収率58.2％）した。６～８歳児1502名の

データを分析した。

　２）調査内容

　子どもの属性（年齢、性別）

　食事摂取状況（学校での給食摂取、食欲と食

事摂取、間食摂取の有無）

　保護者の食に関する認識（食事作り、食行動

に関する問題意識）

　３）分析方法

　データは、SPSSを用いて記述統計およびク

ロス集計を行った。

４．倫理的配慮

　国頭村教育委員会が主催する校長会において、研

究目的および調査目的を説明し調査依頼を行った。

その後、学校ごとに調査用紙を配布し、各担当から

保護者へ調査依頼し、留置き法による質問紙調査を

実施した。本調査は、名桜大学人間健康学部倫理委

員会の承認を得て実施した。

Ⅳ　結果

回答者の子どもの属性と家族構成について、表１

表 1　対象者の基本属性

項　　目 人数（％）

年 齢

６ 歳 児 371（24.7）

７ 歳 児 754（50.2）

８ 歳 児 377（25.1）

性 別
男 児 707（47.1）

女 児 794（52.9）

きょうだい

１ 198（13.5）

２ 380（25.8）

３ 553（37.6）

４ 227（15.4）

５ 人 以 上 113（　7.7）

家 族 形 態

核 家 族 918（61.1）

父子・母子 211（14.0）

複 合 家 族 213（14.2）

ｎ＝ 1,502

図１　子どもと一緒に食べる共食者
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図２　子どもの食事について保護者が気になること
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に示した。１人児の家庭は918（61.1％）、祖父母同

居の複合家族は213（14.2％）であった。子どもと

一緒に食べる共食者は、朝食においては、父親587

（39.1％）、母親944（62.8％）、祖父47（3.1％）、祖

母83（5.5％）、兄弟1175（78.2％）、ひとり59（3.9％）

であった。夕食においては、父親905（60.3％）、母

親1342（89.3％）、祖父147（9.8％）、祖母221（14.7％）、

兄弟1212（80.7％）、ひとり5（0.3％）であった（図１）。

子どもの生活が規則的かどうか、規則的な子ども

の食欲は、どの程度かを調べた結果、生活習慣が「規

則的である」と回答したもので、“よく食べる”と“ま

あまあ食べる”と回答したものは朝食210（14.5％）、

夕食788（54.1％）であり、「まあ規則的である」と

回答したものは、朝食230（15.8％）、夕食968（66.6％）

であった。

生活の規則性と食欲には、朝食（χ2＝127.07（9）　

ｐ＝0.00）、夕食（χ2＝36.68（9）　ｐ＝0.00）とも

に有意な差があり、生活リズムが規則的なものは食

欲もあるという傾向がみられた。

共食者および孤食率では、朝食の摂取率は99.2％

のうち孤食率は59（3.9％）、夕食摂取率99.9％のう

ち孤食率５（0.3％）であった。また、学校での給

食の摂取状況では、「毎日完食」していると回答し

たのは６歳児123（35.0％）、７歳児301（41.5％）、

８歳児168（46.9％）であり、年齢が上がるにつれ

て食事摂取量が増加している傾向があり、給食摂

取と年齢には有意な差（χ2＝20.1（6）　ｐ＝0.003）

がみられた。

次に子どもの食事について保護者が「気になる」

ことについて、図２に示した。“食事の姿勢”773

（51.5％）、“時間がかかる”526（35.0％）、“箸の

持ち方”442（29.5％）、“好き嫌いがある”516（34.4％）

であった。“食べ過ぎる”169（11.2％）、“遊び食い”262

（17.4％）であり、“固いものが苦手”281（18.7％）、

“飲み込むのに時間がかかる”217（14.5％）であった。

保護者の就労状況および生活リズムについての

回答を図３に示した。常勤577（38.4％）、非常勤

454（30.2％）、自営業136（9.1％）、専業主婦・主

夫225（15.0％）、であり、保護者の78％が就労して

いた。健康度については、“非常に健康”301（20％）、

“まあ健康”931（62.0％）であり、生活リズムに

ついては、“まあ規則的だと思う”766（51％）、“規

則的な生活である”203（13.5％）であり、生活リ

ズムが規則的な傾向がみられた。

保護者の「子どもの食事づくりをどのように感

じているか」と「健康づくりのために栄養や食事に

ついて考えること」について回答を求め、図４に

示した。“何という事はない”844（56.2％）、“作る

のが楽しい”307（20.4％）、“作る時間がない”92

（6.1％）、“作るのが煩わしい”30（2.0％）、“考え

るのが面倒”115（7.7％）であり、７割以上は食事

つくりを肯定的に捉えていた。「健康づくりのため

に栄養や食事について考えること」は、“時々考え

る”826（55％）、“よく考える”417（27.8％）であり、

図４　子どもの食事づくりをどのように感じているか」

と「健康づくりのために栄養や食事について」

図３　保護者の就労状況および生活リズムについて
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食事つくりや栄養についても関心が高い傾向がみら

れた。

Ⅴ　考察

　沖縄県北部12市町村の６歳～８歳を対象に調査し

た結果、生活習慣が規則的な子どもは、朝食と夕食、

給食ともに食欲があり、特に朝食との関連が高い傾

向であり、親の生活習慣の良さは、子どもの生活習

慣に影響していることが明らかとなった。平成27年

度食育白書２）によると、毎日朝食を食べる子ども

ほど、学力調査の平均正答率や体力合計点が高い傾

向であった。また、子どもの食事は、健康・発育・

成長の糧だけではなく、生活の喜びであり、情緒を

育て、社会性を養う機会であり、情緒を育て、社会

性を養う機会であると述べている。今回の調査にお

いては、朝食の内容について調査を行っていないが、

朝食摂取だけではなく、栄養バランスのとれた朝食

の内容についても調査していく必要がある。

　子どもの食事に関する問題では、「食事時の姿勢」

について、保護者がどんな場面として捉えているか

を具体的に確認していく必要があり、「箸の持ち方」、

「好き嫌いがある」については、家庭内における調

理の工夫について情報提供すること、学校や地域に

おいて食育推進につながる行事や活動を行うなど、

子どもに対しては、体験や実践を通して食の楽しさ

を伝えていく必要がある。また、固いものが苦手な

どの「咀嚼」や「嚥下」の問題を感じている保護者

の回答がみられた。平成24年７月に「歯科口腔保健

の推進に関する基本的事項」が策定・告示され、乳

幼児期から高齢期のライフステージごとの特性に応

じた食育の重要性や食育に関する施策との連携も含

めて推進することが定められている２）。また、藤原

ら３）の調査において、小学校２年生の時期は、乳

臼歯・乳犬歯が脱落して永久歯に交換するため、変

化する歯列の状態に合わせて歯みがき法を工夫する

ことが必要になると述べている。また、齲蝕につい

ては、学童期は自立課程にあり、間食についても保

護者の管理下から離れる時期であり、低学年児に

ショ糖含有食品を間食で摂取しない習慣を確立する

ことが重要であるとしている。間食の問題点として、

夜食化していることや子どもが欲しがる時におやつ

を与えることは、食欲にも影響し生活リズムを乱す

原因となり、過剰摂取が肥満やむし歯の原因になっ

ている４）と指摘している。６歳～８歳の永久歯が

生え変える時期であること、成長期の食習慣と歯科

について「固いもの」を食べるのに「時間がかかる」

ことや歯牙の生え方について、成長期と関連付けて

指導と助言をしていく必要がある。

　栄養や食事については、「よく考える」、「時々考

える」が８割以上であり、保護者の多くが就労して

いるにも関わらず、意識は高かった。白木ら５）は、

保護者の食事作りの知識・技術が、保護者自身の食

生活と家庭での食育への取り組みに大きく影響して

おり、食育の実践のためには、そのための「知識・

技術」が必要であるとしている。意識の高さを継続

するために、家庭における食育への支援として、家

庭における食事作りの知識・技術について援助して

いく必要があると考える。

　孤食率が低い傾向であったことについては、沖縄

県の特徴として、きょうだいがいる家庭が多いこと

や祖父母との同居、親せきの集まる機会が多いこと

が考えられる。国民生活基礎調査（平成25年）６）に

よると、核家族世帯は60.1％であり、今回の調査結

果においては61％であった。祖父母との共食は少な

い傾向がみられたが、祖父母との同居率が14％で

あったことから、同居している子どもは、祖父母と

食事を共にしている傾向は高いことが考えられる。

孤食に関する社会的問題については、共働きが多い

時代であることや家庭で自炊しなくても既製食品が

簡単に入手できる時代であり、また、目の前の食べ

物について、食材ができるまでの過程、調理の工程

に関わったり、見る機会がないことも原因であると

されている。近年、食の安全性が問われる報道が多

いことから、食材の産地について問題視されること

が多く、関心が高い傾向がみられるが、食育に関す

る課題はまだ多く残されている。共食が高い傾向で

ある反面、人が集まる場所においては、外食や高カ

ロリー摂取と偏食の機会になっている。金城ら７）は、

食事を一人ですることは、心理的な負担となり、精

神面への影響も大きく、成長発達上の問題になると

第43号　平成28年３月 47



しており、一緒に食事をするゆとりを持つことは、

子どもの発達をも支援することになるとしている。

共食が高い傾向を強みとして捉えながら、食に関す

る知識、食を選択する力、食生活の実践について、

保護者のみならず、周りの大人が食育と共食を意識

して実践していく必要がある。

　しかし、現代においては、ひとり親世帯、貧困の

問題など様々な社会問題がある。厚生労働省「食を

通じた子どもの健全育成のあり方に関する検討会」

報告書８）においては、すでに「平成11年国民栄養

調査」の食に関する知識や技術の不足を指摘してい

た。子どもの親の世代が通塾していた世代であった

こと、適切な食品選択や食事の準備のために必要な

知識、技術について、“まったくない”、“あまりない”

と回答する者が、20歳代及び30歳代の男性で７割、

女性で約５割であったことから、生活技術としての

食を営む力を誰がどう伝えていくかについて、今後

の大きな課題としていた。第２次食育推進計画９）に

示されている内容には、健全な食生活がされていな

いため、栄養の偏りや食習慣の乱れが目立ち、肥満

や生活習慣病の増加等に関する施策がある。その反

面、過度の痩身志向や栄養を考えた食事時間を意識

しないことについても問題視していく必要がある。

小田切ら10）は、小学校低学年から高学年にかけて

の時期は、食習慣や運動習慣などの生活習慣の形成

期であり、この時期は年齢とともに適正な生活習慣

が身に付く一方で、不適切な生活習慣が定着する年

齢期でもあるとしている。また、1980年代から1990

年代に肥満と痩身の二極化が進んだ時期の児童、生

徒は、現在もしくは近い将来に親世代に到達するこ

とになる。保護者である母親自身が、やせ願望など

痩身志向が強まった世代であったことから、学校現

場は児童と生徒だけでなく、母親の意識にも注意を

向けながら適切な親子指導の視点が必要であるとし

ている。以上のことから、社会環境やライフスタイ

ルの変化をふまえて、家族揃って食べる機会の重要

性について合わせて考えていく必要がある。食とは、

日常生活において、喜怒哀楽の喜と楽を身近に経

験できるものであり、１日の食を大切にすることに

よって、その人の情緒の豊かさにつながると考える。

　平成17年に制定された『食育基本法と食育推進基

本計画』11）は、今年で10年目の節目の年である。

　「都道府県別市町村食育推進計画の作成状況」(平

成27年３月現在）１）によると、沖縄県の推進計画作

成は、全国の中でも少ない。平成７年は都道府県別

の平均寿命において男性が１位から後退し、平成22 

年都道府県別生命表で、男性が25位から30位、女性

は１位から３位へ後退し、平成24年は、沖縄県が全

国で男性の肥満度１位となったことを合わせて、深

刻に受け止めなければならない。これらの要因とな

る生活習慣病の予備軍の問題について、１つでも多

くの事を改善していく必要がある。そのためにも、

小児の生活習慣に着目することは、思春期から成人

期への生活習慣の確立につながる重要な時期であ

り、その保護者に関わっていくことが必要である。

　平成25年３月策定の第２次沖縄県食育推進計画～

食育おきなわうまんちゅプラン～は、①生活習慣病

の予防及び改善につながる食育の推進②学校、保健

所等における食育の推進③地産地消の推進による食

育の推進である。県民ひとりひとりが自分の身に置

きかえて、取り組んでいく必要がある。地域におけ

る食育の推進１）として、ボランティアの取組の活

発化がなされるような環境の整備がされており、食

育の推進は、地域に密着した取組として推進してい

くことが重要であるとしている。沖縄県の強みを活

かしながら、地域に根ざした食育の活動へ向けて、

保育所、幼稚園、学校、地域等の関連機関が連携し、

すべての子どもが、豊かな食の体験を積み重ねられ

るよう具体的に実施していく必要があると考える。

　沖縄県北部地域における児童の生活習慣の実態を

分析することで、食育のあり方について保護者の意

識と食生活について明らかになった。今後、他の地

域についても調査を行うことで、実態と課題を明ら

かにし、各市町村に合わせた食育推進計画につなげ

ていきたい。

　調査に御協力いただきました保護者の皆様、国頭

村教育委員会および小学校校長の皆様に深謝いたし

ます。本調査は、「厚生労働科学研究費補助金（ 循

環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）
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健康日本21（第２次）に即した睡眠指針への改訂に

資するための疫学研究」（研究代表者　兼板佳孝先

生）の一部として実施しました。本調査の研究者で

ある金城やす子教授（名桜大学　人間健康学部　看

護学科小児看護）に深謝申し上げます。
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　小児保健協会のある委員会の席で、一人の委員か

ら「沖縄県の小児保健協会の目的って何でしょうか」

という問いかけがありました。あまりに自明なこと

ながら一瞬答えに窮する問いかけでした。

　私は、以下のように答えたように思います。「沖

縄の小児保健協会の目的はむろん子どもの健全育成

であり、人材の育成です。ただ、それは主たる目標

であり、個々の具体的な課題は時代に応じていろい

ろ変わっていきました。復帰後の課題は発育状況の

把握が主体であり、育児指導、疾病予防が中心でし

た。それが時代の変化と共に母乳推進、貧血予防、

更にメンタルケアと重点目標が変わり、現在は予防

接種や発達障害、子どもの生活習慣対策に移行しつ

つあるように思います…」。

　昭和54年私は北海道から帰郷し県立那覇病院に赴

任しました。その翌年、仲里幸子理事から熱心な誘

いを受け、小児保健協会の理事の役をうけたまわり

ました。当時の乳幼児健診に参加してびっくりした

のは、子どもの数の多さでした。久米島の健診で、

鼻を垂らし泣きわめく子らを７､ ８人を引き連れ汗

だくになっているお母さん方を大勢見かけました。

　もう一つびっくりしたのは始歩の時期が極めて早

いことでした。９か月頃から歩き出し、１歳頃には

たいてい歩けていました。北海道ではまん丸に太っ

た子が多く、歩けるようになるには１歳を過ぎてか

らでした。沖縄ではやせ型の子が多かった分、始歩

が早かったのです。乳児の体型からして北海道は関

取型、沖縄ではボクサー型だと妙に納得したものです。

　沖縄では股関節脱臼が北海道より少ないような印

象も受けました。下肢の動きを制限するおむつや着

衣が少なかったせいではないか。また、暑い沖縄で

はあせもや虫刺されの子が多いけれども北海道では

汗をかかない代わりに尿量が増えるためおむつかぶ

れが多かったという印象を受けました。

　北と南、風土･文化・環境が変わると、人生の第

一歩で人はこうも違うんだと感じたものです。30年

前の沖縄の率直な感想でした。

　沖縄県小児保健協会が誇るべき最大の成果は、小

児科医による乳幼児集団健診を創立以来42年余にわ

たり継続・維持されていることだと思います。県、

市町村、小児保健協会が一体になって土・日にもか

かわらず小児科医、歯科医、保健師、看護師、検査

技師、栄養士、歯科衛生士、母子保健推進員等がフ

ル動員され、チームワークを組み全県規模で健診が

行われていたことです。

　このような総括的な集団健診システムは全国的に

もなく沖縄方式として今、国からも注目され、新た

な健診システムとして検討されていると聞きます。

県外でよく行われる個別健診では、個人の力量・関

心に左右されがちで、発達障害や小児の生活習慣病

など新たな時代の要請にも果たして応えられるの

か、市町村との連携で成り立つ一貫性のある統計処

理はどうなるのか、歯科医、保健師、心理士、栄養

士など多業種の専門家との連携はどうするのかな

ど、いろいろ疑問が残ります。

　なぜ、沖縄では長年にわたって乳幼児の集団健診

が可能だったのか。土日の当直明け、勤務明けにも

かかわらず、なぜ健診業務が成り立ったのか…。

　この件について、小児科医の立場から考えますと、

当然、医師としても使命感はあったにしろ、沖縄と

いう風土･文化から生じる一体感があったからでは

ないかと思います。沖縄には学閥がありません。ど

この大学出たかは注目されず、権威主義ははびこら

ずみんなが公平感、一体感を持って参加できるシス
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テムがあったからではないかと思うのです。

　もう一つの理由は、沖縄県がほどよい広さの面積

のため、必要な時は１－２時間以内に一堂に集まり、

会議や議論に参加できたことです。もし、北海道の

ように広大であればたやすくはいきません。

　私が『おおぎみクリニックを開業』し、入院患者

もかかえていた頃、診療を終え、協会の夜の理事会

に参加した際、患者急変で突如ポケットベルが鳴

り（20年ちょっと前までは携帯はまだ普及していま

せんでした）呼び戻されたことがたびたびありまし

た。おそらく、どの小児科医も同じような状況では

なかったかと思います。小児科医としての使命感と

一体感がそれを可能にさせたと思っています。

　小児保健協会の活動は乳幼児健診事業にとどまり

ません。

　平成10年から13年にかけて麻疹の大流行があり、

９人の死者が出ました。これを契機に知念正雄先生

が当協会を事務局に「はしか“０”プロジェクト委

員会」を立ち上げました。その根強い活動が奏効し

て2015年に、WHOからはしか排除国の認定を受け

ることができました。現在もなお子どもの生活習慣

対策、おきなわ小児VPD研究会活動の事務局、発

達障害対策の発信地として活動が続いております。

　平成24年に社団法人から公益社団法人に移行しま

した。これまでの健診事業や啓発活動等が評価され

たこともありますが、公益法人への移行には玉那覇

前会長の尽力があったからだと思います。公益法人

への移行には法律的、行政的な智恵や能力が必至で

あり、玉那覇前会長のたぐいまれな行政能力があっ

たからこそ可能だったと思います。

　また、４億５千万円を要した沖縄小児保健セン

ターの建設には仲里理事の存在が欠かせません。彼

女の熱心な助言と働きかけで無駄な出費を慎んだ結

果、平成19年に小児保健センターの着工にこぎつけ

たと思います。ややもすれば緩みがちな運営のあり

方にカツを入れ、コスト意識を高め、浪費を慎み節

約を説く仲里幸子理事の存在は大きく、私は彼女の

ことを「小児保健協会の春
かすがのつぼね

日局」と陰口をたたいて

おりました。この失敬な呼称についてこの場を借り

てお詫びすると共に深く感謝申し上げます。

　今日の小児保健協会はこういう多くの人達の善意

と努力と使命感に支えられてなり立ってきました。

これからもこれまで培ってきた先輩諸氏の善意、誠

意、使命感を引き継ぎ、更なる発展を目指されんこ

とを祈っております。

　長い間お世話になりました。
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　乳幼児健診や外来などで予防接種を全く受けてい

ない子どもに出会うことがある。その多くは予防接

種をしないという保護者の方針であることが多い。

確かに、接種をするかどうかは保護者に選択の権利

があるが、現在では接種のメリットはデメリットよ

りはるかに大きく、接種をしなくても現在の医療で

何とかなると考えているとしたら大きな誤解であ

る。接種を拒否する保護者への対応は大きなエネル

ギーと時間を費やすことがあり、多くの関係者が困

難を感じている。

　しかし、接種を拒否していると思われる保護者で

も、時には予想外に簡単に接種に結びつくこともあ

る。「どうして予防接種を受けていないのですか？」

と、まず話を聞くことが大切である。子どもに予防

接種を受けさせていない保護者は三つに分けられる

ことが多い。①何らかの事情があるもの、②誤った

情報によるもの、③宗教や信条によるもの、である。

これらの３つについて考えてみたい。

①　何らかの事情があるもの

　沖縄県はしか“０”プロジェクトにおける上原真

理子先生の調査で、麻疹（はしか）の予防接種を受

けていない保護者のアンケート調査で多かった理由

は次の３つであった（二つ選択）。

　１．接種当日の子どもの体調不良。

　２．接種日を忘れていた。

　３．仕事が忙しかった。

　同様な調査は旧具志川市や堺市でのKAPスタ

ディでも行われ、同じように接種を受けなかった理

由は子どもの体調不良と親の都合であり、一度接種

機会を逃すと、次の接種機会が得にくいという結果

であった。

　子どもの体調不良では、一度入院した子どもが何

度も体調を崩して接種できない例を経験する。子ど

もの体調が良い時には親の仕事が忙しく、親は子ど

もの予防接種まで思いが至らないのであろう。

　沖縄的と思われる事情に離婚がある。出産早々に

離婚する例もあり心配は尽きない。最近では本土の

方が、離婚後沖縄に来ている母子も多いように感じ

る。離婚では親権のない相手方が母子健康手帳を

持って行ってしまい、子どもの情報を全く持ってい

ない例もある。親子健康手帳（母子健康手帳）の再

交付と同時に予防接種記録の確認など、健診時や役

所でのきめ細かい対応が求められる。

　もう一つ沖縄的な事情に、引っ越しの多い例があ

る。度々の引っ越しで居住市町村が変わっていると、

予防接種の通知が届かないのであろう。引っ越しで

の苦い経験では、引っ越す前の住所に届いた予診票

で接種した子がいて、その予診票を送付した市に接

種費用を請求したところ、対象ではありませんとの

返事であった。結局、費用は請求できなかったが、

その子は未接種にカウントされてしまうのではない

かと思われた。

②　誤った情報によるもの

　予防接種の不安をあおる情報は巷に溢れていて、

ネットや本屋で簡単に見つけることができる。誤っ

た情報で接種拒否する場合は、接種した方が良いこ

との事実を話してあげると、簡単に解決することも

ある。小児科医の勉強会で披露された経験談では、

１．将来、留学の際には全て自費で接種しなけれ

ばならない。
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２．実際に罹った時の合併症の怖さ。

３．定期接種期間内での健康被害保障の手厚さ。

などが挙がり、『接種した方が良いですよ』と誰か

に背中を押されるのを待っている人たちがいるのを

忘れてはならない。

　さらに、予防接種を否定する情報は昔からあり、

代表的なものに

１．MMRが自閉症を引き起こす。

２．ワクチンには水銀が入っていて、危険であり、

自閉症を引き起こす。

などがある。

１．MMRと自閉症

　これは1998年に著名な医学誌Lancetに掲載され

たねつ造論文が引き金である。この論文は2010年

Lancet誌から削除されている。この事件はイギリ

ス人医師Wakefield氏（以下Ｗ氏）が12名の子ども

についてMMRワクチンと腸の疾患、そして自閉症

が関係しているように記載していた。しかし、実際

は12名ともカルテの記載とは異なり、子どもたちの

病歴や診断はねつ造されていたのである。さらにＷ

氏は予防接種に反対の弁護士から報酬をもらってい

たことが判明し、Ｗ氏と同僚の二人はイギリスの医

師免許をはく奪されている。このねつ造論文はワク

チン反対派が良く引用する論文でもあるが、その後

検証され、MMRワクチンと自閉症の関係を否定す

る研究報告は多く出ている。反対派はLancetに掲

載された事実だけを強調し、削除された事実は無視

するのが常道である。反対派は嘘をついていないこ

とになるが、事実が半分だけでは真実ではなくなる

こともある。反対派に限らず、我々も気を付けたい

ものである。

　また、MMRワクチンの接種率が高いと思われて

いたヨーロッパやアメリカで、麻しんの集団発生が

起きているが、このねつ造論文が引き起こした影響

で、接種を受けさせていなかった子どもたちが多く

いたことも判明している。

２．ワクチンには水銀が入っていて、危険であり、

自閉症を引き起こす。

　最近はこの話題を問題にする人は減っている。ワ

クチンに添加されている水銀はチメロサールで、体

内で代謝され、その半分がエチル水銀になる。チメ

ロサールは不活化ワクチンの保存剤として1940年代

から使用されているが、2001年チメロサールが自閉

症の原因であるとの仮説が出た。丁度アメリカで予

防接種が増えてきた時期である。その仮説の検証は

各国で行われ、因果関係は否定される結論であった。

この問題を受け、WHOなどは出来るだけ水銀など

の有害金属暴露を減らすべきだとして、ワクチンか

らチメロサールを減らすように勧告した。現在では

チメロサールを含まないワクチンがほとんどで、含

まれているワクチンでも以前に比べて10分の１程度

の含有になっている。チメロサールがほとんど除去

された現在でも未だに自閉症が増加し続けているこ

とから、自閉症や発達障害とワクチンとを関連付け

ることには無理があったようだ。

　実は、水銀は２種類あり、問題になるのはチメロ

サールのエチル水銀ではなく、公害「水俣病」の原

因となったメチル水銀である。メチル水銀は脳や神

経系に移行しやすく、一度体内に取り込まれると長

期間残存する。一方、エチル水銀の血中濃度半減期

は１週間未満で、腸管から速やかに排泄され、メチ

ル水銀と違って体内に蓄積しないとの報告がある。

危険なメチル水銀は食物連鎖により大型の魚類に多

く含まれている。特に妊娠中の食事ではメチル水銀

を摂りすぎないように、厚労省から妊娠中に摂る魚

の種類と量について注意が出ている。

③　宗教や信条によるもの

　この手の保護者は、聞く耳を持たない方が多い。

説得に徒労を感じる事が多いが、まず相手を知って

おくことが大切である。一番問題となるホメオパ

シーは、昨年の本誌42号に安藤美恵先生が「ホメオ

パシーと予防接種」を寄稿している。是非一読をお

勧めする。安藤先生はホメオパシーの歴史を紹介し

ながら、本来のホメオパシーは予防接種を認めてい

たが、新しいホメオパシー派は予防接種拒否派に
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なっていることをわかり易く書いている。そして、

ホメオパシーの人たちは根底に医療不信があり、北

風ばかりの対応ではうまくいかないとまとめてい

る。私も数年前からホメオパシーに興味があり、調

べていた事を以下にしるす。

　イギリスでは以前ホメオパシーは医療保険が適応

されていた。しかし、ホメオパシーの効果に疑問が

あり、調査が行われ、その結果ホメオパシーの治療

効果は偽薬と同等であるとして、2010年、国の医療

保険の対象外となった。日本では安藤先生が書かれ

た事例のように、助産師がビタミンＫの代わりにレ

メディ（ホメオパシーでの薬の名称）を投与し、新

生児を死亡させた事件もあった。沖縄でもある養護

教諭が、保健室でレメディを勧めていることが新聞

報道された事がある。日本国内でのホメオパシーに

よる医学を無視した事件の多発を受けて、2010年、

日本の科学者の代表機関である日本学術会議はホメ

オパシーの効果について全面否定し、医療従事者が

治療法に用いないよう求める会長談話を発表した。

つまり、ホメオパシーに偽薬以上の効果はないので

ある。サイモン・シンらは「代替医療のトリック」

の中で、二人の医師が行ったホメオパシー検証を詳

しく記載している。そのうち一人はホメオパシー有

資格者であるホメオニストであった。ヨーロッパで

は医師でありながらホメオニストも多くいるよう

で、丁度、医師がアロマの専門家でもあるといった

立場ではないかと想像している。但し、アロマは様々

な効能があるが医療保険の対象ではない。一方、ホ

メオパシーは実際の効能はないが、国によっては医

療保険の対象であった事から浸透していったのであ

る。前述のように、本来のホメオパシーは予防接種

を認めていたが、ホメオパシーが否定され、医療保

険の対象から外された頃から、予防接種を悪者にす

ることによって生き残りをかけてきたのだと私は考

えている。

　何故ホメオパシーが生き残っているのだろうか？

それは、ホメオパシーを行っている人たちは、その

勉強に多額のお金を払ってきたからだと思われてい

る。日本でも欧米でもホメオパシーの学校がある。

いまでも存在しているかどうかは不明であるが、以

前日本にあった学校の授業料を調べた人がいて、年

4～500万円も掛かっていると報告していた。それが

事実か否かを検証出来ないが、それだけのお金を

払ってレメディを処方する権利を得た人たちは、レ

メディで稼ぐしかないのである。

　しかし、『予防接種は悪』と恐怖心を植え付けて

信者を獲得することは、『地球は滅亡する』や『何

かのたたり』と洗脳する場合と同じだと考えている。

気がついたら買わされたのはレメディだけでなく高

価な壺になっているかもしれない。

　一時下火になっていたホメオパシーだが、今でも

ネットで簡単に検索できる。最近では獣医のホメオ

ニストもおり、犬猫のペット分野にまで進出してい

る。動物の予防接種は動物だけでなく人間を守るう

えでも不可欠である。ホメオパシーが間違った方向

に向かっていないか心配である。

　それでは、ホメオパシーに感化された人たちに接

種を勧める時にはどうすれば良いだろうか？獣医の

ホメオニストは、ワクチンにはチメロサールとアル

ミニウムが入っているからダメと言っているようで

ある。チメロサールは前述したとおり、入っていな

いワクチンの方が多くなっている。アルミニウム塩

はチメロサールより古く用いられ、アジュバントと

呼ばれる免疫増強剤で、ヒブワクチンを除くほとん

どの不活化ワクチンに入っているが、麻しんなど生

ワクチンには含まれていない。「ヒブと麻しんなど

の生ワクチンンはチメロサールもアルミニウムが

入っていないので受けられますよ」と伝えることが

できる。また「ホメオパシーも本当は予防接種を認

めていたのですよ」も良いだろう。さらに、「ホメ

オパシーの効果は否定されています。ご存知でした

か？」「ネットでは効果があるように書かれていま

すが、日本学術会議の会長談話は知っていますか？」

など、いくつかの言葉を用意しておく必要がある。

少なくとも「ホメオパシーを行うのは個人の自由で

すが、予防接種は受けた方が良いと思います」は伝

えておきたい。

副反応について

　ワクチンは人々を感染症から守るために開発され
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てきた。ワクチンの歴史はその効果と副反応を改善

する歴史でもある。副反応を考えると、多様な免疫

系をもつヒトにとって完璧なワクチンはないかも

しれない。予防接種により健康被害を経験した者

や、その関係者が予防接種に否定的になっても仕方

ない面もある。ワクチンの副反応には、真の副反応

と紛れ込みがあり、前者は生ポリオワクチンのワ

クチン関連麻痺（VAPP）が、後者には以前用いら

れていた日本脳炎ワクチンの急性散在性脳脊髄炎

（ADEM）がある。真の副反応と紛れ込みは区別

されなければならない。　　　

　副反応で早急にその解明が望まれるのがヒトパピ

ローマ（HPV）ワクチンである。子宮頸がんワク

チンとして知られるこのワクチン接種によって我が

国では想定外の健康被害が生じている。原因究明は

もちろん、健康被害に遭われた方々の早急な回復と

治療法の確立が望まれる。日本での問題を受けて、

欧米では改めて大規模調査が行われ、HPVワクチ

ン接種者と非接種者を比較検証し問題はないとの結

論であった。日本での想定外な副反応とは、記憶障

害や認知障害などの高次脳機能障害があるが、これ

らの症状の出現には波があり、比較的普通の生活が

出来る時もあるが、調子が悪い時には一気に悪化す

るようである。日本ではこれらの副反応を機能性身

体症状としていたが、新たな仮説としてHPVワク

チン関連神経免疫症候群（HANS）が提唱された。

しかし仮説HANSは科学的でないと否定する見解

もあり、意見は一致していない。　　　　

　病気の発生には人種差が判明しているものがあ

る。日本発のHPVワクチン後の副反応に関しても、

真の副反応なのか、日本人だけや人種差なのかなど

を検証する必要がある。それらが否定されて初めて

紛れ込みの可能性が高いと判断されると思われる。

　予防接種では紛れ込みではない、真に重篤な副反

応をゼロにしていくことが今後の課題である。

　ワクチンはきれいな水と同じくらい、人々を感染

症から守ってきた。また、予防接種はシートベルト

と表現されることもあり、現代社会では欠かせない

ものである。致死率の高い感染症が発生した時にワ

クチンがあれば、接種を拒否する人たちはどうする

のだろうか？やはり、話し合いを諦めるのではなく、

機会を見つけて対峙していく必要があると考えている。
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１　はじめに

　平成17年に発達障害者支援法が施行されたことに

より、地方公共団体に発達障害の早期発見・早期支

援と切れ目ない支援体制を整備することが位置づけ

られた。また、健やか親子21（第２次）では、すべ

ての子どもが健やかに育つ社会の実現をめざして、

「子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり」

を基盤に、「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」

が重点課題の一つに挙げられている。各地で様々な

取り組みがなされているが、国頭村において、関係

機関の連携のもと、発達に課題を持つ子どもが地域

の中で個人の特性を持ちながら、安心して社会生活

を営むことができるように取り組んできた活動につ

いて報告する。

２　地域の概要

　国頭村は沖縄本島最北端に位置し、村の大部分が

山林原野で占められ、人口4,922人１）、年間出生数

30人、低出生体重児数1人である２）。出生率（人口

千対）では、沖縄県が11.6、北部保健所管内が10.5

であるのに対し、国頭村は6.2と低くなっている２）。

百日祝、豊年祭など文化風習を通した地区ごとの集

結が強く、住民がお互いに助け合っていく相互扶助

の精神である「ゆいまーる」が生活の中に根付いて

いる地域でもある。未就学児数及び小学校就学児童

数では年々減少しており、未就学児の約８割が保育

所・幼稚園に通っている現状がある。その中でも小

規模地域では、保育所や小学校の複式学級や地域の

行事等にて様々な年齢層との関わりを持つ機会が多

く、周りの人々の配慮のもと、ありのままの姿で受

け入れられ、のびのびと育っている子ども達もいる。

このような地域性がある一方で、地理的特性から利

用可能な療育施設等の社会的資源が限られているた

め、顔のみえる人と人とのつながりを重視した「き

め細かい支援」が必要となっている。

　国頭村における平成26年度乳幼児健診の受診率

は、乳児が89.1％（沖縄県：89.5％）、１歳６か月

児が97.5％（沖縄県：88.8％）、３歳児が86.1％（沖

縄県：85.1％）である。また、「子育ては楽しいで

すか」という問診項目に対して、子育てを「大変だ

けど楽しい」と回答する人は、乳児が41.4％（沖縄県：

62.8％）、１歳６か月児が61.5％（沖縄県：68.9％）、

３歳児が81.4％（沖縄県：69.8％）であり、年齢が

上がるごとに増えている。この「大変」という具体

的な内容をみると、１歳６か月児では「おちつきが

ない・ぐずることが多い・かんしゃくが多い」「仕

事と子育ての両立」などで、３歳では「自分の思い

通りにならないとパニックになる」「言葉で言い聞

かせることが難しい」などが挙がっている。さらに、

「子育てに不安がありますか」という問診項目に対

して、「不安がある」もしくは「不安が時々ある」

と回答した人の具体的な内容をみると、１歳６か月

児では「こだわりが強い・ひとみしり・食事の好き

嫌いが激しい」「言葉の発達が気になる」「子育てで

怒ってばかりいる」などで、３歳児では「指しゃぶ

り・奇声を出す・落ち着きがない・力加減ができな

い・言葉がはっきりしない」「本人に対する関わり

方でどこまで指導したらいいかわからない」などが

挙がっている。これらは養育者からの聞き取り内容

をまとめた形で記載しているが、「育てにくさ」か

らくる不安や大変さを訴える養育者の声が挙がって

いる。子どもの発達や特性に対する周囲の理解や配慮
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不足による二次障害が出てくる可能性があり、発達が

気になる子を支える体制づくりが課題となっている。

３　活動とその結果の検討

　これらの地域特性のある国頭村では平成23年度か

ら巡回支援専門員整備事業を実施してきた。この事

業は、発達障害等に関する知識を有する専門員が保

育所等の子どもやその親が集まる施設・場を巡回し、

スタッフや親に対し、障害の早期発見・早期対応の

ための助言等の支援を行うもので、名護療育医療セ

ンター（旧：名護療育園）に委託し、実施している。

現在の支援内容としては、１）保育所・幼稚園へ２

か月に１回の定期的な巡回訪問による園児の様子観

察と保育士等との相談、２）乳幼児健診会場へ言語

聴覚士等を派遣し、気になる児へのフォローや養育

者への相談、３）随時、専門職による巡回や相談で

ある。施設の巡回には、村の保健師が同行すること

により、施設スタッフと保健師間の関係性が円滑に

なっている。さらに平成27年度からは福祉課に配属

されたスクールソーシャルワーカーも施設巡回に同

行することにより、未就学から関わりを持ち、就学

した際の育ちを支える一貫した支援が可能となって

いる。保育所等で直接支援を行っている保育士や幼

稚園教諭と巡回相談員が定期的に相談できる場を持

つことで、気になる子どもの特性の理解、関わり方、

支援の方向性を確認できるようになった。実際に先

生方が子どもと前向きに関わっている姿や子どもの

困り感に基づいた具体的な支援に関する意見が増え

てきており、その子らしく成長し、生活することが

できる環境が整いつつある。また、精神発達に何ら

かの課題を持つ子どもの早期発見・早期支援に加え

て、関係者間で養育者の受け入れなどのタイミング

を図る「途切れない支援」にもつながりつつある。

　この流れにあわせて、平成25年度から北部圏域地

域自立支援連絡会議療育・教育部会と連携して、村

内における発達障害児者支援体制整備に取り組んで

きた。１年目は未就学児を中心とした保育所と幼稚

園との連携、２、３年目は小中学校との連携強化を

実施した。１年目は年に３回の作業部会にて各機関

が抱えている課題について共有・検討し、発達の気

になる子についてのライフステージごとの支援体制

について整理した。２年目以降は研修会や年に２回

程度実施する作業部会にて、特別支援教育コーディ

ネーターや養護教諭と事例検討を行った。圏域の療

育・教育部会と連携することにより、村内の発達障

害児者支援体制整備の活性化に繋がった。また、村

内の実務者以外の関係者が加わることにより、保育・

保健・教育機関等の関係者が円滑に連携でき、村内

における子どもの育ちを支える体制図とそれに関連

する関係者用のマニュアルを作成した。今後も多く

の改善の余地はあるが、平成28年度からは国頭村障

害者自立支援協議会の子ども専門部会としてこの流

れを主体的に実施していく予定である。

４　おわりに 

　地域における保健活動は地域特性も異なるため、

同じ手法をとってもその地域に根付いていく活動と

なりえるとは限らない。沖縄本島北部地域の療育シ

ステム３）について報告された名護療育医療センター

の泉川良範先生や「Go to the people」の詩４）を紹

介された石川信克先生も述べられているが、地域や

子ども達への優しいまなざしをもとに、今あるもの

に工夫し、積み重ねていくという関係者の姿勢が重

要である。そして、子ども一人一人の個性にあった

子育てを実現できるためには、周囲のサポートが必

要であり、発達障害の診断の有無に関わらず、子育

てに何らかの悩みを持つ段階からの親へ寄り添う支

援が大切である。これまで取り組んできた活動が将

来の子ども達の成長の一助になることを切に願って

いる。いつまでも子ども達の元気な声が響き渡る国

頭村であってほしい。
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１　はじめに

　チャイルド・ライフ・スペシャリスト（Child 

Life Specialist; CLS）という職業をご存知でしょ

うか？簡潔に説明すると、「遊びを通して入院中の

子ども達の不安やストレスを和らげ、主体性を持っ

て治療に臨めるよう支援する仕事」です。北米で発

展した職業で、現在まだ日本で教育機関がないので

CLS資格取得の為には北米へ留学する必要がありま

す。日本では2015年11月現在で40名ほどがCLSとし

て活動しています。CLS

の役割や業務内容につ

いてお話しする機会は

よくあるけれど、チャ

イルド・ライフ留学に

ついてはあまりお話し

した事がないので、留

学時代を振り返りなが

ら書いていこうと思い

ます。

２　CLSを目指したきっかけ

　子ども関係の仕事に就きたいと漠然と考えていた

高校時代に偶然テレビでCLSについて知りました。

必要な仕事だなと感じると同時に、日本では資格を

持つ人が少ないという事と沖縄ではもちろんまだい

ないという事を知り興味を持ちました。ただ資格取

得までの道のりが高校生の私にはとても遠く感じ、

なりたいと決意することはその時点では出来ません

でした。進路選択は悩みながらでしたが、大学から

留学し英語を学びながら児童発達や児童心理関係の

授業を取りました。アメリカの大学が私に合ってい

た点は、入学後に専攻を決められたこと。実際学ん

でみて、CLSの土台となる児童発達を勉強する事が

一番興味を持て、楽しいと思えました。そして実際

にアメリカや日本のCLSさんにお会いしてお話をき

く機会を得て、徐々にCLSを目指そうという決心を

することが出来たように思います。もう１つ心を決

める理由となったのが、留学初期に沢山の人に支え

られた事です。アメリカで出会った沖縄出身の方々

には励まされ元気をもらっていましたし、沖縄では

離れていても私の事を信じて応援してくれる家族や

友人がいてくれたからやってこられました。仕事を

通して今まで受けた恩返しをしたいという思いが

あったからCLSを目指す決心ができたと思います。

３　CLSになるには

　CLSになるには三つの条件があります。

①　少なくとも学士号を取得すること

②　Child Life Council（CLSの認定団体）が定め

る教科を履修すること

③　CLS指導のもとで最低480時間のインターンを

院の卒業式

カリフォルニア州立大学ノースリッジ校
（写真：大学公式ＨＰより）
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行うこと

　三つの条件を満たした上で認定試験に合格すると

認定CLSとなります。

　現在日本でCLSとして活動している方々の経歴は

様々で、日本の大学卒業後に院留学をしてCLSとな

る方や、看護師や全く別の仕事を経験しCLSを目指

して留学する方もいらっしゃいます。私の場合はア

メリカの大学を卒業後、一度沖縄に戻り３年程小学

校英語指導助手など子どもと関わる職務経験を積み

ました。その後、カリフォルニア州にある私立ラバー

ン大学大学院のチャイルドライフ専攻課程に進学し

ました。

　大学院に入った当初、やっと本格的にチャイルド・

ライフを学べることにとてもワクワクしたのを覚え

ています。アメリカの大学院の授業はディスカッ

ション・発表・論文作成といった能動的な課題が多

く、日本の授業とは違いがあります。日本人の私は

自分の考えを皆の前で述べる事になかなか慣れず、

授業は緊張することも多かったですがクラスメイト

や教授がそういった文化の違いや言葉のハンディを

よく理解してくれサポートしてくれました。それで

も一番苦戦したのがプレゼンでした。人前で話す事

に苦手意識を感じていた私はプレゼン前日は緊張で

ご飯が喉を通らずという状況がよくありました。そ

んな私を気遣ってくれ支えてくれたのがルームメイ

トやハウスオーナーさんでした。留学は大変だった

でしょう、と聞かれることが多いですが、大変な事

は終わると達成感に変わるし、沢山の人に支えても

らった感謝の気持ちが残ります。そういう状況だか

らこそ人の支えがより有り難く感じるし、周りの人

達のおかげで楽しい事は二倍楽しく、辛かった事は

半分くらいの思い出となっています。

４　インターンシップ

　CLSになるための一番の難問はおそらくインター

ンシップです。学校の授業と平行してインターンの

申し込みや面接などを行わないといけませんでし

た。私は幸運な事にロサンゼルスのUCLA Mattel 

Children’s Hospitalでインターンをすることができ

ました。毎日の実習に加え毎週課題が出され提出し

ないといけなかったので毎日くたくたでしたが、お

手本にしたいスーパーバイザーと出会え実践的な支

援方法を沢山学べたとても充実した期間でした。イ

ンターン中は、スーパーバイザーがついてはいます

が病院スタッフの１人として働きCLSとしての仕事

も任されました。

　インターンとしての一日は以下のような流れでした。

①　担当患児のカルテをチェック

②　ベッドサイドへ声かけにいきその日の様子をア

セスメント、一日の業務の優先順位を決める

③　スケジュールを考慮にいれながら、それぞれの

患児に合わせた支援を行う（プレパレーション、

処置中のサポート、遊び

の援助、など）

④　多職種ラウンドや会議

に参加する

⑤　プレイルームの管理、

ボランティアのコーディ

ネートを行う

⑥　情報を他職種に伝え

る、カルテを書く

ラーバン大学キャンパス
（写真：大学公式ＨＰより）

一緒に学んだクラスメイト達 スーパーバイザーと
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　最初から全てを１人で行うのではなく、スーパー

バイザーのシャドーイングから開始し徐々に独り立

ちしていくというプロセスを踏めたので、徐々に１

人で出来るようになると自信を持つ事ができまし

た。最終日にスーパーバイザーが「今まで私が受け

持ったインターンの中でもベストなインターンの一

人だと思います。きっと日本でも良いCLSになれる

はず。」とハグをしてくれたときはとても嬉しく感じ

ました。

５　現　在

　そんな留学生活を周りのサポートのおかげで無事

終え、ずっと目標にしていた沖縄でCLSとして働く

という事を実現することができました。最初の１年

は、アメリカとの違いに戸惑ったり、CLSとしての

職業アイデンティティーを再構築したりスタッフに

認識してもらうことに試行錯誤していたように思い

ます。CLS歴２年目に入った現在も、まだまだ至ら

ぬ所もありますが他スタッフとの連携を大切にして

一人一人の患児と丁寧に寄り添っていきたいと思っ

ています。最近の嬉しい出来事ですが、入院してい

た女の子のお兄ちゃんがCLSになりたいと言ってく

れています。いつか、CLSの後輩が出来ますように。

そして、チャイルド・ライフの種が沖縄でも根をは

りぐんぐん伸びて子ども達に寄り添い支える大きな

木となり花咲きますように。それが私の願いです。
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　今回、「多様なこどもたちの健やかな成長と発達」

をテーマに長崎県で開催された、日本小児保健協会

学術集会に初めて参加させていただきました。

　「母から子へのたいせつな贈りものと不都合なお

荷物～母子感染の話」では、赤ちゃんは母親から生

まれるときに、様々な微生物を受け継ぎ、栄養摂取

や病気の予防をしており、その腸内細菌叢が脳の発

達や肥満等と関連していること、微生物の受け渡し

のタイミングが合わないと病気を引き起こす事もあ

るとの講演がありました。

　特別講演「ゴリラの子育てから見た人間の子ども

の不思議」では、ゴリラに比べ人間の子は成長が遅

いが、これは、人間の脳は５歳くらいまでに大人の

90％の発達をするために、エネルギーの85％を脳の

成長にまわし、脳の成長が止まる頃に身体の成長が

加速する（思春期スパート）ためであることを学べ

ました。「家族愛の脳内メカニズム：母性、父性、

祖母愛、思春期を介した子どもの親への愛」では、

テストステロンの分泌の仕方で、脳の報酬系の反応

する部分がかわり、男児が子どもから思春期を迎え、

成人となっていく過程がわかりました。

　これらの話を拝聴して、乳幼児期の体や心の発達

のメカニズムは本当にすばらしいと思いました。私

たち保健師は、妊娠前や妊娠中、そして出産後の子

育て時期の親子それぞれに起きている目に見えない

体のメカニズムを、目に見える形で伝えることが大

切です。それを理解していないと、保健指導をして

も伝わらないと感じます。体のメカニズムを説明

し、情報を提供し、対象者がどの時期に何をすれば

よいか自分で選択できるよう、保健指導の力量をつ

けていかないといけないと思います。現在、沖縄県

で問題となっているメタボリックシンドロームの予

防は、大人になってからでは遅く、子どもの頃から

の生活習慣が大事です。生まれる前から高齢者まで、

生涯を通じた生活習慣病予防を目標に、しっかり保

健活動をしていきたいと思います。　　

　一般演題の、沖縄小児保健研究「妊娠中の喫煙と

３歳児の成長」では、妊娠中の喫煙は男児に影響が

強いこと、「後期早産時の乳児期初期における体重

増加に関する検討」では、後期早産時は乳児前期の

体重増加量が多くなる事が示唆されました。多くの

データを蓄積し、解析していくことで、いろいろな

ことが見えてきます。沖縄県小児保健協会が蓄積し

てきた大量のデータを活用し、住民へ伝えていくと

ともに、今後、母子保健活動において、どのような

データが必要になるか、評価の視点も考えながら活

動していきたいと感じました。

　学術集会以外でも、参加された先生方や市町村保

健師、沖縄県小児保健協会事務局の方々と情報交換

できたことは有意義でした。皆さんの母子保健への

熱い想いに触れ、今後さらに連携しながら保健活動

をしっかりやっていこうと改めて思いました。

　最後に、このような貴重な研修の機会をあたえて

いただいた沖縄県小児保健協会の皆様、業務が重な

る中、快く研修へ送り出していただいた宜野座村役

場の皆様に感謝申し上げます。
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　平成27年６月18日（木）から20日（土）の３日間、

長崎県で行われた日本小児保健学会学術集会に参加

させていただきました。“多様なこどもたちの健や

かな成長と発達”をテーマに、医療、福祉、教育な

ど様々な分野の講演や発表を拝聴することができま

した。

　初日に開催された“保健師のための乳幼児健康診

査技能講習会”では、普段実施している乳幼児健診

について、専門職として確認すべき視点や時期、受

診する保護者からの思い、健診後のフォロー等につ

いて改めて考え直す機会となりました。多様化する

社会の中で、乳幼児健診が求められる役割が変化し、

子どもだけでなく養育者に目を向けた子育て支援と

しての役割も求められてきています。発達が気にな

る子について、保護者への伝え方やその後のフォ

ローの有無次第では、“可愛いわが子”“楽しい子育

て”と感じていた保護者の思いを一変させてしまい

虐待のリスクを増加させてしまうという指摘があ

り、普段の業務を振り返ってはっとさせられました。

保護者の精神状態や生活状況、健診後のフォローの

有無などについてしっかりアセスメントした上で、

適切な介入方法について助言する必要があると感じ

ました。“これからどうするか”の説明についても、

１度に理解できるのは多くて３つ程度のため、一気

に説明をせず“受け止めてもらう”“理解してもらう”

ことを目標に少しずつ話すことが大切だと学びました。

　また、健診はあくまでスクリーニングのため

100％完璧に把握する事は困難ですが、受診者の認

識とは温度差があり『健診を受けて大丈夫と言われ

たから問題ない。』と捉えてしまうことがあるため

伝え方には注意が必要、“様子を見ましょう”とい

う言葉が犯罪になりうることがある、という話が印

象的でした。実施者からすると“one for them”で

も、受診者からすると“only one”であることを認

識し、個々の受診者に寄り添った視点で接すること

が重要だと感じました。受診する保護者が安心して

子育てに取り組むことができるような乳幼児健診を

実施したいと改めて感じました。

　３日目に開催された“病児を支えるネットワーク”

についてのシンポジウムでは、先天性トキソプラズ

マ＆サイトメガロウイルス感染症患者会“トーチの

会”の活動紹介や、先天性感染症についての記事を

取り扱うマスメディアの役割等についてのお話があ

り、誤った認識で保育園預かりの際に他児と隔離さ

れてしまった保護者の事例紹介や、正しい知識を普

及・啓発することで先天性感染症に罹患する児をな

くしたい保護者や報道関係者の思いを伺うことがで

きました。普段接する妊婦さんや妊娠する前の市民

へもしっかり周知・啓発していきたいと強く感じま

した。

　学会終了後の懇親会では沖縄県の小児保健に携わ

る小児科医の先生方や他市町村の保健師さん、小児

保健協会の皆様と交流し楽しい時間を過ごすことが

でき、今後保健師として働いていく上での励みとな

りました。

　このような貴重な機会を提供していただいた小児

保健協会の皆様に深く感謝申し上げます。

長崎市内を走る路面電車
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はじめに

　このたびは、沖縄小児保健賞という大変名誉ある

賞をいただくことができ、心から感謝しております。

　「小児保健」とは、小児の健康の保持と増進を図

る保健領域のことであると捉えています。ある意味

当然のことかもしれませんが、私は、我が子を出産

するまで「小児保健」というものとは、全く縁のな

い生活をしていました。　

　第１子である長女を授かり母となり、初めて母子

保健と出会い、次に重度の障がいをもつ長男を出産

してからは、小児医療なくしては、生きてすらいけ

ない我が子の命の儚さを痛感し、更に様々な社会保

険や社会福祉という補償なくしては、私達家族の生

活もたちまち立ちいかなくなるような状況を経験し

ました。

　それらの社会保障が、小児保健という領域に存在

するものであったのだと、今更ながらに考えさせら

れた受賞でありました。

社会保障との出会い

　第１子を妊娠した際、妊婦としての私の身体をい

たわる声かけや態度を示す、医療者や役所の方など、

いわゆる「他人」の親切や優しさに触れ、子どもを

もつということが、こんなにも社会の一員として認

められ、歓迎されることであることと、それに伴う

責任について考えさせられました。

　第２子である長男が、重度の障がいをもち生まれ

てきた際には、多くの薬剤や医療機器、そして多く

の人々の手をかしていただかなければ、一日として

生きてはいけない現状の中で、医療というものの有

難さを痛感し、またそこに携わる方々の想いに何度

も救われました。

　多くの医療を必要とする生活が長引くと、今度は

私達家族の生活自体を支援して頂く必要が生じてき

ました。

　特別児童扶養手当や高額療養給付金など本当に

様々な社会保険や社会福祉のシステム（制度）によっ

て、私達家族の生活が根底から支えられていました。

　そのような生活を送る中で芽生えた感謝の気持ち

が、重度の障がいをもつ我が子の他界後、自分たち

が受けた恩恵を社会に返して行かなくてはという想

いとなり、ＮＰＯ法人を立ち上げました。

ほほえみとしての活動

　ほほえみの活動は、重度の障がいをもつお子さん

とその家族を支援することですが、その活動の中心

は「つなげる」ことです。

　私が恩恵を受けた様々な社会保障という制度へつ

なげることを始め、サービスを提供する事業所や人

へつなげること、更にここ数年最も力を入れている

ことは、情報をつなげる（提供する）ことです。

　平成23年度に沖縄県が行った「重度障がい児者生

活実態調査」の結果を受けて、今必要とされる支援

とは何かを私なりに考えた際、どんなに制度やサー

ビスが準備されていても、そこにつながらなくては、

意味がないということを感じ、また情報社会といわ

れ、インターネットが普及した今の世の中にあって

も、本当に今自分が必要とする情報を見つけ出すこ

とは意外と困難であることや、人との関係において

も、横のつながりは作れても、時間軸における縦の

つながりを作ることは、なかなか難しいということ

も感じました。
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ＮＰＯ法人療育ファミリーサポート　ほほえみ　
理事長　福　峯　静　香　
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　そこで、「療育ファミリー応援雑誌Ｆａｍｉｌｙ」

という雑誌を刊行しました。「Ｆａｍｉｌｙ」を定

期発行することで、少しでも必要な情報を必要な人

に届けたいと思っています。

おわりに

　私の力は微力で、時々そのことに気持ちが折れそ

うになることはありますが、そのように気持ちが折

れそうになる時ほど、自分がしてもらった「他人」

からの親切や施しが思い出され、奮起させられます。

　子を授かるまでは、社会とは冷たいものであると

感じていましたが、今は社会とは本当に温かいもの

であると感じています。

　子どもは社会の宝であるといいますが、小児保健

とは、子を中心に社会が支えあうそのシステムを作

り出す中心軸であると考えます。そのような働きの

お役に少しでもたてるよう、これからも精進してい

きたいと思います。有難うございました。

療育ファミリー応援雑誌「Ｆａｍｉｌｙ」

息子と一緒に クリスマス会
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平成27年度　活動概要

［定期総会と小児保健学会］
　平成27年６月６日沖縄小児保健センターにおいて開催した。総会は、報告事項として平成26年度事業報告、審議
事項として平成26年度収支決算報告、理事、監事選任の件、名誉会員推薦の件が審議された。特別講演は、あいち
小児保健医療総合センター保健センター長医学博士の山崎嘉久先生に「乳幼児健診の目指すもの～「健やか親子21（第
２次）」の達成に向けて～」と題して、ご講演いただいた。
　小児保健学会は、一般講演６題、特別報告１題の発表があり活発な意見交換がなされた。
［乳幼児健康診査事業］
　平成27年度40市町村から乳児と３歳児健康診査の委託を受け、１歳６か月児については、32市町村からの委託と
７市町村からの情報処理業務を受託した。「平成26年度乳幼児健康診査報告書」を作成し、市町村や関係者へ配布し
た。平成27年６月26日に沖縄小児保健センターにおいて開催した。一般健診の部を宮城雅也会長、歯科健診の部を
比嘉千賀子理事が担当し、健康診査結果報告がなされた。
　研修会は、「県内における“気になる子”への支援体制について」と題し、沖縄県発達障がい者支援センター「が
じゅま～る」臨床心理士の与那城郁子先生にご講演いただいた。
［子どもの生活習慣対策に関する講演会］
　平成28年２月20日に沖縄小児保健センターにおいて「子どもの生活習慣対策シンポジウム～子どもの健康こそ長
寿県復活の鍵～」をメインテーマに一般向けのシンポジウムを開催した。講演内容は、＜１＞「早寝早起き朝ごは
んで３つのお得！～その科学的根拠と朝型にする方法を考える～」を国立大学法人高知大学の原田哲夫先生、＜２
＞「肥満、生活習慣の予防は子どもの時から」を順天堂大学大学院プロバイオティクス研究講座の山城雄一郎先生
が発表し、それぞれの視点から子どもの生活習慣について講演がなされた。
［医師研修会］
　ランチョンセミナーを含め５回開催した。
１）ランチョンセミナー＜第１回＞平成27年９月13日「乳幼児健診における股関節脱臼のスクリーニングについて」、

＜第２回＞平成28年３月13日「乳幼児の鼠径ヘルニアと陰嚢水瘤に対する新しい腹腔鏡下根治術（LPEC法）」を
開催した。

２）通常の医師研修会は、＜第１回＞平成27年４月28日「予防接種の基礎知識、同時接種から救済まで」、「親子健康（母
子）手帳の使い方、接種スケジュールの立て方」＜第２回＞平成27年７月16日「乳児健診における運動発達の診方」、
「乳幼児健診における精神発達の診方とその対応」＜第３回＞平成27年９月17日「児童虐待の現状と課題」を開
催した。

［保健師研修会］
　平成27年５月25日～26日の２日間にわたり開催した。
＜１日目＞「児童虐待の現状と課題」、「沖縄県の母子保健の現状」、「遊びの大切さ」、「早産児の成長と発達」を開

催した。
＜２日目＞「乳幼児健康診査の意義」、「乳幼児健康診査における貧血指導について」、「乳幼児健康診査における気

になる児の対応」、「新生児医療の視点からみた妊婦の保健指導のポイント」を開催した。
［母子保健推進員研修会］
　沖縄県母子保健推進員連絡協議会との共催により、＜第１回＞平成27年６月29日「赤ちゃんからはじめるむし歯
予防」、＜第２回＞平成27年９月28日「乳幼児期におけるあそびの大切さ」を開催した。
［保健セミナー］
　平成28年１月22日に「乳幼児健診における股関節脱臼について～新たに始まるスクリーニングとは～」を開催した。
［第49回沖縄県母子保健大会］
　平成28年１月21日に沖縄県との主催により浦添市てだこホール（大ホール）において開催した。式典では、県知
事表彰５名、大会長表彰15名、大会長感謝１名が表彰された。
　特別講演は、ＮＰＯ法人子どもとメディア代表理事　清川輝基先生に「メディア漬けで壊れる子供たち～スマホ
社会の落とし穴～」と題して、ご講演いただいた。
［こんにちは赤ちゃん訪問事業の訪問者養成講座］
　平成27年４月20日～21日と７月27日に母子保健推進員を対象に、沖縄小児保健センター３階ホールにおいて開催
した。
［広報及び啓発活動］
　広報活動の一環である機関誌「沖縄の小児保健」43号を発刊。平成27年度版親子健康手帳を作成した。
［第62回日本小児保健学会］
　長崎学会（平成27年６月18日～20日）へ、宜野座村保健師１名、宜野湾市保健師１名と沖縄県小児保健協会理事７名、
委員３名、及び事務局３名を派遣した。
［平成27年度健やか親子21全国大会］
　（平成27年10月７日～９日）神奈川県へ関係者を派遣した。
［国際協力活動］
　ＪＩＣＡ視察研修（看護協会関係）において、照屋明美理事より沖縄の小児保健活動を紹介し、情報提供を行った。
［その他の活動］
　はしか“０”プロジェクト推進活動と沖縄県母子保健推進員連絡協議会活動、おきなわ小児ＶＰＤ研究会活動の
事務局を担う等小児保健・小児医療活動の推進団体の支援を行った。

　以上の事業や諸活動は、理事会および各種委員会での討議を踏まえて推進された。
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平成27年度　総会・学会プログラム

総合司会　上　里　とも子（沖縄県保健医療部健康長寿課）

　

〔総　会〕　

１　開 会 の 辞　　　　下　地　ヨシ子

２　会長あいさつ　　　　玉那覇　榮　一

３　議 長 団 選 出

４　総会の目的事項　　　　報告事項　　平成26年度事業報告の件

　　　　　　　　　　　　　決議事項　　第１号議案　平成26年度決算承認の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２号議案　理事、監事選任の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３号議案　名誉会員推薦の件

５　閉 会 の 辞　　　　當　間　隆　也

〔学　会〕　　  

　一般講演

座長　城　間　直　秀（発達神経クリニック　プロップ）

　１　ワクチン株により発症した麻疹の２症例 又吉　　慶　　小濱　守安（沖縄県立中部病院小児科）

　２　発達障がいに対する小児および精神看護の現状の比較

鈴木ミナ子　　辻野久美子　　儀間　繼子（琉球大学大学院保健学研究科）

大城ほとり（琉球大学医学部附属病院）　　

親富祖　彰　　狩野　萌子（千葉西総合病院）　　　　　　

　３　ハイリスク母子の保健・医療・福祉の連携の現状　－ 精神障害のある母の場合 －

　　 　玉城三枝子（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター）

座長　比　嘉　千賀子（沖縄県南部福祉保健所）

　４　伊江村小中学生のう蝕罹患状況とフッ化物洗口の効果について

狩野　岳史　　仲宗根　正　　安里とも子　　森近　省吾　　蔵根　瑞枝（沖縄県北部保健所）

　５　児童の生活習慣調査に関する研究　－沖縄県北部地域の小学校１～２年生の生活実態－

西田　涼子　　金城やす子　　八田早恵子　　鶴巻　陽子（名桜大学人間健康学部看護学科）

　６　沖縄県北部地域の小学校１～２年生の睡眠に関する実態調査

鶴巻　陽子　　金城やす子　　八田早恵子　　西田　涼子（名桜大学人間健康学部看護学科）

〔特別報告〕

　１歳６か月健診時の発達特性が育児不安に与える影響について　－沖縄小児保健研究－

勝　連　啓　介（名護療育園　小児科医）

〔贈呈式〕

　“沖縄小児保健賞”の贈呈  　　“乳幼児健康診査功労賞”受賞者発表

〔特別講演〕　 座長　玉那覇　榮　一（沖縄県小児保健協会長）

　「乳幼児健診の目指すもの　～「健やか親子21（第２次）」の達成に向けて～」

あいち小児保健医療総合センター　保健センター長　医学博士　山　崎　嘉　久
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平成26年度　事業報告書
（平成26年４月１日から平成27年３月31日）

〔Ⅰ〕　法人の現況に関する事項

　平成26年度も沖縄県小児保健協会の根幹となる公益目的事業、収益事業、法人事業を、各事業趣旨に基づき関係

者や関係機関等との連携を図りながら推進した。その事業成果等は以下のとおりである。

　⑴　事業の経過及びその成果

平成26年度各事業の予算額からみる成果

事　業　別 予算額　千円 決算額　千円 達成率　％
公 益 目 的 事 業 255,852 282,224 110.3 

収 益 事 業 　　 　4,538 4,782 105.3

法 人 事 業 　 　　　652 1,491 228.6 

＊千円未満は切捨て表示

　⑵　資金調達並びに投資等の状況

　　１）資金調達　　

　　　　特別研究事業のＶＰＤ研究会研究費用として寄付金を公募し受ける。

　　　　　寄 付 者：ファイザー株式会社（東京都渋谷区代々木3-22-7　新宿文化クイントビル）

　　　　　寄 付 目 的：沖縄県における小児侵襲性肺炎球菌感染症サーベイの研究支援

　　　　　寄付受入額：800万円

　　２）設備投資　　

　　　　特になし

　⑶　直前３事業年度の財産及び損益の状況

各事業の財政状況等の年度推移 単位：千円

事業 区　　分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

公
益
目
的

経常収益 271,680 281,330 282,224  

経常費用 290,970 273,394 285,519

評価損益等調整前当期経常増減額 △　19,290   　   7,935 △  3,294

正味財産期末残高 667,674 676,990 675,116

収　
　

益

経常収益 4,249 4,794 4,782

経常費用 1,950 1,957 1,924

評価損益等調整前当期経常増減額 2,299 2,836 2,857

正味財産期末残高 176,559 176,559 176,559

法　
　

人

経常収益 1,409 755 1,491

経常費用 2,371 2,013 2,052

評価損益等調整前当期経常増減額 △　962 △　1,258 △　561

正味財産期末残高 46,119 45,883 46,376

＊千円未満は切捨て表示

　⑷　主要な事業内容

　　＜公益目的事業の部＞

　　１）乳幼児健康診査の実施及び充実強化　  　　　　

　子どもの健康の保持増進を目的に、市町村の委託を受けて乳幼児健康診査を多職種連携によるチームで実

施した。併せて、研修会等を通して健康診査の充実強化にも努めた。

〇乳幼児健康診査受託市町村及び実施回数

健康診査受託状況

健康診査名 受託市町村 情報処理市町村 計（率）
乳 児 40 － 40（97.6％）
１歳６か月児 32（78.0％） 7 （17.1％） 39（95.1％）
３ 歳 児 40 － 40（97.6％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　＊（　）は全市町村に対する率
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平成26年度乳幼児健康診査実施回数

健康診査
体　　　制

計
１診 ２診 ３診 ４診

単　

独

乳児 74 75 90 12 251

1.6歳　 169 15 － － 184

３歳 242 83 － － 325

セ
ッ
ト

乳児＆1.6歳＆３歳 73 － － － 73

乳児＆1.6歳 5 － － － 5

乳児＆３歳 5 － － － 5

３歳＆１. ６歳 38 － － － 38

〇健康診査協力者状況　　　　　　　

　健康診査への協力者については、附属明細書に記載　　

〇受診総数　

　受診総数等については、一部附属明細書に記載し、詳細な集計等は「平成26年度乳幼児健康診査実績報

告書」にて報告する。

健康診査名
受託受診数 情報処理件数

計
一般健診 歯科健診 一般健診 歯科健診

乳 児 29,418 29,418

１ 歳 ６ か 月 児 6,829 6,809 7,588 6,092 14,417

３ 歳 児 14,426 14,377 14,426

　（注）対象外児含む
　（注）乳児期で２回の健康診査を受診する。

　

〇巡回診療に関する沖縄県小児保健協会附属クリニック業務

　　沖縄県知事へ40市町村における巡回診療実施計画書の提出（３か月毎の４回）

〇離島市町村を訪問しての情報交換活動　　　　　　　

　　６市町村を訪問（石垣市　竹富町　与那国町　久米島町　伊平屋村　伊是名村）

〇町村対象の健康診査情報交換会の開催　　　　　　　

　　日時　平成26年10月９日（木）14：00～16：30

　　会場　沖縄小児保健センター　３階ホール

　　参加　20名　東　村１名　本 部 町２名　恩　納　村１名　金　武　町１名　読　谷　村１名　嘉手納町４名  

　　　　　　　　北谷町１名　北中城村３名　西　原　町２名　八重瀬町１名　南風原町２名　竹　富　町１名

　　協会　７名　会長　　副会長　　乳健委員長　　事務局

　　議題　〇乳幼児健康診査の受診率向上について

　　　　　〇その他

〇市町村の乳幼児健康診査反省会等へ出席　　　　　　　

　　沖縄市  平成27年１月21日（水）19：00～21：00

〇平成25年度の乳幼児健康診査から把握された情報の還元

　乳幼児健康診査実績報告会の開催及びHP等にて健診結果の情報還元

〇医療機関にて実施される乳幼児健康診査の精密検査結果を市町村から提供（個人情報なし）を受け担当医

師へ還元　　提供市町村　　10市町村

　（国頭村　今帰仁村　本部町　宜野座村　読谷村　浦添市　那覇市　豊見城市　八重瀬町　宮古島市）

〇乳幼児健康診査受診票の英語版を作成し市町村へ提供

〇平成27年度の乳幼児健康診査受診票に関し、厚労省から提示された追加問診項目等について対応策を図る

〇平成28年度版の乳幼児健康診査受診票の検討のためのアンケート調査実施

　　２）人材育成等に関する活動　

　小児保健・医療の従事者や市町村職員向けの研修会等を開催し、関係者の資質向上に努めた。また、県外

で開催される学術集会等へ関係者や市町村職員を派遣することで母子保健に関する情報収集等の支援に努めた。
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　　　〈１〉研修会・講演会等の開催

◎乳幼児健康診査関係者対象

①事　業 平成25年度乳幼児健診実績報告会
　日　時 平成26年６月27日（金）　 場所 沖縄小児保健センター　３階ホール
　参加者 93名 保健師、事務、母推、栄養士、歯科衛生士、歯科医、助産師、看護師、その他
　報　告

　講　演

一般健診の部　
　　玉那覇榮一（沖縄県小児保健協会長　ちばなクリニック小児科医師）
歯科健診の部　
　　比嘉千賀子（沖縄県小児保健協会理事・沖縄県南部福祉保健所歯科医師）
「乳幼児健康診査現場へのＩＴ導入の意義」
　　宮城　雅也（沖縄県小児保健協会理事・沖縄県立宮古病院小児科医）

②事　業 平成26年度市町村担当者研修会
　日　時 平成26年６月27日（金）　 場所 沖縄小児保健センター　３階ホール
　参加者 93名 保健師、事務、母推、栄養士、歯科衛生士、歯科医、助産師、看護師、その他

　講　演
「乳幼児に良い生活習慣をつける」 
　　安次嶺　馨（沖縄県小児保健協会理事 
　　　　　　　　沖縄県立中部病院ハワイ大学卒後医学臨床研修事業団ディレクター）   

　　　　◎小児保健関係者等対象

③事　業 沖縄県小児保健学会
日　時 平成26年６月７日（土）13：30～16：00

場　所 沖縄小児保健センター　３階ホール 参加者 168名

一
般
講
演

座長　安藤　美恵（那覇市保健所健康増進課）
１　食物アレルギーは、正しく認知されているか？

　　　奥間　　稔（豊見城中央病院小児科）　　　　　
２　沖縄県２市における３歳児の就寝時刻に影響を及ぼす要因

　　　神野　真優　　儀間　繼子　　辻野久美子（琉球大学医学部保健学科）　　　　
　　　鈴木ミナ子（琉球大学大学院保健学研究科）　　

３　沖縄県北部管内における小児う蝕症の経年的変化
　　　～１歳６か月児の口腔内環境と生活習慣について～

　　　狩野　岳史　　松野　朝之　　新城　明美　　蔵根　瑞枝　　奥浜ひさえ
（沖縄県北部福祉保健所健康推進班）

座長　金城やす子（名桜大学人間健康学部看護学科）　
４　小児病棟に勤務する看護職者の入院児の遊びに対する認識

　　　玉榮　理沙　　松下　聖子（名桜大学人間健康学部看護学科）　
５　保育園看護師情報交換会・研修会の取り組み～保育保健の充実に向けて～

　　　山城枝梨子（港川保育園）  　神谷　昌美（のびる保育園）
６　発達障がいに対する沖縄県における看護の実態

　　　鈴木ミナ子　　辻野久美子　　儀間　繼子（琉球大学大学院保健学研究科）　　
　　　上間　藤那（琉球大学医学部附属病院）　　　　

特
別
報
告

１　沖縄県の６年間の乳幼児健診データの解析
　　　～育児不安と種々の要因の検討（第１報）～　安里　義秀（ハートライフ病院）
２　沖縄県における３歳児のう歯の有病率とその要因
　　　～沖縄県乳幼児健康診査システムの解析～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比嘉千賀子（沖縄県南部福祉保健所）

特
別
講
演

座長　玉那覇榮一（沖縄県小児保健協会長）
「子育て支援の意義を確認する　～児童虐待といやされない傷～」

友田　明美（福井大学子どものこころの発達研究センター）

④事　業 保健セミナー
場　所 沖縄小児保健センター　３階ホール

1
回
目

日　時 平成27年１月16日（金）9：55～12：00

参加者 167名 保健師　母推　事務　助産師　保母　その他　　　

講　演
今こそ母子保健の底力を　～子どもの生活習慣対策委員会の挑戦～   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝連　啓介（名護療育園）
乳幼児に対する虐待への予防と対応　　　　　　　　　砂川　麻世（沖縄女子短期大学）　　
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◎医師対象

⑤事　業 医師研修会
　場　所 沖縄小児保健センター　３階ホール

１
回
目

日　 時 平成26年８月25日（月）19：00～21：00 参加者 26名

講　 演
乳児健診における運動発達の診方　　　　　　　　　　小濱　守安（沖縄県立中部病院）
乳幼児の精神発達　～チェックポイントと対応～　　　當間　隆也（わんぱくクリニック）

２
回
目

日　 時 平成26年９月４日（木）19：00～21：00　 参加者 36名

講　 演
乳幼児健診における＜発達＞の項目の診かた

　　道田　睦美（臨床心理士　琉球大学医学部附属病院精神神経科児童思春期外来）
３
回
目

日　 時 平成26年10月2日（木）19：00～21：00 参加者 29名
講　 演 個人情報保護法制　～マイナンバー法制～　　　　　　朝崎　　咿（沖縄大学法経学部）

⑥事　業 ランチョンセミナー　　
　場　所 沖縄小児保健センター　３階ホール

１
回
目

参加事業 第80回　沖縄小児科学会 参加者 90名
日 時 平成26年９月14日（日）
講 演 小児保健と食育　　　　　　　　　　　　　　　　　　新垣　真吾（沖縄市栄養士）

２
回
目

参加事業 第82回　沖縄小児科学会 参加者 81名
日 時 平成27年３月15日（日）

講 演
乳幼児健診で気になる子へのフォローについて

　　与那城郁子（臨床心理士　沖縄県発達障がい者支援センターがじゅまーる）

◎保健師対象

⑦事　業 保健師研修会
　場　所 沖縄小児保健センター　３階ホール

１
回
目

日 時 平成26年５月26日（月）～27日（火） 参加者 １日目 　115名　　２日目　　88名

講　
　

演

１
日
目

１　乳幼児の食育について　　　新垣　真吾（沖縄市健康福祉部市民健康課）
２　沖縄県の母子保健の現状　　国吉　悦子（沖縄県保健医療部健康長寿課母子保健班）
３　予防接種を巡る最近の話題　安慶田英樹（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター）
４　乳幼児の運動発達について　小濱　守安（沖縄県立中部病院）

２
回
目

５　乳幼児健康診査の意義　　　宮城　雅也（沖縄県立宮古病院）
６　乳幼児健診における＜発達＞の診かた 

道田　睦美（琉球大学医学部附属病院精神神経科児童思春期外来）
７　乳幼児健康診査における気になる児の診かた　
　　　　　　　　　　　　　　　當間　隆也（わんぱくクリニック）
８　個人情報の保護について　　朝崎　　咿（沖縄大学法経学部）

◎母子保健推進員対象

⑧事　業 母子保健推進員研修会
　場　所 沖縄小児保健センター　３階ホール
　共　催 （公社）沖縄県小児保健協会　沖縄県母子保健推進員連絡協議会

１
回
目

日 時 平成26年６月30日（月）10：25～16：00 参加者 92名
講 演 知ってびっくり　タバコの真実　　山代　　實（沖縄大学人文学部福祉文化学科）
グループワーク
“知ってびっくり　タバコの真実”の講演を聞いて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　親川　豊子（沖縄県母子保健推進員連絡協議会 顧問）

２
回
目

日時 平成26年10月27日（月）10：00～14：50　　　 参加者 100名
講演 コミュニケーションと自己表現能力

　～言葉銭使い（クトゥバジンジケー）で地域の人々と幸せを～
　　伊良皆善子（フリーアナウンサー・童謡のかたり部　有限会社プロジェクト代表取締役）
　　　　　　　（ＮＰＯ童謡の心を広め歌い継ぐ会理事長 ）

グループワーク
　コミュニケーションと自己表現能力
　～言葉銭使い（クトゥバジンジケー）で地域の人々と幸せを～の講演を聞いて
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　　　〈２〉養成講座の開催

◎育児支援者対象

①事　業 こんにちは赤ちゃん訪問者養成講座
　場　所 沖縄小児保健センター　３階ホール

１
日
目

日　時 平成26年４月21日（月）9：45～16：00　 参加者 41名

講　演
１　赤ちゃんの発育・発達について　　　　　　　国頭　陽子（宜野湾市健康増進課）
２　こんにちは赤ちゃん事業の概要　　　　　　　下地ヨシ子（沖縄県小児保健協会）
３　母子保健福祉の制度・サービスについて　　　仲村　聡子（嘉手納町子ども家庭課）

グループワーク　ロールプレイ
面接技法について　　　　　　　　　　　　玉城　弘美　　加賀久美子（臨床心理士）

２
日
目

日　時 平成26年４月22日（火）9：30～16：00　 参加者 40名　

講　演
４　産後の母子の健康　　　　　　　　　　　　　島袋　晴美（母乳育児相談室春）
５　乳幼児虐待予防について　　　　　　　　　　砂川　麻世（沖縄女子短期大学）
６　個人情報の保護　　　　　　　　　　　　　　朝崎　　咿（沖縄大学法経学部）

グループワーク　ロールプレイ　
コミュニケーション技法　　　　　　　　　玉城　弘美　　加賀久美子（臨床心理士）
修了証の授与　

フ
ォ
ロ
ー
研
修

日 時 平成26年７月28日（月）10：30～16：10

こんにちは赤ちゃん事業実施の報告　　　　　　　　　　　積　　靜江（沖縄市母子保健推進員）
グループワーク
実践を通して事例、事業についての疑問など　　　　　　　国頭　陽子（宜野湾市健康増進課）
グループワーク　ロールプレイ　
コミュニケーション技法　　　　　　　　　玉城　弘美　　加賀久美子（臨床心理士）
総まとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下地ヨシ子（沖縄県小児保健協会）

　　　〈３〉県外への派遣制度

事　業 県外学会等への派遣事業
①催　事 第61回日本小児保健協会学術集会
　期　間 平成26年６月19日（木）～22日（日）
　会　場　福島グリーンパレス、福島ビューホテル、コラッセふくしま

　出席者

〈市町村保健師〉荒木　善光（国頭村）　　泉　　侑里（那覇市）
〈委　員〉安里　義秀　　勝連　啓介
〈理　事〉玉那覇榮一　　當間　隆也　　下地ヨシ子　　高良　聰子　小濱　守安　宮城　雅也
〈事務局〉棚原　睦子　　高波　和広　

②催　事 健やか親子21全国大会
　期　間 平成26年11月25日（火）～11月27日（木）
　会　場 ひめぎんホール（愛媛県）
　出席者 下地ヨシ子　　棚原　睦子　　伊敷めぐみ

　　３）啓発普及に関する活動　　  　　　　

　一般向けの講演会等の開催やボランティア活動に積極的に参加協力することで、地域住民の小児保健に関

する知識の啓発や子育て支援に繋げる。啓発の諸活動は、関係機関等との連携や支援を持って推進展開する。

　　　〈１〉公開セミナー・講演会の開催

◎一般市民等対象

①催　事 市民公開セミナー
　場　所 宜野湾市民会館大ホール
　日　時 平成26年９月19日（金）14：00～16：00 参加者 410名

　講　演
正しく理解していますか？　食物アレルギーとアナフィラキシー！　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今井　孝成（昭和大学医学部小児科学講座）

②催　事 チャイルドシート講習会
　場　所 沖縄小児保健センター　３階ホール
　日　時 平成26年11月15日（土）14：00～16：00 参加者 ９名
　講　演 チャイルドシートの正しい装着方法　　　　　　　小濱　守安（沖縄県立中部病院小児科）
　実技講習 タカタ株式会社　与那原警察署
③催　事 子どもの生活習慣対策シンポジウム
　場　所 沖縄小児保健センター　３階ホール
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　日　時 平成27年２月28日（土）14：00～16：15 参加者 220名

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

メインテーマ　　　～子どもの健康こそ長寿復活の鍵～
シンポジウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　安次嶺　馨　　勝連　啓介
基調講演　生活習慣病は赤ちゃんから始まる　　　　　　　　　　　　　　　　　安次嶺　馨　
（周 産 期 小 委 員 会）妊婦のたばこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　朝秀
（食 育 小 委 員 会）朝ごはんから始まる元気な一日　　　　　　　　　　　　宮本　智子
（生活習慣小委員会）望ましい生活習慣の第一歩　てくてく登校のススメ　　　甲斐　英児
（歯 科 小 委 員 会）赤ちゃんから始めるむし歯予防　　　　　　　　　　　　比嘉千賀子
（運動・遊び小委員会）うんどう・あそびは三間（じ間、くう間、なか間）　　　垣花　道朗
討論
＜ポスター展示＞

　主　催 （公社）沖縄県小児保健協会
　共　催 沖縄県

　後　援
沖縄県医師会　沖縄県歯科医師会　沖縄県薬剤師会　沖縄県栄養士会　沖縄県看護協会
沖縄県産婦人科医会　沖縄県小児科医会　沖縄小児科学会　沖縄県助産師会
沖縄県私立保育園連盟　沖縄県保育士会

　協　賛
 （株）沖縄タイムス社　ＮＨＫ沖縄放送局　琉球放送（株）　沖縄テレビ放送（株）　
琉球朝日放送（株）　（株）ラジオ沖縄　（株）エフエム沖縄　沖縄ケーブルネットワーク（株）　

◎第48回沖縄県母子保健大会の開催

　大会は、県内の母子保健関係者が一堂に会し、相互の連携と意識を高め、また、本事業に功績のあった

個人及び団体を表彰することで、母子保健事業の一層の推進を図ることを趣旨に開催される。

②事　業 第48回沖縄県母子保健大会
シンボル
テーマ

ふれあい・支えあい・育ちあい　－ゆいまーるで育む子どもの未来－

場　所 浦添市てだこホール　大ホール
日　時 平成27年１月15日（木）14：00～17：00 参加者 505名

講　演
思春期の子どもの現実と、自己肯定感を高める乳幼児期からの大人の関わり方

松浦　賢長（福岡県立大学理事・教授）
主　催 沖縄県　（公社）沖縄県小児保健協会　

後　援
沖縄県教育委員会　沖縄県市長会　沖縄県町村会　沖縄県婦人連合会　沖縄県社会福祉協議会　
沖縄県医師会　沖縄県歯科医師会　沖縄県看護協会　沖縄県栄養士会　沖縄県臨床検査技師会　
沖縄県薬剤師会　沖縄県公衆衛生協会　沖縄県総合保健協会

協　賛
（株）琉球新報社　（株）沖縄タイムス社　ＮＨＫ沖縄放送局　琉球放送（株） 沖縄テレビ放送
（株）琉球朝日放送（株）（株）ラジオ沖縄　（株）エフエム沖縄　沖縄ケーブルネットワーク（株）　

　　　〈２〉麻しん・風しんゼロ実現に向けての啓発活動

　　　　　〇はしか“０”プロジェクト委員会へ出席　

　　　　　　全体会議（10/29　2/13）　沖縄県部長表敬（4/16）　市町村等訪問（10/1　10/28）

　　　　　〇はしかキャンペーン週間の諸行事へ参加

　　　　　　週間セレモニー（5/11）

　　　〈３〉小児救急医療に関する啓発活動及び適正受診啓発用ガイドブックをＨＰにて公表

　　　　　　市町村が啓発用ガイドブックを印刷し活用

　　　　　　ＨＰにて公開し随時使用可能とした

　　　〈４〉ＶＰＤ予防接種の啓発活動

　　　　　〇研修会等を通して予防接種の重要性について啓発

　　　　　〇親子健康手帳にて啓発

　　　　　　沖縄版：保護者が予防接種を理解し望ましい時期に接種できるように工夫

　　４）小児保健に関する調査・研究並びに情報収集や評価等に関する活動 

　　　　沖縄の子ども達の健康や生活習慣等に関する情報収集や啓発活動に必要な情報等の整理分析を行った。

　　　〈１〉平成25年度の乳幼児健康診査結果を分析、情報還元

　　　〈２〉乳幼児健康診査に関する結果を分析、情報還元

　〇山梨大学の山縣然太朗氏、東邦大学の田中太一郎氏、小児保健協会の共同研究

　平成９年度から乳幼児健康診査結果の電子化されたデータについて、これまでの横断的統計処理に

加え縦断的な解析を行い、そこから分かってくる内容を、子どもたちの健康管理や増進等に役立つ基

礎資料等として情報提供を図る。

　研究結果については、学会等や研修会等を通して情報還元を図った。
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①催　事 第61回日本小児保健協会学術集会
　月　日 平成26年６月20日（金）～22日（日）
　会　場 福島グリーンパレス　福島ビューホテル　コラッセ福島（福島県）
　演　題 ①妊婦の年齢は妊婦初期の喫煙と低出生体重児との関係を修飾する

　　－沖縄小児保健研究より－
　　小濱　守安　　鈴木　孝太　　田中太一郎　　安里　義秀　　玉那覇榮一　　勝連　啓介　
　　仲宗根　正　　當間　隆也　　高良　聰子　　玉城　弘美　　国吉　悦子　　比嘉千賀子　
　　下地ヨシ子　　高良　聰子　　浜端　宏英　　山縣然太朗
②１歳６か月健診時の発達特性が育児不安に与える影響について
　　－沖縄小児保健研究より－　　
　　勝連　啓介　　田中太一郎　　山縣然太朗　　安里　義秀　　玉城　弘美　　當間　隆也　
　　仲宗根　正　　比嘉千賀子　　小濱　守安　　高良　聰子　　浜端　宏英　　玉那覇榮一　
　　国吉　悦子　　下地ヨシ子
③３歳児の睡眠習慣に関する検討
　　－沖縄小児保健研究より－　　
　　林　　友紗　　田中太一郎　　安里　義秀　　玉那覇榮一　　仲宗根　正　　勝連　啓介　
　　當間　隆也　　玉城　弘美　　国吉　悦子　　比嘉千賀子　　下地ヨシ子　　高良　聰子　
　　浜端　宏英　　小濱　守安　　山縣然太朗　
④１歳６か月健診時の就寝時間と３歳時の体格・発達状況との関連
　　－沖縄小児保健研究より－　　
　　田中太一郎　　林　　友紗　　安里　義秀　　玉那覇榮一　　勝連　啓介　　仲宗根　正　
　　當間　隆也　　玉城　弘美　　国吉　悦子　　比嘉千賀子　　下地ヨシ子　　高良　聰子　
　　浜端　宏英　　小濱　守安　　山縣然太朗

②催　事 第25回日本疫学会学術総会
　月　日 平成27年１月21日（水）～23日（金）
　会　場 ウィンクあいち（愛知県）
　報　告 ⑤妊娠中の母親の喫煙と乳児期における児の体重増加との関連

　　－沖縄小児研究より－
　　林　　友紗　　田中太一朗　　山縣然太朗　　西脇　祐司

　　　〈３〉小児肺炎球菌等の疫学調査の実施及び報告

　県内小児科医を中心とした『おきなわ小児肺炎球菌“ゼロ”プロジェクトの調査研究事業支援研究結果

について、国外情報誌へ投稿並びに関係者等へ情報還元

ジャーナル名 World Journal of Vaccines（WJV）

演 題 名
Impact of Seven valent Pneumococcal Conjugate Vaccine on Nasopharyngeal Carriage 
in Young Children in Okinawa,Japan

研 究 者 名
安慶田英樹　　常　　　彬　　仲村　佳久　　浜端　宏英　　天久　憲治　　當間　隆也
玉那覇榮一　　大西　　真

　　　〈４〉ホームページ内容の企画調整           

　　協会のホームページにて、小児保健に関する種々の情報を提供

　　５）母子保健功労者の顕彰事業                　　　　   

　第48回沖縄県母子保健大会において、永年地域で活躍している母子保健従事者を顕彰することで、地域の

母子保健活動の活性化に努めた。

　　　〈１〉沖縄県母子保健大会長表彰

　　　　　　沖縄の母子保健活動に顕著な功績があった個人並びに団体を顕彰した。 

　　　　　　　実行委員会　　　　　　平成26年10月９日（木）　　

　　　　　　　大会表彰審査委員会　　平成26年11月20日（木）　

　　　　　　　表彰式　日時  平成26年１月16日（木）14：00～17：00

　　　　　　　　　　　場所　浦添市てだこホール　大ホール　　

　　　　　　　　　　　催事　第48回沖縄県母子保健大会

　　　　　　　母子保健大会長表彰者　　個人の部　15名

　　　　　　　　　　　新崎　盛雄　　大城　　隆　　城間　　昇　　石川　末子　　阿嘉　和美　

　　　　　　　　　　　砂川早百合　　岸本　弘子　　下地　幸子　　宮城るり子　　瑞慶覧博子

　　　　　　　　　　　謝敷　悦子　　山城美智代　　棚原利栄子　　砂川　晴美　　久貝由美子　
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　　　〈２〉沖縄小児保健賞

　第44回保健文化賞受賞を記念し、沖縄の小児保健活動に顕著な功績があった個人並びに団体を顕彰を図った。

　　審査委員会　平成26年４月１日（火）　

　　表　彰　者　該当者なし

　　　〈３〉乳幼児健康診査功労賞

　乳幼児健康診査功労賞は、沖縄県小児保健協会が設立40周年を記念し平成25年度に設置した。この賞

は沖縄県内で実施される健康診査に尽力し、乳幼児の健康の保持増進並びに健康に関する著しく功績の

あったもので、今後も引き続き活動が期待されるものを顕彰した。

審査委員会　平成26年４月１日（火）　５月13日（火）　

　　表彰者　個人　10名

　　　　　　石川　千恵　　勝連　啓介　　喜久山千賀子　　崎原　徹裕　　佐久本惠子　　志村　圭子

　　　　　　田名サヨ子　　比嘉ミヨ子　　石川理江子　　山川ちえ子

　　表彰式　日時　平成26年６月７日（土）18：00～20：00

　　　　　　場所　沖縄小児保健センター　３階ホール　　

　　　　　　催事　乳幼児健康診査情報交換会

　　６）各種支援事業 

　　　　小児保健活動を行う団体の活動を支援することにより、沖縄の小児保健活動の活性化を図る。

　　　〈１〉はしか“０”プロジェクトへ活動資金の援助並びに事務局業務

　　　　　　活動資金として50万円を確保し、併せて事務局業務を行った。

　　　〈２〉沖縄県母子保健推進員協議会事務局の支援

　　　　　　協議会と研修会を共催で開催する一方で、協議会事務局業務を支援した。

　　　〈３〉おきなわ小児ＶＰＤ研究会の事務局業務          

　　７）助成事業 

　　　　小児保健医療に関する団体が開催する研修会等へ助成することで、人材育成へ繋げる。

　　　〈１〉関係団体が開催する講演会等への助成

関係団体が開催する講演会等

団 体 名 沖縄県小児科医会

講 演 名
外来診療におけるウィルス感染症の分析
　～ hMPV（ヒトメタニューモ）、RSV，PIV（パラインフル）の比較～

参 加 者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40人
日 時　平成26年６月28日
場 所 ホテル日航那覇グランドキャッスル広福の間
団 体 名 沖縄小児科学会
講 演 名 第80回　　　第81回　　　第82回
参 加 者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第80回　144人　　　　第81回　121人　　　第82回　159人
日 時　平成26年９月14日　　12月21日　　平成27年３月15日
場 所 沖縄県医師会館ホール　　

　　８）国際協力事業     

　　　　海外の小児保健・医療関係者のコース研修への講師派遣

　　　〈１〉ＪＩＣＡ研修等へ講師派遣                

ＪＩＣＡ研修の講師派遣

内　　　容
「沖縄県小児保健協会の活動について」紹介
「はしか“０”プロジェクト委員会活動」紹介　　

対　応　者 下地ヨシ子　沖縄県小児保健協会副会長
年　月　日 受　　講　　者 人数

平成26年５月21日 スーダン10人 10

　　　　９月２日
アルメニア１人　　バングラデシュ２人　　エチオピア２人　　ケニア２人　
ウガンダ１人　　ジンバブエ３人

11

　　　　10月15日 エチオピア１人　　ケニア２人　　スーダン１人　　ジンバブエ２人 6

　　　　12月９日
アフガニスタン１人　　フィジー１人　　インドネシア１人　　
キリバス１人　　ラオス２人　　フィリッピン２人　　ウズベキスタン２人

10

平成27年２月23日
モルディブ２人　　ニカラグア３人　　ホンジユラス２人　　
ミクロネシア１人　　ハイチ１人

9
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　　９）広報並びに出版活動                                         　　　    

　　　　小児保健活動紹介や啓発用冊子等の印刷、乳幼児健康診査結果から得られる情報提供等を図る。
　　　〈１〉沖縄県小児保健協会機関誌「沖縄の小児保健」第42号（年刊）の発行
　　　〈２〉乳幼児健康診査受診票や関係冊子等を印刷し、市町村へ配付                        

　　　〈３〉小児保健指導用のパンフレット等を作成し、市町村等関係機関に配布
　　　〈４〉乳幼児健康診査実績報告書を作成し、関係機関へ配布                         

　　　〈５〉親子健康手帳の印刷及び頒布                             　　    

　　　〈６〉ホームページを活用して小児保健情報の提供    http://www.osh.or.jp/  

　　10）小児保健医療等の向上に必要な受託事業等       
　全市町村で実施される自立支援医療（育成医療）は、18歳未満の身体上の障害を有し、手術によって治療
効果が認められる障害の医療費等を給付するための事業である。その給付の可否決定に必要な医学的判定を
行う審査業務を市町村から受託実施した。

　　　〈１〉審査会等開催状況
　　　　　　　審査委員　　　　医師　２人　　保健師　１人
　　　　　　　審査基準等の調整会議　１回（平成26年７月16日）
　　　　　　　審査会開催　　　25回

審査回数

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
回数 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 25

　　

　　　〈２〉受託状況

　　　　　　40市町村（那覇市以外）　

　　　〈３〉審査状況

　（2014.4.1～2015.3.31）

市町村 依頼件数
審査結果 保留（再計）

承認 不承認 保留 承認 不承認 保留中

40 1,189 1,053 78 58 58 50 4 4

　　11）沖縄小児保健センターに関する諸活動及び運用       

　小児保健センターを地域に開かれた研修施設並びに小児保健情報収集可能な施設として小児保健・医療関

係者等へ提供した。

センター利用状況（回数）

使用者分類 前年度 　当年度
〈１〉 沖縄県小児保健協会の催事 86  145

〈２〉 沖縄小児保健協会も関わる催事（共催等） 31 　　38

　＜収益事業の部＞
　　１）契約駐車場の管理運営
　　　　小児保健協会所有地に設置した契約駐車場の管理及び運営
　　２）契約駐車場収益の按分
　　　　契約駐車場収益を公益目的事業へ50％、残りを法人活動に按分繰入れし各事業の支援を図る。

　＜法人事業の部＞
　　１）定期総会の開催
　　　　日　時　　平成26年６月７日（土）16：10～16:50

　　　　場　所　　沖縄小児保健センター　３階ホール
　　　　司　会　　国吉　悦子（沖縄県保健医療部健康長寿課）
　　　　式次第
　　　　　　１　開 会 の 辞　下地ヨシ子
　　　　　　２　会長あいさつ　玉那覇榮一
　　　　　　３　議 長 団 選 出
　　　　　　４　総会の目的事項
　　　　　　５　公　　　　　表　乳幼児健康診査功労賞
　　　　　　６　閉 会 の 辞　當間　隆也
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報告事項
１ 平成25年度事業報告の件

審議事項 会議の結果
第１号 平成25年度決算報告の件 承認
第２号 定款変更の件 可決
第３号 名誉会長推挙の件 承認

参考資料
　１ “乳幼児健康診査功労賞”の受賞者名簿
　２ 平成26年度事業計画書
　３ 平成26年度収支予算書
　４ 平成25年度はしか“０”プロジェクト委員会の活動概要

　　２）公益法人団体の諸業務並びに整備等

　　　　公益社団法人としての整備並びに諸活動

　　　〈１〉公益社団法人沖縄県小児保健協会の諸規則等の整備

　　　　　　　定款の変更　　　　名誉会長の称号設置

　　　　　　　　　　　　　　　　事業項目の追加

　　　　　　　規則の改訂　　　　沖縄小児保健賞規則

　　　　　　　　　　　　　　　　功労賞推薦規則

　　　〈２〉名誉会長の推挙及び決定

　　　　　　　知念　正雄　（第５代会長）　　小渡　有明　（第６代会長）

　　　〈３〉関係団体との情報交換会

　　　　　　　南部地区歯科医師会との情報交換会　平成26年９月25日（木）

　　　〈４〉関係団体との連携活動

　　　南風原町長へ公益目的事業に係る固定資産税の減免依頼

　　　　面　　談　平成27年２月４日　16：30～17：00

　　　　参 加 者　玉那覇榮一（会長）　　宮城　光男（監事）　　棚原　睦子（事務局）

　　　　連携団体　沖縄県医師会　沖縄県看護協会　沖縄県歯科医師会　沖縄県小児保健協会　沖縄県薬剤師会

　　３）会員に関する事項

　　　　定款に定める会員の構成員状況を示す。

会員状況 単位：人
種類 前年度末　 当年度末　 増　減

正 会 員 　　　326 　　　291 　　　　35

団 体 会 員 　　　　3 　　　　3 　　　　 0

　　　　※定款第10条に基づき会費滞納者は退会とした（平成25年３月31日現在）

　　

職種別正会員状況 単位：人
職　　種 平成25年度 平成26年度 備　考

医師 　　 108     107

歯科医師    　 12      11

保健師 　　　67      61

看護師 　　　45      31

助産師 　　　12       9

栄養士 　　　13      11

教諭　大学教職 　　　27      26

保育士・学童指導員 　　　10       8

臨床心理士 　 　　4       3

歯科衛生士　臨床検査技師 　 　　3       3

言語聴覚士　理学療法士 　　 　5       3

社会福祉士 　　 　2       1

母推・民生員・支援相談員 　　 　4       2

事務職 　　 　5       1

その他 　 　　9      14

　　　　計 　 　326     291
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団体会員 単位：件

平成25年度 平成26年度 備考
母子保健推進員　 　　　1       1

保育園 　　　1       1

助産師 　　　1       1

　　４）理事会等に関する事項

　　　　理事会を開催し、業務執行等の決定や調整等を行った。

５月理事会　　日　時　H26.5.19（月）19：30～21：05
　　　　　　　場　所　沖縄小児保健センター　３階ホール
　　　　　　　出席者　理事　21名　　欠席理事　３名　　出席監事　２名

議事事項 会議結果
第１号 平成25年度の補正予算の件 承認
第２号 平成25年度事業報告の件 承認
第３号 平成25年度決算報告並びに会計監査報告の件 承認
第４号 定款変更の件 承認
第５号 諸規則変更の件

　〇沖縄小児保健賞規則（案）
　〇功労賞推薦規則（案）

承認

第６号 名誉会長の推薦の件 承認
第７号 定時総会並びに小児保健学会の開催の件 承認

報告事項
①
②
③

各種委員会報告
乳幼児健康診査功労者決定
外壁工事について

報告

10月理事会　　日　時　H26.10.23（木）19：30～21：53
　　　　　　　場　所　沖縄小児保健センター　２階　学ぶゾーン
　　　　　　　出席者　理事　16名　　欠席理事　８名　　出席監事　２名

議事事項 会議結果
第１号 平成26年度事業中間報告の件 承認
第２号 平成26年度中間会計報告並びに監査報告 承認
第３号 平成26年度の補正予算の件 承認
第４号 平成27年度乳幼児健康診査受託料の件 承認
第５号 平成27年度自立支援医療（育成医療）審査の受託料の件 承認
第６号 乳幼児健診システム導入の件 承認
第７号 子どもの生活習慣対策委員会の件 承認
第８号 その他

報告事項
①
②
③

各種委員会報告
厚生労働大臣表彰の決定通知
寄附金の受入れ　ファイザー（製薬会社）肺炎球菌疫学調査への寄附

報告

１月理事会　　日　時　H27.1.9（金）19：00～19：15
　　　　　　　場　所　ホテル日航那覇グランドキャッスル　３階　キャッスルプラザ
　　　　　　　出席者　理事　20名　　欠席理事　４名　　出席監事　２名

議事事項 会議結果
第１号 平成26年度固定資産税の件  承認
第２号 第48回沖縄県母子保健大会の開催の件                         承認

報告事項
① 保健セミナーの開催 報告

３月理事会　　日　時　H27.3.12（木）19：30～21：32
　　　　　　　場　所　沖縄小児保健センター　３階ホール
　　　　　　　出席者　理事　17名　　欠席理事　６名　　出席監事　２名

議事事項 会議結果
第１号 平成27年度事業計画（案）の件 承認
第２号 平成27年度収支予算（案）の件 承認
第３号 平成26年度収支補正予算（案）の件 承認
第４号 役員改選の件 承認
第５号 その他
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報告事項
　①
　②

各種委員会報告について
南風原町への固定資産税減免要望について

報告

　　５）監事会に関する事項

開催年月日 議事事項等
H26.05.16（金） 会計監査　→平成25年度事業の会計報告等
H26.10.21（火） 中間監査　→平成26年度事業
H26.12.19（金） 報告事項　→固定資産税について

　⑸　重要な契約に関する事項

契約年月日 相手方 契約期間 契約の概要
H26.04.01 40市町村 H26.4.1～ H27.3.31 乳児一般健康診査
H26.04.01 40市町村 H26.4.1～ H27.3.31 ３歳児般健康診査
H26.04.01 31市町村 H26.4.1～ H27.3.31 １歳６か月児般健康診査
H26.04.01 8市町村 H26.4.1～ H27.3.31 １歳６か月児般健康診査の情報入力業務
H26.04.01 ＩＭＤ社 H26.4.1～ H27.3.31 乳幼児健康診査システム使用
H26.04.01 40市町村 H26.4.1～ H27.3.31 自立支援医療給付の判定に係る審査業務

　⑹　常任理事会並びに各種委員会に関する事項

　　　常任理事会並びに各種委員会を開催し、事業の企画や運営等についてまた整備や調整を図った。

　委員会名 回数 開催日   

常任理事会 14 H26年　4.1  5.13　6.3　7.1　8.5　9.2　10.7　11.4　12.2 　12.11
H27年　1.6　2.2　3.3　3.30

企画運営委員会 ３ H26年　6.12　9.11　  H27年　2.26　
乳幼児健診委員会 ３ H26年　4.4　5.23　　H27年　1.22

学術編集委員会 ２ H26年　4.14　10.14

乳幼児健診システム委員会 ７ H26年　4.3　5.15　6.27　9.12　11.7　
H27年　1.16　3.13

乳幼児健診受診票検討小委員会 １ H27年　3.26

特別研究委員会 ４ H26年　5.21　9.8　11.18　　H27年　2.3

子どもの生活習慣対策委員会
　準　備　会
　全体会議
　小委員会　周産期　
　　　　　　食育　
　　　　　　運動・遊び
　　　　　　歯科　
　　　　　　生活習慣
　シンポジウム打合せ

３
３
２
４
３
３
４
２

H26年　5.9　6.26　9.5
H26年　7.22　10.16　12.11
H26年　11.4　11.26
H26年　11.13　12.26　　H27年　1.27　2.9
H26年　12.5　　　　　　H27年　1.22　2.11　
H26年　11.26　12.16　　H27年　1.27
H26年　11.4　11.26　 　 H27年　1.23　2.17
H27年　1.20　2.24

　⑺　許可・認可・承認等に関する事項

　　　沖縄県等への許認可申請及び提出事項等

申請年月日 申請事項 備考
H26.06.30
H26.06.30
H27.03.27

変更認定後の定款及び登記事項証明書の提出
事業報告等の提出
事業計画等の提出

公益目的事業の追加及び一部変更
定期報告
定期報告

　⑻　その他の事項

催事 期日 会場 出席者

会計報告会 平成26年
５月15日 安里公認会計士事務所 下地ヨシ子　　棚原　睦子　　

末吉利恵子

日本小児保健協会定時総会 ６月21日 福島グリーンパレス２階 玉那覇榮一　　下地ヨシ子　　
當間　隆也

公
益
法
人
研
修
会

運営 11月13日 野村證券那覇支店 棚原　睦子
会計 12月５日 サザンプラザ海邦 棚原　睦子　　末吉利恵子　

運営 平成27年
２月27日 サザンプラザ海邦 伊敷めぐみ

会計 ３月９日 アイビーホール青学会館 棚原　睦子
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〔Ⅱ〕　役員・職員等に関する事項

　⑴　理事並びに監事

役員並びに監事名簿（平成26年度）

役　職 氏　　　名 任　　　期 備　　　考

会　長 玉那覇　榮　一 H27年の総会終結時まで

副会長
當　間　隆　也 〃

下　地　ヨシ子 〃

理　事

　

安慶田　英　樹 〃

安次嶺　　　馨 〃

泉　川　良　範 〃

井　村　弘　子 〃

上　原　真理子 〃

大宜見　義　夫 〃

神　谷　鏡　子 〃

具　志　一　男 〃

小　濱　守　安 〃

砂　川　早百合 〃

高　良　聰　子 〃

棚　原　睦　子 〃

仲　里　幸　子 〃

永　吉　盛　元 〃

浜　端　宏　英 〃

比　嘉　千賀子 〃

福　盛　久　子 〃

譜久山　民　子 〃

宮　城　雅　也 〃

屋　良　朝　雄 〃

吉　田　朝　秀 〃

監　事
伊良部　良　信 H27年の総会終結時まで

宮　城　光　男 〃

　⑵　職員に関する事項

職　員 前年度末　 当年度末 増　減 備　　考

正 職 員 　5 　5 　 　 0 うち１名産休等

嘱 託 職 員 　2 　3 　1 産休等の補充員

非常勤職員 　9 　9 　 　 0

計 　16 　17 　1
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事業報告の附属明細書
（平成26年４月１日から平成27年３月31日）

１　乳幼児健康診査実施総数　　　
　　〇健診受託市町村

健康診査名 対象者数 受診者数
受診率

％
要精密
検査数

要精密
検査数率％

乳児
　（40市町村）

一般 32,718 29,418 89.9 2,065 7.0

１歳６か月児
　（32市町村）

　情報処理受託
　（７市町村）

一般 7,667 6,829 89.1 344 5.0

歯科 7,667 6,809 88.8 10 0.1

一般 8,682 7,588 87.4 366 4.8

歯科 6,936 6,092 87.8 7 0.1

３歳児
　（40市町村）

一般 16,905 14,426 85.3 1,347 9.3

歯科 16,905 14,377 85.0 36 0.3

（注）受診数は対象外児含む（台風で延期した児、県外児、その他）。
（注）乳児は、乳児期２回の受診（前期、後期）含む。
（注）１歳６か月児の歯科について、沖縄市は個別健診を採用

２　健診協力者数　　　　　　　
　　（注）市町村が配置する協力者は含まれていない。

平成26年度乳幼児健康診査協力者状況

　　　　職種

健康診査　　  

小児科
医 師

歯 科
医 師

検 査
技 師

保健師 看護師 栄養士
歯 科
衛生士

母 子
保 健
推進員

受 付
職 員

乳児
半日 307 6 143 377 229 235 151 417 262

１日 296 0 342 648 551 393 0 344 573

１. ６歳　
半日 224 98 130 30 66 31 257 36 0

１日 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３歳
半日 412 391 325 176 117 178 460 36 0

１日 0 0 0 0 0 0 0 0 0

乳児＆３歳
＆１. ６歳

半日 56 47 56 0 46 13 39 6 1

１日 17 6 17 3 0 8 10 0 0

乳児＆
１. ６歳

半日 0 5 0 0 0 0 0 0 0

１日 5 0 5 0 0 0 0 0 0

乳児＆３歳
半日 0 5 0 0 0 0 0 0 0

１日 5 0 5 0 0 0 0 0 0

３歳＆
１. ６歳

半日 24 24 24 17 7 1 41 0 0

１日 16 13 16 0 0 0 0 0 0

半日 1,023 576 678 600 465 458 948 495 263

１日 339 19 385 651 551 401 10 344 573

計 延人数 1,362 595 1,063 1,251 1,016 859 958 839 836

実人数 143 149 27 254 91 116 86 295 163

平均協力回数 9.5 4.0 39.4 4.9 11.2 7.4 11.1 2.8 5.1
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平成26年度乳幼児健康診査から

　この報告は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までに実施された県内40市町村の乳児、１歳６か月

児、３歳児の健康診査結果を乳幼児の健康と育児環境等について、市町村別に集計した。

　平成26年度健康診査をまとめるにあたり、妊娠中の経過・お産のとき・お産のときの児の異常・生まれた

とき・既往歴・予防接種実施状況・３歳児の出生順位とむし歯について新たに集計した。

　

　⑴　一般健康診査の受診状況について

　全市町村とも健康診査の対象者数は、健診連絡者数としている。それを基に平成26年度の各々の受診

率を算出すると、乳児は89.5％、１歳６か月児は88.0％、３歳児は85.2％となっており、昨年度に比べ

全体的に増加している。

　⑵　１歳６か月児と３歳児の既往歴における事故の内訳

　既往歴における事故の内訳について集計した結果、１歳６か月児では、やけどが26.5％、３歳児では

骨折・脱臼等が32.6％となっている。

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

平成17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 （年度）

乳幼児健康診査受診率推移
乳児
１歳６か月児
３歳児

(％)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

（％） １歳６か月児と３歳児の既往歴における事故の内訳

１歳６か月児 ３歳児
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　⑶　３歳児の出生順位とむし歯について

　　　３歳児の出生順位が小さい程むし歯なしの割合が高くなっている。

　　　むし歯の本数でみると２本が一番多く、出生順位が小さい程むし歯の割合も低い。

　⑷　３歳児の仕上げ磨きについて

　　　３歳児の保護者による仕上げ磨きについて、地区別に違いがみられる。

75.7
71.0

63.7
53.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

第１子 第２子 第３子 第４子以上

（％） むし歯なし

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

１本 ２本 ３本 ４本 ５本 ６本 ７本 ８本 ９本 １０本 １１本
以上

（％）
むし歯と出生順位

第１子 第２子 第３子 第４子以上

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

八重山地区

宮古地区

南部地区

那覇地区

中部地区

北部地区

沖縄県

３歳児の仕上げ磨き 毎日 時々 していない

(％)
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対象外児を除いた集計 平成26年度　乳児一般健康診査 市町村別統計（診察有所見分類）
実施年月日　2014/4/1～2015/3/31 単位：人　

市町村名

健診回数

対象者数
再通知

（別計）
受診者数

受診率
 （％）

総　合　判　定（実人員） 診　察　有　所　見　内　訳（複数選択） 検査結果

1日 半日
１

問題
なし

２
要相談

３
要経観

４
要精密
検　査

５
要治療

６
現　在
治療中

７
現　在
観察中

計 発育 皮膚 頭頚部
顔面
・

口腔
眼

耳鼻
咽喉

胸部 腹部
そけい
外陰部

背部 四肢
発達
・

神経
その他 貧血

尿検査
異　常

計 176 158 32,734 4,017 29,287  89.5 19,477 5,199 1,151 2,057 102 561  740 5,153 766 2,315 138 193 117 110 331 143 265 50 198 207  320 5,990  238 

北 部 保 健 所 3 44 2,195 86 1,945   88.6 1,191 365 78 151 30 85    45 492 67 236 2 11 16 13 29 22 16 4 15 35    26 497    19 

国 頭 村 - 6 64 3 57   89.1 37 15 1 3 - -     1 6 1 1 - - - - - - - - - 2     2 17  - 

大 宜 味 村 - 4 46 2 42   91.3 29 8 - 4 - 1  - 8 - 4 - - - - - - 1 1 - 1     1 6  - 

東 村 - 4 21 4 18   85.7 8 4 - 3 - 2     1 9 2 3 - - 2 - - - 1 - - 1  - 6  - 

今 帰 仁 村 - 4 179 32 176   98.3 88 41 15 14 3 11     4 50 10 29 - - 2 1 1 4 - - 3 -  - 57     1 

本 部 町 - 6 251 40 225   89.6 140 35 9 14 10 13     4 62 4 42 - 2 2 1 4 3 2 - 2 -  - 45     2 

名 護 市 - 14 1,496 - 1,307   87.4 816 249 41 100 14 54    33 325 48 142 1 8 8 8 22 13 12 2 10 28    23 340    10 

伊 江 村 3 - 71 2 63   88.7 41 3 10 3 2 3     1 12 1 9 - - - - 1 - - - - 1  - 12     3 

伊 平 屋 村 - 3 35 2 30   85.7 15 9 - 4 1 -     1 8 1 2 - 1 - - - 2 - - - 2  - 13  - 

伊 是 名 村 - 3 32 1 27   84.4 17 1 2 6 - 1  - 12 - 4 1 - 2 3 1 - - 1 - -  - 1     3 

中 部 保 健 所 42 43 11,789 2,299 10,152   86.1 6,670 1,888 375 724 27 187   281 1,672 219 697 68 70 33 45 120 42 95 14 74 55   140 2,087    89 

恩 納 村 - 6 179 25 161   89.9 96 47 3 11 1 1     2 26 6 12 - 1 - 3 - 1 2 - - 1  - 46  - 

宜 野 座 村 - 4 151 10 125   82.8 82 16 11 9 2 4     1 35 6 23 - - - - 3 1 2 - - -  - 27     1 

金 武 町 - 6 295 32 245   83.1 145 62 14 12 3 2     7 34 3 15 2 1 1 4 4 1 3 - - -  - 72  - 

う る ま 市 12 - 2,649 - 2,127   80.3 1,353 439 75 131 4 59    66 409 62 171 14 20 9 15 24 9 16 2 26 16    25 436    22 

沖 縄 市 12 - 3,320 841 2,908   87.6 2,041 485 81 175 5 38    83 413 60 153 22 23 7 6 40 8 24 4 19 22    25 564    22 

読 谷 村 6 - 893 234 759   85.0 507 129 30 54 - 10    29 126 10 64 10 3 2 3 9 1 8 1 1 6     8 145     7 

嘉 手 納 町 - 6 307 62 280   91.2 169 47 17 32 5 5     5 83 12 25 4 7 2 4 4 4 2 - 7 -    12 50     5 

北 谷 町 - 11 678 407 569   83.9 353 108 30 48 2 11    17 111 7 45 3 2 1 3 9 1 4 1 3 3    29 118     2 

北 中 城 村 - 4 387 37 323   83.5 233 43 9 22 - 8     8 42 3 18 1 - - 1 4 - 7 1 2 2     3 70     2 

中 城 村 - 6 444 74 403   90.8 239 81 24 38 - 9    12 70 12 32 2 2 3 1 4 3 2 1 3 1     4 102     1 

宜 野 湾 市 12 - 2,486 577 2,252   90.6 1,452 431 81 192 5 40    51 323 38 139 10 11 8 5 19 13 25 4 13 4    34 457    27 

那 覇 市 保 健 所 34 - 6,779 - 6,159   90.9 4,110 1,205 172 468 8 78   118 1,120 213 483 20 49 19 16 49 28 59 10 40 41    93 1,367    46 

南 部 保 健 所 54 42 9,503 1,203 8,701   91.6 6,055 1,374 361 543 21 158   189 1,344 202 620 26 50 34 32 84 43 83 11 46 63    50 1,503    56 

西 原 町 11 - 672 128 638   94.9 429 98 18 57 - 17    19 108 11 64 - 3 1 3 8 6 5 1 4 -     2 90     9 

浦 添 市 14 - 2,812 271 2,591   92.1 1,747 458 114 155 8 52    57 403 66 180 11 7 9 11 27 9 22 2 13 30    16 445    10 

豊 見 城 市 12 - 1,804 209 1,705   94.5 1,243 234 94 86 5 16    27 248 13 154 1 13 6 4 10 12 18 4 2 10     1 304    12 

糸 満 市 9 - 1,652 - 1,441   87.2 1,035 220 43 91 4 18    30 143 26 34 3 6 9 3 15 2 16 2 8 8    11 282     7 

八 重 瀬 町 - 11 769 315 694   90.2 515 103 16 41 - 7    12 95 18 42 3 4 - 1 4 1 6 - 9 2     5 119     5 

南 城 市

与 那 原 町 - 12 506 89 448   88.5 290 68 14 37 - 22    17 61 9 27 3 1 1 2 6 2 4 - 3 1     2 66     1 

南 風 原 町 - 12 1,072 187 995   92.8 668 176 29 68 4 23    27 248 50 110 5 16 7 8 11 10 11 2 6 6     6 166    10 

久 米 島 町 3 - 143 1 129   90.2 83 8 32 6 - -  - 24 8 4 - - - - - 1 1 - 1 2     7 14     2 

渡 嘉 敷 村 2 - 8 - 6   75.0 5 - - 1 - -  - 3 - - - - - - 1 - - - - 2  - 3  - 

座 間 味 村 2 - 14 - 13   92.9 9 4 - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - 4  - 

粟 国 村 1 1 9 - 7   77.8 5 - - 1 - 1  - 6 1 1 - - - - 2 - - - - 2  - 3  - 

渡 名 喜 村 - 2 - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - -  - 

南 大 東 村 - 2 30 3 24   80.0 20 1 1 - - 2  - 4 - 3 - - 1 - - - - - - -  - 4  - 

北 大 東 村 - 2 12 - 10   83.3 6 4 - - - -  - 1 - 1 - - - - - - - - - -  - 3  - 

宮 古 保 健 所 16 16 1,120 255 1,038   92.7 681 139 61 75 3 33    46 267 29 128 10 6 9 4 35 5 9 1 18 9     4 168    12 

宮 古 島 市 12 16 1,099 251 1,018   92.6 667 138 59 74 2 33    45 263 29 126 10 6 9 4 34 5 9 1 17 9     4 165    12 

多 良 間 村 4 - 21 4 20   95.2 14 1 2 1 1 -     1 4 - 2 - - - - 1 - - - 1 -  - 3  - 

八 重 山 保 健 所 27 13 1,348 174 1,292   95.8 770 228 104 96 13 20    61 258 36 151 12 7 6 - 14 3 3 10 5 4     7 368    16 

石 垣 市 22 - 1,236 173 1,193   96.5 698 223 95 91 10 20    56 231 35 136 8 5 5 - 13 3 3 8 5 3     7 343    16 

竹 富 町 5 10 93 1 82   88.2 60 4 6 4 3 -     5 21 1 10 4 2 1 - - - - 2 - 1  - 23  - 

与 那 国 町 - 3 19 - 17   89.5 12 1 3 1 - -  - 6 - 5 - - - - 1 - - - - -  - 2  - 

〇総合判定（実人員）は複数選択の場合、４要精密検査を優先とし、それ以降は項目番号６、７、５、３、２、１の順に採用。
〇診察有所見内訳は複数選択であるが、総合判定数より少ない場合があるのは、総合判定が要相談（例　栄養相談）で、診察有所見
注）渡名喜村に関しては対象児なし。

の記載なしがあるためである。
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対象外児を除いた集計 平成26年度　乳児一般健康診査 市町村別統計（診察有所見分類）
実施年月日　2014/4/1～2015/3/31 単位：人　

市町村名

健診回数

対象者数
再通知

（別計）
受診者数

受診率
 （％）

総　合　判　定（実人員） 診　察　有　所　見　内　訳（複数選択） 検査結果

1日 半日
１

問題
なし

２
要相談

３
要経観

４
要精密
検　査

５
要治療

６
現　在
治療中

７
現　在
観察中

計 発育 皮膚 頭頚部
顔面
・

口腔
眼

耳鼻
咽喉

胸部 腹部
そけい
外陰部

背部 四肢
発達
・

神経
その他 貧血

尿検査
異　常

計 176 158 32,734 4,017 29,287  89.5 19,477 5,199 1,151 2,057 102 561  740 5,153 766 2,315 138 193 117 110 331 143 265 50 198 207  320 5,990  238 

北 部 保 健 所 3 44 2,195 86 1,945   88.6 1,191 365 78 151 30 85    45 492 67 236 2 11 16 13 29 22 16 4 15 35    26 497    19 

国 頭 村 - 6 64 3 57   89.1 37 15 1 3 - -     1 6 1 1 - - - - - - - - - 2     2 17  - 

大 宜 味 村 - 4 46 2 42   91.3 29 8 - 4 - 1  - 8 - 4 - - - - - - 1 1 - 1     1 6  - 

東 村 - 4 21 4 18   85.7 8 4 - 3 - 2     1 9 2 3 - - 2 - - - 1 - - 1  - 6  - 

今 帰 仁 村 - 4 179 32 176   98.3 88 41 15 14 3 11     4 50 10 29 - - 2 1 1 4 - - 3 -  - 57     1 

本 部 町 - 6 251 40 225   89.6 140 35 9 14 10 13     4 62 4 42 - 2 2 1 4 3 2 - 2 -  - 45     2 

名 護 市 - 14 1,496 - 1,307   87.4 816 249 41 100 14 54    33 325 48 142 1 8 8 8 22 13 12 2 10 28    23 340    10 

伊 江 村 3 - 71 2 63   88.7 41 3 10 3 2 3     1 12 1 9 - - - - 1 - - - - 1  - 12     3 

伊 平 屋 村 - 3 35 2 30   85.7 15 9 - 4 1 -     1 8 1 2 - 1 - - - 2 - - - 2  - 13  - 

伊 是 名 村 - 3 32 1 27   84.4 17 1 2 6 - 1  - 12 - 4 1 - 2 3 1 - - 1 - -  - 1     3 

中 部 保 健 所 42 43 11,789 2,299 10,152   86.1 6,670 1,888 375 724 27 187   281 1,672 219 697 68 70 33 45 120 42 95 14 74 55   140 2,087    89 

恩 納 村 - 6 179 25 161   89.9 96 47 3 11 1 1     2 26 6 12 - 1 - 3 - 1 2 - - 1  - 46  - 

宜 野 座 村 - 4 151 10 125   82.8 82 16 11 9 2 4     1 35 6 23 - - - - 3 1 2 - - -  - 27     1 

金 武 町 - 6 295 32 245   83.1 145 62 14 12 3 2     7 34 3 15 2 1 1 4 4 1 3 - - -  - 72  - 

う る ま 市 12 - 2,649 - 2,127   80.3 1,353 439 75 131 4 59    66 409 62 171 14 20 9 15 24 9 16 2 26 16    25 436    22 

沖 縄 市 12 - 3,320 841 2,908   87.6 2,041 485 81 175 5 38    83 413 60 153 22 23 7 6 40 8 24 4 19 22    25 564    22 

読 谷 村 6 - 893 234 759   85.0 507 129 30 54 - 10    29 126 10 64 10 3 2 3 9 1 8 1 1 6     8 145     7 

嘉 手 納 町 - 6 307 62 280   91.2 169 47 17 32 5 5     5 83 12 25 4 7 2 4 4 4 2 - 7 -    12 50     5 

北 谷 町 - 11 678 407 569   83.9 353 108 30 48 2 11    17 111 7 45 3 2 1 3 9 1 4 1 3 3    29 118     2 

北 中 城 村 - 4 387 37 323   83.5 233 43 9 22 - 8     8 42 3 18 1 - - 1 4 - 7 1 2 2     3 70     2 

中 城 村 - 6 444 74 403   90.8 239 81 24 38 - 9    12 70 12 32 2 2 3 1 4 3 2 1 3 1     4 102     1 

宜 野 湾 市 12 - 2,486 577 2,252   90.6 1,452 431 81 192 5 40    51 323 38 139 10 11 8 5 19 13 25 4 13 4    34 457    27 

那 覇 市 保 健 所 34 - 6,779 - 6,159   90.9 4,110 1,205 172 468 8 78   118 1,120 213 483 20 49 19 16 49 28 59 10 40 41    93 1,367    46 

南 部 保 健 所 54 42 9,503 1,203 8,701   91.6 6,055 1,374 361 543 21 158   189 1,344 202 620 26 50 34 32 84 43 83 11 46 63    50 1,503    56 

西 原 町 11 - 672 128 638   94.9 429 98 18 57 - 17    19 108 11 64 - 3 1 3 8 6 5 1 4 -     2 90     9 

浦 添 市 14 - 2,812 271 2,591   92.1 1,747 458 114 155 8 52    57 403 66 180 11 7 9 11 27 9 22 2 13 30    16 445    10 

豊 見 城 市 12 - 1,804 209 1,705   94.5 1,243 234 94 86 5 16    27 248 13 154 1 13 6 4 10 12 18 4 2 10     1 304    12 

糸 満 市 9 - 1,652 - 1,441   87.2 1,035 220 43 91 4 18    30 143 26 34 3 6 9 3 15 2 16 2 8 8    11 282     7 

八 重 瀬 町 - 11 769 315 694   90.2 515 103 16 41 - 7    12 95 18 42 3 4 - 1 4 1 6 - 9 2     5 119     5 

南 城 市

与 那 原 町 - 12 506 89 448   88.5 290 68 14 37 - 22    17 61 9 27 3 1 1 2 6 2 4 - 3 1     2 66     1 

南 風 原 町 - 12 1,072 187 995   92.8 668 176 29 68 4 23    27 248 50 110 5 16 7 8 11 10 11 2 6 6     6 166    10 

久 米 島 町 3 - 143 1 129   90.2 83 8 32 6 - -  - 24 8 4 - - - - - 1 1 - 1 2     7 14     2 

渡 嘉 敷 村 2 - 8 - 6   75.0 5 - - 1 - -  - 3 - - - - - - 1 - - - - 2  - 3  - 

座 間 味 村 2 - 14 - 13   92.9 9 4 - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - 4  - 

粟 国 村 1 1 9 - 7   77.8 5 - - 1 - 1  - 6 1 1 - - - - 2 - - - - 2  - 3  - 

渡 名 喜 村 - 2 - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - -  - 

南 大 東 村 - 2 30 3 24   80.0 20 1 1 - - 2  - 4 - 3 - - 1 - - - - - - -  - 4  - 

北 大 東 村 - 2 12 - 10   83.3 6 4 - - - -  - 1 - 1 - - - - - - - - - -  - 3  - 

宮 古 保 健 所 16 16 1,120 255 1,038   92.7 681 139 61 75 3 33    46 267 29 128 10 6 9 4 35 5 9 1 18 9     4 168    12 

宮 古 島 市 12 16 1,099 251 1,018   92.6 667 138 59 74 2 33    45 263 29 126 10 6 9 4 34 5 9 1 17 9     4 165    12 

多 良 間 村 4 - 21 4 20   95.2 14 1 2 1 1 -     1 4 - 2 - - - - 1 - - - 1 -  - 3  - 

八 重 山 保 健 所 27 13 1,348 174 1,292   95.8 770 228 104 96 13 20    61 258 36 151 12 7 6 - 14 3 3 10 5 4     7 368    16 

石 垣 市 22 - 1,236 173 1,193   96.5 698 223 95 91 10 20    56 231 35 136 8 5 5 - 13 3 3 8 5 3     7 343    16 

竹 富 町 5 10 93 1 82   88.2 60 4 6 4 3 -     5 21 1 10 4 2 1 - - - - 2 - 1  - 23  - 

与 那 国 町 - 3 19 - 17   89.5 12 1 3 1 - -  - 6 - 5 - - - - 1 - - - - -  - 2  - 

〇総合判定（実人員）は複数選択の場合、４要精密検査を優先とし、それ以降は項目番号６、７、５、３、２、１の順に採用。
〇診察有所見内訳は複数選択であるが、総合判定数より少ない場合があるのは、総合判定が要相談（例　栄養相談）で、診察有所見
注）渡名喜村に関しては対象児なし。

の記載なしがあるためである。
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対象外児を除いた集計 平成26年度乳児一般健康診査 市町村別統計（ＩＣＤ－10分類）
実施年月日　2014/4/1～2015/3/31 単位：件　 

市町村名

健診回数 対

象

者

数

再　
　
　

通　
　
　

知
（
別
計
）

受

診

者

数

受　
　
　

診　
　
　

率
（

％

）

総　　合　　判　　定 総　合　判　定　内　容　内　訳　（複数選択）

問

題

な

し

判定結果内訳（複数選択） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

１

日

半

日

要

相

談

要

経

観

要

精

密

検

査

要

治

療

現

在

治

療

中

現

在

観

察

中

う

ち

実

人

員

感
染
症
お
よ
び
寄
生
虫
症

新

生

物

血
液
お
よ
び
造
血
器
の
疾
患

な
ら
び
に
免
疫
機
構
の
障
害

内

分

泌
、

栄

養

お

よ

び

代

謝

疾

患

精
神
お
よ
び
行
動
の
障
害

神

経

系

の

疾

患

眼
お
よ
び
付
属
器
の
疾
患

耳

お

よ

び

乳

様

突

起

の

疾

患

循

環

器

系

の

疾

患

呼

吸

器

系

の

疾

患

消

化

器

系

の

疾

患

皮

膚

お

よ

び

皮

下

組

織

の

疾

患

筋

骨

格

系

お

よ

び

結

合

組

織

の

疾

患

尿
路
性
器
系
の
疾
患

妊
娠
、
分
娩
お
よ
び
産
褥

周
産
期
に
発
生
し
た
病
態

先

天

奇

形
、

変

形

お
よ
び
染
色
体
異
常

症
状
、
徴
候
お
よ
び
異
常

臨
床
所
見
・
異
常
検
査
所
見
で

他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の

損
傷
、
中
毒
お
よ
び

そ
の
他
の
外
因
の
影
響

傷
病
お
よ
び
死
亡
の
外
因

健
康
状
態
に
影
響
を

お
よ
ぼ
す
要
因
お
よ
び

保
健
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

不

明

計 176 158 32,734 4,017 29,287 89.5 19,477 6,421 1,290 2,292 109 652 909 9,810 38 24 856 40 1 19 95 84 13 96 110 369 19 47 - 34 758 1,136 30 - 192 1

北 部 保 健 所 3 44 2,195 86 1,945 88.6 1,191 518 86 170 33 102 52 754 7 3 50 4 - 4 13 7 1 11 7 77 - 2 - 3 60 96 1 - 11 -

国 頭 村 - 6 64 3 57 89.1 37 23 1 4 - - 1 20 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 -

大 宜 味 村 - 4 46 2 42 91.3 29 13 - 4 - 1 - 13 - - 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - 2 - - - -

東 村 - 4 21 4 18 85.7 8 9 - 3 - 2 2 10 - - 1 1 - - 2 - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - -

今 帰 仁 村 - 4 179 32 176 98.3 88 55 17 14 3 11 4 88 2 - 8 - - - 1 - 1 1 - 11 - - - - 5 3 - - - -

本 部 町 - 6 251 40 225 89.6 140 47 11 14 12 17 4 85 1 1 - 1 - - 4 - - 1 - 21 - - - - 9 8 1 - - -

名 護 市 - 14 1,496 - 1,307 87.4 816 346 45 115 15 66 39 491 3 2 33 1 - 4 5 6 - 7 5 41 - 1 - 3 43 73 - - 8 -

伊 江 村 3 - 71 2 63 88.7 41 11 10 3 2 4 1 22 - - 1 - - - - - - 1 - 2 - - - - 2 3 - - 1 -

伊 平 屋 村 - 3 35 2 30 85.7 15 12 - 6 1 - 1 15 1 - 3 - - - - - - - 1 - - - - - - 2 - - 1 -

伊 是 名 村 - 3 32 1 27 84.4 17 2 2 7 - 1 - 10 - - - - - - 1 1 - 1 - 1 - - - - 1 3 - - - -

中 部 保 健 所 42 43 11,789 2,299 10,152 86.1 6,670 2,338 425 822 28 219 367 3,482 14 9 272 14 1 5 31 39 4 39 38 104 8 19 - 17 315 419 6 - 81 1

恩 納 村 - 6 179 25 161 89.9 96 50 3 12 1 1 2 65 1 - 4 - - - - 1 - - 2 2 - - - - 1 5 - - - -

宜 野 座 村 - 4 151 10 125 82.8 82 26 13 9 2 5 3 43 - - 5 2 - - 1 - - 1 1 4 - - - - 2 2 - - 1 -

金 武 町 - 6 295 32 245 83.1 145 70 16 12 3 3 7 100 - 1 8 - - - 1 3 - - 1 - - - - - 8 3 - - - -

う る ま 市 12 - 2,649 - 2,127 80.3 1,353 579 86 156 5 69 84 774 3 1 50 4 - 3 7 9 1 12 3 24 5 6 - 8 54 100 2 - 22 -

沖 縄 市 12 - 3,320 841 2,908 87.6 2,041 548 88 197 5 49 112 867 5 2 70 2 1 - 4 13 1 8 11 18 - 3 - 5 97 98 2 - 22 1

読 谷 村 6 - 893 234 759 85.0 507 161 35 60 - 12 45 252 - 3 16 - - 2 2 2 1 4 2 1 1 1 - - 37 31 - - 14 -

嘉 手 納 町 - 6 307 62 280 91.2 169 55 18 35 5 6 5 111 3 - 6 1 - - 2 2 - 1 2 4 - 1 - - 13 14 - - 2 -

北 谷 町 - 11 678 407 569 83.9 353 135 36 53 2 12 28 216 1 - 17 1 - - 4 3 1 2 1 7 2 3 - - 22 26 1 - 4 -

北 中 城 村 - 4 387 37 323 83.5 233 54 9 26 - 10 8 90 - - 11 - - - - - - 2 3 5 - 1 - 1 8 12 - - 1 -

中 城 村 - 6 444 74 403 90.8 239 122 29 45 - 9 14 164 - - 14 2 - - 2 - - - 2 9 - - - 2 16 18 - - 3 -

宜 野 湾 市 12 - 2,486 577 2,252 90.6 1,452 538 92 217 5 43 59 800 1 2 71 2 - - 8 6 - 9 10 30 - 4 - 1 57 110 1 - 12 -

那 覇 市 保 健 所 34 - 6,779 - 6,159 90.9 4,110 1,419 187 512 8 86 136 2,049 5 5 206 3 - 3 17 15 2 14 16 39 4 8 - 4 115 244 10 - 32 -

南 部 保 健 所 54 42 9,503 1,203 8,701 91.6 6,055 1,666 406 598 24 184 222 2,646 11 6 257 12 - 6 25 19 4 19 40 110 7 15 - 6 195 253 10 - 33 -

西 原 町 11 - 672 128 638 94.9 429 152 20 62 - 20 20 209 1 1 27 2 - - 1 1 - - 5 15 - 2 - - 17 24 - - 6 -

浦 添 市 14 - 2,812 271 2,591 92.1 1,747 570 132 179 11 61 69 844 3 1 68 4 - 1 7 7 2 11 8 42 1 5 - 3 56 90 3 - 8 -

豊 見 城 市 12 - 1,804 209 1,705 94.5 1,243 249 105 94 5 20 30 462 2 - 60 4 - 2 2 - 1 4 9 10 1 4 - 2 19 25 - - 4 -

糸 満 市 9 - 1,652 - 1,441 87.2 1,035 254 46 98 4 22 38 406 2 3 44 - - 2 6 3 - 1 6 9 1 3 - 1 33 44 2 - 2 -

八 重 瀬 町 - 11 769 315 694 90.2 515 119 17 43 - 7 15 179 - - 18 - - - 1 2 - - 1 2 - - - - 21 18 - - 2 -

南 城 市

与 那 原 町 - 12 506 89 448 88.5 290 89 17 39 - 24 18 158 1 1 12 - - 1 2 2 - - 7 11 2 - - - 20 16 1 - 5 -

南 風 原 町 - 12 1,072 187 995 92.8 668 205 31 75 4 26 32 327 2 - 25 2 - - 4 4 - 3 4 20 2 1 - - 28 32 4 - 6 -

久 米 島 町 3 - 143 1 129 90.2 83 19 37 6 - - - 46 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 4 - - - -

渡 嘉 敷 村 2 - 8 - 6 75.0 5 - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

座 間 味 村 2 - 14 - 13 92.9 9 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

粟 国 村 1 1 9 - 7 77.8 5 - - 1 - 1 - 2 - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

渡 名 喜 村 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

南 大 東 村 - 2 30 3 24 80.0 20 1 1 - - 3 - 4 - - - - - - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - -

北 大 東 村 - 2 12 - 10 83.3 6 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

宮 古 保 健 所 16 16 1,120 255 1,038 92.7 681 181 65 82 3 39 54 357 - 1 31 6 - 1 5 - 1 7 5 18 - 2 - - 41 49 - - 11 -

宮 古 島 市 12 16 1,099 251 1,018 92.6 667 179 63 81 2 39 53 351 - 1 31 6 - 1 5 - 1 7 5 17 - 2 - - 39 49 - - 11 -

多 良 間 村 4 - 21 4 20 95.2 14 2 2 1 1 - 1 6 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 - - - - -

八 重 山 保 健 所 27 13 1,348 174 1,292 95.8 770 299 121 108 13 22 78 522 1 - 40 1 - - 4 4 1 6 4 21 - 1 - 4 32 75 3 - 24 -

石 垣 市 22 - 1,236 173 1,193 96.5 698 292 111 103 10 22 67 495 1 - 37 1 - - 3 4 1 6 4 19 - 1 - 4 26 71 3 - 21 -

竹 富 町 5 10 93 1 82 88.2 60 6 6 4 3 - 10 22 - - 2 - - - 1 - - - - 2 - - - - 6 4 - - 2 -

与 那 国 町 - 3 19 - 17 89.5 12 1 4 1 - - 1 5 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

注）渡名喜村に関しては対象児なし。
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対象外児を除いた集計 平成26年度乳児一般健康診査 市町村別統計（ＩＣＤ－10分類）
実施年月日　2014/4/1～2015/3/31 単位：件　 

市町村名

健診回数 対

象

者

数

再　
　
　

通　
　
　

知
（
別
計
）

受

診

者

数

受　
　
　

診　
　
　

率
（

％

）

総　　合　　判　　定 総　合　判　定　内　容　内　訳　（複数選択）

問

題

な

し

判定結果内訳（複数選択） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

１

日

半

日

要

相

談

要

経

観

要

精

密

検

査

要

治

療

現

在

治

療

中

現

在

観

察

中

う

ち

実

人

員

感
染
症
お
よ
び
寄
生
虫
症

新

生

物

血
液
お
よ
び
造
血
器
の
疾
患

な
ら
び
に
免
疫
機
構
の
障
害

内

分

泌
、

栄

養

お

よ

び

代

謝

疾

患

精
神
お
よ
び
行
動
の
障
害

神

経

系

の

疾

患

眼
お
よ
び
付
属
器
の
疾
患

耳

お

よ

び

乳

様

突

起

の

疾

患

循

環

器

系

の

疾

患

呼

吸

器

系

の

疾

患

消

化

器

系

の

疾

患

皮

膚

お

よ

び

皮

下

組

織

の

疾

患

筋

骨

格

系

お

よ

び

結

合

組

織

の

疾

患

尿
路
性
器
系
の
疾
患

妊
娠
、
分
娩
お
よ
び
産
褥

周
産
期
に
発
生
し
た
病
態

先

天

奇

形
、

変

形

お
よ
び
染
色
体
異
常

症
状
、
徴
候
お
よ
び
異
常

臨
床
所
見
・
異
常
検
査
所
見
で

他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の

損
傷
、
中
毒
お
よ
び

そ
の
他
の
外
因
の
影
響

傷
病
お
よ
び
死
亡
の
外
因

健
康
状
態
に
影
響
を

お
よ
ぼ
す
要
因
お
よ
び

保
健
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

不

明

計 176 158 32,734 4,017 29,287 89.5 19,477 6,421 1,290 2,292 109 652 909 9,810 38 24 856 40 1 19 95 84 13 96 110 369 19 47 - 34 758 1,136 30 - 192 1

北 部 保 健 所 3 44 2,195 86 1,945 88.6 1,191 518 86 170 33 102 52 754 7 3 50 4 - 4 13 7 1 11 7 77 - 2 - 3 60 96 1 - 11 -

国 頭 村 - 6 64 3 57 89.1 37 23 1 4 - - 1 20 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 -

大 宜 味 村 - 4 46 2 42 91.3 29 13 - 4 - 1 - 13 - - 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - 2 - - - -

東 村 - 4 21 4 18 85.7 8 9 - 3 - 2 2 10 - - 1 1 - - 2 - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - -

今 帰 仁 村 - 4 179 32 176 98.3 88 55 17 14 3 11 4 88 2 - 8 - - - 1 - 1 1 - 11 - - - - 5 3 - - - -

本 部 町 - 6 251 40 225 89.6 140 47 11 14 12 17 4 85 1 1 - 1 - - 4 - - 1 - 21 - - - - 9 8 1 - - -

名 護 市 - 14 1,496 - 1,307 87.4 816 346 45 115 15 66 39 491 3 2 33 1 - 4 5 6 - 7 5 41 - 1 - 3 43 73 - - 8 -

伊 江 村 3 - 71 2 63 88.7 41 11 10 3 2 4 1 22 - - 1 - - - - - - 1 - 2 - - - - 2 3 - - 1 -

伊 平 屋 村 - 3 35 2 30 85.7 15 12 - 6 1 - 1 15 1 - 3 - - - - - - - 1 - - - - - - 2 - - 1 -

伊 是 名 村 - 3 32 1 27 84.4 17 2 2 7 - 1 - 10 - - - - - - 1 1 - 1 - 1 - - - - 1 3 - - - -

中 部 保 健 所 42 43 11,789 2,299 10,152 86.1 6,670 2,338 425 822 28 219 367 3,482 14 9 272 14 1 5 31 39 4 39 38 104 8 19 - 17 315 419 6 - 81 1

恩 納 村 - 6 179 25 161 89.9 96 50 3 12 1 1 2 65 1 - 4 - - - - 1 - - 2 2 - - - - 1 5 - - - -

宜 野 座 村 - 4 151 10 125 82.8 82 26 13 9 2 5 3 43 - - 5 2 - - 1 - - 1 1 4 - - - - 2 2 - - 1 -

金 武 町 - 6 295 32 245 83.1 145 70 16 12 3 3 7 100 - 1 8 - - - 1 3 - - 1 - - - - - 8 3 - - - -

う る ま 市 12 - 2,649 - 2,127 80.3 1,353 579 86 156 5 69 84 774 3 1 50 4 - 3 7 9 1 12 3 24 5 6 - 8 54 100 2 - 22 -

沖 縄 市 12 - 3,320 841 2,908 87.6 2,041 548 88 197 5 49 112 867 5 2 70 2 1 - 4 13 1 8 11 18 - 3 - 5 97 98 2 - 22 1

読 谷 村 6 - 893 234 759 85.0 507 161 35 60 - 12 45 252 - 3 16 - - 2 2 2 1 4 2 1 1 1 - - 37 31 - - 14 -

嘉 手 納 町 - 6 307 62 280 91.2 169 55 18 35 5 6 5 111 3 - 6 1 - - 2 2 - 1 2 4 - 1 - - 13 14 - - 2 -

北 谷 町 - 11 678 407 569 83.9 353 135 36 53 2 12 28 216 1 - 17 1 - - 4 3 1 2 1 7 2 3 - - 22 26 1 - 4 -

北 中 城 村 - 4 387 37 323 83.5 233 54 9 26 - 10 8 90 - - 11 - - - - - - 2 3 5 - 1 - 1 8 12 - - 1 -

中 城 村 - 6 444 74 403 90.8 239 122 29 45 - 9 14 164 - - 14 2 - - 2 - - - 2 9 - - - 2 16 18 - - 3 -

宜 野 湾 市 12 - 2,486 577 2,252 90.6 1,452 538 92 217 5 43 59 800 1 2 71 2 - - 8 6 - 9 10 30 - 4 - 1 57 110 1 - 12 -

那 覇 市 保 健 所 34 - 6,779 - 6,159 90.9 4,110 1,419 187 512 8 86 136 2,049 5 5 206 3 - 3 17 15 2 14 16 39 4 8 - 4 115 244 10 - 32 -

南 部 保 健 所 54 42 9,503 1,203 8,701 91.6 6,055 1,666 406 598 24 184 222 2,646 11 6 257 12 - 6 25 19 4 19 40 110 7 15 - 6 195 253 10 - 33 -

西 原 町 11 - 672 128 638 94.9 429 152 20 62 - 20 20 209 1 1 27 2 - - 1 1 - - 5 15 - 2 - - 17 24 - - 6 -

浦 添 市 14 - 2,812 271 2,591 92.1 1,747 570 132 179 11 61 69 844 3 1 68 4 - 1 7 7 2 11 8 42 1 5 - 3 56 90 3 - 8 -

豊 見 城 市 12 - 1,804 209 1,705 94.5 1,243 249 105 94 5 20 30 462 2 - 60 4 - 2 2 - 1 4 9 10 1 4 - 2 19 25 - - 4 -

糸 満 市 9 - 1,652 - 1,441 87.2 1,035 254 46 98 4 22 38 406 2 3 44 - - 2 6 3 - 1 6 9 1 3 - 1 33 44 2 - 2 -

八 重 瀬 町 - 11 769 315 694 90.2 515 119 17 43 - 7 15 179 - - 18 - - - 1 2 - - 1 2 - - - - 21 18 - - 2 -

南 城 市

与 那 原 町 - 12 506 89 448 88.5 290 89 17 39 - 24 18 158 1 1 12 - - 1 2 2 - - 7 11 2 - - - 20 16 1 - 5 -

南 風 原 町 - 12 1,072 187 995 92.8 668 205 31 75 4 26 32 327 2 - 25 2 - - 4 4 - 3 4 20 2 1 - - 28 32 4 - 6 -

久 米 島 町 3 - 143 1 129 90.2 83 19 37 6 - - - 46 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 4 - - - -

渡 嘉 敷 村 2 - 8 - 6 75.0 5 - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

座 間 味 村 2 - 14 - 13 92.9 9 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

粟 国 村 1 1 9 - 7 77.8 5 - - 1 - 1 - 2 - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

渡 名 喜 村 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

南 大 東 村 - 2 30 3 24 80.0 20 1 1 - - 3 - 4 - - - - - - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - -

北 大 東 村 - 2 12 - 10 83.3 6 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

宮 古 保 健 所 16 16 1,120 255 1,038 92.7 681 181 65 82 3 39 54 357 - 1 31 6 - 1 5 - 1 7 5 18 - 2 - - 41 49 - - 11 -

宮 古 島 市 12 16 1,099 251 1,018 92.6 667 179 63 81 2 39 53 351 - 1 31 6 - 1 5 - 1 7 5 17 - 2 - - 39 49 - - 11 -

多 良 間 村 4 - 21 4 20 95.2 14 2 2 1 1 - 1 6 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 - - - - -

八 重 山 保 健 所 27 13 1,348 174 1,292 95.8 770 299 121 108 13 22 78 522 1 - 40 1 - - 4 4 1 6 4 21 - 1 - 4 32 75 3 - 24 -

石 垣 市 22 - 1,236 173 1,193 96.5 698 292 111 103 10 22 67 495 1 - 37 1 - - 3 4 1 6 4 19 - 1 - 4 26 71 3 - 21 -

竹 富 町 5 10 93 1 82 88.2 60 6 6 4 3 - 10 22 - - 2 - - - 1 - - - - 2 - - - - 6 4 - - 2 -

与 那 国 町 - 3 19 - 17 89.5 12 1 4 1 - - 1 5 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

注）渡名喜村に関しては対象児なし。
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対象外児を除いた集計 平成26年度　１歳６か月児健康診査 市町村別統計（診察有所見分類）
実施年月日　2014/4/1～2015/3/31 単位：人 　

市町村名

健診回数

対象者数
再通知

（別計）
受診者数

受診率
（％）

総 合 判 定（実人員）

計

診　察　有　所　見　内　訳（複数選択） 検査結果

1 日 半日

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

発育 皮膚 頭頚部
顔面
・

口腔
眼

耳鼻
咽喉

胸部 腹部
そけい
外陰部

背部 四肢
神経
・

運動

精神
発達

その他 貧血
尿検査
異　常

問題
なし

要相談 要経観 要精密
検　査

要治療 現　在
治療中

現　在
観察中

計 38 393 16,349 2,931 14,384 88.0 9,261 2,391 1,109 707 90 396  430 3,165 501 665 80 51 123 78 269 67 114 12 96 99 827  183 1,486 144

北 部 保 健 所 3 51 1,102 76 959 87.0 578 136 110 55 8 44    28 247 36 62 1 4 13 8 24 1 8 1 7 7 66     9 162 17

国 頭 村 - 6 40 7 39 97.5 21 7 2 1 - 5     3 9 1 1 - - - - - - 1 - 1 - 3     2 6 -

大 宜 味 村 - 4 27 3 24 88.9 11 6 4 1 - 2  - 18 4 3 - - 1 - - - - - 1 1 7     1 2 -

東 村 - 4 10 3 8 80.0 5 2 1 - - -  - 3 1 1 - - - - - - - - - - 1  - 1 -

今 帰 仁 村 - 6 80 21 78 97.5 45 15 5 4 1 3     5 28 4 10 - - 1 1 1 - - - - 2 9  - 16 -

本 部 町 - 6 144 34 126 87.5 87 18 6 7 2 4     2 28 6 9 - 2 1 - 2 - - - - - 6     2 16 2

名 護 市 - 19 737 5 628 85.2 370 85 87 37 5 28    16 145 18 34 1 2 9 6 18 1 6 1 5 4 37     3 112 13

伊 江 村 3 - 36 - 31 86.1 23 1 4 2 - -     1 9 - 4 - - - - 2 - - - - - 2     1 6 2

伊 平 屋 村 - 3 9 1 9 100.0 6 2 - 1 - -  - 1 - - - - - - 1 - - - - - -  - 3 -

伊 是 名 村 - 3 19 2 16 84.2 10 - 1 2 - 2     1 6 2 - - - 1 1 - - 1 - - - 1  - - -

中 部 保 健 所 - 148 6,001 1,685 5,153 85.9 3,037 1,102 403 301 23 138   149 1,265 189 251 37 26 33 31 108 22 42 4 34 49 345    94 706 70

恩 納 村 - 6 118 40 107 90.7 81 7 8 6 1 -     4 15 1 3 1 1 - 3 - 1 2 - - - 2     1 10 3

宜 野 座 村 - 4 93 9 84 90.3 57 15 2 4 1 2     3 25 1 11 2 1 1 - 4 - - - - 1 4  - 13 -

金 武 町 - 4 136 40 119 87.5 34 52 14 9 2 7     1 35 11 19 - - - - 3 - - - - - 2  - 54 1

う る ま 市 - 36 1,289 - 1,052 81.6 435 433 96 26 2 30    30 377 32 69 7 5 7 9 31 4 8 2 9 19 152    23 - 8

沖 縄 市 - 24 1,746 569 1,490 85.3 976 245 105 103 4 25    32 278 60 45 15 9 8 3 31 3 18 1 6 6 59    14 316 23

読 谷 村 - 12 486 176 431 88.7 317 49 19 22 5 5    14 105 20 28 4 2 2 5 7 1 5 - 7 8 14     2 61 4

嘉 手 納 町 - 6 162 51 147 90.7 104 15 10 6 - 5     7 30 3 10 - 1 2 1 2 1 1 - 1 1 5     2 14 3

北 谷 町 - 12 326 239 285 87.4 191 33 18 16 3 12    12 57 11 15 - 1 3 5 8 - 1 - - 1 12  - 40 7

北 中 城 村 - 6 188 63 163 86.7 28 60 30 10 2 20    13 56 9 8 4 - 1 - 2 - 2 - 3 1 17     9 33 -

中 城 村 - 7 220 75 196 89.1 43 60 40 21 2 17    13 95 11 12 3 5 1 5 6 1 3 1 2 3 29    13 32 8

宜 野 湾 市 - 31 1,237 423 1,079 87.2 771 133 61 78 1 15    20 192 30 31 1 1 8 - 14 11 2 - 6 9 49    30 133 13

那 覇 市 保 健 所 - 42 3,486 - 3,015 86.5 2,129 412 201 73 36 87    77 802 164 149 10 8 32 15 52 11 11 2 21 19 265    43 - -

南 部 保 健 所 8 111 4,416 863 3,998 90.5 2,777 516 296 200 17 96    96 625 85 112 19 10 38 23 50 20 45 1 23 18 145    36 406 45

西 原 町 - 12 394 100 361 91.6 220 69 23 35 - 4    10 53 9 15 - 1 - - 6 5 1 - 2 1 11     2 82 10

浦 添 市 - 36 1,495 - 1,349 90.2 1,008 148 88 56 6 22    21 165 23 32 7 6 12 4 18 4 16 - 12 5 24     2 90 11

豊 見 城 市 - 15 899 203 832 92.5 609 71 64 51 4 16    17 123 15 29 4 - 10 7 10 3 7 - 2 4 26     6 82 17

糸 満 市 - 20 801 126 724 90.4 549 83 24 20 3 25    20 89 15 19 3 2 13 8 7 1 11 - 2 3 5  - 67 1

八 重 瀬 町 - 11 442 326 393 88.9 274 66 21 12 2 11     7 61 9 10 2 1 1 3 4 4 2 - 2 3 15     5 59 4

南 城 市

与 那 原 町 - 10 266 95 238 89.5 54 73 51 22 1 16    21 114 9 3 3 - 2 1 5 3 7 1 3 2 54    21 16 1

南 風 原 町

久 米 島 町 3 - 76 8 65 85.5 38 2 22 2 - 1  - 16 5 1 - - - - - - 1 - - - 9  - 3 -

渡 嘉 敷 村 2 - 10 - 8 80.0 7 - 1 - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - 1 -

座 間 味 村 2 - 12 - 11 91.7 4 2 2 1 1 1  - 1 - 1 - - - - - - - - - - -  - 3 1

粟 国 村 1 1 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - -

渡 名 喜 村 - 2 2 - 2 100.0 2 - - - - -  - 1 - 1 - - - - - - - - - - -  - - -

南 大 東 村 - 2 15 5 11 73.3 10 - - 1 - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - 3 -

北 大 東 村 - 2 4 - 4 100.0 2 2 - - - -  - 2 - 1 - - - - - - - - - - 1  - - -

宮 古 保 健 所 4 28 610 177 574 94.1 383 76 39 21 1 19    35 107 6 33 8 3 2 - 22 10 4 1 6 5 6     1 62 5

宮 古 島 市 - 28 599 175 565 94.3 376 76 38 20 1 19    35 106 6 33 8 3 2 - 21 10 4 1 6 5 6     1 61 5

多 良 間 村 4 - 11 2 9 81.8 7 - 1 1 - -  - 1 - - - - - - 1 - - - - - -  - 1 -

八 重 山 保 健 所 23 13 734 130 685 93.3 357 149 60 57 5 12    45 119 21 58 5 - 5 1 13 3 4 3 5 1 -  - 150 7

石 垣 市 18 - 660 130 624 94.5 315 144 53 53 5 11    43 112 19 55 5 - 4 1 12 3 4 3 5 1 -  - 140 7

竹 富 町 5 10 51 - 42 82.4 28 3 5 3 - 1     2 3 - 2 - - 1 - - - - - - - -  - 9 -

与 那 国 町 - 3 23 - 19 82.6 14 2 2 1 - -  - 4 2 1 - - - - 1 - - - - - -  - 1 -

〇総合判定（実人員）は複数選択の場合、４要精密検査を優先とし、それ以降は項目番号６、７、５、３、２、１の順に採用。
〇診察有所見内訳は複数選択であるが、総合判定数より少ない場合があるのは、総合判定が要相談（例　栄養相談）で、診察有所見
注）粟国村に関しては対象児なし。

の記載なしがあるためである。
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対象外児を除いた集計 平成26年度　１歳６か月児健康診査 市町村別統計（診察有所見分類）
実施年月日　2014/4/1～2015/3/31 単位：人 　

市町村名

健診回数

対象者数
再通知

（別計）
受診者数

受診率
（％）

総 合 判 定（実人員）

計

診　察　有　所　見　内　訳（複数選択） 検査結果

1 日 半日

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

発育 皮膚 頭頚部
顔面
・

口腔
眼

耳鼻
咽喉

胸部 腹部
そけい
外陰部

背部 四肢
神経
・

運動

精神
発達

その他 貧血
尿検査
異　常

問題
なし

要相談 要経観 要精密
検　査

要治療 現　在
治療中

現　在
観察中

計 38 393 16,349 2,931 14,384 88.0 9,261 2,391 1,109 707 90 396  430 3,165 501 665 80 51 123 78 269 67 114 12 96 99 827  183 1,486 144

北 部 保 健 所 3 51 1,102 76 959 87.0 578 136 110 55 8 44    28 247 36 62 1 4 13 8 24 1 8 1 7 7 66     9 162 17

国 頭 村 - 6 40 7 39 97.5 21 7 2 1 - 5     3 9 1 1 - - - - - - 1 - 1 - 3     2 6 -

大 宜 味 村 - 4 27 3 24 88.9 11 6 4 1 - 2  - 18 4 3 - - 1 - - - - - 1 1 7     1 2 -

東 村 - 4 10 3 8 80.0 5 2 1 - - -  - 3 1 1 - - - - - - - - - - 1  - 1 -

今 帰 仁 村 - 6 80 21 78 97.5 45 15 5 4 1 3     5 28 4 10 - - 1 1 1 - - - - 2 9  - 16 -

本 部 町 - 6 144 34 126 87.5 87 18 6 7 2 4     2 28 6 9 - 2 1 - 2 - - - - - 6     2 16 2

名 護 市 - 19 737 5 628 85.2 370 85 87 37 5 28    16 145 18 34 1 2 9 6 18 1 6 1 5 4 37     3 112 13

伊 江 村 3 - 36 - 31 86.1 23 1 4 2 - -     1 9 - 4 - - - - 2 - - - - - 2     1 6 2

伊 平 屋 村 - 3 9 1 9 100.0 6 2 - 1 - -  - 1 - - - - - - 1 - - - - - -  - 3 -

伊 是 名 村 - 3 19 2 16 84.2 10 - 1 2 - 2     1 6 2 - - - 1 1 - - 1 - - - 1  - - -

中 部 保 健 所 - 148 6,001 1,685 5,153 85.9 3,037 1,102 403 301 23 138   149 1,265 189 251 37 26 33 31 108 22 42 4 34 49 345    94 706 70

恩 納 村 - 6 118 40 107 90.7 81 7 8 6 1 -     4 15 1 3 1 1 - 3 - 1 2 - - - 2     1 10 3

宜 野 座 村 - 4 93 9 84 90.3 57 15 2 4 1 2     3 25 1 11 2 1 1 - 4 - - - - 1 4  - 13 -

金 武 町 - 4 136 40 119 87.5 34 52 14 9 2 7     1 35 11 19 - - - - 3 - - - - - 2  - 54 1

う る ま 市 - 36 1,289 - 1,052 81.6 435 433 96 26 2 30    30 377 32 69 7 5 7 9 31 4 8 2 9 19 152    23 - 8

沖 縄 市 - 24 1,746 569 1,490 85.3 976 245 105 103 4 25    32 278 60 45 15 9 8 3 31 3 18 1 6 6 59    14 316 23

読 谷 村 - 12 486 176 431 88.7 317 49 19 22 5 5    14 105 20 28 4 2 2 5 7 1 5 - 7 8 14     2 61 4

嘉 手 納 町 - 6 162 51 147 90.7 104 15 10 6 - 5     7 30 3 10 - 1 2 1 2 1 1 - 1 1 5     2 14 3

北 谷 町 - 12 326 239 285 87.4 191 33 18 16 3 12    12 57 11 15 - 1 3 5 8 - 1 - - 1 12  - 40 7

北 中 城 村 - 6 188 63 163 86.7 28 60 30 10 2 20    13 56 9 8 4 - 1 - 2 - 2 - 3 1 17     9 33 -

中 城 村 - 7 220 75 196 89.1 43 60 40 21 2 17    13 95 11 12 3 5 1 5 6 1 3 1 2 3 29    13 32 8

宜 野 湾 市 - 31 1,237 423 1,079 87.2 771 133 61 78 1 15    20 192 30 31 1 1 8 - 14 11 2 - 6 9 49    30 133 13

那 覇 市 保 健 所 - 42 3,486 - 3,015 86.5 2,129 412 201 73 36 87    77 802 164 149 10 8 32 15 52 11 11 2 21 19 265    43 - -

南 部 保 健 所 8 111 4,416 863 3,998 90.5 2,777 516 296 200 17 96    96 625 85 112 19 10 38 23 50 20 45 1 23 18 145    36 406 45

西 原 町 - 12 394 100 361 91.6 220 69 23 35 - 4    10 53 9 15 - 1 - - 6 5 1 - 2 1 11     2 82 10

浦 添 市 - 36 1,495 - 1,349 90.2 1,008 148 88 56 6 22    21 165 23 32 7 6 12 4 18 4 16 - 12 5 24     2 90 11

豊 見 城 市 - 15 899 203 832 92.5 609 71 64 51 4 16    17 123 15 29 4 - 10 7 10 3 7 - 2 4 26     6 82 17

糸 満 市 - 20 801 126 724 90.4 549 83 24 20 3 25    20 89 15 19 3 2 13 8 7 1 11 - 2 3 5  - 67 1

八 重 瀬 町 - 11 442 326 393 88.9 274 66 21 12 2 11     7 61 9 10 2 1 1 3 4 4 2 - 2 3 15     5 59 4

南 城 市

与 那 原 町 - 10 266 95 238 89.5 54 73 51 22 1 16    21 114 9 3 3 - 2 1 5 3 7 1 3 2 54    21 16 1

南 風 原 町

久 米 島 町 3 - 76 8 65 85.5 38 2 22 2 - 1  - 16 5 1 - - - - - - 1 - - - 9  - 3 -

渡 嘉 敷 村 2 - 10 - 8 80.0 7 - 1 - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - 1 -

座 間 味 村 2 - 12 - 11 91.7 4 2 2 1 1 1  - 1 - 1 - - - - - - - - - - -  - 3 1

粟 国 村 1 1 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - -

渡 名 喜 村 - 2 2 - 2 100.0 2 - - - - -  - 1 - 1 - - - - - - - - - - -  - - -

南 大 東 村 - 2 15 5 11 73.3 10 - - 1 - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - 3 -

北 大 東 村 - 2 4 - 4 100.0 2 2 - - - -  - 2 - 1 - - - - - - - - - - 1  - - -

宮 古 保 健 所 4 28 610 177 574 94.1 383 76 39 21 1 19    35 107 6 33 8 3 2 - 22 10 4 1 6 5 6     1 62 5

宮 古 島 市 - 28 599 175 565 94.3 376 76 38 20 1 19    35 106 6 33 8 3 2 - 21 10 4 1 6 5 6     1 61 5

多 良 間 村 4 - 11 2 9 81.8 7 - 1 1 - -  - 1 - - - - - - 1 - - - - - -  - 1 -

八 重 山 保 健 所 23 13 734 130 685 93.3 357 149 60 57 5 12    45 119 21 58 5 - 5 1 13 3 4 3 5 1 -  - 150 7

石 垣 市 18 - 660 130 624 94.5 315 144 53 53 5 11    43 112 19 55 5 - 4 1 12 3 4 3 5 1 -  - 140 7

竹 富 町 5 10 51 - 42 82.4 28 3 5 3 - 1     2 3 - 2 - - 1 - - - - - - - -  - 9 -

与 那 国 町 - 3 23 - 19 82.6 14 2 2 1 - -  - 4 2 1 - - - - 1 - - - - - -  - 1 -

〇総合判定（実人員）は複数選択の場合、４要精密検査を優先とし、それ以降は項目番号６、７、５、３、２、１の順に採用。
〇診察有所見内訳は複数選択であるが、総合判定数より少ない場合があるのは、総合判定が要相談（例　栄養相談）で、診察有所見
注）粟国村に関しては対象児なし。

の記載なしがあるためである。
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対象外児を除いた集計 平成26年度　１歳６か月児健康診査 市町村別統計（ＩＣＤ－10分類）
実施年月日 2014/4/1 ～ 2015/3/31 単位：件　

市町村名

健診回数 対

象

者

数

再　
　
　

通　
　
　

知
（
別
計
）

受

診

者

数

受　
　
　

診　
　
　

率
（

％

）

　　　　　総　　合　　判　　定 総　合　判　定　内　容　内　訳　（複数選択）

問

題

な

し

判定結果内訳（複数選択） う

ち

実

人

員

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

１

日

半

日

要

相

談

要

経

観

要

精

密

検

査

要

治

療

現

在

治

療

中

現

在

観

察

中

感

染

症

お

よ

び

寄

生

虫

症

新

生

物

血
液
お
よ
び
造
血
器
の

疾

患

な

ら

び

に

免

疫

機

構

の

障

害

内

分

泌
、

栄

養

お

よ

び

代

謝

疾

患

精
神
お
よ
び
行
動
の
障
害

神

経

系

の

疾

患

眼
お
よ
び
付
属
器
の
疾
患

耳

お

よ

び

乳

様

突

起

の

疾

患

循

環

器

系

の

疾

患

呼

吸

器

系

の

疾

患

消

化

器

系

の

疾

患

皮

膚

お

よ

び

皮

下

組

織

の

疾

患

筋

骨

格

系

お

よ

び

結

合

組

織

の

疾

患

尿
路
性
器
系
の
疾
患

妊
娠
、
分
娩
お
よ
び
産
褥

周
産
期
に
発
生
し
た
病
態

先

天

奇

形
、

変

形

お
よ
び
染
色
体
異
常

症
状
、
徴
候
お
よ
び
異
常

臨
床
所
見
・
異
常
検
査
所
見
で

他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の

損
傷
、
中
毒
お
よ
び

そ
の
他
の
外
因
の
影
響

傷
病
お
よ
び
死
亡
の
外
因

健
康
状
態
に
影
響
を

お
よ
ぼ
す
要
因
お
よ
び

保
健
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

不

明

計 38 393 16,349 2,931 14,384 88.0 9,261 3,699 1,292 776 103 447 527 5,123 14 5 171 51 2 23 95 124 20 137 70 173 19 38 - 1 233 545 43 - 89 -

北 部 保 健 所 3 51 1,102 76 959 87.0 578 230 133 64 9 50 33 381 1 1 20 3 - 5 6 10 2 10 6 22 1 2 - - 16 42 2 - 7 -

国 頭 村 - 6 40 7 39 97.5 21 12 2 1 - 8 3 18 - - 2 1 - 1 - - - 1 2 - 1 2 - - - 1 - - 1 -

大 宜 味 村 - 4 27 3 24 88.9 11 14 4 1 - 3 - 13 - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 1 - - - -

東 村 - 4 10 3 8 80.0 5 3 1 - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

今 帰 仁 村 - 6 80 21 78 97.5 45 25 6 5 1 3 5 33 - - - 1 - - 1 1 - - - 5 - - - - 1 4 - - 1 -

本 部 町 - 6 144 34 126 87.5 87 22 7 7 2 4 3 39 - 1 1 - - - 1 - - - 2 4 - - - - 2 3 1 - 1 -

名 護 市 - 19 737 5 628 85.2 370 143 106 45 6 30 20 258 1 - 17 - - 4 4 7 1 9 2 13 - - - - 9 29 1 - 4 -

伊 江 村 3 - 36 - 31 86.1 23 7 6 2 - - 1 8 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - -

伊 平 屋 村 - 3 9 1 9 100.0 6 4 - 1 - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -

伊 是 名 村 - 3 19 2 16 84.2 10 - 1 2 - 2 1 6 - - - - - - - 2 - - - - - - - - 1 2 - - - -

中 部 保 健 所 - 148 6,001 1,685 5,153 85.9 3,037 1,693 466 325 28 159 192 2,116 3 3 84 17 1 10 33 49 4 55 28 45 8 14 - - 81 211 23 - 35 -

恩 納 村 - 6 118 40 107 90.7 81 8 8 7 2 - 4 26 - - 3 - - - - 2 - - - - - 1 - - 3 3 1 - - -

宜 野 座 村 - 4 93 9 84 90.3 57 17 3 4 1 2 4 27 - - 2 - - - 1 - - 2 1 2 - - - - 1 1 - - 1 -

金 武 町 - 4 136 40 119 87.5 34 73 18 10 2 9 1 85 - - 5 - - - 1 - 1 - 2 3 - - - - 2 5 - - 3 -

う る ま 市 - 36 1,289 - 1,052 81.6 435 615 108 28 2 33 35 617 - - 2 2 - 1 5 12 - 17 5 2 2 4 - - 10 17 5 - 14 -

沖 縄 市 - 24 1,746 569 1,490 85.3 976 375 124 110 4 31 41 514 - - 35 9 - 2 9 5 1 10 3 3 3 6 - - 22 66 6 - 6 -

読 谷 村 - 12 486 176 431 88.7 317 71 19 24 7 9 19 114 - - 5 - 1 5 1 5 - 5 - 2 - 1 - - 9 23 - - 2 -

嘉 手 納 町 - 6 162 51 147 90.7 104 20 10 7 - 5 8 43 - 1 2 - - - 2 2 - 1 1 2 1 - - - 2 5 - - 1 -

北 谷 町 - 12 326 239 285 87.4 191 46 21 18 4 13 16 94 2 1 4 1 - 1 4 5 - 4 - 4 1 - - - 3 17 - - 4 -

北 中 城 村 - 6 188 63 163 86.7 28 167 41 10 2 21 16 135 - - 8 1 - - 1 6 - 9 1 6 1 - - - 7 4 4 - 1 -

中 城 村 - 7 220 75 196 89.1 43 146 47 23 2 21 21 153 - 1 5 3 - - 1 12 1 4 3 7 - 2 - - 6 17 5 - - -

宜 野 湾 市 - 31 1,237 423 1,079 87.2 771 155 67 84 2 15 27 308 1 - 13 1 - 1 8 - 1 3 12 14 - - - - 16 53 2 - 3 -

那 覇 市 保 健 所 - 42 3,486 - 3,015 86.5 2,129 658 231 78 40 94 87 886 4 - - 8 - 5 22 30 3 25 11 56 5 5 - - 35 67 8 - 15 -

南 部 保 健 所 8 111 4,416 863 3,998 90.5 2,777 812 350 223 20 109 123 1,221 4 1 49 11 1 2 30 33 9 35 20 30 4 10 - 1 72 143 7 - 13 -

西 原 町 - 12 394 100 361 91.6 220 94 26 40 - 5 12 141 - - 13 - - - 2 - 1 1 3 1 - - - - 9 24 - - 3 -

浦 添 市 - 36 1,495 - 1,349 90.2 1,008 203 98 61 8 26 25 341 - - 16 2 - - 8 4 5 6 3 10 2 4 - - 22 34 4 - - -

豊 見 城 市 - 15 899 203 832 92.5 609 122 67 56 4 18 23 223 1 - 11 5 - - 6 7 - 11 3 6 - - - 1 14 32 1 - 3 -

糸 満 市 - 20 801 126 724 90.4 549 99 25 21 4 29 26 175 - 1 2 - - 2 11 7 1 9 1 7 1 4 - - 9 20 1 - 4 -

八 重 瀬 町 - 11 442 326 393 88.9 274 97 28 14 2 12 8 119 2 - 1 1 - - - 6 1 - 3 2 - 1 - - 8 11 - - - -

南 城 市

与 那 原 町 - 10 266 95 238 89.5 54 183 76 27 1 17 29 184 1 - 4 3 1 - 3 9 1 8 7 3 1 1 - - 9 19 1 - 3 -

南 風 原 町

久 米 島 町 3 - 76 8 65 85.5 38 9 27 2 - 1 - 27 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - -

渡 嘉 敷 村 2 - 10 - 8 80.0 7 - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

座 間 味 村 2 - 12 - 11 91.7 4 3 2 1 1 1 - 7 - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - -

粟 国 村 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

渡 名 喜 村 - 2 2 - 2 100.0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

南 大 東 村 - 2 15 5 11 73.3 10 - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

北 大 東 村 - 2 4 - 4 100.0 2 2 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

宮 古 保 健 所 4 28 610 177 574 94.1 383 97 44 23 1 20 43 191 2 - 5 10 - - 4 - 2 5 3 6 - 1 - - 21 23 1 - 4 -

宮 古 島 市 - 28 599 175 565 94.3 376 96 43 22 1 20 43 189 2 - 5 10 - - 4 - 2 5 3 6 - 1 - - 21 22 1 - 4 -

多 良 間 村 4 - 11 2 9 81.8 7 1 1 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -

八 重 山 保 健 所 23 13 734 130 685 93.3 357 209 68 63 5 15 49 328 - - 13 2 - 1 - 2 - 7 2 14 1 6 - - 8 59 2 - 15 -

石 垣 市 18 - 660 130 624 94.5 315 200 61 59 5 14 47 309 - - 10 2 - 1 - 2 - 7 2 13 1 6 - - 7 57 2 - 15 -

竹 富 町 5 10 51 - 42 82.4 28 5 5 3 - 1 2 14 - - 2 - - - - - - - - 1 - - - - 1 2 - - - -

与 那 国 町 - 3 23 - 19 82.6 14 4 2 1 - - - 5 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

注）粟国村に関しては対象児なし。
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対象外児を除いた集計 平成26年度　１歳６か月児健康診査 市町村別統計（ＩＣＤ－10分類）
実施年月日 2014/4/1 ～ 2015/3/31 単位：件　

市町村名

健診回数 対

象

者

数

再　
　
　

通　
　
　

知
（
別
計
）

受

診

者

数

受　
　
　

診　
　
　

率
（

％

）

　　　　　総　　合　　判　　定 総　合　判　定　内　容　内　訳　（複数選択）

問

題

な

し

判定結果内訳（複数選択） う

ち

実

人

員

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

１

日

半

日

要

相

談

要

経

観

要

精

密

検

査

要

治

療

現

在

治

療

中

現

在

観

察

中

感

染

症

お

よ

び

寄

生

虫

症

新

生

物

血
液
お
よ
び
造
血
器
の

疾

患

な

ら

び

に

免

疫

機

構

の

障

害

内

分

泌
、

栄

養

お

よ

び

代

謝

疾

患

精
神
お
よ
び
行
動
の
障
害

神

経

系

の

疾

患

眼
お
よ
び
付
属
器
の
疾
患

耳

お

よ

び

乳

様

突

起

の

疾

患

循

環

器

系

の

疾

患

呼

吸

器

系

の

疾

患

消

化

器

系

の

疾

患

皮

膚

お

よ

び

皮

下

組

織

の

疾

患

筋

骨

格

系

お

よ

び

結

合

組

織

の

疾

患

尿
路
性
器
系
の
疾
患

妊
娠
、
分
娩
お
よ
び
産
褥

周
産
期
に
発
生
し
た
病
態

先

天

奇

形
、

変

形

お
よ
び
染
色
体
異
常

症
状
、
徴
候
お
よ
び
異
常

臨
床
所
見
・
異
常
検
査
所
見
で

他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の

損
傷
、
中
毒
お
よ
び

そ
の
他
の
外
因
の
影
響

傷
病
お
よ
び
死
亡
の
外
因

健
康
状
態
に
影
響
を

お
よ
ぼ
す
要
因
お
よ
び

保
健
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

不

明

計 38 393 16,349 2,931 14,384 88.0 9,261 3,699 1,292 776 103 447 527 5,123 14 5 171 51 2 23 95 124 20 137 70 173 19 38 - 1 233 545 43 - 89 -

北 部 保 健 所 3 51 1,102 76 959 87.0 578 230 133 64 9 50 33 381 1 1 20 3 - 5 6 10 2 10 6 22 1 2 - - 16 42 2 - 7 -

国 頭 村 - 6 40 7 39 97.5 21 12 2 1 - 8 3 18 - - 2 1 - 1 - - - 1 2 - 1 2 - - - 1 - - 1 -

大 宜 味 村 - 4 27 3 24 88.9 11 14 4 1 - 3 - 13 - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 1 - - - -

東 村 - 4 10 3 8 80.0 5 3 1 - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

今 帰 仁 村 - 6 80 21 78 97.5 45 25 6 5 1 3 5 33 - - - 1 - - 1 1 - - - 5 - - - - 1 4 - - 1 -

本 部 町 - 6 144 34 126 87.5 87 22 7 7 2 4 3 39 - 1 1 - - - 1 - - - 2 4 - - - - 2 3 1 - 1 -

名 護 市 - 19 737 5 628 85.2 370 143 106 45 6 30 20 258 1 - 17 - - 4 4 7 1 9 2 13 - - - - 9 29 1 - 4 -

伊 江 村 3 - 36 - 31 86.1 23 7 6 2 - - 1 8 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - -

伊 平 屋 村 - 3 9 1 9 100.0 6 4 - 1 - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -

伊 是 名 村 - 3 19 2 16 84.2 10 - 1 2 - 2 1 6 - - - - - - - 2 - - - - - - - - 1 2 - - - -

中 部 保 健 所 - 148 6,001 1,685 5,153 85.9 3,037 1,693 466 325 28 159 192 2,116 3 3 84 17 1 10 33 49 4 55 28 45 8 14 - - 81 211 23 - 35 -

恩 納 村 - 6 118 40 107 90.7 81 8 8 7 2 - 4 26 - - 3 - - - - 2 - - - - - 1 - - 3 3 1 - - -

宜 野 座 村 - 4 93 9 84 90.3 57 17 3 4 1 2 4 27 - - 2 - - - 1 - - 2 1 2 - - - - 1 1 - - 1 -

金 武 町 - 4 136 40 119 87.5 34 73 18 10 2 9 1 85 - - 5 - - - 1 - 1 - 2 3 - - - - 2 5 - - 3 -

う る ま 市 - 36 1,289 - 1,052 81.6 435 615 108 28 2 33 35 617 - - 2 2 - 1 5 12 - 17 5 2 2 4 - - 10 17 5 - 14 -

沖 縄 市 - 24 1,746 569 1,490 85.3 976 375 124 110 4 31 41 514 - - 35 9 - 2 9 5 1 10 3 3 3 6 - - 22 66 6 - 6 -

読 谷 村 - 12 486 176 431 88.7 317 71 19 24 7 9 19 114 - - 5 - 1 5 1 5 - 5 - 2 - 1 - - 9 23 - - 2 -

嘉 手 納 町 - 6 162 51 147 90.7 104 20 10 7 - 5 8 43 - 1 2 - - - 2 2 - 1 1 2 1 - - - 2 5 - - 1 -

北 谷 町 - 12 326 239 285 87.4 191 46 21 18 4 13 16 94 2 1 4 1 - 1 4 5 - 4 - 4 1 - - - 3 17 - - 4 -

北 中 城 村 - 6 188 63 163 86.7 28 167 41 10 2 21 16 135 - - 8 1 - - 1 6 - 9 1 6 1 - - - 7 4 4 - 1 -

中 城 村 - 7 220 75 196 89.1 43 146 47 23 2 21 21 153 - 1 5 3 - - 1 12 1 4 3 7 - 2 - - 6 17 5 - - -

宜 野 湾 市 - 31 1,237 423 1,079 87.2 771 155 67 84 2 15 27 308 1 - 13 1 - 1 8 - 1 3 12 14 - - - - 16 53 2 - 3 -

那 覇 市 保 健 所 - 42 3,486 - 3,015 86.5 2,129 658 231 78 40 94 87 886 4 - - 8 - 5 22 30 3 25 11 56 5 5 - - 35 67 8 - 15 -

南 部 保 健 所 8 111 4,416 863 3,998 90.5 2,777 812 350 223 20 109 123 1,221 4 1 49 11 1 2 30 33 9 35 20 30 4 10 - 1 72 143 7 - 13 -

西 原 町 - 12 394 100 361 91.6 220 94 26 40 - 5 12 141 - - 13 - - - 2 - 1 1 3 1 - - - - 9 24 - - 3 -

浦 添 市 - 36 1,495 - 1,349 90.2 1,008 203 98 61 8 26 25 341 - - 16 2 - - 8 4 5 6 3 10 2 4 - - 22 34 4 - - -

豊 見 城 市 - 15 899 203 832 92.5 609 122 67 56 4 18 23 223 1 - 11 5 - - 6 7 - 11 3 6 - - - 1 14 32 1 - 3 -

糸 満 市 - 20 801 126 724 90.4 549 99 25 21 4 29 26 175 - 1 2 - - 2 11 7 1 9 1 7 1 4 - - 9 20 1 - 4 -

八 重 瀬 町 - 11 442 326 393 88.9 274 97 28 14 2 12 8 119 2 - 1 1 - - - 6 1 - 3 2 - 1 - - 8 11 - - - -

南 城 市

与 那 原 町 - 10 266 95 238 89.5 54 183 76 27 1 17 29 184 1 - 4 3 1 - 3 9 1 8 7 3 1 1 - - 9 19 1 - 3 -

南 風 原 町

久 米 島 町 3 - 76 8 65 85.5 38 9 27 2 - 1 - 27 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - -

渡 嘉 敷 村 2 - 10 - 8 80.0 7 - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

座 間 味 村 2 - 12 - 11 91.7 4 3 2 1 1 1 - 7 - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - -

粟 国 村 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

渡 名 喜 村 - 2 2 - 2 100.0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

南 大 東 村 - 2 15 5 11 73.3 10 - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

北 大 東 村 - 2 4 - 4 100.0 2 2 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

宮 古 保 健 所 4 28 610 177 574 94.1 383 97 44 23 1 20 43 191 2 - 5 10 - - 4 - 2 5 3 6 - 1 - - 21 23 1 - 4 -

宮 古 島 市 - 28 599 175 565 94.3 376 96 43 22 1 20 43 189 2 - 5 10 - - 4 - 2 5 3 6 - 1 - - 21 22 1 - 4 -

多 良 間 村 4 - 11 2 9 81.8 7 1 1 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -

八 重 山 保 健 所 23 13 734 130 685 93.3 357 209 68 63 5 15 49 328 - - 13 2 - 1 - 2 - 7 2 14 1 6 - - 8 59 2 - 15 -

石 垣 市 18 - 660 130 624 94.5 315 200 61 59 5 14 47 309 - - 10 2 - 1 - 2 - 7 2 13 1 6 - - 7 57 2 - 15 -

竹 富 町 5 10 51 - 42 82.4 28 5 5 3 - 1 2 14 - - 2 - - - - - - - - 1 - - - - 1 2 - - - -

与 那 国 町 - 3 23 - 19 82.6 14 4 2 1 - - - 5 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

注）粟国村に関しては対象児なし。
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対象外児を除いた集計  平成26年度　１歳６か月児健康診査 市町村別統計（歯科）　№１
実施年月日　2014/4/1 ～ 2015/3/31

市町村名

対象者数
受診者数
①～⑦

受診率
（％）

むし歯のない者（人） むし歯のある者（人） 現在歯数（本） 一人平均（本） むし歯の内訳（本） むし歯の内訳（％） 間食時間（人）

Ｏ１

①

Ｏ２

②

記入
もれ
③

計
(％)

④～⑦

型別分類 型別分類（％）

計
⑧＝⑨＋⑩

健全歯数
⑨

むし歯総数（％）
⑩＝⑪＋⑫＋⑬

むし歯 処置歯
未処置
歯　数
⑪

処置歯数

⑫

不　詳

⑬
未処置歯 処置歯 不　詳

決めて
い　る

決めて
いない

記入
もれ

Ａ

④

Ｂ

⑤

Ｃ

⑥

記入
もれ
⑦

Ａ Ｂ Ｃ 記入
もれ

計 14,603 12,868 88.1 7,012 5,441 21 394 3.1 345 35 14 - 87.6 8.9 3.6 - 187,930 186,803 1,127 0.6 0.1 0.0 1,116 11 - 99.0 1.0 - 10,503 2,318 47

北 部 保 健 所 1,102 958 86.9 517 404 1 36 3.8 29 6 1 - 80.6 16.7 2.8 - 13,994 13,874 120 0.9 0.1 - 120 - - 100.0 - - 779 176 3

国 頭 村 40 39 97.5 6 32 - 1 2.6 - - 1 - - - 100.0 - 580 579 1 0.2 0.0 - 1 - - 100.0 - - 31 8 -

大 宜 味 村 27 24 88.9 22 2 - - - - - - - - - - - 363 363 - - - - - - - - - - 17 7 -

東 村 10 8 80.0 3 4 1 - - - - - - - - - - 110 110 - - - - - - - - - - 5 3 -

今 帰 仁 村 80 78 97.5 46 32 - - - - - - - - - - - 1,083 1,083 - - - - - - - - - - 60 18 -

本 部 町 144 125 86.8 114 6 - 5 4.0 5 - - - 100.0 - - - 1,752 1,740 12 0.7 0.1 - 12 - - 100.0 - - 103 22 -

名 護 市 737 628 85.2 288 310 - 30 4.8 24 6 - - 80.0 20.0 - - 9,266 9,159 107 1.2 0.2 - 107 - - 100.0 - - 518 107 3

伊 江 村 36 31 86.1 26 5 - - - - - - - - - - - 453 453 - - - - - - - - - - 27 4 -

伊 平 屋 村 9 9 100.0 9 - - - - - - - - - - - - 140 140 - - - - - - - - - - 6 3 -

伊 是 名 村 19 16 84.2 3 13 - - - - - - - - - - - 247 247 - - - - - - - - - - 12 4 -

中 部 保 健 所 4,255 3,652 85.8 1,830 1,699 8 115 3.1 104 8 3 - 90.4 7.0 2.6 - 52,612 52,285 327 0.6 0.1 0.0 324 3 - 99.1 0.9 - 2,936 702 14

恩 納 村 118 106 89.8 62 43 - 1 0.9 1 - - - 100.0 - - - 1,477 1,473 4 0.3 0.0 - 4 - - 100.0 - - 84 21 1

宜 野 座 村 93 84 90.3 65 18 - 1 1.2 1 - - - 100.0 - - - 1,246 1,244 2 0.2 0.0 - 2 - - 100.0 - - 68 16 -

金 武 町 136 117 86.0 57 55 - 5 4.3 5 - - - 100.0 - - - 1,738 1,725 13 0.7 0.1 - 13 - - 100.0 - - 94 23 -

う る ま 市 1,289 1,052 81.6 386 620 1 45 4.3 42 2 1 - 93.3 4.4 2.2 - 15,157 15,041 116 0.8 0.1 - 116 - - 100.0 - - 812 232 8

沖 縄 市 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

読 谷 村 486 430 88.5 282 140 - 8 1.9 7 1 - - 87.5 12.5 - - 6,043 6,020 23 0.4 0.1 - 23 - - 100.0 - - 341 89 -

嘉 手 納 町 162 146 90.1 129 7 4 6 4.1 5 1 - - 83.3 16.7 - - 2,123 2,106 17 0.8 0.1 - 17 - - 100.0 - - 122 23 1

北 谷 町 326 283 86.8 149 129 - 5 1.8 5 - - - 100.0 - - - 4,221 4,207 14 0.3 0.0 - 14 - - 100.0 - - 224 57 2

北 中 城 村 188 161 85.6 37 117 - 7 4.3 6 - 1 - 85.7 - 14.3 - 2,406 2,389 17 0.7 0.1 - 17 - - 100.0 - - 114 47 -

中 城 村 220 196 89.1 154 39 1 2 1.0 2 - - - 100.0 - - - 2,784 2,778 6 0.2 0.0 - 6 - - 100.0 - - 177 19 -

宜 野 湾 市 1,237 1,077 87.1 509 531 2 35 3.2 30 4 1 - 85.7 11.4 2.9 - 15,417 15,302 115 0.7 0.1 0.0 112 3 - 97.4 2.6 - 900 175 2

那 覇 市 保 健 所 3,486 3,015 86.5 1,803 1,122 3 87 2.9 73 10 4 - 83.9 11.5 4.6 - 45,464 45,215 249 0.5 0.1 0.0 244 5 - 98.0 2.0 - 2,490 517 8

南 部 保 健 所 4,416 3,998 90.5 2,374 1,506 9 109 2.7 97 6 6 - 89.0 5.5 5.5 - 57,952 57,642 310 0.5 0.1 0.0 308 2 - 99.4 0.6 - 3,285 696 17

西 原 町 394 361 91.6 188 157 4 12 3.3 11 1 - - 91.7 8.3 - - 5,253 5,218 35 0.7 0.1 - 35 - - 100.0 - - 294 66 1

浦 添 市 1,495 1,349 90.2 672 634 2 41 3.0 35 2 4 - 85.4 4.9 9.8 - 19,483 19,372 111 0.6 0.1 0.0 110 1 - 99.1 0.9 - 1,124 219 6

豊 見 城 市 899 832 92.5 491 320 - 21 2.5 18 2 1 - 85.7 9.5 4.8 - 12,389 12,324 65 0.5 0.1 - 65 - - 100.0 - - 686 141 5

糸 満 市 801 724 90.4 512 193 2 17 2.3 16 1 - - 94.1 5.9 - - 10,526 10,474 52 0.5 0.1 - 52 - - 100.0 - - 573 151 -

八 重 瀬 町 442 393 88.9 273 113 - 7 1.8 7 - - - 100.0 - - - 5,471 5,454 17 0.3 0.0 0.0 16 1 - 94.1 5.9 - 322 66 5

南 城 市

与 那 原 町 266 238 89.5 150 80 1 7 2.9 7 - - - 100.0 - - - 3,348 3,329 19 0.6 0.1 - 19 - - 100.0 - - 200 38 -

南 風 原 町

久 米 島 町 76 65 85.5 58 3 - 4 6.2 3 - 1 - 75.0 - 25.0 - 928 917 11 1.2 0.2 - 11 - - 100.0 - - 56 9 -

渡 嘉 敷 村 10 8 80.0 6 2 - - - - - - - - - - - 130 130 - - - - - - - - - - 8 - -

座 間 味 村 12 11 91.7 11 - - - - - - - - - - - - 172 172 - - - - - - - - - - 9 2 -

粟 国 村 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

渡 名 喜 村 2 2 100.0 1 1 - - - - - - - - - - - 29 29 - - - - - - - - - - 1 1 -

南 大 東 村 15 11 73.3 8 3 - - - - - - - - - - - 159 159 - - - - - - - - - - 9 2 -

北 大 東 村 4 4 100.0 4 - - - - - - - - - - - - 64 64 - - - - - - - - - - 3 1 -

宮 古 保 健 所 610 563 92.3 435 111 - 17 3.0 14 3 - - 82.4 17.6 - - 7,998 7,950 48 0.6 0.1 0.0 47 1 - 97.9 2.1 - 448 114 1

宮 古 島 市 599 555 92.7 428 110 - 17 3.1 14 3 - - 82.4 17.6 - - 7,887 7,839 48 0.6 0.1 0.0 47 1 - 97.9 2.1 - 441 113 1

多 良 間 村 11 8 72.7 7 1 - - - - - - - - - - - 111 111 - - - - - - - - - - 7 1 -

八 重 山 保 健 所 734 682 92.9 53 599 - 30 4.4 28 2 - - 93.3 6.7 - - 9,910 9,837 73 0.7 0.1 - 73 - - 100.0 - - 565 113 4

石 垣 市 660 621 94.1 49 547 - 25 4.0 24 1 - - 96.0 4.0 - - 9,024 8,967 57 0.6 0.1 - 57 - - 100.0 - - 520 97 4

竹 富 町 51 42 82.4 3 36 - 3 7.1 3 - - - 100.0 - - - 606 598 8 1.3 0.2 - 8 - - 100.0 - - 27 15 -

与 那 国 町 23 19 82.6 1 16 - 2 10.5 1 1 - - 50.0 50.0 - - 280 272 8 2.9 0.4 - 8 - - 100.0 - - 18 1 -

注）むし歯の本数とむし歯の内訳とは異なる場合がある。
注）沖縄市に関しては歯科情報の提供なし。
注）粟国村に関しては対象児なし。
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対象外児を除いた集計  平成26年度　１歳６か月児健康診査 市町村別統計（歯科）　№１
実施年月日　2014/4/1 ～ 2015/3/31

市町村名

対象者数
受診者数
①～⑦

受診率
（％）

むし歯のない者（人） むし歯のある者（人） 現在歯数（本） 一人平均（本） むし歯の内訳（本） むし歯の内訳（％） 間食時間（人）

Ｏ１

①

Ｏ２

②

記入
もれ
③

計
(％)

④～⑦

型別分類 型別分類（％）

計
⑧＝⑨＋⑩

健全歯数
⑨

むし歯総数（％）
⑩＝⑪＋⑫＋⑬

むし歯 処置歯
未処置
歯　数
⑪

処置歯数

⑫

不　詳

⑬
未処置歯 処置歯 不　詳

決めて
い　る

決めて
いない

記入
もれ

Ａ

④

Ｂ

⑤

Ｃ

⑥

記入
もれ
⑦

Ａ Ｂ Ｃ 記入
もれ

計 14,603 12,868 88.1 7,012 5,441 21 394 3.1 345 35 14 - 87.6 8.9 3.6 - 187,930 186,803 1,127 0.6 0.1 0.0 1,116 11 - 99.0 1.0 - 10,503 2,318 47

北 部 保 健 所 1,102 958 86.9 517 404 1 36 3.8 29 6 1 - 80.6 16.7 2.8 - 13,994 13,874 120 0.9 0.1 - 120 - - 100.0 - - 779 176 3

国 頭 村 40 39 97.5 6 32 - 1 2.6 - - 1 - - - 100.0 - 580 579 1 0.2 0.0 - 1 - - 100.0 - - 31 8 -

大 宜 味 村 27 24 88.9 22 2 - - - - - - - - - - - 363 363 - - - - - - - - - - 17 7 -

東 村 10 8 80.0 3 4 1 - - - - - - - - - - 110 110 - - - - - - - - - - 5 3 -

今 帰 仁 村 80 78 97.5 46 32 - - - - - - - - - - - 1,083 1,083 - - - - - - - - - - 60 18 -

本 部 町 144 125 86.8 114 6 - 5 4.0 5 - - - 100.0 - - - 1,752 1,740 12 0.7 0.1 - 12 - - 100.0 - - 103 22 -

名 護 市 737 628 85.2 288 310 - 30 4.8 24 6 - - 80.0 20.0 - - 9,266 9,159 107 1.2 0.2 - 107 - - 100.0 - - 518 107 3

伊 江 村 36 31 86.1 26 5 - - - - - - - - - - - 453 453 - - - - - - - - - - 27 4 -

伊 平 屋 村 9 9 100.0 9 - - - - - - - - - - - - 140 140 - - - - - - - - - - 6 3 -

伊 是 名 村 19 16 84.2 3 13 - - - - - - - - - - - 247 247 - - - - - - - - - - 12 4 -

中 部 保 健 所 4,255 3,652 85.8 1,830 1,699 8 115 3.1 104 8 3 - 90.4 7.0 2.6 - 52,612 52,285 327 0.6 0.1 0.0 324 3 - 99.1 0.9 - 2,936 702 14

恩 納 村 118 106 89.8 62 43 - 1 0.9 1 - - - 100.0 - - - 1,477 1,473 4 0.3 0.0 - 4 - - 100.0 - - 84 21 1

宜 野 座 村 93 84 90.3 65 18 - 1 1.2 1 - - - 100.0 - - - 1,246 1,244 2 0.2 0.0 - 2 - - 100.0 - - 68 16 -

金 武 町 136 117 86.0 57 55 - 5 4.3 5 - - - 100.0 - - - 1,738 1,725 13 0.7 0.1 - 13 - - 100.0 - - 94 23 -

う る ま 市 1,289 1,052 81.6 386 620 1 45 4.3 42 2 1 - 93.3 4.4 2.2 - 15,157 15,041 116 0.8 0.1 - 116 - - 100.0 - - 812 232 8

沖 縄 市 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

読 谷 村 486 430 88.5 282 140 - 8 1.9 7 1 - - 87.5 12.5 - - 6,043 6,020 23 0.4 0.1 - 23 - - 100.0 - - 341 89 -

嘉 手 納 町 162 146 90.1 129 7 4 6 4.1 5 1 - - 83.3 16.7 - - 2,123 2,106 17 0.8 0.1 - 17 - - 100.0 - - 122 23 1

北 谷 町 326 283 86.8 149 129 - 5 1.8 5 - - - 100.0 - - - 4,221 4,207 14 0.3 0.0 - 14 - - 100.0 - - 224 57 2

北 中 城 村 188 161 85.6 37 117 - 7 4.3 6 - 1 - 85.7 - 14.3 - 2,406 2,389 17 0.7 0.1 - 17 - - 100.0 - - 114 47 -

中 城 村 220 196 89.1 154 39 1 2 1.0 2 - - - 100.0 - - - 2,784 2,778 6 0.2 0.0 - 6 - - 100.0 - - 177 19 -

宜 野 湾 市 1,237 1,077 87.1 509 531 2 35 3.2 30 4 1 - 85.7 11.4 2.9 - 15,417 15,302 115 0.7 0.1 0.0 112 3 - 97.4 2.6 - 900 175 2

那 覇 市 保 健 所 3,486 3,015 86.5 1,803 1,122 3 87 2.9 73 10 4 - 83.9 11.5 4.6 - 45,464 45,215 249 0.5 0.1 0.0 244 5 - 98.0 2.0 - 2,490 517 8

南 部 保 健 所 4,416 3,998 90.5 2,374 1,506 9 109 2.7 97 6 6 - 89.0 5.5 5.5 - 57,952 57,642 310 0.5 0.1 0.0 308 2 - 99.4 0.6 - 3,285 696 17

西 原 町 394 361 91.6 188 157 4 12 3.3 11 1 - - 91.7 8.3 - - 5,253 5,218 35 0.7 0.1 - 35 - - 100.0 - - 294 66 1

浦 添 市 1,495 1,349 90.2 672 634 2 41 3.0 35 2 4 - 85.4 4.9 9.8 - 19,483 19,372 111 0.6 0.1 0.0 110 1 - 99.1 0.9 - 1,124 219 6

豊 見 城 市 899 832 92.5 491 320 - 21 2.5 18 2 1 - 85.7 9.5 4.8 - 12,389 12,324 65 0.5 0.1 - 65 - - 100.0 - - 686 141 5

糸 満 市 801 724 90.4 512 193 2 17 2.3 16 1 - - 94.1 5.9 - - 10,526 10,474 52 0.5 0.1 - 52 - - 100.0 - - 573 151 -

八 重 瀬 町 442 393 88.9 273 113 - 7 1.8 7 - - - 100.0 - - - 5,471 5,454 17 0.3 0.0 0.0 16 1 - 94.1 5.9 - 322 66 5

南 城 市

与 那 原 町 266 238 89.5 150 80 1 7 2.9 7 - - - 100.0 - - - 3,348 3,329 19 0.6 0.1 - 19 - - 100.0 - - 200 38 -

南 風 原 町

久 米 島 町 76 65 85.5 58 3 - 4 6.2 3 - 1 - 75.0 - 25.0 - 928 917 11 1.2 0.2 - 11 - - 100.0 - - 56 9 -

渡 嘉 敷 村 10 8 80.0 6 2 - - - - - - - - - - - 130 130 - - - - - - - - - - 8 - -

座 間 味 村 12 11 91.7 11 - - - - - - - - - - - - 172 172 - - - - - - - - - - 9 2 -

粟 国 村 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

渡 名 喜 村 2 2 100.0 1 1 - - - - - - - - - - - 29 29 - - - - - - - - - - 1 1 -

南 大 東 村 15 11 73.3 8 3 - - - - - - - - - - - 159 159 - - - - - - - - - - 9 2 -

北 大 東 村 4 4 100.0 4 - - - - - - - - - - - - 64 64 - - - - - - - - - - 3 1 -

宮 古 保 健 所 610 563 92.3 435 111 - 17 3.0 14 3 - - 82.4 17.6 - - 7,998 7,950 48 0.6 0.1 0.0 47 1 - 97.9 2.1 - 448 114 1

宮 古 島 市 599 555 92.7 428 110 - 17 3.1 14 3 - - 82.4 17.6 - - 7,887 7,839 48 0.6 0.1 0.0 47 1 - 97.9 2.1 - 441 113 1

多 良 間 村 11 8 72.7 7 1 - - - - - - - - - - - 111 111 - - - - - - - - - - 7 1 -

八 重 山 保 健 所 734 682 92.9 53 599 - 30 4.4 28 2 - - 93.3 6.7 - - 9,910 9,837 73 0.7 0.1 - 73 - - 100.0 - - 565 113 4

石 垣 市 660 621 94.1 49 547 - 25 4.0 24 1 - - 96.0 4.0 - - 9,024 8,967 57 0.6 0.1 - 57 - - 100.0 - - 520 97 4

竹 富 町 51 42 82.4 3 36 - 3 7.1 3 - - - 100.0 - - - 606 598 8 1.3 0.2 - 8 - - 100.0 - - 27 15 -

与 那 国 町 23 19 82.6 1 16 - 2 10.5 1 1 - - 50.0 50.0 - - 280 272 8 2.9 0.4 - 8 - - 100.0 - - 18 1 -

注）むし歯の本数とむし歯の内訳とは異なる場合がある。
注）沖縄市に関しては歯科情報の提供なし。
注）粟国村に関しては対象児なし。
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対象外児を除いた集計 平成26年度　１歳６か月児健康診査 市町村別統計（歯科）　№２
実施年月日　2014/4/1 ～ 2015/3/31

市町村名

歯口清掃状態（人） 軟組織の疾患（人） 不正咬合（人） 口腔習癖（人） その他の異常（人） 指示事項（実人員）

良好 普通 不良
記入
もれ

なし

あり内訳（複数選択）
う　ち
実人員

記入
もれ

なし あり
記入
もれ

なし

 あり内訳（複数選択）
う　ち
実人員

記入
もれ

なし あり
記入
もれ

計

１ ２ ３ ４ ５ ６

小帯 歯肉 その他 不詳
指しゃ
ぶり

おしゃ
ぶり

その他 不　詳
問題
なし

要助言 要経観 要精密
検　査

要治療 治療中

計 7,041 5,243 529 55 12,267 528 16 7 9 558 43 12,203 609 56 10,842 1,164 578 223 30 1,961 65 12,390 274 204 12,868 7,326 3,724 1,601 17 195 5

北 部 保 健 所 520 415 20 3 942 12 1 - - 13 3 903 48 7 772 73 43 70 1 181 5 937 14 7 958 549 336 49 - 23 1

国 頭 村 6 33 - - 39 - - - - - - 37 2 - 30 5 2 2 - 9 - 39 - - 39 19 11 8 - 1 -

大 宜 味 村 22 2 - - 24 - - - - - - 24 - - 24 - - - - - - 24 - - 24 21 3 - - - -

東 村 3 4 - 1 7 - - - - - 1 6 - 2 5 2 - - - 2 1 6 - 2 8 7 1 - - - -

今 帰 仁 村 46 32 - - 78 - - - - - - 78 - - 62 9 6 - 1 16 - 76 1 1 78 75 1 2 - - -

本 部 町 116 9 - - 125 - - - - - - 125 - - 125 - - - - - - 125 - - 125 120 1 4 - - -

名 護 市 289 319 18 2 615 11 - - - 11 2 578 45 5 473 56 34 68 - 152 3 614 10 4 628 260 314 31 - 22 1

伊 江 村 26 5 - - 29 1 1 - - 2 - 31 - - 29 - 1 - - 1 1 29 2 - 31 27 1 3 - - -

伊 平 屋 村 9 - - - 9 - - - - - - 9 - - 9 - - - - - - 9 - - 9 8 1 - - - -

伊 是 名 村 3 11 2 - 16 - - - - - - 15 1 - 15 1 - - - 1 - 15 1 - 16 12 3 1 - - -

中 部 保 健 所 1,838 1,641 148 25 3,407 217 5 5 3 228 17 3,412 220 20 2,979 347 228 76 5 647 26 3,499 107 46 3,652 1,735 1,165 678 2 69 3

恩 納 村 62 44 - - 106 - - - - - - 105 1 - 96 5 4 - - 9 1 104 2 - 106 88 10 8 - - -

宜 野 座 村 65 18 1 - 79 4 - - 1 5 - 73 11 - 72 7 4 1 1 12 - 73 10 1 84 44 10 30 - - -

金 武 町 57 58 2 - 116 - - 1 - 1 - 112 5 - 92 17 7 - 1 25 - 107 8 2 117 46 38 33 - - -

う る ま 市 386 644 18 4 1,020 27 1 - 2 29 3 997 52 3 789 135 89 38 2 260 3 1,012 29 11 1,052 336 493 186 1 35 1

沖 縄 市 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

読 谷 村 286 130 14 - 425 4 - 1 - 5 - 420 10 - 383 31 13 2 - 46 1 423 3 4 430 284 111 29 - 6 -

嘉 手 納 町 131 11 - 4 135 11 - - - 11 - 137 9 - 122 12 12 - - 24 - 141 4 1 146 119 9 13 - 5 -

北 谷 町 149 103 30 1 253 22 - 1 - 23 7 264 8 11 222 29 18 3 - 49 12 264 4 15 283 176 65 39 - 2 1

北 中 城 村 37 122 1 1 151 10 - - - 10 - 155 6 - 121 15 19 6 - 40 - 161 - - 161 41 70 47 - 3 -

中 城 村 155 40 - 1 180 15 - - - 15 1 176 19 1 151 20 16 6 - 42 3 182 13 1 196 45 78 71 1 1 -

宜 野 湾 市 510 471 82 14 942 124 4 2 - 129 6 973 99 5 931 76 46 20 1 140 6 1,032 34 11 1,077 556 281 222 - 17 1

那 覇 市 保 健 所 1,809 1,089 108 9 2,920 79 5 1 2 87 8 2,915 94 6 2,666 237 76 20 12 341 8 2,906 36 73 3,015 1,976 785 205 6 42 1

南 部 保 健 所 2,378 1,406 197 17 3,809 172 4 1 2 179 10 3,828 159 11 3,339 407 181 55 10 640 19 3,874 71 53 3,998 2,426 1,062 463 9 38 -

西 原 町 188 164 5 4 354 4 - - - 4 3 340 21 - 281 45 19 6 7 76 4 351 2 8 361 199 102 56 1 3 -

浦 添 市 672 581 88 8 1,307 35 3 - 2 40 2 1,309 36 4 1,186 106 50 7 1 162 1 1,319 15 15 1,349 903 350 81 1 14 -

豊 見 城 市 491 288 53 - 790 39 1 1 - 41 1 790 38 4 667 116 44 9 - 164 1 810 4 18 832 436 277 107 3 9 -

糸 満 市 512 182 26 4 677 44 - - - 44 3 700 22 2 602 79 31 7 2 116 6 697 22 5 724 527 134 54 3 6 -

八 重 瀬 町 274 101 18 - 367 26 - - - 26 - 356 37 - 295 46 30 21 - 95 3 368 23 2 393 104 154 134 - 1 -

南 城 市

与 那 原 町 152 79 6 1 213 24 - - - 24 1 234 3 1 215 9 6 4 - 19 4 229 4 5 238 169 40 23 1 5 -

南 風 原 町

久 米 島 町 59 6 - - 65 - - - - - - 64 1 - 63 2 - - - 2 - 64 1 - 65 59 - 6 - - -

渡 嘉 敷 村 6 1 1 - 8 - - - - - - 7 1 - 7 - - 1 - 1 - 8 - - 8 5 2 1 - - -

座 間 味 村 11 - - - 11 - - - - - - 11 - - 7 4 - - - 4 - 11 - - 11 8 2 1 - - -

粟 国 村 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

渡 名 喜 村 1 1 - - 2 - - - - - - 2 - - 1 - 1 - - 1 - 2 - - 2 1 1 - - - -

南 大 東 村 8 3 - - 11 - - - - - - 11 - - 11 - - - - - - 11 - - 11 11 - - - - -

北 大 東 村 4 - - - 4 - - - - - - 4 - - 4 - - - - - - 4 - - 4 4 - - - - -

宮 古 保 健 所 443 114 6 - 545 16 1 - 1 18 - 551 10 2 530 13 13 - 1 27 6 546 11 6 563 474 56 30 - 3 -

宮 古 島 市 436 113 6 - 541 12 1 - 1 14 - 545 9 1 525 13 13 - 1 27 3 542 9 4 555 468 54 30 - 3 -

多 良 間 村 7 1 - - 4 4 - - - 4 - 6 1 1 5 - - - - - 3 4 2 2 8 6 2 - - - -

八 重 山 保 健 所 53 578 50 1 644 32 - - 1 33 5 594 78 10 556 87 37 2 1 125 1 628 35 19 682 166 320 176 - 20 -

石 垣 市 49 527 45 - 590 28 - - - 28 3 548 72 1 503 83 34 2 - 117 1 580 32 9 621 148 295 161 - 17 -

竹 富 町 3 34 5 - 37 4 - - 1 5 - 40 2 - 37 4 1 - - 5 - 42 - - 42 11 21 9 - 1 -

与 那 国 町 1 17 - 1 17 - - - - - 2 6 4 9 16 - 2 - 1 3 - 6 3 10 19 7 4 6 - 2 -

〇総合判定（実人員）は複数選択の場合、４要精密検査を優先とし、それ以降は項目番号６、５、３、２、１の順に採用。 
注）沖縄市に関しては歯科情報の提供なし。
注）粟国村に関しては対象児なし。
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対象外児を除いた集計 平成26年度　１歳６か月児健康診査 市町村別統計（歯科）　№２
実施年月日　2014/4/1 ～ 2015/3/31

市町村名

歯口清掃状態（人） 軟組織の疾患（人） 不正咬合（人） 口腔習癖（人） その他の異常（人） 指示事項（実人員）

良好 普通 不良
記入
もれ

なし

あり内訳（複数選択）
う　ち
実人員

記入
もれ

なし あり
記入
もれ

なし

 あり内訳（複数選択）
う　ち
実人員

記入
もれ

なし あり
記入
もれ

計

１ ２ ３ ４ ５ ６

小帯 歯肉 その他 不詳
指しゃ
ぶり

おしゃ
ぶり

その他 不　詳
問題
なし

要助言 要経観 要精密
検　査

要治療 治療中

計 7,041 5,243 529 55 12,267 528 16 7 9 558 43 12,203 609 56 10,842 1,164 578 223 30 1,961 65 12,390 274 204 12,868 7,326 3,724 1,601 17 195 5

北 部 保 健 所 520 415 20 3 942 12 1 - - 13 3 903 48 7 772 73 43 70 1 181 5 937 14 7 958 549 336 49 - 23 1

国 頭 村 6 33 - - 39 - - - - - - 37 2 - 30 5 2 2 - 9 - 39 - - 39 19 11 8 - 1 -

大 宜 味 村 22 2 - - 24 - - - - - - 24 - - 24 - - - - - - 24 - - 24 21 3 - - - -

東 村 3 4 - 1 7 - - - - - 1 6 - 2 5 2 - - - 2 1 6 - 2 8 7 1 - - - -

今 帰 仁 村 46 32 - - 78 - - - - - - 78 - - 62 9 6 - 1 16 - 76 1 1 78 75 1 2 - - -

本 部 町 116 9 - - 125 - - - - - - 125 - - 125 - - - - - - 125 - - 125 120 1 4 - - -

名 護 市 289 319 18 2 615 11 - - - 11 2 578 45 5 473 56 34 68 - 152 3 614 10 4 628 260 314 31 - 22 1

伊 江 村 26 5 - - 29 1 1 - - 2 - 31 - - 29 - 1 - - 1 1 29 2 - 31 27 1 3 - - -

伊 平 屋 村 9 - - - 9 - - - - - - 9 - - 9 - - - - - - 9 - - 9 8 1 - - - -

伊 是 名 村 3 11 2 - 16 - - - - - - 15 1 - 15 1 - - - 1 - 15 1 - 16 12 3 1 - - -

中 部 保 健 所 1,838 1,641 148 25 3,407 217 5 5 3 228 17 3,412 220 20 2,979 347 228 76 5 647 26 3,499 107 46 3,652 1,735 1,165 678 2 69 3

恩 納 村 62 44 - - 106 - - - - - - 105 1 - 96 5 4 - - 9 1 104 2 - 106 88 10 8 - - -

宜 野 座 村 65 18 1 - 79 4 - - 1 5 - 73 11 - 72 7 4 1 1 12 - 73 10 1 84 44 10 30 - - -

金 武 町 57 58 2 - 116 - - 1 - 1 - 112 5 - 92 17 7 - 1 25 - 107 8 2 117 46 38 33 - - -

う る ま 市 386 644 18 4 1,020 27 1 - 2 29 3 997 52 3 789 135 89 38 2 260 3 1,012 29 11 1,052 336 493 186 1 35 1

沖 縄 市 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

読 谷 村 286 130 14 - 425 4 - 1 - 5 - 420 10 - 383 31 13 2 - 46 1 423 3 4 430 284 111 29 - 6 -

嘉 手 納 町 131 11 - 4 135 11 - - - 11 - 137 9 - 122 12 12 - - 24 - 141 4 1 146 119 9 13 - 5 -

北 谷 町 149 103 30 1 253 22 - 1 - 23 7 264 8 11 222 29 18 3 - 49 12 264 4 15 283 176 65 39 - 2 1

北 中 城 村 37 122 1 1 151 10 - - - 10 - 155 6 - 121 15 19 6 - 40 - 161 - - 161 41 70 47 - 3 -

中 城 村 155 40 - 1 180 15 - - - 15 1 176 19 1 151 20 16 6 - 42 3 182 13 1 196 45 78 71 1 1 -

宜 野 湾 市 510 471 82 14 942 124 4 2 - 129 6 973 99 5 931 76 46 20 1 140 6 1,032 34 11 1,077 556 281 222 - 17 1

那 覇 市 保 健 所 1,809 1,089 108 9 2,920 79 5 1 2 87 8 2,915 94 6 2,666 237 76 20 12 341 8 2,906 36 73 3,015 1,976 785 205 6 42 1

南 部 保 健 所 2,378 1,406 197 17 3,809 172 4 1 2 179 10 3,828 159 11 3,339 407 181 55 10 640 19 3,874 71 53 3,998 2,426 1,062 463 9 38 -

西 原 町 188 164 5 4 354 4 - - - 4 3 340 21 - 281 45 19 6 7 76 4 351 2 8 361 199 102 56 1 3 -

浦 添 市 672 581 88 8 1,307 35 3 - 2 40 2 1,309 36 4 1,186 106 50 7 1 162 1 1,319 15 15 1,349 903 350 81 1 14 -

豊 見 城 市 491 288 53 - 790 39 1 1 - 41 1 790 38 4 667 116 44 9 - 164 1 810 4 18 832 436 277 107 3 9 -

糸 満 市 512 182 26 4 677 44 - - - 44 3 700 22 2 602 79 31 7 2 116 6 697 22 5 724 527 134 54 3 6 -

八 重 瀬 町 274 101 18 - 367 26 - - - 26 - 356 37 - 295 46 30 21 - 95 3 368 23 2 393 104 154 134 - 1 -

南 城 市

与 那 原 町 152 79 6 1 213 24 - - - 24 1 234 3 1 215 9 6 4 - 19 4 229 4 5 238 169 40 23 1 5 -

南 風 原 町

久 米 島 町 59 6 - - 65 - - - - - - 64 1 - 63 2 - - - 2 - 64 1 - 65 59 - 6 - - -

渡 嘉 敷 村 6 1 1 - 8 - - - - - - 7 1 - 7 - - 1 - 1 - 8 - - 8 5 2 1 - - -

座 間 味 村 11 - - - 11 - - - - - - 11 - - 7 4 - - - 4 - 11 - - 11 8 2 1 - - -

粟 国 村 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

渡 名 喜 村 1 1 - - 2 - - - - - - 2 - - 1 - 1 - - 1 - 2 - - 2 1 1 - - - -

南 大 東 村 8 3 - - 11 - - - - - - 11 - - 11 - - - - - - 11 - - 11 11 - - - - -

北 大 東 村 4 - - - 4 - - - - - - 4 - - 4 - - - - - - 4 - - 4 4 - - - - -

宮 古 保 健 所 443 114 6 - 545 16 1 - 1 18 - 551 10 2 530 13 13 - 1 27 6 546 11 6 563 474 56 30 - 3 -

宮 古 島 市 436 113 6 - 541 12 1 - 1 14 - 545 9 1 525 13 13 - 1 27 3 542 9 4 555 468 54 30 - 3 -

多 良 間 村 7 1 - - 4 4 - - - 4 - 6 1 1 5 - - - - - 3 4 2 2 8 6 2 - - - -

八 重 山 保 健 所 53 578 50 1 644 32 - - 1 33 5 594 78 10 556 87 37 2 1 125 1 628 35 19 682 166 320 176 - 20 -

石 垣 市 49 527 45 - 590 28 - - - 28 3 548 72 1 503 83 34 2 - 117 1 580 32 9 621 148 295 161 - 17 -

竹 富 町 3 34 5 - 37 4 - - 1 5 - 40 2 - 37 4 1 - - 5 - 42 - - 42 11 21 9 - 1 -

与 那 国 町 1 17 - 1 17 - - - - - 2 6 4 9 16 - 2 - 1 3 - 6 3 10 19 7 4 6 - 2 -

〇総合判定（実人員）は複数選択の場合、４要精密検査を優先とし、それ以降は項目番号６、５、３、２、１の順に採用。 
注）沖縄市に関しては歯科情報の提供なし。
注）粟国村に関しては対象児なし。
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対象外児を除いた集計   平成26年度　３歳児健康診査 市町村別統計（診察有所見分類）
実施年月日　2014/4/1 ～ 2015/3/31 　　単位：人　

市町村名

健診回数

対象者数
再通知

（別計）
受診者数

受診率
（％）

総　合　判　定　（実人員）

計

診　察　有　所　見　内　訳（複数選択） 検査結果

1 日 半日
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

発育 皮膚 頭頚部
顔面
・

口腔
眼

耳鼻
咽喉

胸部 腹部
そけい
外陰部

背部 四肢
神経
・

運動

精神
発達

言語
日常
習慣

その他
尿

検査
異常

視力
検査
異常

聴力
検査
異常

問題
なし

要相談 要経観 要精密
検　査

要治療 現　在
治療中

現　在
観察中

計 38 403 16,906 3,383 14,401 85.2 9,809 1,330 1,037 1,344 35 395 451 3,671 715 475 72 56 218 219 248 25 79 9 56 34 452 570 313  130 274 198 118

北 部 保 健 所 3 51 1,132 100 975 86.1 674 89 69 81 2 33 27 305 42 48 5 6 19 16 8 - 7 3 1 1 49 79 17     4 19 6 5

国 頭 村 - 6 50 10 43 86.0 28 10 2 2 - - 1 14 - - - - - - - - - - - - 9 3 2  - - - -

大 宜 味 村 - 4 33 6 33 100.0 19 7 3 3 - 1 - 12 1 4 - 1 - - - - - - - - 5 1 -  - - - -

東 村 - 4 9 4 8 88.9 5 - - 1 - - 2 3 - - - - - - - - - - - - 1 2 -  - - - -

今 帰 仁 村 - 6 79 26 75 94.9 45 7 5 11 - 6 1 24 5 3 - - 3 2 - - - - - - - 10 1  - 3 - 1

本 部 町 - 6 137 50 125 91.2 91 13 6 9 - 4 2 44 3 8 - - 4 1 - - 1 - - - 6 19 2  - 1 1 1

名 護 市 - 19 746 - 626 83.9 441 48 47 50 2 18 20 187 31 26 5 5 12 11 5 - 6 2 1 1 28 41 9     4 13 4 2

伊 江 村 3 - 50 1 37 74.0 25 2 3 4 - 3 - 10 1 4 - - - 2 - - - - - - - 3 -  - 2 - 1

伊 平 屋 村 - 3 17 2 17 100.0 13 2 - 1 - - 1 7 1 1 - - - - 3 - - - - - - - 2  - - 1 -

伊 是 名 村 - 3 11 1 11 100.0 7 - 3 - - 1 - 4 - 2 - - - - - - - 1 - - - - 1  - - - -

中 部 保 健 所 - 143 6,017 1,873 4,983 82.8 3,360 445 399 494 12 130 143 1,435 269 145 35 23 87 95 63 8 35 2 25 15 187 216 170    60 61 73 60

恩 納 村 - 6 85 44 74 87.1 55 4 7 6 - - 2 8 1 2 - - - 1 - 1 1 - - - 1 1 -  - 3 1 -

宜 野 座 村 - 4 83 17 79 95.2 56 7 3 7 1 2 3 15 4 1 1 - 1 3 1 - - - - - 2 2 -  - - 1 1

金 武 町 - 4 153 11 149 97.4 103 10 20 9 - 5 2 32 7 3 - 1 4 1 1 1 - - 2 1 6 5 -  - 1 2 -

う る ま 市 - 32 1,395 1,094 78.4 612 212 92 106 2 28 42 415 64 48 13 7 19 30 11 1 4 - 4 4 38 72 73    27 19 12 13

沖 縄 市 - 24 1,692 570 1,399 82.7 884 131 127 168 5 48 36 526 89 39 11 8 25 33 25 3 21 - 11 6 76 76 76    27 13 33 29

読 谷 村 - 12 508 217 410 80.7 328 7 30 29 2 7 7 78 11 19 - 1 6 12 3 - 2 - 2 2 7 10 3  - 8 8 3

嘉 手 納 町 - 6 138 50 127 92.0 88 12 8 8 1 5 5 29 6 4 1 1 1 7 2 - - - - - 6 1 -  - - 2 4

北 谷 町 - 12 340 300 289 85.0 222 3 23 25 - 7 9 50 4 4 - 1 11 1 3 - - - - - 10 12 3     1 1 4 1

北 中 城 村 - 6 193 110 162 83.9 110 10 17 17 - 4 4 21 1 4 1 1 3 1 1 - 3 1 1 - 2 - -     2 2 2 1

中 城 村 - 7 233 80 196 84.1 157 5 8 20 - 2 4 34 6 3 - - 6 1 4 1 - 1 - - 6 4 1     1 3 5 -

宜 野 湾 市 - 30 1,197 474 1,004 83.9 745 44 64 99 1 22 29 227 76 18 8 3 11 5 12 1 4 - 5 2 33 33 14     2 11 3 8

那 覇 市 保 健 所 - 45 3,474 - 2,826 81.3 2,199 185 96 155 7 86 98 624 172 69 6 13 38 40 43 3 11 1 7 7 69 104 37     4 23 25 11

南 部 保 健 所 8 123 4,920 1,105 4,384 89.1 2,724 504 366 524 13 127 126 1,081 172 129 22 12 71 63 114 11 19 2 20 11 136 151 86    62 145 91 42

西 原 町 - 12 382 103 345 90.3 242 14 20 50 1 7 11 79 9 6 - 1 5 12 11 3 1 - 2 - 15 14 -  - 6 5 14

浦 添 市 - 36 1,473 - 1,293 87.8 759 166 76 204 3 43 42 396 62 53 3 2 7 12 66 3 2 2 6 3 58 48 66     3 65 38 4

豊 見 城 市 - 14 910 165 809 88.9 533 68 72 87 5 22 22 199 23 28 6 3 21 21 9 2 6 - 2 2 15 31 5    25 29 13 7

糸 満 市 - 20 808 117 737 91.2 410 145 81 56 3 25 17 109 24 17 12 1 13 5 8 1 2 - 1 - - 8 1    16 19 4 -

八 重 瀬 町 - 11 409 419 352 86.1 254 17 24 39 - 7 11 65 22 5 - 1 6 3 5 - - - 2 1 5 5 2     8 12 6 5

南 城 市

与 那 原 町 - 10 266 129 246 92.5 97 58 35 35 1 10 10 94 10 5 1 2 6 3 3 - 5 - 4 2 16 25 2    10 4 9 2

南 風 原 町 - 13 519 151 464 89.4 333 28 32 48 - 10 13 110 17 12 - 2 12 6 9 2 2 - 3 3 19 16 7  - 8 14 10

久 米 島 町 3 - 89 19 82 92.1 56 2 19 3 - 2 - 18 4 1 - - 1 1 2 - - - - - 6 2 1  - - 2 -

渡 嘉 敷 村 2 - 7 - 7 100.0 5 - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -  - 1 - -

座 間 味 村 2 - 16 - 14 87.5 14 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -  - - - -

粟 国 村 1 1 11 - 6 54.5 4 - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - -  - - - -

渡 名 喜 村 - 2 3 - 3 100.0 - 1 2 - - - - 5 1 1 - - - - 1 - - - - - 1 - 1  - - - -

南 大 東 村 - 2 19 2 18 94.7 13 2 1 1 - 1 - 3 - - - - - - - - - - - - 1 1 1  - 1 - -

北 大 東 村 - 2 8 - 8 100.0 4 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -

宮 古 保 健 所 4 28 634 203 586 92.4 420 28 62 38 - 8 30 122 36 29 1 - 3 5 9 2 3 - 2 - 10 19 3  - 14 3 -

宮 古 島 市 - 28 623 199 577 92.6 414 26 62 37 - 8 30 121 36 29 1 - 3 5 8 2 3 - 2 - 10 19 3  - 14 3 -

多 良 間 村 4 - 11 4 9 81.8 6 2 - 1 - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - -  - - - -

八 重 山 保 健 所 23 13 729 102 647 88.8 432 79 45 52 1 11 27 104 24 55 3 2 - - 11 1 4 1 1 - 1 1 -  - 12 - -

石 垣 市 18 - 647 101 573 88.6 372 75 40 51 1 11 23 92 21 50 3 2 - - 9 1 3 - 1 - 1 1 -  - 12 - -

竹 富 町 5 10 57 - 51 89.5 45 2 2 - - - 2 7 1 4 - - - - 1 - - 1 - - - - -  - - - -

与 那 国 町 - 3 25 1 23 92.0 15 2 3 1 - - 2 5 2 1 - - - - 1 - 1 - - - - - -  - - - -

〇総合判定（実人員）は複数選択の場合、４要精密検査を優先とし、それ以降は項目番号６、７、５、３、２、１の順に採用。
〇診察有所見内訳は複数選択であるが、総合判定数より少ない場合があるのは、総合判定が要相談（例　栄養相談）で、診察有所見 の記載なしがあるためである。
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対象外児を除いた集計   平成26年度　３歳児健康診査 市町村別統計（診察有所見分類）
実施年月日　2014/4/1 ～ 2015/3/31 　　単位：人　

市町村名

健診回数

対象者数
再通知

（別計）
受診者数

受診率
（％）

総　合　判　定　（実人員）

計

診　察　有　所　見　内　訳（複数選択） 検査結果

1 日 半日
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

発育 皮膚 頭頚部
顔面
・

口腔
眼

耳鼻
咽喉

胸部 腹部
そけい
外陰部

背部 四肢
神経
・

運動

精神
発達

言語
日常
習慣

その他
尿

検査
異常

視力
検査
異常

聴力
検査
異常

問題
なし

要相談 要経観 要精密
検　査

要治療 現　在
治療中

現　在
観察中

計 38 403 16,906 3,383 14,401 85.2 9,809 1,330 1,037 1,344 35 395 451 3,671 715 475 72 56 218 219 248 25 79 9 56 34 452 570 313  130 274 198 118

北 部 保 健 所 3 51 1,132 100 975 86.1 674 89 69 81 2 33 27 305 42 48 5 6 19 16 8 - 7 3 1 1 49 79 17     4 19 6 5

国 頭 村 - 6 50 10 43 86.0 28 10 2 2 - - 1 14 - - - - - - - - - - - - 9 3 2  - - - -

大 宜 味 村 - 4 33 6 33 100.0 19 7 3 3 - 1 - 12 1 4 - 1 - - - - - - - - 5 1 -  - - - -

東 村 - 4 9 4 8 88.9 5 - - 1 - - 2 3 - - - - - - - - - - - - 1 2 -  - - - -

今 帰 仁 村 - 6 79 26 75 94.9 45 7 5 11 - 6 1 24 5 3 - - 3 2 - - - - - - - 10 1  - 3 - 1

本 部 町 - 6 137 50 125 91.2 91 13 6 9 - 4 2 44 3 8 - - 4 1 - - 1 - - - 6 19 2  - 1 1 1

名 護 市 - 19 746 - 626 83.9 441 48 47 50 2 18 20 187 31 26 5 5 12 11 5 - 6 2 1 1 28 41 9     4 13 4 2

伊 江 村 3 - 50 1 37 74.0 25 2 3 4 - 3 - 10 1 4 - - - 2 - - - - - - - 3 -  - 2 - 1

伊 平 屋 村 - 3 17 2 17 100.0 13 2 - 1 - - 1 7 1 1 - - - - 3 - - - - - - - 2  - - 1 -

伊 是 名 村 - 3 11 1 11 100.0 7 - 3 - - 1 - 4 - 2 - - - - - - - 1 - - - - 1  - - - -

中 部 保 健 所 - 143 6,017 1,873 4,983 82.8 3,360 445 399 494 12 130 143 1,435 269 145 35 23 87 95 63 8 35 2 25 15 187 216 170    60 61 73 60

恩 納 村 - 6 85 44 74 87.1 55 4 7 6 - - 2 8 1 2 - - - 1 - 1 1 - - - 1 1 -  - 3 1 -

宜 野 座 村 - 4 83 17 79 95.2 56 7 3 7 1 2 3 15 4 1 1 - 1 3 1 - - - - - 2 2 -  - - 1 1

金 武 町 - 4 153 11 149 97.4 103 10 20 9 - 5 2 32 7 3 - 1 4 1 1 1 - - 2 1 6 5 -  - 1 2 -

う る ま 市 - 32 1,395 1,094 78.4 612 212 92 106 2 28 42 415 64 48 13 7 19 30 11 1 4 - 4 4 38 72 73    27 19 12 13

沖 縄 市 - 24 1,692 570 1,399 82.7 884 131 127 168 5 48 36 526 89 39 11 8 25 33 25 3 21 - 11 6 76 76 76    27 13 33 29

読 谷 村 - 12 508 217 410 80.7 328 7 30 29 2 7 7 78 11 19 - 1 6 12 3 - 2 - 2 2 7 10 3  - 8 8 3

嘉 手 納 町 - 6 138 50 127 92.0 88 12 8 8 1 5 5 29 6 4 1 1 1 7 2 - - - - - 6 1 -  - - 2 4

北 谷 町 - 12 340 300 289 85.0 222 3 23 25 - 7 9 50 4 4 - 1 11 1 3 - - - - - 10 12 3     1 1 4 1

北 中 城 村 - 6 193 110 162 83.9 110 10 17 17 - 4 4 21 1 4 1 1 3 1 1 - 3 1 1 - 2 - -     2 2 2 1

中 城 村 - 7 233 80 196 84.1 157 5 8 20 - 2 4 34 6 3 - - 6 1 4 1 - 1 - - 6 4 1     1 3 5 -

宜 野 湾 市 - 30 1,197 474 1,004 83.9 745 44 64 99 1 22 29 227 76 18 8 3 11 5 12 1 4 - 5 2 33 33 14     2 11 3 8

那 覇 市 保 健 所 - 45 3,474 - 2,826 81.3 2,199 185 96 155 7 86 98 624 172 69 6 13 38 40 43 3 11 1 7 7 69 104 37     4 23 25 11

南 部 保 健 所 8 123 4,920 1,105 4,384 89.1 2,724 504 366 524 13 127 126 1,081 172 129 22 12 71 63 114 11 19 2 20 11 136 151 86    62 145 91 42

西 原 町 - 12 382 103 345 90.3 242 14 20 50 1 7 11 79 9 6 - 1 5 12 11 3 1 - 2 - 15 14 -  - 6 5 14

浦 添 市 - 36 1,473 - 1,293 87.8 759 166 76 204 3 43 42 396 62 53 3 2 7 12 66 3 2 2 6 3 58 48 66     3 65 38 4

豊 見 城 市 - 14 910 165 809 88.9 533 68 72 87 5 22 22 199 23 28 6 3 21 21 9 2 6 - 2 2 15 31 5    25 29 13 7

糸 満 市 - 20 808 117 737 91.2 410 145 81 56 3 25 17 109 24 17 12 1 13 5 8 1 2 - 1 - - 8 1    16 19 4 -

八 重 瀬 町 - 11 409 419 352 86.1 254 17 24 39 - 7 11 65 22 5 - 1 6 3 5 - - - 2 1 5 5 2     8 12 6 5

南 城 市

与 那 原 町 - 10 266 129 246 92.5 97 58 35 35 1 10 10 94 10 5 1 2 6 3 3 - 5 - 4 2 16 25 2    10 4 9 2

南 風 原 町 - 13 519 151 464 89.4 333 28 32 48 - 10 13 110 17 12 - 2 12 6 9 2 2 - 3 3 19 16 7  - 8 14 10

久 米 島 町 3 - 89 19 82 92.1 56 2 19 3 - 2 - 18 4 1 - - 1 1 2 - - - - - 6 2 1  - - 2 -

渡 嘉 敷 村 2 - 7 - 7 100.0 5 - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -  - 1 - -

座 間 味 村 2 - 16 - 14 87.5 14 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -  - - - -

粟 国 村 1 1 11 - 6 54.5 4 - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - -  - - - -

渡 名 喜 村 - 2 3 - 3 100.0 - 1 2 - - - - 5 1 1 - - - - 1 - - - - - 1 - 1  - - - -

南 大 東 村 - 2 19 2 18 94.7 13 2 1 1 - 1 - 3 - - - - - - - - - - - - 1 1 1  - 1 - -

北 大 東 村 - 2 8 - 8 100.0 4 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -

宮 古 保 健 所 4 28 634 203 586 92.4 420 28 62 38 - 8 30 122 36 29 1 - 3 5 9 2 3 - 2 - 10 19 3  - 14 3 -

宮 古 島 市 - 28 623 199 577 92.6 414 26 62 37 - 8 30 121 36 29 1 - 3 5 8 2 3 - 2 - 10 19 3  - 14 3 -

多 良 間 村 4 - 11 4 9 81.8 6 2 - 1 - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - -  - - - -

八 重 山 保 健 所 23 13 729 102 647 88.8 432 79 45 52 1 11 27 104 24 55 3 2 - - 11 1 4 1 1 - 1 1 -  - 12 - -

石 垣 市 18 - 647 101 573 88.6 372 75 40 51 1 11 23 92 21 50 3 2 - - 9 1 3 - 1 - 1 1 -  - 12 - -

竹 富 町 5 10 57 - 51 89.5 45 2 2 - - - 2 7 1 4 - - - - 1 - - 1 - - - - -  - - - -

与 那 国 町 - 3 25 1 23 92.0 15 2 3 1 - - 2 5 2 1 - - - - 1 - 1 - - - - - -  - - - -

〇総合判定（実人員）は複数選択の場合、４要精密検査を優先とし、それ以降は項目番号６、７、５、３、２、１の順に採用。
〇診察有所見内訳は複数選択であるが、総合判定数より少ない場合があるのは、総合判定が要相談（例　栄養相談）で、診察有所見 の記載なしがあるためである。
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対象外児を除いた集計 平成26年度　３歳児健康診査 市町村別統計（ＩＣＤ－10分類）
実施年月日　2014/4/1～2015/3/31 単位：件　

市町村名

健診回数 対

象

者

数

再　

  　

通　

  　

知
（
別
計
）

受

診

者

数

受　

診　

率

（

％

）

総　　合　　判　　定 総　合　判　定　内　容　内　訳　（複数選択）

問

題

な

し

判定結果内訳（複数選択） う

ち

実

人

員

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

１

日

半

日

要

相

談

要

経

観

要

精

密

検

査

要

治

療

現

在

治

療

中

現

在

観

察

中

感

染

症

お

よ

び

寄

生

虫

症

新

生

物

血
液
お
よ
び
造
血
器
の

疾

患

な

ら

び

に

免

疫

機

構

の

障

害

内

分

泌
、

栄

養

お

よ

び

代

謝

疾

患

精
神
お
よ
び
行
動
の
障
害

神

経

系

の

疾

患

眼
お
よ
び
付
属
器
の
疾
患

耳

お

よ

び

乳

様

突

起

の

疾

患

循

環

器

系

の

疾

患

呼

吸

器

系

の

疾

患

消

化

器

系

の

疾

患

皮

膚

お

よ

び

皮

下

組

織

の

疾

患

筋

骨

格

系

お

よ

び

結

合

組

織

の

疾

患

尿
路
性
器
系
の
疾
患

妊
娠
、
分
娩
お
よ
び
産
褥

周
産
期
に
発
生
し
た
病
態

先

天

奇

形
、

変

形

お
よ
び
染
色
体
異
常

症
状
、
徴
候
お
よ
び
異
常

臨
床
所
見･

異
常
検
査
所
見
で

他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の

損
傷
、
中
毒
お
よ
び

そ
の
他
の
外
因
の
影
響

傷
病
お
よ
び
死
亡
の
外
因

健
康
状
態
に
影
響
を

お
よ
ぼ
す
要
因
お
よ
び

保
健
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

不

明

計 38 403 16,906 3,383 14,401  85.2 9,809 2,108 1,273 1,504 47 490 557   4,592 15 9 7 36 192 27 275 212 28 142 57 168 12 37 - - 194 1,003 28 - 155 1

北 部 保 健 所 3 51 1,132 100 975    86.1 674 125 79 88 2 36 34      301 - - - 4 15 2 17 10 1 8 - 20 - 3 - - 12 60 4 - 3 1

国 頭 村 - 6 50 10 43    86.0 28 15 2 3 - 1 1       15 - - - - 1 - 1 - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - -

大 宜 味 村 - 4 33 6 33   100.0 19 9 3 5 - 1 -       14 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 2 - - 1 -

東 村 - 4 9 4 8    88.9 5 - - 1 - - 2        3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - -

今 帰 仁 村 - 6 79 26 75    94.9 45 8 5 11 - 6 1       30 - - - 1 1 - 3 2 - 1 - 3 - - - - - 7 - - - -

本 部 町 - 6 137 50 125    91.2 91 15 8 10 - 5 3       34 - - - - 4 - 3 - - - - 3 - - - - 1 5 - - 2 -

名 護 市 - 19 746 - 626    83.9 441 72 54 52 2 19 25      185 - - - 3 8 2 9 6 - 7 - 9 - 2 - - 10 37 4 - - 1

伊 江 村 3 - 50 1 37    74.0 25 3 3 5 - 3 1       12 - - - - - - - 2 - - - 3 - - - - - 4 - - - -

伊 平 屋 村 - 3 17 2 17   100.0 13 3 - 1 - - 1        4 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - -

伊 是 名 村 - 3 11 1 11   100.0 7 - 4 - - 1 -        4 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

中 部 保 健 所 - 143 6,017 1,873 4,983    82.8 3,360 676 505 560 15 167 168    1,623 4 2 3 8 83 13 104 99 6 44 25 49 5 17 - - 66 329 7 - 46 -

恩 納 村 - 6 85 44 74    87.1 55 4 7 8 - - 2       19 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - 1 5 - - 1 -

宜 野 座 村 - 4 83 17 79    95.2 56 9 5 8 1 2 4       23 - - - - 4 1 1 3 - - - - - - - - - 3 1 - 2 -

金 武 町 - 4 153 11 149    97.4 103 10 28 9 - 7 4       46 - - - - 4 - 4 1 - 2 - 1 - - - - 2 4 - - 2 -

う る ま 市 - 32 1,395 - 1,094    78.4 612 311 119 119 2 31 48      482 2 - 1 3 14 5 21 23 2 12 4 12 1 3 - - 14 78 - - 5 -

沖 縄 市 - 24 1,692 570 1,399    82.7 884 221 158 192 5 66 46      515 - 1 - 3 23 4 33 44 1 19 13 21 3 8 - - 28 82 5 - 21 -

読 谷 村 - 12 508 217 410    80.7 328 11 32 34 2 9 9       82 1 1 - - 7 1 6 7 - 5 - 3 - - - - 1 20 - - 2 -

嘉 手 納 町 - 6 138 50 127    92.0 88 14 13 10 2 6 5       39 - - - - 1 - 2 7 - 4 - 1 - - - - - 8 - - - -

北 谷 町 - 12 340 300 289    85.0 222 5 26 26 - 9 10       67 1 - 1 - 8 1 14 3 2 - 1 - - - - - - 13 - - 1 -

北 中 城 村 - 6 193 110 162    83.9 110 26 29 19 - 4 5       52 - - - - 2 - 4 1 - 1 1 3 1 3 - - 2 6 1 - 3 -

中 城 村 - 7 233 80 196    84.1 157 9 9 23 - 2 4       39 - - - - 3 - 7 1 - - 2 1 - 1 - - 2 10 - - 2 -

宜 野 湾 市 - 30 1,197 474 1,004    83.9 745 56 79 112 3 31 31      259 - - 1 2 17 - 12 9 1 1 4 5 - 2 - - 16 100 - - 7 -

那 覇 市 保 健 所 - 45 3,474 - 2,826    81.3 2,199 280 104 168 10 108 127      627 6 3 2 5 51 1 40 38 4 38 7 33 4 5 - - 28 122 6 - 20 -

南 部 保 健 所 8 123 4,920 1,105 4,384    89.1 2,724 888 470 588 18 160 161    1,660 5 3 1 13 34 9 105 62 12 48 22 50 2 8 - - 74 401 9 - 69 -

西 原 町 - 12 382 103 345    90.3 242 30 23 60 1 7 14      103 - - - - 3 - 8 12 - - 9 4 - 1 - - 6 34 - - 5 -

浦 添 市 - 36 1,473 - 1,293    87.8 759 281 92 226 4 53 58      534 1 - - 7 18 5 25 10 7 10 5 18 1 - - - 23 177 4 - 30 -

豊 見 城 市 - 14 910 165 809    88.9 533 133 97 100 7 31 32      276 1 2 - 1 4 1 25 19 1 17 2 9 - 4 - - 12 62 1 - 9 -

糸 満 市 - 20 808 117 737    91.2 410 235 103 58 4 29 20      327 1 1 1 3 1 - 17 6 2 11 - 7 1 1 - - 7 44 2 - 6 -

八 重 瀬 町 - 11 409 419 352    86.1 254 37 29 45 - 8 12       98 - - - 1 2 - 7 6 1 2 - 2 - - - - 7 36 - - 1 -

南 城 市

与 那 原 町 - 10 266 129 246    92.5 97 117 53 38 2 17 12      149 1 - - - 2 3 9 4 1 5 1 5 - 1 - - 13 16 2 - 6 -

南 風 原 町 - 13 519 151 464    89.4 333 43 40 55 - 12 13      131 1 - - - 4 - 12 5 - 1 5 5 - 1 - - 5 29 - - 12 -

久 米 島 町 3 - 89 19 82    92.1 56 5 25 4 - 2 -       26 - - - 1 - - 2 - - 1 - - - - - - - 2 - - - -

渡 嘉 敷 村 2 - 7 - 7   100.0 5 - 2 - - - -        2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

座 間 味 村 2 - 16 - 14    87.5 14 - - - - - -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

粟 国 村 1 1 11 - 6    54.5 4 - 1 1 - - -        2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

渡 名 喜 村 - 2 3 - 3   100.0 - 2 3 - - - -        3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

南 大 東 村 - 2 19 2 18    94.7 13 2 1 1 - 1 -        5 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - -

北 大 東 村 - 2 8 - 8   100.0 4 3 1 - - - -        4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

宮 古 保 健 所 4 28 634 203 586    92.4 420 36 68 41 - 8 36      166 - - 1 1 7 2 6 3 3 3 1 5 - 2 - - 7 38 - - 6 -

宮 古 島 市 - 28 623 199 577    92.6 414 33 68 40 - 8 36      163 - - 1 1 7 2 6 3 3 3 1 5 - 2 - - 7 37 - - 6 -

多 良 間 村 4 - 11 4 9    81.8 6 3 - 1 - - -        3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -

八 重 山 保 健 所 23 13 729 102 647    88.8 432 103 47 59 2 11 31      215 - 1 - 5 2 - 3 - 2 1 2 11 1 2 - - 7 53 2 - 11 -

石 垣 市 18 - 647 101 573    88.6 372 98 42 57 2 11 27      201 - - - 5 2 - 3 - 1 1 2 11 1 1 - - 7 51 2 - 10 -

竹 富 町 5 10 57 - 51    89.5 45 2 2 - - - 2        6 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

与 那 国 町 - 3 25 1 23    92.0 15 3 3 2 - - 2        8 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 2 - - - -
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対象外児を除いた集計 平成26年度　３歳児健康診査 市町村別統計（ＩＣＤ－10分類）
実施年月日　2014/4/1～2015/3/31 単位：件　

市町村名

健診回数 対

象

者

数

再　

  　

通　

  　

知
（
別
計
）

受

診

者

数

受　

診　

率

（

％

）

総　　合　　判　　定 総　合　判　定　内　容　内　訳　（複数選択）

問

題

な

し

判定結果内訳（複数選択） う

ち

実

人

員

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

１

日

半

日

要

相

談

要

経

観

要

精

密

検

査

要

治

療

現

在

治

療

中

現

在

観

察

中

感

染

症

お

よ

び

寄

生

虫

症

新

生

物

血
液
お
よ
び
造
血
器
の

疾

患

な

ら

び

に

免

疫

機

構

の

障

害

内

分

泌
、

栄

養

お

よ

び

代

謝

疾

患

精
神
お
よ
び
行
動
の
障
害

神

経

系

の

疾

患

眼
お
よ
び
付
属
器
の
疾
患

耳

お

よ

び

乳

様

突

起

の

疾

患

循

環

器

系

の

疾

患

呼

吸

器

系

の

疾

患

消

化

器

系

の

疾

患

皮

膚

お

よ

び

皮

下

組

織

の

疾

患

筋

骨

格

系

お

よ

び

結

合

組

織

の

疾

患

尿
路
性
器
系
の
疾
患

妊
娠
、
分
娩
お
よ
び
産
褥

周
産
期
に
発
生
し
た
病
態

先

天

奇

形
、

変

形

お
よ
び
染
色
体
異
常

症
状
、
徴
候
お
よ
び
異
常

臨
床
所
見･

異
常
検
査
所
見
で

他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の

損
傷
、
中
毒
お
よ
び

そ
の
他
の
外
因
の
影
響

傷
病
お
よ
び
死
亡
の
外
因

健
康
状
態
に
影
響
を

お
よ
ぼ
す
要
因
お
よ
び

保
健
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

不

明

計 38 403 16,906 3,383 14,401  85.2 9,809 2,108 1,273 1,504 47 490 557   4,592 15 9 7 36 192 27 275 212 28 142 57 168 12 37 - - 194 1,003 28 - 155 1

北 部 保 健 所 3 51 1,132 100 975    86.1 674 125 79 88 2 36 34      301 - - - 4 15 2 17 10 1 8 - 20 - 3 - - 12 60 4 - 3 1

国 頭 村 - 6 50 10 43    86.0 28 15 2 3 - 1 1       15 - - - - 1 - 1 - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - -

大 宜 味 村 - 4 33 6 33   100.0 19 9 3 5 - 1 -       14 - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 2 - - 1 -

東 村 - 4 9 4 8    88.9 5 - - 1 - - 2        3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - -

今 帰 仁 村 - 6 79 26 75    94.9 45 8 5 11 - 6 1       30 - - - 1 1 - 3 2 - 1 - 3 - - - - - 7 - - - -

本 部 町 - 6 137 50 125    91.2 91 15 8 10 - 5 3       34 - - - - 4 - 3 - - - - 3 - - - - 1 5 - - 2 -

名 護 市 - 19 746 - 626    83.9 441 72 54 52 2 19 25      185 - - - 3 8 2 9 6 - 7 - 9 - 2 - - 10 37 4 - - 1

伊 江 村 3 - 50 1 37    74.0 25 3 3 5 - 3 1       12 - - - - - - - 2 - - - 3 - - - - - 4 - - - -

伊 平 屋 村 - 3 17 2 17   100.0 13 3 - 1 - - 1        4 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - -

伊 是 名 村 - 3 11 1 11   100.0 7 - 4 - - 1 -        4 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

中 部 保 健 所 - 143 6,017 1,873 4,983    82.8 3,360 676 505 560 15 167 168    1,623 4 2 3 8 83 13 104 99 6 44 25 49 5 17 - - 66 329 7 - 46 -

恩 納 村 - 6 85 44 74    87.1 55 4 7 8 - - 2       19 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - 1 5 - - 1 -

宜 野 座 村 - 4 83 17 79    95.2 56 9 5 8 1 2 4       23 - - - - 4 1 1 3 - - - - - - - - - 3 1 - 2 -

金 武 町 - 4 153 11 149    97.4 103 10 28 9 - 7 4       46 - - - - 4 - 4 1 - 2 - 1 - - - - 2 4 - - 2 -

う る ま 市 - 32 1,395 - 1,094    78.4 612 311 119 119 2 31 48      482 2 - 1 3 14 5 21 23 2 12 4 12 1 3 - - 14 78 - - 5 -

沖 縄 市 - 24 1,692 570 1,399    82.7 884 221 158 192 5 66 46      515 - 1 - 3 23 4 33 44 1 19 13 21 3 8 - - 28 82 5 - 21 -

読 谷 村 - 12 508 217 410    80.7 328 11 32 34 2 9 9       82 1 1 - - 7 1 6 7 - 5 - 3 - - - - 1 20 - - 2 -

嘉 手 納 町 - 6 138 50 127    92.0 88 14 13 10 2 6 5       39 - - - - 1 - 2 7 - 4 - 1 - - - - - 8 - - - -

北 谷 町 - 12 340 300 289    85.0 222 5 26 26 - 9 10       67 1 - 1 - 8 1 14 3 2 - 1 - - - - - - 13 - - 1 -

北 中 城 村 - 6 193 110 162    83.9 110 26 29 19 - 4 5       52 - - - - 2 - 4 1 - 1 1 3 1 3 - - 2 6 1 - 3 -

中 城 村 - 7 233 80 196    84.1 157 9 9 23 - 2 4       39 - - - - 3 - 7 1 - - 2 1 - 1 - - 2 10 - - 2 -

宜 野 湾 市 - 30 1,197 474 1,004    83.9 745 56 79 112 3 31 31      259 - - 1 2 17 - 12 9 1 1 4 5 - 2 - - 16 100 - - 7 -

那 覇 市 保 健 所 - 45 3,474 - 2,826    81.3 2,199 280 104 168 10 108 127      627 6 3 2 5 51 1 40 38 4 38 7 33 4 5 - - 28 122 6 - 20 -

南 部 保 健 所 8 123 4,920 1,105 4,384    89.1 2,724 888 470 588 18 160 161    1,660 5 3 1 13 34 9 105 62 12 48 22 50 2 8 - - 74 401 9 - 69 -

西 原 町 - 12 382 103 345    90.3 242 30 23 60 1 7 14      103 - - - - 3 - 8 12 - - 9 4 - 1 - - 6 34 - - 5 -

浦 添 市 - 36 1,473 - 1,293    87.8 759 281 92 226 4 53 58      534 1 - - 7 18 5 25 10 7 10 5 18 1 - - - 23 177 4 - 30 -

豊 見 城 市 - 14 910 165 809    88.9 533 133 97 100 7 31 32      276 1 2 - 1 4 1 25 19 1 17 2 9 - 4 - - 12 62 1 - 9 -

糸 満 市 - 20 808 117 737    91.2 410 235 103 58 4 29 20      327 1 1 1 3 1 - 17 6 2 11 - 7 1 1 - - 7 44 2 - 6 -

八 重 瀬 町 - 11 409 419 352    86.1 254 37 29 45 - 8 12       98 - - - 1 2 - 7 6 1 2 - 2 - - - - 7 36 - - 1 -

南 城 市

与 那 原 町 - 10 266 129 246    92.5 97 117 53 38 2 17 12      149 1 - - - 2 3 9 4 1 5 1 5 - 1 - - 13 16 2 - 6 -

南 風 原 町 - 13 519 151 464    89.4 333 43 40 55 - 12 13      131 1 - - - 4 - 12 5 - 1 5 5 - 1 - - 5 29 - - 12 -

久 米 島 町 3 - 89 19 82    92.1 56 5 25 4 - 2 -       26 - - - 1 - - 2 - - 1 - - - - - - - 2 - - - -

渡 嘉 敷 村 2 - 7 - 7   100.0 5 - 2 - - - -        2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

座 間 味 村 2 - 16 - 14    87.5 14 - - - - - -        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

粟 国 村 1 1 11 - 6    54.5 4 - 1 1 - - -        2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

渡 名 喜 村 - 2 3 - 3   100.0 - 2 3 - - - -        3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

南 大 東 村 - 2 19 2 18    94.7 13 2 1 1 - 1 -        5 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - -

北 大 東 村 - 2 8 - 8   100.0 4 3 1 - - - -        4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

宮 古 保 健 所 4 28 634 203 586    92.4 420 36 68 41 - 8 36      166 - - 1 1 7 2 6 3 3 3 1 5 - 2 - - 7 38 - - 6 -

宮 古 島 市 - 28 623 199 577    92.6 414 33 68 40 - 8 36      163 - - 1 1 7 2 6 3 3 3 1 5 - 2 - - 7 37 - - 6 -

多 良 間 村 4 - 11 4 9    81.8 6 3 - 1 - - -        3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -

八 重 山 保 健 所 23 13 729 102 647    88.8 432 103 47 59 2 11 31      215 - 1 - 5 2 - 3 - 2 1 2 11 1 2 - - 7 53 2 - 11 -

石 垣 市 18 - 647 101 573    88.6 372 98 42 57 2 11 27      201 - - - 5 2 - 3 - 1 1 2 11 1 1 - - 7 51 2 - 10 -

竹 富 町 5 10 57 - 51    89.5 45 2 2 - - - 2        6 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

与 那 国 町 - 3 25 1 23    92.0 15 3 3 2 - - 2        8 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 2 - - - -
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対象外児を除いた集計 平成26年度　３歳児健康診査 市町村別統計（歯科）　№１
実施年月日　2014/4/1～2015/3/31

市町村名

対象者数
受診者数
①～⑥

受診率
（％）

う蝕有病者（人） う蝕の罹患型（人） う蝕の罹患    型（％） 現在歯数（本） 一人平均（本） むし歯の内訳（本） むし歯の内訳（％）

計
（％）
②～⑥

Ｏ

①

Ａ

②

Ｂ

③

Ｃ１

④

Ｃ２

⑤

記入
もれ
⑥

Ａ Ｂ Ｃ１ Ｃ２
記入
もれ

計
⑦＝⑧＋⑨

健全歯数
⑧

むし歯総数（％）
⑨＝⑩＋⑪＋⑫＋⑬

むし歯 処置歯
未処置
歯　数
⑩

処　置
歯　数
⑪

喪　失
歯　数
⑫

不　詳

⑬
未処置歯 処置歯 喪失歯 不詳

計 16,906 14,352 84.9 4,307 30.0 10,045 2,813 1,264 38 189 3 65.3 29.3 0.9 4.4 0.1 285,880 270,091 15,789 5.5 1.1 0.1 13,947 1,758 84 - 88.3 11.1 0.5 -

北 部 保 健 所 1,132 972 85.9 312 32.1 660 193 96 6 17 - 61.9 30.8 1.9 5.4 - 19,397 18,164 1,233 6.4 1.3 0.1 1,126 101 6 - 91.3 8.2 0.5 -

国 頭 村 50 42 84.0 10 23.8 32 6 4 - - - 60.0 40.0 - - - 836 803 33 3.9 0.8 - 33 - - - 100.0 - - -

大 宜 味 村 33 33 100.0 4 12.1 29 3 - - 1 - 75.0 - - 25.0 - 658 634 24 3.6 0.7 - 24 - - - 100.0 - - -

東 村 9 8 88.9 - - 8 - - - - - - - - - - 160 160 - - - - - - - - - - - -

今 帰 仁 村 79 75 94.9 26 34.7 49 21 5 - - - 80.8 19.2 - - - 1,497 1,422 75 5.0 1.0 0.1 71 4 - - 94.7 5.3 - -

本 部 町 137 124 90.5 43 34.7 81 32 9 1 1 - 74.4 20.9 2.3 2.3 - 2,473 2,324 149 6.0 1.2 0.0 143 5 1 - 96.0 3.4 0.7 -

名 護 市 746 625 83.8 205 32.8 420 123 63 5 14 - 60.0 30.7 2.4 6.8 - 12,474 11,652 822 6.6 1.3 0.1 737 80 5 - 89.7 9.7 0.6 -

伊 江 村 50 37 74.0 13 35.1 24 5 8 - - - 38.5 61.5 - - - 740 672 68 9.2 1.8 0.3 56 12 - - 82.4 17.6 - -

伊 平 屋 村 17 17 100.0 7 41.2 10 1 5 - 1 - 14.3 71.4 - 14.3 - 339 297 42 12.4 2.5 - 42 - - - 100.0 - - -

伊 是 名 村 11 11 100.0 4 36.4 7 2 2 - - - 50.0 50.0 - - - 220 200 20 9.1 1.8 - 20 - - - 100.0 - - -

中 部 保 健 所 6,017 4,964 82.5 1,534 30.9 3,430 1,000 451 10 72 1 65.2 29.4 0.7 4.7 0.1 98,898 93,258 5,640 5.7 1.1 0.1 5,124 491 25 - 90.9 8.7 0.4 -

恩 納 村 85 74 87.1 23 31.1 51 17 6 - - - 73.9 26.1 - - - 1,470 1,388 82 5.6 1.1 0.1 73 9 - - 89.0 11.0 - -

宜 野 座 村 83 79 95.2 24 30.4 55 16 8 - - - 66.7 33.3 - - - 1,573 1,500 73 4.6 0.9 0.1 64 9 - - 87.7 12.3 - -

金 武 町 153 149 97.4 42 28.2 107 24 15 1 2 - 57.1 35.7 2.4 4.8 - 2,974 2,817 157 5.3 1.1 0.0 150 6 1 - 95.5 3.8 0.6 -

う る ま 市 1,395 1,091 78.2 351 32.2 740 222 110 1 18 - 63.2 31.3 0.3 5.1 - 21,740 20,364 1,376 6.3 1.3 0.1 1,279 94 3 - 93.0 6.8 0.2 -

沖 縄 市 1,692 1,388 82.0 461 33.2 927 282 148 4 27 - 61.2 32.1 0.9 5.9 - 27,647 25,764 1,883 6.8 1.4 0.1 1,734 139 10 - 92.1 7.4 0.5 -

読 谷 村 508 410 80.7 134 32.7 276 96 29 1 7 1 71.6 21.6 0.7 5.2 0.7 8,173 7,773 400 4.9 1.0 0.1 371 24 5 - 92.8 6.0 1.3 -

嘉 手 納 町 138 127 92.0 35 27.6 92 19 14 - 2 - 54.3 40.0 - 5.7 - 2,535 2,411 124 4.9 1.0 0.1 110 12 2 - 88.7 9.7 1.6 -

北 谷 町 340 289 85.0 74 25.6 215 53 21 - - - 71.6 28.4 - - - 5,749 5,535 214 3.7 0.7 0.1 181 33 - - 84.6 15.4 - -

北 中 城 村 193 161 83.4 36 22.4 125 20 15 - 1 - 55.6 41.7 - 2.8 - 3,209 3,038 171 5.3 1.1 0.1 151 20 - - 88.3 11.7 - -

中 城 村 233 194 83.3 58 29.9 136 41 14 1 2 - 70.7 24.1 1.7 3.4 - 3,866 3,672 194 5.0 1.0 0.0 188 6 - - 96.9 3.1 - -

宜 野 湾 市 1,197 1,002 83.7 296 29.5 706 210 71 2 13 - 70.9 24.0 0.7 4.4 - 19,962 18,996 966 4.8 1.0 0.1 823 139 4 - 85.2 14.4 0.4 -

那 覇 市 保 健 所 3,474 2,825 81.3 791 28.0 2,034 529 236 3 23 - 66.9 29.8 0.4 2.9 - 56,240 53,359 2,881 5.1 1.0 0.2 2,342 530 9 - 81.3 18.4 0.3 -

南 部 保 健 所 4,920 4,375 88.9 1,253 28.6 3,122 822 355 13 63 - 65.6 28.3 1.0 5.0 - 87,149 82,574 4,575 5.2 1.0 0.1 4,054 495 26 - 88.6 10.8 0.6 -

西 原 町 382 345 90.3 92 26.7 253 59 30 - 3 - 64.1 32.6 - 3.3 - 6,873 6,548 325 4.7 0.9 0.1 276 48 1 - 84.9 14.8 0.3 -

浦 添 市 1,473 1,291 87.6 394 30.5 897 253 116 5 20 - 64.2 29.4 1.3 5.1 - 25,724 24,355 1,369 5.3 1.1 0.1 1,217 138 14 - 88.9 10.1 1.0 -

豊 見 城 市 910 807 88.7 204 25.3 603 140 57 2 5 - 68.6 27.9 1.0 2.5 - 16,082 15,379 703 4.4 0.9 0.1 602 96 5 - 85.6 13.7 0.7 -

糸 満 市 808 735 91.0 233 31.7 502 151 63 3 16 - 64.8 27.0 1.3 6.9 - 14,633 13,703 930 6.4 1.3 0.1 854 71 5 - 91.8 7.6 0.5 -

八 重 瀬 町 409 351 85.8 100 28.5 251 62 32 1 5 - 62.0 32.0 1.0 5.0 - 7,000 6,628 372 5.3 1.1 0.2 302 70 - - 81.2 18.8 - -

南 城 市

与 那 原 町 266 245 92.1 64 26.1 181 42 17 1 4 - 65.6 26.6 1.6 6.3 - 4,880 4,616 264 5.4 1.1 0.1 240 23 1 - 90.9 8.7 0.4 -

南 風 原 町 519 463 89.2 118 25.5 345 84 25 - 9 - 71.2 21.2 - 7.6 - 9,212 8,803 409 4.4 0.9 0.1 377 32 - - 92.2 7.8 - -

久 米 島 町 89 82 92.1 35 42.7 47 22 12 1 - - 62.9 34.3 2.9 - - 1,637 1,473 164 10.0 2.0 0.1 154 10 - - 93.9 6.1 - -

渡 嘉 敷 村 7 7 100.0 1 14.3 6 1 - - - - 100.0 - - - - 140 136 4 2.9 0.6 - 4 - - - 100.0 - - -

座 間 味 村 16 14 87.5 3 21.4 11 3 - - - - 100.0 - - - - 274 267 7 2.6 0.5 0.1 6 1 - - 85.7 14.3 - -

粟 国 村 11 6 54.5 - - 6 - - - - - - - - - - 116 116 - - - - - - - - - - - -

渡 名 喜 村 3 3 100.0 - - 3 - - - - - - - - - - 60 60 - - - - - - - - - - - -

南 大 東 村 19 18 94.7 7 38.9 11 5 1 - 1 - 71.4 14.3 - 14.3 - 358 338 20 5.6 1.1 0.3 14 6 - - 70.0 30.0 - -

北 大 東 村 8 8 100.0 2 25.0 6 - 2 - - - - 100.0 - - - 160 152 8 5.0 1.0 - 8 - - - 100.0 - - -

宮 古 保 健 所 634 575 90.7 230 40.0 345 137 79 5 7 2 59.6 34.3 2.2 3.0 0.9 11,446 10,618 828 7.2 1.4 0.2 709 103 16 - 85.6 12.4 1.9 -

宮 古 島 市 623 566 90.9 225 39.8 341 132 79 5 7 2 58.7 35.1 2.2 3.1 0.9 11,270 10,453 817 7.2 1.4 0.2 700 101 16 - 85.7 12.4 2.0 -

多 良 間 村 11 9 81.8 5 55.6 4 5 - - - - 100.0 - - - - 176 165 11 6.3 1.2 0.2 9 2 - - 81.8 18.2 - -

八 重 山 保 健 所 729 641 87.9 187 29.2 454 132 47 1 7 - 70.6 25.1 0.5 3.7 - 12,750 12,118 632 5.0 1.0 0.1 592 38 2 - 93.7 6.0 0.3 -

石 垣 市 647 568 87.8 168 29.6 400 120 42 1 5 - 71.4 25.0 0.6 3.0 - 11,299 10,739 560 5.0 1.0 0.0 537 21 2 - 95.9 3.8 0.4 -

竹 富 町 57 51 89.5 13 25.5 38 8 4 - 1 - 61.5 30.8 - 7.7 - 1,014 966 48 4.7 0.9 0.2 36 12 - - 75.0 25.0 - -

与 那 国 町 25 22 88.0 6 27.3 16 4 1 - 1 - 66.7 16.7 - 16.7 - 437 413 24 5.5 1.1 0.2 19 5 - - 79.2 20.8 - -

注）むし歯の本数とむし歯の内訳とは異なる場合がある。
注）現在歯数が不明の場合、受診者数から除く。
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対象外児を除いた集計 平成26年度　３歳児健康診査 市町村別統計（歯科）　№１
実施年月日　2014/4/1～2015/3/31

市町村名

対象者数
受診者数
①～⑥

受診率
（％）

う蝕有病者（人） う蝕の罹患型（人） う蝕の罹患    型（％） 現在歯数（本） 一人平均（本） むし歯の内訳（本） むし歯の内訳（％）

計
（％）
②～⑥

Ｏ

①

Ａ

②

Ｂ

③

Ｃ１

④

Ｃ２

⑤

記入
もれ
⑥

Ａ Ｂ Ｃ１ Ｃ２
記入
もれ

計
⑦＝⑧＋⑨

健全歯数
⑧

むし歯総数（％）
⑨＝⑩＋⑪＋⑫＋⑬

むし歯 処置歯
未処置
歯　数
⑩

処　置
歯　数
⑪

喪　失
歯　数
⑫

不　詳

⑬
未処置歯 処置歯 喪失歯 不詳

計 16,906 14,352 84.9 4,307 30.0 10,045 2,813 1,264 38 189 3 65.3 29.3 0.9 4.4 0.1 285,880 270,091 15,789 5.5 1.1 0.1 13,947 1,758 84 - 88.3 11.1 0.5 -

北 部 保 健 所 1,132 972 85.9 312 32.1 660 193 96 6 17 - 61.9 30.8 1.9 5.4 - 19,397 18,164 1,233 6.4 1.3 0.1 1,126 101 6 - 91.3 8.2 0.5 -

国 頭 村 50 42 84.0 10 23.8 32 6 4 - - - 60.0 40.0 - - - 836 803 33 3.9 0.8 - 33 - - - 100.0 - - -

大 宜 味 村 33 33 100.0 4 12.1 29 3 - - 1 - 75.0 - - 25.0 - 658 634 24 3.6 0.7 - 24 - - - 100.0 - - -

東 村 9 8 88.9 - - 8 - - - - - - - - - - 160 160 - - - - - - - - - - - -

今 帰 仁 村 79 75 94.9 26 34.7 49 21 5 - - - 80.8 19.2 - - - 1,497 1,422 75 5.0 1.0 0.1 71 4 - - 94.7 5.3 - -

本 部 町 137 124 90.5 43 34.7 81 32 9 1 1 - 74.4 20.9 2.3 2.3 - 2,473 2,324 149 6.0 1.2 0.0 143 5 1 - 96.0 3.4 0.7 -

名 護 市 746 625 83.8 205 32.8 420 123 63 5 14 - 60.0 30.7 2.4 6.8 - 12,474 11,652 822 6.6 1.3 0.1 737 80 5 - 89.7 9.7 0.6 -

伊 江 村 50 37 74.0 13 35.1 24 5 8 - - - 38.5 61.5 - - - 740 672 68 9.2 1.8 0.3 56 12 - - 82.4 17.6 - -

伊 平 屋 村 17 17 100.0 7 41.2 10 1 5 - 1 - 14.3 71.4 - 14.3 - 339 297 42 12.4 2.5 - 42 - - - 100.0 - - -

伊 是 名 村 11 11 100.0 4 36.4 7 2 2 - - - 50.0 50.0 - - - 220 200 20 9.1 1.8 - 20 - - - 100.0 - - -

中 部 保 健 所 6,017 4,964 82.5 1,534 30.9 3,430 1,000 451 10 72 1 65.2 29.4 0.7 4.7 0.1 98,898 93,258 5,640 5.7 1.1 0.1 5,124 491 25 - 90.9 8.7 0.4 -

恩 納 村 85 74 87.1 23 31.1 51 17 6 - - - 73.9 26.1 - - - 1,470 1,388 82 5.6 1.1 0.1 73 9 - - 89.0 11.0 - -

宜 野 座 村 83 79 95.2 24 30.4 55 16 8 - - - 66.7 33.3 - - - 1,573 1,500 73 4.6 0.9 0.1 64 9 - - 87.7 12.3 - -

金 武 町 153 149 97.4 42 28.2 107 24 15 1 2 - 57.1 35.7 2.4 4.8 - 2,974 2,817 157 5.3 1.1 0.0 150 6 1 - 95.5 3.8 0.6 -

う る ま 市 1,395 1,091 78.2 351 32.2 740 222 110 1 18 - 63.2 31.3 0.3 5.1 - 21,740 20,364 1,376 6.3 1.3 0.1 1,279 94 3 - 93.0 6.8 0.2 -

沖 縄 市 1,692 1,388 82.0 461 33.2 927 282 148 4 27 - 61.2 32.1 0.9 5.9 - 27,647 25,764 1,883 6.8 1.4 0.1 1,734 139 10 - 92.1 7.4 0.5 -

読 谷 村 508 410 80.7 134 32.7 276 96 29 1 7 1 71.6 21.6 0.7 5.2 0.7 8,173 7,773 400 4.9 1.0 0.1 371 24 5 - 92.8 6.0 1.3 -

嘉 手 納 町 138 127 92.0 35 27.6 92 19 14 - 2 - 54.3 40.0 - 5.7 - 2,535 2,411 124 4.9 1.0 0.1 110 12 2 - 88.7 9.7 1.6 -

北 谷 町 340 289 85.0 74 25.6 215 53 21 - - - 71.6 28.4 - - - 5,749 5,535 214 3.7 0.7 0.1 181 33 - - 84.6 15.4 - -

北 中 城 村 193 161 83.4 36 22.4 125 20 15 - 1 - 55.6 41.7 - 2.8 - 3,209 3,038 171 5.3 1.1 0.1 151 20 - - 88.3 11.7 - -

中 城 村 233 194 83.3 58 29.9 136 41 14 1 2 - 70.7 24.1 1.7 3.4 - 3,866 3,672 194 5.0 1.0 0.0 188 6 - - 96.9 3.1 - -

宜 野 湾 市 1,197 1,002 83.7 296 29.5 706 210 71 2 13 - 70.9 24.0 0.7 4.4 - 19,962 18,996 966 4.8 1.0 0.1 823 139 4 - 85.2 14.4 0.4 -

那 覇 市 保 健 所 3,474 2,825 81.3 791 28.0 2,034 529 236 3 23 - 66.9 29.8 0.4 2.9 - 56,240 53,359 2,881 5.1 1.0 0.2 2,342 530 9 - 81.3 18.4 0.3 -

南 部 保 健 所 4,920 4,375 88.9 1,253 28.6 3,122 822 355 13 63 - 65.6 28.3 1.0 5.0 - 87,149 82,574 4,575 5.2 1.0 0.1 4,054 495 26 - 88.6 10.8 0.6 -

西 原 町 382 345 90.3 92 26.7 253 59 30 - 3 - 64.1 32.6 - 3.3 - 6,873 6,548 325 4.7 0.9 0.1 276 48 1 - 84.9 14.8 0.3 -

浦 添 市 1,473 1,291 87.6 394 30.5 897 253 116 5 20 - 64.2 29.4 1.3 5.1 - 25,724 24,355 1,369 5.3 1.1 0.1 1,217 138 14 - 88.9 10.1 1.0 -

豊 見 城 市 910 807 88.7 204 25.3 603 140 57 2 5 - 68.6 27.9 1.0 2.5 - 16,082 15,379 703 4.4 0.9 0.1 602 96 5 - 85.6 13.7 0.7 -

糸 満 市 808 735 91.0 233 31.7 502 151 63 3 16 - 64.8 27.0 1.3 6.9 - 14,633 13,703 930 6.4 1.3 0.1 854 71 5 - 91.8 7.6 0.5 -

八 重 瀬 町 409 351 85.8 100 28.5 251 62 32 1 5 - 62.0 32.0 1.0 5.0 - 7,000 6,628 372 5.3 1.1 0.2 302 70 - - 81.2 18.8 - -

南 城 市

与 那 原 町 266 245 92.1 64 26.1 181 42 17 1 4 - 65.6 26.6 1.6 6.3 - 4,880 4,616 264 5.4 1.1 0.1 240 23 1 - 90.9 8.7 0.4 -

南 風 原 町 519 463 89.2 118 25.5 345 84 25 - 9 - 71.2 21.2 - 7.6 - 9,212 8,803 409 4.4 0.9 0.1 377 32 - - 92.2 7.8 - -

久 米 島 町 89 82 92.1 35 42.7 47 22 12 1 - - 62.9 34.3 2.9 - - 1,637 1,473 164 10.0 2.0 0.1 154 10 - - 93.9 6.1 - -

渡 嘉 敷 村 7 7 100.0 1 14.3 6 1 - - - - 100.0 - - - - 140 136 4 2.9 0.6 - 4 - - - 100.0 - - -

座 間 味 村 16 14 87.5 3 21.4 11 3 - - - - 100.0 - - - - 274 267 7 2.6 0.5 0.1 6 1 - - 85.7 14.3 - -

粟 国 村 11 6 54.5 - - 6 - - - - - - - - - - 116 116 - - - - - - - - - - - -

渡 名 喜 村 3 3 100.0 - - 3 - - - - - - - - - - 60 60 - - - - - - - - - - - -

南 大 東 村 19 18 94.7 7 38.9 11 5 1 - 1 - 71.4 14.3 - 14.3 - 358 338 20 5.6 1.1 0.3 14 6 - - 70.0 30.0 - -

北 大 東 村 8 8 100.0 2 25.0 6 - 2 - - - - 100.0 - - - 160 152 8 5.0 1.0 - 8 - - - 100.0 - - -

宮 古 保 健 所 634 575 90.7 230 40.0 345 137 79 5 7 2 59.6 34.3 2.2 3.0 0.9 11,446 10,618 828 7.2 1.4 0.2 709 103 16 - 85.6 12.4 1.9 -

宮 古 島 市 623 566 90.9 225 39.8 341 132 79 5 7 2 58.7 35.1 2.2 3.1 0.9 11,270 10,453 817 7.2 1.4 0.2 700 101 16 - 85.7 12.4 2.0 -

多 良 間 村 11 9 81.8 5 55.6 4 5 - - - - 100.0 - - - - 176 165 11 6.3 1.2 0.2 9 2 - - 81.8 18.2 - -

八 重 山 保 健 所 729 641 87.9 187 29.2 454 132 47 1 7 - 70.6 25.1 0.5 3.7 - 12,750 12,118 632 5.0 1.0 0.1 592 38 2 - 93.7 6.0 0.3 -

石 垣 市 647 568 87.8 168 29.6 400 120 42 1 5 - 71.4 25.0 0.6 3.0 - 11,299 10,739 560 5.0 1.0 0.0 537 21 2 - 95.9 3.8 0.4 -

竹 富 町 57 51 89.5 13 25.5 38 8 4 - 1 - 61.5 30.8 - 7.7 - 1,014 966 48 4.7 0.9 0.2 36 12 - - 75.0 25.0 - -

与 那 国 町 25 22 88.0 6 27.3 16 4 1 - 1 - 66.7 16.7 - 16.7 - 437 413 24 5.5 1.1 0.2 19 5 - - 79.2 20.8 - -

注）むし歯の本数とむし歯の内訳とは異なる場合がある。
注）現在歯数が不明の場合、受診者数から除く。
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対象外児を除いた集計 平成26年度　３歳児健康診査 市町村別統計（歯科）　№２
実施年月日　2014/4/1～2015/3/31

市町村名

歯口清掃状態（人） 軟組織の疾患（人） 　不　正　咬　合（人） 口腔習癖（人） その他の異常（人）

良好 普通 不良
記入
もれ

なし

あり内訳（複数選択）

う　ち
実人員

記入
もれ

なし

　あり内訳（複数選択）

う　ち
実人員

記入
もれ

なし

あり内訳（複数選択）

う　ち
実人員

記入
もれ

なし あり
記入
もれ小帯 歯肉 その他 不詳

反対
咬合

上顎前
突・過
蓋咬合

開咬 叢生
正中
離開

交叉
咬合

不詳
指しゃ
ぶり

おしゃ
ぶり

弄舌癖 その他 不詳

計 7,186 6,514 570 82 14,067 168 13 28 9 217 68 12,962 494 443 162 139 7 72 27 1,334 56 12,698 1,110 65 29 379 31 1,585 69 13,552 633 167

北 部 保 健 所 519 390 54 9 961 4 - 1 1 6 5 915 27 4 8 10 - 2 3 54 3 911 45 3 - 10 2 60 1 960 8 4

国 頭 村 12 30 - - 42 - - - - - - 40 2 - - - - - - 2 - 37 4 - - 1 - 5 - 42 - -

大 宜 味 村 27 3 2 1 33 - - - - - - 32 1 - - - - - - 1 - 33 - - - - - - - 32 1 -

東 村 7 1 - - 7 - - - - - 1 8 - - - - - - - - - 7 - - - 1 - 1 - 8 - -

今 帰 仁 村 48 27 - - 75 - - - - - - 73 2 - - - - - - 2 - 72 3 - - - - 3 - 75 - -

本 部 町 100 23 - 1 123 - - - - - 1 117 6 - - - - - - 6 1 124 - - - - - - - 124 - -

名 護 市 286 286 47 6 616 4 - 1 1 6 3 587 13 2 8 9 - 1 3 36 2 575 38 3 - 7 2 50 - 614 7 4

伊 江 村 31 5 1 - 37 - - - - - - 35 2 - - - - - - 2 - 36 - - - - - - 1 37 - -

伊 平 屋 村 5 10 2 - 17 - - - - - - 14 - 2 - - - 1 - 3 - 16 - - - 1 - 1 - 17 - -

伊 是 名 村 3 5 2 1 11 - - - - - - 9 1 - - 1 - - - 2 - 11 - - - - - - - 11 - -

中 部 保 健 所 2,087 2,717 134 26 4,861 67 6 8 4 84 19 4,456 174 154 72 48 4 23 7 481 27 4,372 382 27 10 137 20 570 22 4,737 163 64

恩 納 村 33 41 - - 74 - - - - - - 71 - 1 1 - - 1 - 3 - 70 3 1 - - - 4 - 68 5 1

宜 野 座 村 60 19 - - 77 - - 2 - 2 - 73 1 3 - 2 - - - 6 - 73 1 - - 4 1 6 - 75 4 -

金 武 町 92 54 3 - 147 2 - - - 2 - 145 3 1 - - - - - 4 - 121 16 1 - 10 2 28 - 144 4 1

う る ま 市 331 732 19 9 1,068 12 - 4 2 18 5 971 37 42 18 5 1 9 3 114 6 957 89 7 - 26 4 126 8 1,026 39 26

沖 縄 市 624 720 41 3 1,364 17 - 2 1 20 4 1,273 46 26 16 11 1 6 1 107 8 1,218 116 10 1 33 6 165 5 1,335 33 20

読 谷 村 226 162 19 3 402 2 2 - - 4 4 377 16 5 7 1 1 - 1 31 2 379 20 3 2 2 1 28 3 404 3 3

嘉 手 納 町 60 63 4 - 126 1 - - - 1 - 115 4 2 1 4 - - 1 12 - 113 8 1 - 4 - 13 1 122 4 1

北 谷 町 143 136 9 1 284 5 - - - 5 - 248 11 7 10 6 - 2 1 37 4 244 27 - 1 16 2 45 - 278 11 -

北 中 城 村 85 73 1 2 157 1 1 - 1 3 1 137 6 10 2 4 - - - 22 2 135 16 2 - 7 - 24 2 151 9 1

中 城 村 83 110 - 1 191 3 - - - 3 - 183 4 3 3 - - - - 10 1 169 18 1 - 5 - 24 1 188 5 1

宜 野 湾 市 350 607 38 7 971 24 3 - - 26 5 863 46 54 14 15 1 5 - 135 4 893 68 1 6 30 4 107 2 946 46 10

那 覇 市 保 健 所 1,783 901 134 7 2,788 21 5 9 - 35 2 2,545 82 121 27 31 - 14 7 278 2 2,437 250 10 10 120 2 380 8 2,622 198 5

南 部 保 健 所 2,392 1,786 172 25 4,262 71 1 9 4 85 28 3,966 161 113 47 42 2 26 7 394 15 3,872 347 23 4 99 6 471 32 4,098 200 77

西 原 町 173 165 4 3 338 3 - - - 3 4 310 11 8 5 4 1 4 - 32 3 308 26 2 1 5 1 35 2 328 12 5

浦 添 市 608 598 79 6 1,244 33 - 3 1 37 10 1,173 54 30 15 7 - 10 2 116 2 1,191 76 9 - 7 1 91 9 1,240 33 18

豊 見 城 市 498 287 18 4 781 21 - 3 - 24 2 723 31 30 6 13 1 2 - 83 1 688 87 2 1 25 3 115 4 745 60 2

糸 満 市 438 244 51 2 724 5 - 3 1 9 2 688 24 6 6 3 - 6 1 46 1 670 42 4 - 11 - 56 9 704 22 9

八 重 瀬 町 238 111 1 1 346 3 - - - 3 2 315 10 12 6 5 - 1 1 34 2 286 38 - - 25 - 62 3 321 26 4

南 城 市

与 那 原 町 146 88 7 4 237 2 1 - 2 5 3 218 6 12 2 - - 3 2 25 2 214 22 - - 7 1 30 1 230 11 4

南 風 原 町 206 241 11 5 456 3 - - - 3 4 409 21 14 4 10 - - 1 50 4 383 53 5 2 17 - 76 4 399 30 34

久 米 島 町 41 40 1 - 81 - - - - - 1 77 3 - 2 - - - - 5 - 80 1 - - 1 - 2 - 81 - 1

渡 嘉 敷 村 6 1 - - 7 - - - - - - 7 - - - - - - - - - 7 - - - - - - - 7 - -

座 間 味 村 14 - - - 14 - - - - - - 14 - - - - - - - - - 14 - - - - - - - 9 5 -

粟 国 村 5 1 - - 5 1 - - - 1 - 5 - 1 - - - - - 1 - 4 1 - - 1 - 2 - 5 1 -

渡 名 喜 村 2 1 - - 3 - - - - - - 2 - - 1 - - - - 1 - 2 - 1 - - - 1 - 3 - -

南 大 東 村 11 7 - - 18 - - - - - - 18 - - - - - - - - - 18 - - - - - - - 18 - -

北 大 東 村 6 2 - - 8 - - - - - - 7 1 - - - - - - 1 - 7 1 - - - - 1 - 8 - -

宮 古 保 健 所 314 218 37 6 566 4 - - - 4 5 541 18 1 3 - - 5 3 30 4 549 22 2 - - - 24 2 556 9 10

宮 古 島 市 307 216 37 6 557 4 - - - 4 5 533 18 - 3 - - 5 3 29 4 541 22 2 - - - 24 1 552 7 7

多 良 間 村 7 2 - - 9 - - - - - - 8 - 1 - - - - - 1 - 8 - - - - - - 1 4 2 3

八 重 山 保 健 所 91 502 39 9 629 1 1 1 - 3 9 539 32 50 5 8 1 2 - 97 5 557 64 - 5 13 1 80 4 579 55 7

石 垣 市 80 448 33 7 559 1 1 1 - 3 6 479 28 43 4 7 1 2 - 85 4 494 56 - 5 12 1 71 3 524 40 4

竹 富 町 7 41 2 1 50 - - - - - 1 47 2 1 1 - - - - 4 - 48 3 - - - - 3 - 49 2 -

与 那 国 町 4 13 4 1 20 - - - - - 2 13 2 6 - 1 - - - 8 1 15 5 - - 1 - 6 1 6 13 3
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対象外児を除いた集計 平成26年度　３歳児健康診査 市町村別統計（歯科）　№２
実施年月日　2014/4/1～2015/3/31

市町村名

歯口清掃状態（人） 軟組織の疾患（人） 　不　正　咬　合（人） 口腔習癖（人） その他の異常（人）

良好 普通 不良
記入
もれ

なし

あり内訳（複数選択）

う　ち
実人員

記入
もれ

なし

　あり内訳（複数選択）

う　ち
実人員

記入
もれ

なし

あり内訳（複数選択）

う　ち
実人員

記入
もれ

なし あり
記入
もれ小帯 歯肉 その他 不詳

反対
咬合

上顎前
突・過
蓋咬合

開咬 叢生
正中
離開

交叉
咬合

不詳
指しゃ
ぶり

おしゃ
ぶり

弄舌癖 その他 不詳

計 7,186 6,514 570 82 14,067 168 13 28 9 217 68 12,962 494 443 162 139 7 72 27 1,334 56 12,698 1,110 65 29 379 31 1,585 69 13,552 633 167

北 部 保 健 所 519 390 54 9 961 4 - 1 1 6 5 915 27 4 8 10 - 2 3 54 3 911 45 3 - 10 2 60 1 960 8 4

国 頭 村 12 30 - - 42 - - - - - - 40 2 - - - - - - 2 - 37 4 - - 1 - 5 - 42 - -

大 宜 味 村 27 3 2 1 33 - - - - - - 32 1 - - - - - - 1 - 33 - - - - - - - 32 1 -

東 村 7 1 - - 7 - - - - - 1 8 - - - - - - - - - 7 - - - 1 - 1 - 8 - -

今 帰 仁 村 48 27 - - 75 - - - - - - 73 2 - - - - - - 2 - 72 3 - - - - 3 - 75 - -

本 部 町 100 23 - 1 123 - - - - - 1 117 6 - - - - - - 6 1 124 - - - - - - - 124 - -

名 護 市 286 286 47 6 616 4 - 1 1 6 3 587 13 2 8 9 - 1 3 36 2 575 38 3 - 7 2 50 - 614 7 4

伊 江 村 31 5 1 - 37 - - - - - - 35 2 - - - - - - 2 - 36 - - - - - - 1 37 - -

伊 平 屋 村 5 10 2 - 17 - - - - - - 14 - 2 - - - 1 - 3 - 16 - - - 1 - 1 - 17 - -

伊 是 名 村 3 5 2 1 11 - - - - - - 9 1 - - 1 - - - 2 - 11 - - - - - - - 11 - -

中 部 保 健 所 2,087 2,717 134 26 4,861 67 6 8 4 84 19 4,456 174 154 72 48 4 23 7 481 27 4,372 382 27 10 137 20 570 22 4,737 163 64

恩 納 村 33 41 - - 74 - - - - - - 71 - 1 1 - - 1 - 3 - 70 3 1 - - - 4 - 68 5 1

宜 野 座 村 60 19 - - 77 - - 2 - 2 - 73 1 3 - 2 - - - 6 - 73 1 - - 4 1 6 - 75 4 -

金 武 町 92 54 3 - 147 2 - - - 2 - 145 3 1 - - - - - 4 - 121 16 1 - 10 2 28 - 144 4 1

う る ま 市 331 732 19 9 1,068 12 - 4 2 18 5 971 37 42 18 5 1 9 3 114 6 957 89 7 - 26 4 126 8 1,026 39 26

沖 縄 市 624 720 41 3 1,364 17 - 2 1 20 4 1,273 46 26 16 11 1 6 1 107 8 1,218 116 10 1 33 6 165 5 1,335 33 20

読 谷 村 226 162 19 3 402 2 2 - - 4 4 377 16 5 7 1 1 - 1 31 2 379 20 3 2 2 1 28 3 404 3 3

嘉 手 納 町 60 63 4 - 126 1 - - - 1 - 115 4 2 1 4 - - 1 12 - 113 8 1 - 4 - 13 1 122 4 1

北 谷 町 143 136 9 1 284 5 - - - 5 - 248 11 7 10 6 - 2 1 37 4 244 27 - 1 16 2 45 - 278 11 -

北 中 城 村 85 73 1 2 157 1 1 - 1 3 1 137 6 10 2 4 - - - 22 2 135 16 2 - 7 - 24 2 151 9 1

中 城 村 83 110 - 1 191 3 - - - 3 - 183 4 3 3 - - - - 10 1 169 18 1 - 5 - 24 1 188 5 1

宜 野 湾 市 350 607 38 7 971 24 3 - - 26 5 863 46 54 14 15 1 5 - 135 4 893 68 1 6 30 4 107 2 946 46 10

那 覇 市 保 健 所 1,783 901 134 7 2,788 21 5 9 - 35 2 2,545 82 121 27 31 - 14 7 278 2 2,437 250 10 10 120 2 380 8 2,622 198 5

南 部 保 健 所 2,392 1,786 172 25 4,262 71 1 9 4 85 28 3,966 161 113 47 42 2 26 7 394 15 3,872 347 23 4 99 6 471 32 4,098 200 77

西 原 町 173 165 4 3 338 3 - - - 3 4 310 11 8 5 4 1 4 - 32 3 308 26 2 1 5 1 35 2 328 12 5

浦 添 市 608 598 79 6 1,244 33 - 3 1 37 10 1,173 54 30 15 7 - 10 2 116 2 1,191 76 9 - 7 1 91 9 1,240 33 18

豊 見 城 市 498 287 18 4 781 21 - 3 - 24 2 723 31 30 6 13 1 2 - 83 1 688 87 2 1 25 3 115 4 745 60 2

糸 満 市 438 244 51 2 724 5 - 3 1 9 2 688 24 6 6 3 - 6 1 46 1 670 42 4 - 11 - 56 9 704 22 9

八 重 瀬 町 238 111 1 1 346 3 - - - 3 2 315 10 12 6 5 - 1 1 34 2 286 38 - - 25 - 62 3 321 26 4

南 城 市

与 那 原 町 146 88 7 4 237 2 1 - 2 5 3 218 6 12 2 - - 3 2 25 2 214 22 - - 7 1 30 1 230 11 4

南 風 原 町 206 241 11 5 456 3 - - - 3 4 409 21 14 4 10 - - 1 50 4 383 53 5 2 17 - 76 4 399 30 34

久 米 島 町 41 40 1 - 81 - - - - - 1 77 3 - 2 - - - - 5 - 80 1 - - 1 - 2 - 81 - 1

渡 嘉 敷 村 6 1 - - 7 - - - - - - 7 - - - - - - - - - 7 - - - - - - - 7 - -

座 間 味 村 14 - - - 14 - - - - - - 14 - - - - - - - - - 14 - - - - - - - 9 5 -

粟 国 村 5 1 - - 5 1 - - - 1 - 5 - 1 - - - - - 1 - 4 1 - - 1 - 2 - 5 1 -

渡 名 喜 村 2 1 - - 3 - - - - - - 2 - - 1 - - - - 1 - 2 - 1 - - - 1 - 3 - -

南 大 東 村 11 7 - - 18 - - - - - - 18 - - - - - - - - - 18 - - - - - - - 18 - -

北 大 東 村 6 2 - - 8 - - - - - - 7 1 - - - - - - 1 - 7 1 - - - - 1 - 8 - -

宮 古 保 健 所 314 218 37 6 566 4 - - - 4 5 541 18 1 3 - - 5 3 30 4 549 22 2 - - - 24 2 556 9 10

宮 古 島 市 307 216 37 6 557 4 - - - 4 5 533 18 - 3 - - 5 3 29 4 541 22 2 - - - 24 1 552 7 7

多 良 間 村 7 2 - - 9 - - - - - - 8 - 1 - - - - - 1 - 8 - - - - - - 1 4 2 3

八 重 山 保 健 所 91 502 39 9 629 1 1 1 - 3 9 539 32 50 5 8 1 2 - 97 5 557 64 - 5 13 1 80 4 579 55 7

石 垣 市 80 448 33 7 559 1 1 1 - 3 6 479 28 43 4 7 1 2 - 85 4 494 56 - 5 12 1 71 3 524 40 4

竹 富 町 7 41 2 1 50 - - - - - 1 47 2 1 1 - - - - 4 - 48 3 - - - - 3 - 49 2 -

与 那 国 町 4 13 4 1 20 - - - - - 2 13 2 6 - 1 - - - 8 1 15 5 - - 1 - 6 1 6 13 3
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対象外児を除いた集計　平成26年度　３歳児健康診査市町村別統計（歯科）　№３
実施年月日　2014/4/1～2015/3/31

市町村名

計

指　示　事　項　（実人員）

１ ２ ３ ４ ５ ６

問題
なし

要助言 要経観 要精密
検　査

要治療 治療中

計   14,352   6,001   2,779   2,575      36   2,476     485 

北 部 保 健 所       972      476      219       50        1      217        9 

国 頭 村        42       14       12        7  -        9  - 

大 宜 味 村        33       24        5        2  -        2  - 

東 村         8        8  -  -  -  -  - 

今 帰 仁 村        75       45        1        6  -       22        1 

本 部 町       124      112  -        7  -        5  - 

名 護 市       625      239      195       25  -      160        6 

伊 江 村        37       23        1        2  -       11  - 

伊 平 屋 村        17        6        3        1  -        5        2 

伊 是 名 村        11        5        2  -        1        3  - 

中 部 保 健 所     4,964    1,975      988      870       18      934      179 

恩 納 村        74       48        1        9  -       14        2 

宜 野 座 村        79       38        4       23  -        9        5 

金 武 町       149       49       35       28  -       31        6 

う る ま 市     1,091      402      216      187       10      229       47 

沖 縄 市     1,388      518      329      192        4      284       61 

読 谷 村       410      210       49       46        1      101        3 

嘉 手 納 町       127       48       30       22  -       25        2 

北 谷 町       289       95       79       69  -       41        5 

北 中 城 村       161       60       32       45  -       12       12 

中 城 村       194      105       15       34  -       30       10 

宜 野 湾 市     1,002      402      198      215        3      158       26 

那覇市保健所     2,825    1,177      466      621  -      402      159 

南 部 保 健 所     4,375    1,894      883      829       15      645      109 

西 原 町       345      134       81       64  -       53       13 

浦 添 市     1,291      590      275      174        2      222       28 

豊 見 城 市       807      327      149      233        1       69       28 

糸 満 市       735      427      108       46        2      136       16 

八 重 瀬 町       351      102       91      104  -       41       13 

南 城 市

与 那 原 町       245       77       72       50        4       39        3 

南 風 原 町       463      157       98      128        6       66        8 

久 米 島 町        82       46  -       22  -       14  - 

渡 嘉 敷 村         7        5        1        1  -  -  - 

座 間 味 村        14        9        2        1  -        2  - 

粟 国 村         6  -        3        3  -  -  - 

渡 名 喜 村         3        1        1        1  -  -  - 

南 大 東 村        18       15        2  -  -        1  - 

北 大 東 村         8        4  -        2  -        2  - 

宮 古 保 健 所       575      267      101       53        1      131       22 

宮 古 島 市       566      261      101       53        1      129       21 

多 良 間 村         9        6  -  -  -        2        1 

八重山保健所       641      212      122      152        1      147        7 

石 垣 市       568      189      106      134  -      134        5 

竹 富 町        51       22       11        8        1        8        1 

与 那 国 町        22        1        5       10  -        5        1 

〇指示事項（実人員）は複数選択の場合、４要精密検査を優先とし、それ以降は項目番号６、５、３、２、１の順に採用。
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平成27年度　事業計画書

〔Ⅰ〕公益目的活動・法人組織活動の部

１　乳幼児健康診査の実施及び充実強化　　  　　　　

　子どもの健康の保持増進を図ることを目的として、市町村の委託を受けて県内市町村の乳幼児健康診査

を多職種連携によるチームで実施する。さらには精度管理等内容の充実強化に努める。

　⑴　乳幼児健康診査の実施（40市町村）

　⑵　乳幼児健康診査受診率向上に向け情報提供等

　⑶　乳幼児健康診査実施に関する市町村・保健所等連絡会議 

　⑷　幼児健康診査における「気になる子」のフォロ－体制支援    　

　⑸　乳幼児健康診査のスタッフ確保に関する推進活動    　

　⑹　乳幼児健康診査情報処理システム構築及び推進活動  

　⑺　乳幼児健康診査健診現場へのＩＴ導入のモデル市町村設定及び推進  

　⑻　乳幼児健康診査受託に関する調整等市町村訪問

　⑼　乳幼児健康診査に関する情報交換会開催

　　１）市町村対象の情報交換会   　

　　２）協力者の情報交換会   　

２　人材育成等に関する活動　

　小児保健医療の従事者や市町村職員向けの研修会等を開催することにより、小児保健従事者の資質向上

に努める。また、県外で開催される学術集会等へ関係者を派遣することで母子保健に関する情報収集等を

図る。

　⑴　乳幼児健康診査関係者対象

　　１）健診協力スタッフ研修会の開催 

　　２）乳幼児健康診査実績報告会並びに市町村母子保健担当者研修会の開催

　　　　期日：平成27年６月26日（金）　於いて：沖縄小児保健センター  

　⑵　小児保健関係者等対象

　　１）沖縄県小児保健学会の開催　　期日：平成27年６月６日（土）　於いて：沖縄小児保健センター    

　　２）保健セミナーの開催　　期日：平成28年１月22日（金）　於いて：沖縄小児保健センター

　　３）医師研修会の開催　　拡大医師研修会（沖縄県歯科医師会　沖縄県小児科医会　沖縄県小児保健協会）

　　　　期日：平成27年４月25日（土）　於いて：沖縄小児保健センター   

　　４）保健師研修会  期日：平成27年５月25日（月）・26日（火）　於いて：沖縄小児保健センター    

　　５）子ども生活習慣対策に関する研修会の開催

　　　　期日：平成27年５月20日（水）　於いて：沖縄小児保健センター    

　　６）発達障害児支援者の研修会開催

　　７）母子保健推進員の研修会開催（沖縄県母子保健推進員連絡協議会　沖縄県小児保健協会）

　　　　１回目　　期日：平成27年６月29日（月）　於いて：沖縄小児保健センター    

　　　　２回目　　期日：平成27年10月　於いて：沖縄小児保健センター   

　　８）沖縄県母子保健大会の開催   期日：平成28年１月21日（木）　会場：宜野湾市民会館大ホール    
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　⑶　育児支援者養成事業

　　１）こんにちは赤ちゃん事業『訪問者養成講座』の開催   

　　　　講座　　期日：平成27年４月20日・21日　於いて：沖縄小児保健センター

　　　　フォロー研修 　期日：平成27年７月27日（月）   

　⑷　県外への派遣制度

　　１）市町村職員や小児保健関係者を学術集会等へ派遣  

　　　　期日：平成27年６月18日～20日　於いて：長崎市    

　　２）日本小児保健セミナ－への派遣（東京都）   

　　３）健やか親子21全国大会への派遣

　　　　期日：平成27年10月７日～９日　　於いて：神奈川県

　　４）日本小児保健協会学術集会等へ演題発表者の派遣

　　　　特別研究委員会より（４題）

３　啓発普及に関する活動　

　一般向けの講演会等を開催することにより、地域住民の小児保健に関する知識の啓発や子育て支援に繋

げる。啓発の諸活動は、関係機関等との連携や支援を持って推進展開する。          

　⑴　子育て支援に関する研修会開催

　⑵　麻しん・風しんゼロ実現に向けての啓発活動

　⑶　子どもの事故等の小児救急啓発に関する講演会の開催

　⑷　予防接種の啓発活動等に関する講演会の開催

　⑸　子どもの生活習慣に関する啓発活動

４　小児保健に関する調査・研究並びに情報収集や評価等に関する活動 

　沖縄の子ども達の健康や生活習慣等に関する調査を行う。また、会員から小児保健医療等に関するテー

マの特別研究を募る。

　一方、小児保健に関連ある情報収集や啓発活動に必要な情報等の整理等を行う。

　⑴　乳幼児健康診査結果の分析、情報還元

　⑵　親子健康手帳の検討

　⑶　小児保健情報センター設置等に関する調整

　⑷　乳幼児健康診査受診票改訂等における評価 

　⑸　乳幼児健康診査統計処理に関する研究事業等へ協力

　⑹　乳幼児健康診査情報処理システム構築に関する情報収集活動  　

　⑺　小児肺炎球菌等の疫学調査及び研究等を寄付金を公募し実施

　⑻　その他調査研究に関する受託事業           

　⑼　ホームページ内容の企画調整           

５　母子保健功労者の顕彰事業

　永年地域で活躍している母子保健従事者を顕彰することで、地域の母子保健活動の活性化を促す。

　⑴　沖縄県母子保健大会長表彰

　　　沖縄の母子保健活動に顕著な功績があった個人並びに団体を顕彰する。        
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　⑵　沖縄小児保健賞

　第44回保健文化賞受賞を記念し、沖縄の小児保健活動に顕著な功績があった個人並びに団体を顕彰する。

　⑶　乳幼児健康診査功労賞・その他

　　　乳幼児健康診査事業へ顕著な功績があった個人を顕彰する。

６　各種支援事業 

　　小児保健活動を行う団体の活動を支援することにより、沖縄の小児保健活動の活性化を図る。

　⑴　はしか“０”プロジェクトへ活動資金の援助並びに事務局業務

　⑵　沖縄県母子保健推進員協議会の事務局業務

　⑶　おきなわ小児ＶＰＤ研究会の事務局業務          

　⑷　その他関係業務           

７　助成事業 

　　小児保健医療に関する団体が開催する研修会等へ助成することで、人材育成へ繋げる。

　⑴　小児科学会沖縄地方会、沖縄県小児科医会へ講演会資金等の助成

　⑵　関係団体が開催する小児保健に関する講演会等に対し補助

　⑶　その他関係業務           

８　国際協力事業     

　　海外の小児保健・医療関係者の視察研修の受入を図る。

　⑴　ＪＩＣＡ研修等の受け入れ  沖縄の小児保健活動を紹介することで、海外研修者への情報提供を行う。

９　広報並びに出版活動                                         　　　    

　　小児保健活動の紹介や啓発用の冊子等の刊行、乳幼児健康診査結果から得られる情報提供等を図る。

　⑴　沖縄県小児保健協会機関誌「沖縄の小児保健」第43号（年刊）の発行

　⑵　乳幼児健康診査受診票や関係冊子等を印刷し、市町村へ配付                        

　⑶　小児保健指導用のパンフレット等を作成し、市町村等関係機関に配布

　⑷　乳幼児健康診査実績報告書を作成し、関係機関へ配布                         

　⑸　親子健康手帳の印刷                             　　    

　⑹　小児保健医療等関係の冊子等を作成し実費頒布

　⑺　ホームページを活用して小児保健情報の提供    http://www.osh.or.jp/  

10　小児保健医療等の向上に必要な受託事業等                                      

　沖縄県並びに市町村等より小児保健に関する受託事業を受けることで、地域住民の知識の啓発や福祉人

材育成等に資する。

　⑴　自立支援医療（育成医療）審査事業の受託 

　　１）40市町村より受託実施   　

　⑵　小児保健・医療に関する受託事業 
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11　沖縄小児保健センターに関する諸活動及び運用       

　　小児保健センターを地域に開かれた研修施設並びに小児保健情報収集可能な施設とする。

　⑴　沖縄小児保健センターの周知活動

　⑵　沖縄小児保健センターの管理運営

12　公益社団法人としての組織整備

　　公益社団法人としての組織整備を図る。

　⑴　公益社団法人沖縄県小児保健協会の周知

　⑵　諸規則の整備

13　総会並びに理事会の開催

　　定款に定める総会や理事会を開催する。

　⑴　公益社団法人沖縄県小児保健協会の定期総会又は必要に応じ臨時総会を開催する。

　　１）定期総会　　期日：平成27年６月６日（土）午後　　会場：沖縄小児保健センター

　⑵　理事会を定期的に開催する。

　　１）定期理事会（５月、11月、１月、３月）開催　

　　２）臨時理事会（随時）開催　

14　各種委員会活動

　　各種委員会を設置し、事業の企画運営や整備等を図る。

　⑴　企画運営委員会の開催

　⑵　乳幼児健診委員会の開催

　⑶　学術編集委員会の開催

　⑷　特別委員会の開催

　　〇乳幼児健康診査受診票検討小委員会　　〇子どもの生活習慣対策委員会  

　　〇乳幼児健診システム委員会　　〇特別研究委員会

15　その他

　⑴　母子保健ネットワ－クの検討

　⑵　小児保健センター等のメンテナンス

　⑶　公益社団法人等に関する研修会等へ参加

〔Ⅱ〕収益活動の部

１　契約駐車場の管理運営                　　　　   

　⑴　契約駐車場の管理及び運営
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公益社団法人沖縄県小児保健協会定款

第１章　総　　則

（名称）

第１条　この法人は、公益社団法人沖縄県小児保健協会と称する。

（事務所）

第２条　この法人は、主たる事務所を沖縄県島尻郡南風原町に置く。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

第２章　目的及び事業

（目的）

第３条　この法人は、小児保健に関する普及啓発並びに人材育成等の公益目的事業を関係機関等との連携を

図りながら推進し、ひいては沖縄県の小児保健の資質向上に寄与することを目的とする。

（事業）

第４条　この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。

⑴　乳幼児健康診査事業の推進

⑵　小児保健の調査及び研究等

⑶　小児保健医療等の向上推進　

⑷　学術集会及び研修会等の開催

⑸　母子保健従事者等の育成及び顕彰

⑹　小児保健活動関係等への助成

⑺　機関誌その他冊子等の出版

⑻　国際的母子保健関連事業への協力

⑼　沖縄県小児保健協会附属クリニックの管理運営

⑽　沖縄小児保健センタ－の管理運営

⑾　その他この法人の公益目的を達成するために必要な事業

２　前項の事業は、沖縄県内において行うものとする。

３　この法人は、その公益目的事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。

　⑴　契約駐車場の管理運営

　⑵　その他前号に掲げる事業に関連する事業

第３章　会　　員

（法人の構成員）

第５条　この法人に、次の会員を置く。

　⑴　正 会 員　この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

　⑵　賛助会員　この法人の目的に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体

　⑶　名誉会員　この法人に功労があった者で総会において推薦された者

２　前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団・財団

法人法」という。）上の社員とする。
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（入会）

第６条　この法人の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むもの

とする。

２　入会は、総会において定める入会及び退会に関する規則に定める基準により、理事会においてその可否

を決定し、これを本人に通知するものとする。

（会費）

第７条　会員は、総会において定める会費等に関する規則に基づき会費を支払わなければならない。

（任意退会）

第８条　会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

（除名）

第９条　会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

　⑴　この定款又はその他の規則に違反したとき。

　⑵　この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

　⑶　その他の正当な事由があるとき。

２　前項により会員を除名したときは、その会員に対し、除名した旨を通知するものとする。

（会員資格の喪失）

第10条　会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

　⑴　会費等を２年以上滞納したとき

　⑵　総正会員が同意したとき

　⑶　当該会員が死亡、又は団体が解散したとき

２　会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務

を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

３　この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返還しない。

第４章　総　　会

（構成）

第11条　総会は、正会員をもって構成する。

２　前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

（権限）

第12条　総会は、次の事項について決議する。

　⑴　理事及び監事の選任又は解任

　⑵　各事業年度の事業報告及び決算の承認

　⑶　定款の変更

　⑷　理事及び監事の報酬等の額

　⑸　会員の除名

　⑹　解散及び残余財産の処分

　⑺　不可欠特定財産の処分の承認

　⑻　その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

第13条　総会は、定時総会として毎事業年度終了後３か月以内に１回開催するほか、必要がある場合に臨時

総会を開催する。

沖縄の小児保健112



（招集）

第14条　総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

２　総正会員の議決権の10分の１以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び

招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

３　総会を招集するには、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面あるいは電磁的記録をもって、

開催日の２週間前までに通知を発しなければならない。

（議長）

第15条　総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

（議決権）

第16条　総会における議決権は、正会員１人につき１個とする。

（決議）

第17条　総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権

の過半数をもって行う。

２　前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以

上に当たる多数をもって行う。

⑴　会員の除名

⑵　監事の解任

⑶　役員等の責任の一部免除

⑷　定款の変更

⑸　解散

⑹　不可欠特定財産の処分

⑺　その他法令で定められた事項

（書面決議等）

第18条　総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は、議決権の

行使を委任することができる。

２　正会員は予め通知された事項について、書面あるいは電磁的方法をもって、表決を行うことができる。

３　理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全

員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があっ

たものとみなす。

（報告の省略）

第19条　理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報

告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

は、その事項の総会への報告があったものとみなす。

（議事録）

第20条　総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２　議事録には、議長、会長及び出席した理事のうちから１名で記名押印するものとする。
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第５章　役　　員

（役員の設置）

第21条　この法人に、次の役員を置く。

　⑴　理事　15名以上25名以内

　⑵　監事　２名以内

２　理事のうち１名を会長とし、８名以内を常任理事とする。

３　第２項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常任理事をもって同法第91条第１項第

２号の業務執行理事とする。

（役員の選任）

第22条　理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

２　会長及び常任理事は、理事会において選任する。

３　理事会は、常任理事より副会長、専務理事を選任することができる。ただし、副会長２名以内、専務理

事１名とする。

４　監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

５　理事又は監事に異動があったときは、２週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届けなければな

らない。

（理事の職務及び権限）

第23条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務執行の決定に

参画する。

２　会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

３　常任理事は、理事会が別に定める職務権限規則により、この法人の業務を分担執行する。

４　会長及び常任理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会

に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第24条　監事は、次に掲げる職務を行う。

⑴　理事の職務執行状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

⑵　この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を

監査すること。

⑶　総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。

⑷　理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款

に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。

⑸　前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求が

あった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せ

られない場合は、直接理事会を招集すること。

⑹　理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違

反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。

⑺　理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為を

するおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、

その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

⑻　その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
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（役員の任期）

第25条　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の

時までとする。ただし、再任を妨げない。

２　監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時ま

でとする。ただし、再任を妨げない。

３　任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の

満了する時までとする。

４　理事又は監事は、第21条第１項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し

た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第26条　理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する

場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の３分の２以上の議決に基づいて行わなければ

ならない。

（役員の報酬等）

第27条　理事は無報酬とする。ただし、常勤理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、

総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

（取引の制限）

第28条　理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承

認を得なければならない。

⑴　自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

⑵　自己又は第三者のためにするこの法人との取引

⑶　この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事

との利益が相反する取引

２　前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

（役員等の責任の軽減）

第29条　この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第１項の賠償責任について、同法第114条第１項

の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を

限度として、免除することができる。

（名誉会長）

第30条　この法人は、名誉会長の称号を付与することができる。

２　名誉会長とは、この法人の会長となったことがある者の中から、特にこの法人の発展に著しい貢献のあっ

た者を理事会において推挙し、総会において選任する。

３　名誉会長の職務は、会長からの相談に応じ、助言することができる。

４　名誉会長の任期は、名誉会長が会員である期間とする。

第６章　理　事　会

（構成）

第31条　この法人に、理事会を置く。

２　理事会は、すべての理事をもって構成する。
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（権限）

第32条　理事会は、次に掲げる職務を行う。

　⑴　総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

　⑵　規則の制定、変更及び廃止

　⑶　前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定

　⑷　理事の職務の執行の監督　

　⑸　会長及び常任理事の選定及び解職

２　理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

　⑴　重要な財産の処分及び譲り受け

　⑵　多額の借財

　⑶　重要な使用人の選任及び解任

　⑷　従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

　⑸　内部管理体制の整備

　⑹　第29条１項の責任の免除

（開催）

第33条　理事会は、毎事業年度２回以上開催する。

２　理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

⑴　会長が必要と認めたとき。

⑵　会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求

があったとき。

⑶　前号の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理事会

の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

⑷　一般社団・財団法人法第101条第２項及び第３項に基づき、監事から会長に招集の請求があったとき、

又は監事が招集をしたとき。

（招集）

第34条　理事会は、会長が招集する。ただし、前条第２項第３号により理事が招集する場合及び前条第２項

第４号後段により監事が招集する場合を除く。

２　会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

３　前条第２項第３号による場合は、理事が、前条第２項第４号後段による場合は、監事が理事会を招集する。

４　会長は、前条第２項第２号又は第４号前段に該当する場合は、その請求があった日から５日以内に、そ

の請求があった日から２週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

５　理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の５

日前までに、各理事及び各監事に対してその通知をしなければならない。

６　前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ること

なく開催することができる。

（議長）

第35条　理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、他の

理事がこれに当たる。

（決議）

第36条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過
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半数をもって行う。

（決議の省略）

第37条　理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加

わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決

する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

（報告の省略）

第38条　理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項

を理事会へ報告することを要しない。

２　前項の規定は、第23条第４項の規定による報告については、適用しない。

（議事録）　　　

第39条　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２　議事録には、会長、出席した理事のうちから２名及び監事は、前項の議事録に記名押印するものとする。

第７章　常任理事会

（常任理事会）

第40条　この法人の事業の円滑な運営を図るため、常任理事会を設置する。

２　常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。

３　業務執行の迅速な対応を図るため、年６回以上常任理事会を開催するものとする。常任理事会は、理事

会の審議事項の検討などの準備を行うものとする。

第８章　委　員　会

（委員会）

第41条　この法人の事業の円滑な運営を図るため、委員会を設置することができる。委員会は常設委員会と

必要に応じ特別委員会を設置する。

２　常設委員会の委員は理事会、特別委員会の委員は常任理事会の決議による。

３　委員会の構成及び運営に関する必要な事項は、常設委員会は理事会、特別委員会は常任理事会の決議に

より別に定める。

第９章　資産及び会計

（事業年度）

第42条　この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第43条　この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、

毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更す

る場合も、同様とする。

２　前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供

するものとする。

（事業報告及び決算）

第44条　この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監

査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
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　⑴　事業報告

　⑵　事業報告の附属明細書

　⑶　貸借対照表

　⑷　損益計算書（正味財産増減計算書）

　⑸　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

　⑹　財産目録

２　前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、定時総会に提

出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

３　第１項の計算書類等については、毎事業年度の経過後３か月以内に行政庁に提出しなければならない。

４　この法人は、第２項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するも

のとする。

　（会計原則等）

第45条　この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

２　この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規則によるものとする。

３　特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理

事会の決議により別に定める。

第10章　定款の変更及び解散

（定款の変更）

第46条　この定款は、総会の決議によって変更することができる。

２　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「公益認定法」という。）第11条第１項各

号に掲げる事項に係る定款の変更（軽微なものを除く）をしようとするときは、その事項の変更につき、

行政庁の認定を受けなければならない。

３　前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届けなければならない。

（解散）

第47条　この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第48条　この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その権利義

務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相

当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に、公益法人認定法第５

条第17号に掲げる法人又は地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第49条　この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益法人認定法第５条

第17号に掲げる法人又は地方公共団体に贈与するものとする。

第11章　事　務　局

（事務局）

第50条　この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

２　事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

３　事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
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４　前項以外の職員は、会長が任免する。

５　事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

（備付け帳簿及び書類）　　

第51条　事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

　⑴　定款

　⑵　会員名簿

　⑶　理事及び監事の名簿

　⑷　認定、許可、認可等及び登記に関する書類

　⑸　定款に定める機関（理事会及び総会）の議事に関する書類

　⑹　財産目録

　⑺　役員等の報酬規則

　⑻　事業計画書及び収支予算書

　⑼　事業報告書及び計算書類

　⑽　監査報告書

　⑾　その他法令で定める帳簿及び書類

２　前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第52条第２項に定める情報公開

規則によるものとする。

第12章　情報公開及び個人情報の保護

（情報公開）

第52条　この法人は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的

に公開するものとする。

２　情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規則によるものとする。

（個人情報の保護）

第53条　この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

２　個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

（公告の方法）

第54条　この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第13章　補　　則

（委任）

第55条　この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定

める。

　　　附　則

１　この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定める公益法人の設立の登記

の日から施行する。

２　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益
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法人の設立登記を行ったときは、第６条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日と

し、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

３　この法人の最初の会長は玉那覇榮一とする。

　　　附　則

１　この定款は、平成26年度公益社団法人沖縄県小児保健協会定時総会の承認の日から施行する。
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平成27年度　沖縄県小児保健協会役員名簿

職　名 氏　　名 所　　　　属

会 長 宮　城　雅　也 沖縄県立北部病院

副 会 長 當　間　隆　也 わんぱくクリニック

下　地　ヨシ子

理 事 安慶田　英　樹 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

安次嶺　　　馨 沖縄県立中部病院ハワイ大学卒後医学臨床研修事業団

泉　川　良　範 名護療育園

井　村　弘　子 沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科

上　原　真理子 沖縄県南部福祉保健所

神　谷　鏡　子 かみや母と子のクリニック

具　志　一　男 ぐしこどもクリニック

小　濱　守　安 沖縄県立中部病院

高　良　聰　子 たから小児科医院

棚　原　睦　子 沖縄県小児保健協会

玉那覇　榮　一 中頭病院

照　屋　明　美 沖縄県小児保健協会

浜　端　宏　英 アワセ第一医院

比　嘉　千賀子 沖縄県南部福祉保健所

譜久山　民　子 オリブ山病院

屋　嘉　のり子 那覇市健康部那覇市保健所地域保健課

屋　良　朝　雄 那覇市立病院

吉　田　朝　秀 琉球大学医学部附属病院

監 事 伊良部　良　信

宮　城　光　男
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編　集　後　記

　編集後記策案中に，また痛ましい事件が発生し，これからの沖縄を背負っていく若い命が奪われてしまい

ました．親の希望を一身に背負って育った若い命が一瞬にして奪われてしまった現実に強い憤りを感じます．

　さて今回も多数の読み応えのある研究・報告論文等をご投稿いただきました．巻頭言では，宮城雅也会長が，

「沖縄県小児保健協会「鳩」の飛翔」として，当協会における事業の大きな柱である乳幼児健診を，時代の

要求や変化に対応できる健診システムとするためにはIT化を推進することが最も有効な施策としています．

論壇では，沖縄県小児科医会長の呉屋良信先生に最近の沖縄県の小児医療の変遷について概説いただき，小

児科医会と小児保健協会の連携の必要性を述べています．

　あいち小児保健医療総合センターの山崎嘉久先生は，すべての子どもが健やかに育つ社会構築のためには

「健やか親子21（第２次）」だけでなく，少子化対策，貧困対策などを含めた地方自治体との連携が必要で

あると述べています．研究論文では，精神障害のある母の場合の保健・医療・福祉の連携の現状（玉城三枝

子），沖縄県北部地域の小学１年から２年の小学生と保護者の睡眠に関する実態調査（鶴巻陽子），伊江村小

中学生のう蝕罹患状況とフッ化物洗口の効果について（狩野岳史）， １歳６か月健診時の子どもの発達状況

と養育者の育児不安の関連性について－沖縄小児保健研究－（勝連啓介）の４題の原著論文，ワクチン株に

より発症した麻疹の２症例（又吉慶），児童の生活習慣調査に関する研究（西田涼子）の２題の報告を掲載

しました．

　特別寄稿では，長年小児保健協会を支えてくださいました大宜見義夫先生より「協会理事を退任するに当

たって」，また浜端宏英先生より「予防接種を拒否する保護者」について興味深い寄稿をいただき，地域レ

ポートでは，国頭村役場の荒木善光保健師より「国頭村における発達が気になる子を支える体制づくりの取

り組み」の報告，海外レポートでは，県立南部医療センター・こども医療センターの佐久川夏実様に，チャ

イルドライフスペシャリストを習得されるまでの留学記の報告をいただきました．NPO法人療育ファミリー

サポートほほえみ理事長の福峯静香様に沖縄小児保健賞を受賞にあたっての寄稿，長崎での第61回日本小児

保健学会学術集会参加報告を野辺あやの保健師，田場典寿保健師にご執筆頂きました.

　今回も多数の皆様のご協力をいただき，無事第43号を発行することができました．お忙しい中，ご執筆頂

きました皆様，そして研究論文の査読を快くお引き受け頂きました査読者の先生方には心より御礼申し上げ

ます．

小　濱　守　安

第43号　平成28年３月 123



沖縄の小児保健第43号

平成28年 3 月31日発行

発 行 人　　宮　城　雅　也

編集代表　　小　濱　守　安

発 行 所　　公益財団法人 沖縄県小児保健協会

　　　　　　〒901-1105  南風原町字新川218-11

　　　　　　TEL 098-963-8462

印　　刷　　株式会社 国  際  印  刷

【編集委員】

小濱　守安　　井村　弘子　　安次嶺　馨　　天久　憲治　　泉川　良範

金城やす子　　具志　一男　　国島　知子　　譜久山民子　　外間登美子

吉田　朝秀　　

沖縄の小児保健124


	表紙
	シンボルマーク・デザイン説明
	巻頭言　宮城雅也
	目次
	論壇　呉屋良信
	平成27年度総会学会・特別講演　山崎嘉久
	研究　玉城三枝子
	研究　鶴巻陽子
	研究　狩野岳史
	研究　勝連啓介
	報告　又吉　慶
	報告　西田涼子
	特別寄稿　大宜見義夫
	特別寄稿　浜端宏英　
	地域レポート　荒木善光
	海外レポート　佐久川夏実
	学会参加報告　野辺あやの
	学会参加報告　田場典寿　
	沖縄小児保健賞　福峯静香　
	協会活動報告
	平成27年度　活動概要
	平成27年度　総会・学会プログラム
	平成26年度　事業報告書
	事業報告の附属明細書
	平成26年度乳幼児健康診査から
	平成27年度　事業計画書
	公益社団法人沖縄県小児保健協会定款
	平成27年度　沖縄県小児保健協会役員名簿
	投稿規程
	編集後記
	編集委員　奥付


